
会 議 録

第 1 日

（平成6年12月1日）



〇議事日程第1号

平成6年12月1日（木） 午前10時開会

第1 会議録署名議員の指名について

第2 会期の決定について

第3 議案第 102号なしヽ し議案第 127号 ..•……………………… 説 明
議 102号平成6年度四日市市一般会計補正予算 002号）

議 103号平成6年度四日市市土地区画整理事業特別会計補

正予算 002号）

議 104号平成6年度四日市市老人保健医療特別会計補正予

算 002号）

議 105号平成6年度四日市市農業集落排水事業特別会計補

正予算 001号）

議 106号平成6年度四日市市水道事業会計第1回補正予算

議 107号四日市市議会議員及び四日市市長の選挙における

選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公

営に関する条例の制定について

議 108号 四日市市議会の議員その他非常勤の職員の公務災

害補償等に関する条例の一部改正について

議案第 109号 四日市市職員退職手当支給条例の一部改正につい

て

議 110号過料の額の引上げのための関係条例の一部改正に

ついて

議 111号 四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例等の

一部改正について

議 112号 四日市市都市公園条例の一部改正について

議 113号 四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例の

一部改正について
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議案第 114号四日市市立Ij哨屯扱心中学校設置条例の一部改正 青山弘忠

について 小井道夫

議 115号四日市市消防団員等公務災害補償条例の一部改正 石川勝彦

について 市川悦子

議 116号四日市市火災予防条例の一部改正について 市川正徳

議 117号市道路線の廃止について 伊藤正数

議 118号市道路線の認定について 伊藤雅敏

議 119号工事請負契約の締結について 伊藤正巳

-（仮称）本町プラザ建設工事（建築工事）一 宇野長好

議 120号工事請負契約の締結について 大島武雄

-（仮称）本町プラザ建設工事（建築電気設備）一 大谷茂生

議 121号工事請負契約の締結について 小川政人

-（仮称）本町プラザ建設工事償嘩i機械設備）一 喜多野 等

議 122号工事請負契約の締結について 久保博正

ー庁舎空調用熱源改修工事一 桑原 勇

議 123号工事請負契約の締結について 小林博次

一午起ポンプ場雨水ポンプ設備工事一 坂口正次

議 124号工事請負契約の締結について 佐藤晃久

ー白須賀ポンプ場が1800雨水ポンプ設備工事一 佐野光信

議 125号工事請負契約の変更について 瀬川憲生

一羽津茂福1号幹線水路築造工事（その2)- 田中 武

議 126号工事請負契約の変更について 田中俊行

一羽津茂福3号幹線水路築造工事（その2)- 土井数馬

議案第 127号委託協定の変更について 豊田忠正

ー桜汚水1号幹線管渠布設工事一 中森惧―

野崎 洋

0出席議員 (37名） 橋本 茂
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長谷川昭雄 農林水産部長 須原賢治

日置記平 環境部長 玉置泰生

藤井浩治 都市計画部長 大橋 実

古市元一 建設部長 西田喜大

堀内弘士 下水道部長 岡田幹夫

益田 力 消 防 長 島村 隆

水野和子 病院事務長 谷口淳一

水野幹郎 水道事業管理者 鎌田 悟

毛利道哉

森 真寿朗 教 ＝目な 長 丹羽 武

〇欠席議員 (2名）

谷口廣睦 代表監査委員 栗本春樹

野呂平和

0出席事務局職員

0出席議事説明者 事務局長 長谷川昭彦

市 長 加藤寛嗣 参事兼議事課長 伊藤千秋

助 役 加藤宣雄 議事課長補佐 玉田耕士

助 役 奥山武助 議事係長 井上紀久夫

収 入 役 毛利道男 主 事 濱田信二

港湾審議監 梅木勇二 主 事 芝田敏樹

市長公室長 佐々木龍夫

計画推進部長 川畑義之 午前10時1分開会

総務部長 鈴木一美 〇議長（伊藤雅敏君） ただいまから平成6年12月四日市市議会定例会を

財政部長 野呂 修 開会いたします。

市民部長 小畑廣次 ただいまの出席議員数は、 36名であります。

保健福祉部長 服部美次 今定例会の議事説明者は、市長はじめ22名であります。

商工部長 米津正夫
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〇議長（伊藤雅敏君） これより本日の会議を開きます。

本日の議事につきましては、お手元に配付しました議事日程第1号によ

り取り進めますので、よろしくお願いいたします。

日程第1 会議録署名議員の指名について

0麟・（伊廊繭嬬） 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

今定例会の会議録署名議員に、市川正徳君及び橋本茂君を指名いたし

ます。

日程第2 会期の決定について

〇議長（伊藤雅敏君） 日程第2、会期の決定についてを議題といたしま

す。

おはかりいたします。今定例会の会期は、本日から12月16日までの16日

間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（伊藤雅敏君） ご異議なしと認めます。よって、今定例会の会期

は本日から12月16日までの16日間と決定いたしました。

日程第3 議案第102号平成6年度四日市市一般会計補正予算（第2

号）ないし議案第127号委託協定の変更について

〇議長（伊藤雅敏君） 日程第3、議案第102号平成6年度四日市市一般

会計補正予算（第2号）ないし議案第127号委託協定の変更についての26

件を一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

市長。

〔市長 (jJo藤寛嗣君）登壇〕

〇市長伽藤寛嗣君） ただいま上程されました各議案についてご説明申
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し上げます。

議 102号は、本市一般会計補正予算第2号案であります。

今回の補正の主な内容は、国・県から補助割り当てのあった公共事業費、

急施を要する単独事業費のほか、台風26号等による災害復旧費等でありま

して、歳M歳出予算のほか、これに関連する債務負担行為及び地方債の補

正であります。

歳入歳出予算の追加額は、 11億4,067万円で、補正後の予算額は、 942億

7,608万8,000円と相なるのであります。

以下、各款にわたり補正の主な内容についてご説明申し上げます。

第1款議会費は、議員2名の欠員によります報酬等の減額補正でありま

す。

第2款総務費は、交通安全施設等整備事業費及び過年度国県支出金等返

還金の追加計上であります。

第3款民生費は、入院時の食事療養に係る標準負担額を助成するための

心身障害者医療費及び臨時傭人料の不足見込み額の追加計上のほか、来年

度改築を予定しております保育所の調査設計費の計上であります。

第4款衛生費は、合併処理浄化槽設置費補助金の追加計上であります。

第6款農林水産業費は、国・県からの補助割り当てによるふるさとふれ

あい牧場づくり事業費、土地改良事業費の追加計上及び桜地区かんがい排

水事業費並びに農村総合整備モデル事業費の減額補正であります。

第8款土木費は、国庫補助内示に合わせた中央通り地下駐車場整備事業

費及び街路、公園事業費の補正のほか、単独事業として道路、河川、街路、

公園、都市下水路事業費及び狭陰道路対策費の追加計上であります。

第9款消防費は、実績に合わせての消防団員費用弁償及び水防用資材の

補充経費の追加計上であります。

第10款教育費は、全国大会等出場選手激励金及び臨時傭人料の不足見込

み額の追加計上であります。
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第11款公債費は、減税及び第三次総合経済対策等の繰越事業の増大によ

る資金管理の面から、一時借入金の最高額を変更することによる一時借入

金利子の追加計上であります。

第14款災害復旧費は、 9月の集中豪雨及び台風26号による土木施設、農

業用施設及び公園施設に係る災害復旧費の計上であります。

以上、・概要をご説明いたしましたが、歳入につきましては、歳出各科目

に対する特定財源を充当するとともに、一般財源として市税を計上して収

支の均衡を図ったのであります。

議 103号から議案第106号までは、各特別会計及び企業会計の補正予

算案であります。

土地区画整理事業特別会計は、資金管理の面から一時借入金の最高額を

変更しようとするものであります。

老人保健医療特別会計は、国庫負担金の減による資金管理の面から一時

借入金の最高額を変更することによる一時借入金利子の追加計上であり、

歳入につきましては、一般会計繰入金を追加計上いたしました。

農業集落排水事業特別会計は、国庫補助割り当ての減による農業集落排

水施設整備費の減額補正であり、歳入につきましては、歳出に関連する特

定財源を減額補正するとともに、繰越金の追加計上及び消費税還付金を計

上いたしました。

水道事業会計は、実績に合わせての配水管移設工事費等の追加計上であ

ります。

続きまして、条例その他の議案についてご説明申し上げます。

議案第107号四日市市議会議員及び四日市市長の選挙における選挙運動

用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の制定につきまし

ては、公職選挙法に基づき選挙運動用自動車の使用、ポスターの作成に係

る公営制度を新たに設けようとするものであります。

議案第108号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する
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条例の一部改正につきましては、地方公務員災害補償法施行令の一部改正

により、公務で外国旅行中の職員に係る療養補償の特例制度が新たに設け

られたことに伴い、関係規定の整備を図ろうとするものであります。

議案第109号職員退職手当支給条例の一部改正につきましては、雇用保

険法の一部改正に伴い関係規定の整備を図ろうとするものであります。

議案第110号過料の額の引上げのための関係条例の一部改正につきまし

ては、地方自治法の改正に伴い、過料に関する条例等9条例について過料

の上限額を引き上げようとするものであります。

議 111号乳幼児の医療費の助成に関する条例等の一部改正につきま

しては、乳幼児医療費等の助成制度の充実を図るため、乳幼児、心身障害

者及び母子世帯に係る訪問看護療養費及び入院時の食事療養に係る標準負

担額を助成対象とするとともに、老人につきましては訪問看護療養費を助

成の対象にしようとするものであります。

議案第112号都市公園条例の一部改正及び議案第113号運動施設の設置及

び管理に関する条例の一部改正につきましては、霞ケ浦第1サッカー場の

廃止等に当たり関係規定の整備を図ろうとするものであります。

議案第114号市立Ij浮我汲び中学校設置条例の一部改正につきましては、

中部東Ij嘩屯成心納屋小学校を統合し、新たに中央小学校を設置するに当

たり、関係規定の整備を図ろうとするものであります。

議案第115号消防団員等公務災害補償条例の一部改正につきましては、

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、

療養の給付対象等を変更しようとするものであります。

議案第116号火災予防条例の一部改正につきましては、消防法の一部改

正に伴い、罰金の上限額を引き上げようとするものであります。

議 117号及び議案第118号は、道路法に甚づく市道路線の廃止及び認

定案でありまして、西伊倉市営住宅建てかえに伴い、西伊倉5号線等3路

線を廃止するとともに、土地開発等により別名67号線等9路線を認定しよ
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うとするもので、所在はそれぞれお手元の図に示すとおりであります。

議 119号から議案第124号までは、いずれも工事請負契約締結議案で

ありまして、 （仮称）本町プラザ建設工事償嘩工事）及び庁舎空調用熱

源改修工事外4件につきまして、それぞれ指名競争入札により請負契約を

締結しようとするものであります。

議 125号から議案第127号までは、既に契約を締結して施工しており

ます羽津茂福1号幹線水路築造工事（その2)外2件について、工事内容

の一部を変更し、契約金額の増額を行おうとするものであります。

以上が各議案の概要であります。

どうかよろしくご審議いただき、議決賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（伊藤雅敏君） 提案理由の説明は、お聞き及びのとおりでありま

す。

議事日程に従い、本件に関する審議は留保いたします。

〇議長（伊藤雅敏君） この際、報告いたします。

専決処分の報告及び監査結果の報告が参っております。既にお手元に送

付いたしておりますので、ご了承願います。

〇議長（伊藤雅敏君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。

次回は、 12月6日午前10時から会議を開きます。

本日はこれをもって散会いたします。ご苦労さまでした。

午前10時16分散会

会 議 録

第 2
 
日

（平成6年12月6日）
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〇議事日程第2号

平成6年12月6日00 午前10時開議

第1 一般質問

0本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

0出席議員 (37名）

忠

夫

彦

子

徳

数

敏

巳

好

雄

生

人

等

正
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次

次

久

信

弘

道
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正

正
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正

長

武
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瀬川憲生 港湾審議監 梅木勇二

田中 武 市長公室長 佐々木龍夫

田中俊行 計画推進部長 川畑義之

土井数馬 総務部長 鈴木一美

豊田忠正 財政部長 野呂 修

中森慎二 市民部長 小畑廣次

野崎 洋 保健福祉部長 服部美次

橋本 茂 商工部長 米津正夫

長谷川昭雄 農林水産部長 須原賢治

日置記平 環境部長 玉置泰生

藤井浩治 都市計画部長 大橋 実

古市元一 建設部長 西田喜大

堀内弘士 下水道部長 岡田幹夫

益田 力 消 防 長 島村 隆

水野和子 病院事務長 谷口淳一

水野幹郎 水道事業管理者 鎌田 悟

毛利道哉

森 真寿朗 教 = 目 長 丹羽 武

〇欠席議員 (2名）

谷口廣睦 代表監査委員 栗本春樹

野呂平和

0出席事務局職員

0出席議事説明者 事務局長 長谷川昭彦

市 長 加藤寛嗣 参事兼議事課長 伊藤千秋

助 役 加藤宣雄 議事課長補佐 玉田耕士

助 役 奥山武助 議事係長 井上紀久夫

収 入 役 毛利道男 主 事 濱田信二
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主 事 芝田敏樹

午前10時1分開議

〇議長（伊藤雅敏君） おはようございます。これより本日の会議を開き

ます。

ただいまの出席議員数は36名であります。

本日の議事は、一般質問であります。

日程第1 一般質問

〇議長（伊藤雅敏君） 日程第1、これより一般質問を行います。

順次発言を許します。

石川勝彦君。

〔石川勝彦君登壇〕

0石川勝彦君 おはようございます。本議会一般質問初日のトップで質問

をお許しいただきましたので、通告に基づきましてl願欠質問をさせていた

だきますので、何とぞよろしくご答弁のほどをお願い申し上げます。

緑に関係した質問を4点ほどさせていただきます。

まず第1点、街路樹の維持管理についてお尋ねいたします。

今年の夏は異常に暑かった。そして梅雨の後半から8月いっぱいほとん

ど雨らしい雨も降りませんでした。そのためか今年のセミは、例年になく

早く出現して、 8月中ごろ過ぎには嗚き声を聞かなくなりました。市役所

周辺では、クマゼミが7月6日に嗚き始めました。また、我が家の庭では、

ックックボウシが7月19日に鳴き始めました。いずれも初鳴きは7月20日

過ぎ、あるいは8月10日前後で、今年はかなり早く鳴き始め、早く鳴きお

さめました。トンボのアキアカネの第1陣が御在所山頂に登ったのは6月

20日過ぎで、これも例年より早く、いつまでも続く猛暑のため、いつもな

ら8月20日過ぎには下山し始めるのに、 9月の彼岸過ぎまで山頂はにぎ
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わっておりました。そして猛暑を終え下界におり始めたのはちょうど彼岸

の終わるころでした。異常でなかったのは、あれだけ暑かったのに開花を

ずらすことなく、彼岸の入りにはヒガンバナが川岸や土手や田のあぜを

真っ赤に染め始めたことです。自然は物は言いませんが、それぞれの異常

をしっかりと受けとめているのです。

さて、街路樹や緑地、公園等のサッキ、ッツジ、ツゲなどの下草や根の

浅い樹木の多くが回復力を失い枯れてしまいました。また、すみ分けがで

きなかった樹木もかなり枯れたようです。視察等であっちこっち訪れまし

たが、例外なく手に負えない状態でありました。ここで街路樹、公園の植

栽の維持管理のあり方についてお尋ねいたします。

今年のように猛暑、雨の少なかった夏、さらには暖秋暖冬は、地球の温

暖化で来年も続かないとは限りません。 10年単位で見ますと、北海道、東

北、北陸の雪どころの積雪量は、明らかに急減しております。どう見ても

地球の気候システムに異変が起こっているとしか思えません。地球の生態

系は、そこに生息するあらゆる生き物の微妙なバランスの上に成り立って

おります。そのバランスが少しでも崩れると地球の生態系はがたがたに崩

れてしまいます。今がその崩壊の瀬戸際にあるように思います。地球的な

ことはさておき、現実問題、枯れたら植えるといういたちごっこをこれか

らも続けざるを得ないのでしょうか。この猛暑・少雨に対して、街路樹対

策として自然水の確保、また散水車の導入についてどうお考えになってお，

られるか、お尋ねいたします。

街路樹に必要な中水についての考え方は、 9月議会において土井議員の

質問に対して、当時の栗本水道事業管理者により詳しく説明がありました。

そして水は豊かであるとされていた当市において新たな課題という答弁が

あり、また、雨水利用システムについても、国技館の例を出し説明があり

ましたが、大規模な貯水槽で散水する目的で雨水の二次利用のため、諸施

策をお考えいただけたらと存じます。いかがでしょうか。
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さきの訪中で、上海には中水、下水の区別がはっきり存在する実態を目

にいたしました。マンホールのふたに、中水、下水と明示してあったのを

写真に写してきましたが、早くから雨水をむだにしなかった取り組みがあ

ることにびっくりしたものです。本市としても今後本格的な雨水の利用を

考える必要があるのではと思います。水が豊かなまちも、上水と中水をはっ

きり区別して使うようなことも考えてもよいのではと思います。こ百i見を

お尋ねいたします。

昔から水を制するものは国を制すると言います。水の管理は難しいもの

です。なくては困るし、あり過ぎても困る。しかし、水がなくては生きて

はいけない生き物にとっては、やはりないときのことを考えておくことが

最も重要なことです。古くから日本人は、水をだだくさに使っても尽きな

いと思ってきました。やはりもう少し使い方を考え直した方がよいのでは

ないでしょうか。水だって使い捨ては考えもの、生活排水を街路樹の水ま

きに回したら、もう少し植物とも共存できるように思います。コンクリー

トの大地では、雨水もほとんど下水に流れ込みます。ちょっと多過ぎても

すぐはんらんします。紙くずのように捨てる無用なものの代表だった紙＜

ずだって、最近ではリサイクルが叫ばれて、再生紙の利用が盛んになりま

した。湯水のリサイクルもぼつぼつ考えてみる時が来ているように思いま

すが、いかがでしょうか。

次に、街路樹の勇み足と樹種についてお尋ねいたします。

新興住宅地をはじめ、幹線道路に植えられた街路樹の樹高も伸びて大変

立派になりました。それら街路樹の成長も著しく、四季折々の風情を楽し

むこともできるようになってきており、街路樹は新しいまちの顔として地

域に根差しているようです。しかし、落ち葉の行方など、苦情があるのは

否めません。落ち葉はその木の根元に置いてやり、徐々に腐葉土となって

土に帰り、その木の肥料となるのが一番いいのですが、風で飛ばされたり

して市民にとってマイナスの部分も多いようです。
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さて、成長が著しいため、根も勢いがよく、歩道を持ち上げるなどして、

歩行者に大変迷惑がかかるようになってきている街路樹があります。耳に

し目にしたところでは、笹川団地、三重団地、三滝台などのトウカエデ、

プラタナス、ナンキンハゼ、クスノキなどですが、けつまずいてけがをし

たり、足の不自由な人には大変歩きにくい歩道であったりして、街路樹に

困惑している市民が多いようです。このように街路樹のあるところ、しか

も歩道に植えられた街路樹の点検などの取り組みについて、どのように

行っているのかお尋ねいたします。

トウカエデの紅葉も美しいし、ナンキンハゼの紅葉、また白い実のはじ

けた姿にも親しみが持てますが、地域の住民にとっては目の敵的存在。プ

ラタナスも同じく、葉は大きく、根はごつごつと遠慮がないとか、プラタ

ナスは木の選択を間違えたというところもあり、植生上、本市の街路樹と

してはふさわしくないように思います。

また、柳通りという名で親しまれている西新地の通りのヤナギが台風で

折れたり倒れたりで歯抜けの状態でありますが、見かけのいいシダレヤナ

ギも木のもろさ、弱さを考えずに植えてしまったように思います。ヤナギ

の仲間で街路樹にふさわしいものとしてバッコヤナギ、ケショウヤナギ、

ギンドロ、ドロノキなどがあります。やっと柳通りという名が定着してき

た今日、樹種を選択していただけたらと考えますが、この点をどう考えて

おられるのか、お尋ねいたします。

次に、新日本街路樹100景、新みえ街路樹10景についてお尋ねいたしま

す。

人々に親しまれている街路樹を守り育てようということで選ばれた読売

新聞120周年記念企画「新日本街路樹100景」に、本市の中央通りのクス並

木と塩浜の工場街路樹が選ばれました。街路樹は、本来命を守るものであ

り、かつて街道筋に植えられた並木は、風雨や雪から旅人を守ったと言わ

れます。現代の街路樹は、地域の快適な環境づくりの役目が重視されてお
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ります。都市の緑化は情緒のみの問題ではなく、命に直結する課題と言え

ますが、今後これからの街路樹をより生活に根差した豊かな街路樹にして

いくため、中央通りのクス並木の根の周りにある、あの戦争の遺物、瓦れ

きを取り出してやり、よい土を入れてやるということにあります。 30年以

上になろうとしているのに成長が悪く、 20年程度の太さしかない木も多く、

このままでは現状維持が精いっぱいということになりはしないかと心配で

あります。この点についてどのように考えておられるか。 100景に選ばれ

たゆえにぜひともお尋ねしておきたいと存じます。

新100景に選ばれたら今後全国的に紹介されようし、わざわざ並木を見

に来る人も増えるのではないかと思います。塩浜の工場街路樹も、工場か

ら出る汚れた空気のフィルター効果もあり、かつての公害のまちと言われ

た四日市ならではの街路樹と言えますが、今後さらに公害克服のまちの街

路樹としての位置づけがなされようし、ニューファクトリー、ファクトリー

パークなど、市民はもちろんのこと、働く人々にとって快適な労働環境を

考えた工場づくりの中で、これら街路樹が新たな役割を目指していかねば

ならないと思いますが、どのように考え位置づけをして誘導していくつも

りか、お尋ねいたします。今後これら街路樹を守り育てていくためにどの

ような配慮をされようとしておられるか、お尋ねしておきたいと思います。

こ所見のほどどうかよろしくお願いいたします。

次に、大樹名木の保護についてお尋ねいたします。

本市の堂ケ山の神明社のクスノキをはじめとして、樹齢200年以上市民

の発展を見続けてきた樹木が本市には200本以上ありますが、本市の大樹

名木として今後保護育成し、緑のまちづくりを推進するため大樹の所有者

に、大樹名木年金等を給付するなど考えてみたらどうかと提案するもので

あります。開発が進み、都市化が進む本市において、まだまだ自然環境の

破壊が心配されます。そのためにも大樹名木を保護育成して、緑化事業を

推進する必要があります。対象は、市の天然記念物堂ケ山のクスノキを初
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め、これに準じた樹木や、将来的に保護育成が必要な樹木ですが、所有者、

すなわち個人、地区、神社、寺などの申請に基づき、市文化財調査委員会

等が審査し、名木に指定する。樹木について年金を支給し、保護育成に役

立ててもらい、市民の自然保護や緑化意識の高揚を促すのが目的です。自

然との共生が言われるようになりました。古くから生き続けているもの、

力強く頑張って樹齢を数えているものの保護育成について、いかがお考え

かお尋ねいたします。

次に、鎮守の森の周辺の整備についてお尋ねいたします6,

本市には都心にまだわずか自然が残っております。また、周辺都心から

かなり離れたところには、さらに自然が豊かとまでは言えなくとも残され

ております。しかし、こんもり茂った自然は、鎮守の森という神社に残る

のみとなっております。都心から離れたところも、あるところでは鎮守の

森のすぐそばの開発が進み、後ろから、横から見ると哀れな姿をさらして

おります。また、昔ほど神社にかかわりがなくなったため、鎮守の森の犬

木の下草には雑草が茂っており、すなわち下草刈りなど手の届かないこと

が多くなっております。境内を昔の情景に戻すことはそれほど難しいこと

ではないようですが、氏子や地域の住民の協力を得て、低木、下草、山草

などを植えつけ、往時の鎮守の森の景観を再現し、ふるさと本来の自然の

趣を味わえたらどんなに心和むことでしょうか。車で通り過ぎることの多

い中にあって、森の存在はやはり人の心を引きつけるものがあります。そ

れぞれの鎮守の森が高齢者や幼児などの心憩える、目も楽しめるところに

なればと思います。昔、神社は立派な人の集まる場所の一つであったよう

に思いますし、今もなお、秋祭り等でにぎゎいはいたしますが、平素は人

の集まり、和む場所ではなくなってしまいました。前回、祭礼としての四

日市まつりについてお尋ねいたしましたが、行政と神事とのかかわりの問

題等、課題が多いとの米津商工部長のご答弁がありましたが、神社を含む

周辺の整備について、さらに人とのかかわりの中で大局的に鎮守の森につ
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いてその維持管理をどう考えておられるか、ご所見をちょうだいできたら

と思います。

神社の周りは大変都市化し、あか抜けした住宅地、商業地に様変わりし

ているのに、鎮守の森自体は取り残されているのが実情です。それ自体旧

態依然でいいのですが、鎮守の森周辺の鎮守の森としての整備は怠っては

ならないと思います。自然保護、環境保全、景観的にも、また防災の視点

からも考えなくてはなりません。それは氏子が考えればいいと言ってしま

えばそれまでですが、いかがお考えかお尋ねいたします。

最後に、公園のリフレッシュについてお尋ねいたします。

公園や緑地は都市に生活する人が憩い、触れ合い、語らう場として、ま

た運動やレクリエーションの空間として欠くことのできない施設でありま

す。都市化の進展により都市及び都市周辺の緑とオープンスペースが失わ

れつつあり、都市環境の水準を保つために計画的な公園緑地の整備が一段

と求められております。本市においても南部丘陵など総合公園、さらに各

地区の住区基幹公園や運動公園をlI廊欠整備をしていただいており、また霞

ケ浦緑地や中央緑地などの緑地の緑化、環境の向上に努力をしていただい

ておりますことに敬意を表するところであります。いろいろな種類の公園、

緑地を合わせて約 260の公園があり、緑地はなお整備を必要としておりま

すが、街区公園はほとんどが整備済みであるとの認識をいたしております

が、新興住宅地の開発業者がつくった公園は人の存在が多く感じられます。

それに対して規格品というべき街区公園には、余り人、子供が見当たりま

せん。本当に市民のための公園になっているのかを考えてみるとき、決ま

りきった遊具、砂場、周りの植栽に、安らぎ、ゆとり、解放感、気分転換

の雰囲気は乏しいように思われます。核家族化、少子化、高齢化と時代が

変わり、社会も変化しつつあります。高齢者が増えるごとく、それ以上に

子供、若者が増える時代が全く終わり、数年前から高齢者は増えても若者

は減り、出生率は低下するという成熟時代に入りました。すなわち民間で
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は、若い者相手の商売が成り立ちにくくなり、診療所としての小児科、産

婦人科も成り立ちにくくなったとの声が聞かれるようになりました。こん

な中、社会的に考えていかねばならぬところの一つが、市民の憩いの場で

ある公園ではないかと提案する次第であります。これからの全国総合開発

計画も、もろもろのプロジェクト、すなわち高速道路、新幹線建設より、

生活道路、公園緑地、下水道等、生活重視の施策がキーワードになるとの

新聞記事がありましたが、子供の減少、地域の高齢化が進む現状に合わせ

た街区公園の総合的な見直し、そして順次リフレッシュが必要かと存じま

す。今後公園というものは、真に人々の心のよりどころとして不可欠なも

のとなり、子供にとっては生涯の思い出の場となり、まちの地域のシンボ

ルとなるためには、単なる合理性と機能性に基づく緑地空間ではなく、何

らかの意味で今までより以上に社会性、人間性、文化性、市民性、総合性

が付与された豊かなイメージの新しい公園像が模索されなければならない

だろうと思います。ここで提案ですが、まちじゅうの公園をリフレッシュ

し、子供も大人も楽しめる公園とする、すなわち都市の貴重な憩いの場、

また市民みんなのアオシスとして整備を考えたらいかがでしょうか。

ただしこの場合、どの公園も同じ顔を持つのではなく、地域に合った公

園づくりを地域挙げて考え、アイディアの結集としてリフレッシュすると

いうものでなければなりません。法的にも昨年6月、都市公園法施行規則

の一部改正が行われ、従来の児童公園という考え方が主として街区内の住

民が利用する、利用できる街区公園という位置づけに変わりました。本市

においても市民公園が整備されつつあり、また鵜の森公園が複合的な目的

で茶室周辺の整備が進められておりますが、さらに市内に点在する公園の

一つ一つを見直し、例えば、子供たちの歓声が上がるところでお年寄りも

ベンチで憩うというような形など、積極的に取り組んでもいいのではと考

えます。また、あずまややベンチ等で弁当を広げられるような空間の整備

も必要でしょう。今、都心でおむすびでも食べようとすると、運悪く雨が

-21-



降り始めた場合、場所としては隣の総合会館ぐらいしかないとの声も聞か

れます。ほとんど使用されていない遊具など撤去を考えるなど、公園のリ

フレッシュが必要になってきたのではないでしょうか。あずまやや、ある

いはあずまやの役を果たすような樹木の植樹、またベンチの新設など、もっ

ともっと考えてもいいと思います。まちじゅうのオアシスとして、また地

域のオアシス、遊び空間として親しまれている公園は少ないように思いま

すがいかがでしょうか。路上の立ち話、井戸端会議も、公園の中でゆっく

りベンチに座っておしゃべりができる。囲碁や将棋を楽しむことのできる

テープルがある。また、小さい曲水や滝を配置するなど、こんな公園があ

ちこちに必要になるのではないでしょうか。また、最近のお年寄りはサラ

リーマン生活を経験しているせいか、逆にまちへとどまりたがっている

ケースが多い。市街地に憩える場所をつくる方向での取り組みが望まれま

す。全市的に都市化の傾向がある本市としても、街区公園の総合的見直し

を、そして順次リフレッシュをしたらどうでしょうか、こ所見をお尋ねい

たします。

以上をもちまして1回目の質問を終わります。

〇議長（伊藤雅敏君） 都市計画部長。

〔都市計画部長け濯i実君）登壇〕

0都市計画部長は：橋実君） 1点目の街路樹の維持管理について、ま

た2点目の大樹名木の保護育成についてと、 4点目の公園のリフレッシュ

についてお答えを申し上げます。

猛暑、少雨への対応と散水車の導入につきまして、今夏の異常気象によ

り、本市の街路樹や公園緑地の樹木、特にサッキ、ッツジ、ツゲ、カシな

どが甚大な被害を受けました。確かに来年以降も本年同様の猛暑と少雨が

来ないとは申せません。こういった樹木の補植は行わなければなりません

が、今回と同様の事態を避けるためには、行政の対応に加えて、沿線住民

の協力も欠かせないと思われますので、家庭雑用水の街路樹への散水を応
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援いただけるよう、街路樹愛護の啓発活動も行ってまいりたいと考えてお

ります。

また、街路樹等の渇水対策について、ご提案の雨水利用システム等、中

水の利用につきましては、本市においても霞ケ浦緑地に建設を予定してお

りますドーム型多目的スボーツ施設のトイレ等の雑用水の一部に、ドーム

の屋根に降った雨水を集めて利用するシステムの導入を考えております。

こうしたシステムを非常渇水時の街路樹等の散水にも利用する必要が強く

なろうと考えておりますが、降った雨水を集めて後々の渇水時まで貯留し

ておく技術上の問題、例えば、貯留施設の安全性、水質悪化の予防策等の

検討、また経済性の検討も必要でございますので、今後調査研究してまい

りたいと考えております。

また、猛暑、少雨時の散水については、今夏に試験的にバキュームカー

を借り上げて使用したところでございますが、ご提案のありました散水車

の導入については、水の効率的利用、経済性等の観点から、委託も含めま

して検討をしてまいりたい、このように考えております。

次に、街路樹の根が歩道を持ち上げ、高齢者や障害者にとって歩きにく

い歩道となっている点等につきましては、急迅賊長の樹種をサルスベリや

クロガネモチ等の樹木に計画的に樹種転換を図るとともに、障害の原因と

なっている樹木の根を削ったり、植樹升の改良等、その都度対処してまい

りましたが、今後歩道の形態や樹種、樹形等を総合的に検討して対策を講

じてまいりたいと考えております。

また、柳通りのヤナギにつきましては、育成環境の悪化や老化に加えて、

去る9月29日の台風26号により多くのヤナギが倒れました。柳通りの名に

ふさわしく、また歩行者や自転車で通行する市民の迷惑にならないようマ

ンジュヤナギを補植しており、引き続き植栽してまいりたいと考えており

ます。

次に、街路樹の育成についてでありますが、読売新聞社が企画した「新
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日本街路樹100景」が、去る11月30日の新聞紙上に発表され、この中に、

本市の中央通りのクスノキの並木と市道追分石原線の街路樹が選ばれ、全

国に紹介されました。今後、各方面から本市を訪れる方々の注目を浴びる

ものと思われます。中央通りのクスノキにつきましては、昭和40年ごろに

植栽され、以来二十数余年を経過し、今日のような木に成長してまいりま

した。しかしながら、ご指摘のように、瓦れきの上に植樹されております

ので樹勢が損なわれている面がございます。さらに成長を促すため、ご提

案のありましたことも含めまして、今後検討してまいりたいと考えており

ます。

また、追分石原線の街路樹につきましては、工場群の中の貴重な緑であ

ります。今回の選定を契機として、 「広報よっかいち」等を通じて広く P

Rし、快適環境の創造と工場緑化についての啓発に努めてまいりたい。

また、これらの街路樹について長く市民に親しまれ愛される街路樹とな

るよう、その木の特性に合った維持管理に努めてまいりたいと考えており

ます。

次に、大樹名木の保護育成でありますが、本市では現在、都市における

環境を維持するための樹木保存に関する要綱に基づき、昭和52年から市街

地の塩浜地区にあるイチョウ、エゴノキ、また河原田地区のトチノキ、あ

るいは大矢知地区のクスノキ等の巨木31本と、霞ケ浦町の黒松の一集団を、

所有者の協力を得て本市の保存樹木として指定しております。この保存樹

木につきましては、樹木の指定の表示看板を設置し、市民の皆様に親しみ

を持っていただくよう、その周知に努めております。

また、平成3年度より、四日市市緑被環境調査研究グループに市内の巨

木等の調査を委託し、本年度その調査結果が示される運びとなっておりま

す。今後はその資料をもとに、所有者の意向も考慮しながら、市街地に残

る貴重な巨木について、保存樹木の追加指定を考えておるところでござい

ます。
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また、これら保存樹木につきましては、民有地の緑化推進の一環として、

緑化基金事業の果実の活用を検討し、保護育成に必要な経費の一部助成を

疇するなどして、市民に親しまれる本市の大切な保存樹木として育て、

守っていきたいと考えております。

最後に、身近な街区公園を、だれもが使えるように見直せとのご意見に

ついてでありますが、本市の街区公園は、昭和31年に開設されたものから

現在に至るまで83カ所、面積16万7,933nfを供用開始しておりますが、地

域的な偏りや箇所数、面積ともに不足しているのが現状であります。また、

週休二日制の定着や高齢者の増加等を背景として、多様化、高度化する市

民のニーズに対応するために、身近な街区公園の整備充実が急務となって

おります。平成5年6月の都市公園法施行規則の一部改正による児童公園

から街区公園の変更趣旨は、まさに近年の公園利用の多様化をかんがみて、

地域の実情に応じた多様な都市公園整備を可能とするため改められたもの

であります。

街区公園につきましては、画一的なものでなく、地域の実情に合ったも

の、また幼児から高齢者まで多くの人々が憩える魅力ある公園整備が求め

られておりますことから、再整備に当たっては地域での話し合いの場を設

けるなど、住民のニーズを取り入れて特色ある公園づくりに努めるなど、

ご指摘の趣旨を十分踏まえましてまいりたいと考えておりますので、よろ

しくご理解賜りますようお願いを申し上げます。

〇議長（伊藤雅敏君） 教育長。

〔教育長囲羽武君）登壇〕

〇教育長囲羽武君） ただいま都市計画部の方から巨木の保存育成に

ついての現状説明がございましたが、現在、巨樹で本市の天然記念物に指

定されておりますものは、議員ご発言のように、堂ケ山町の神明神社境内

のオオクスの1件のみでございます。今後も数多くあるこうした巨樹名木

といわれるものの中で、特に文化財として貴重なものにつきましては、市
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の指定天然記念物に指定をいたしまして、その保存及び活用を図ってまい

りたいというふうに考えておりますので、こ理解を賜りたいと思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 環境部長。

〔環境部長臼灌［泰生君）登壇〕

〇環境部長（玉置泰生君） 第3点目のご質問、鎮守の森周辺の整備につ

いてご答弁を申し上げます。

ご指摘のように、都市の中に点在をしております鎮守の森は、自然が息

づきそのまちの個性ある風景をつくり上げ、市民の憩いの場、あるいは休

息の場として重要な役割を果たしております。また、植生から見ましても

貴重な森として、鳥や昆虫を含めた一つの生態系を形成いたしております。

こうした鎮守の森を保存することにつきましては、その周辺において宅地

化などの開発が行われる際には、環境や景観への配慮を事前に検討した上

で開発行為に取り組んでいくことが何よりも大切かと思います。このため

環境管理計画とも関連をさせまして、開発行為を行う際に環境への配慮を

検討するための資料といたしまして、環境に配慮することが必要な地区図、

あるいは配慮事項を示しました地域開発環境配慮指針を取りまとめたとこ

ろでございます。今後はこの配慮指針を積極的に活用していくために、具

体例を盛り込んだ概要版などを作成しながら、関係各課と連携を図り、開

発の際に環境への十分な配慮がなされるよう誘導をしてまいりたいと考え

ております。

一方、活力ある鎮守の森をいつまでも維持していくためには、氏子さん

など市民の皆さんが身近な自然に目を向け、自然に親しみ、自然を慈しむ

気持ちを持っていただくとともに、こうした貴重な自然環境や地区の景観

を保全するための行動をとっていただくことが重要なことは、申すまでも

ございません。また、そのことが郷土愛をはぐくむことにつながると考え

ております。このような観点から市民や事業者の皆さんが主体的に取り組

み、必要に応じて市の指導、助言が得られるよう、都市景観条例を制定し
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たところでございます。今後はこのような鎮守の森がまちの景色であり、

市民共有の財産であるといった意識の高揚の啓発に努めるとともに、市民

みずからがその保全活用に取り組めるよう、都市景観条例の運用にも努め

ていきたいと考えております。都市に残された貴重な環境資源として、ま

た景観資源として、自然観察会や、冊子「四日市の自然」の中にも取り入

れたりして、あるいはまたタウンウオッチングなどを実施したり、地区の

広報で紹介をするなど、いろいろな面から市民の皆さんが関心を持ってい

ただけるように啓発を進めてまいりたいと考えておりますので、よろしく

こ理解賜りますようお願いを申し上げます。

〇議長（伊藤雅敏君） 石川勝彦君。

0石川勝彦君 それぞれ大変よくお考えになっていただいた上でのご答弁

をいただきましてありがとうございました。

非常にグローバルな物の考え方ですが、地球温暖化というものが今年の

猛暑というものにつながっていったと思いますし、それも太平洋高気圧に

とどまらず、チベット高気圧まで刺激をしたと。さらにはシベリアの永久

凍土、これは溶け出すということは考えられなかったものが既に溶け出し

て、ここ10年以上前からシベリアの方の海岸線が毎年4mも後退しておる

ということでございまして、大変な変化が生じてきておるということを考

えました場合、決して今年だけに限ったことではないかと思います。最近

の気温上昇の傾向も0.3度からo.6度というぐらい、 100年間の間に高く
なってきております。 0.3ということは3倍、あるいは0.6度というのは6

倍ということで、急激な温暖化が起こりつつあるわけでございますので、

我々生きる物も、あるいは物言わない自然界もやはりそれなりに守りの姿

勢を考えていかなくてはなりませんけれども、我々人間はいろいろな知恵

を働かせて対策を講じながら生きていくことができますけれども、自然界

というのはそんなわけにいきませんし、また我々の目を楽しませてくれる

街路樹にしましても、ほうっておくわけにいきません。先ほどバキューム
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カーということでお話がありましたけれども、バキュームカーというとば

けつに例えていいかと思います。ばけつに水をくんでぶっちゃけると、山

になっておれば自然に下の方へ流れていくだけで、肝心なところには水は

とまらない。散水車というのはジョーロの役目をなすわけでございますの

で、細かいところから水が出ることによってその部分に浸透して、その木

も潤うということでございます。そんなところから散水車の必要性あるい

は導入を求めておるわけでございますけれども、それに向けていろいろ調

査研究をしていただきながら、他市におくれることなく努力をしていただ

きたいと思います。

今年の猛暑に対するいろいろな対応は、本市においてもコンビナートで

大変なご苦労がありました。我々市民にとっても、隣からの刺激で節水を

自然と学びとっておるわけでございますけれども、企業は1日たりとも機

械を止めるわけにいきません。そういうことからこれまで捨てておった排

水を回収してでもそれを生かそうという姿勢がありましたし、また年じゅ

う水で苦しんでおる、今も節水をしておる、あるいは時間的に節水を図っ

ておる福岡市等におきましても、あるいは愛知県の蒲郡市などでも、水の

リサイクルについて積極的に取り組んでおるということでございます。先

進市を学ぶということは、これから特に豊かに、水に悩まされることのな

かった本市においても、大変必要ではないかと思います。浜松市の例もご

ざいます。それから、滋賀県あるいは福井県の下水処理場等においても、

トイレや樹木への散水に利用しておるというようなことがございます。中

水の先進地は福岡市でございますけれども、やはりその痛みを感じながら

私たちも、我々幸いに四日市に住める者はいい水に恵まれておりますけれ

ども、樹木にそれだけの思いも必要ではないかと思います。近い将来とい

うよりも、これから高齢化が進み、今、植えられた、あるいはそれ以前に

植えられたものが、お年寄りあるいはやさしいまちづくりの中で、本当に

四日市に住んでよかったということにつながっていくのも街路樹ではない
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かと思いますし、自然ではないかと思います。その自然を物を言わないか

らといって、枯れたら抜いてまた植えるというような物の考え方でいくん

じゃなくして、少しでも余分な水を、あるいは雨水を有効に使えるような

努力が今後必要ではないかと思います。そのためにも雨水利用による水源

の自立、あるいは都市の水循環への積極的取り組みについて、より具体的

な努力を要望しておきたいと思います。

それから、樹種転換ということにつきましては、今、サルスベリとか、

あるいはクロガネモチ等の樹種転換にご努力をいただいておるわけでござ

いますが、抜いて植えるということでございますし、しかもそれぞれの木

は大変大きく成長しております。大変な費用がかかるというふうに思いま

す。私は言葉にして勇み足という言葉で、成長しているがゆえに根が上

がってくるわけでございます。その結果歩道を持ち上げているということ

でございますけれども、木というのは人間の体とまた違って、思い切った

手術のつもりで樹木の根を切ってやるという、それがかえって樹木にはプ

ラスの部分もございます。すべて切るということは決してよくないことで

ございますけれども、人間と共存していくためには、また街路樹として生

きていくためには、よそへ植えられるよりもそこで育って大きくなって、

地域に根づく樹木としてあるためにも、よく樹木を研究した上で根を切除

するなど、その方に向けての研究をしていただきたいと思います。大変費

用がかかるということから、金銭的な問題以前の問題がありますけれども、

その辺のところを十分お考えになって実施に向けて努力していただけたら

と思います。

それから、私、ちょっとお話の中に入れさせていただきました落ち葉に

つきましても、やっぱりいろいろよく聞かせていただきます。都市型の利

用などを図っていただく。武蔵野市がアイディア募集をしているようです

けれども、そういった市民からたくさんの声が出てきてからでなくして、

落ち葉についても、それなりの取り組みもあってもいいかというふうに思
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います。

それから、第4点目の100景あるいは10景についてでございますが、瓦

れきを取り出すということは大変なことであるということは十分わかって

おりますし、その辺は大変なこ~努力が要るかと思いますが、やはり土を掘っ

たときにミミズが住んでおるような状態であってこそ初めて、その土が生

きているということ、これは申し上げることもないと思いますけれども、

どこの畑でも田んぼでも、あるいは我々の近いところの街路樹の植わって

おるところにしましても、その辺が一つの目安になるわけでございます。

ミミズが住めるような環境維持、木の周辺を余りきれいにし過ぎないこと

が大切であることをつけ加えておきたいと思います。落ち葉をきれいにし

てしまうということは、その木にとっては大変寂しいことであります。物

は言いませんが、落ち葉というものをもっともっと有効に使えたらなと、

そんな思いでございます。

それから、巨樹名木につきましては、これは武蔵野市が西暦2000年を目

標にして2,000本の大木を残す運動を進めているやに聞いております。ご

承知のように、武蔵野市というのは、国木田独歩で有名な武蔵野の周辺で

ございますが、文化財としてという以前に大事にしていこうという、そん

な運動が続けられております。だから文化財として、あるいは市指定のも

のにする以前にもっともっと大事にしていく方法を探っていただければと

いうふうに思います。

それから、第3番目の鎮守の森でございますが、大変自然環境あるいは

環境保全という角度から、あるいは都市景観的なところから、あるいは環

境資源という面から、いろんな角度からご答弁をいただきまして大変うれ

しく思いますが、取り残されているというものはそれなりに保存する方向

でいきたいなというふうな思いでございます。大都市へ行きますと、大都

市でなくてもそうですが、ビルの谷間に神社仏閣があるようでございます。

そこの植物を見ますと、カイガラムシとかあるいはスス病に冒されて本当
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にグリーンの葉っぱが真っ黒けの葉っぱをしているとか、あるいはカイガ

ラムシが非常に鈴なりのようについているような状態であるということは、

もう木は既に瀕死の状態にあるわけでございます。そういった意味からそ

れなりに保全するということでの取り組みがないと、都市景観的にも、あ

るいは環境資源を保全していくためにも、大変難しいものがあるかと思い

ます。その辺のご配慮も含めてお願いをしておきたいと思います。

それから、公園のリフレッシュでございますが、力強く地域におりて

いって、地域のいろいろの声を聞いた上で街区公園のリフレッシュに取り

組みたいということをお聞きいたしまして、大変心強く思うわけでござい

ますが、今後の公園は国の補助がいただけなくなっておるということでご

ざいますので、当然市の予算を丸々使わなくてはならない、そういう形に

なりますので大変なご苦労がこれからかかってくるかと思います。やさし

いまちづくりには大変なお金がかかるということを痛感するわけでござい

ます。福祉にしてしかり、あるいはこういう福祉の中の一翼を担う公園に

してしかり、同じようなことでございますけれども、以前にも申し上げま

したように、後になってからやるんでなくて、順番に早くそれに取り組め

るように、一つ一つ地域の中でその重要性を考えながら、公園への取り組

みを始めていただきたいと思いますし、市独自の公園づくりのひとつのマ

ニュアル的なものができてくるならば大変うれしいところでございます。

頌の存在、あるいは公園の意義、あるいは公園の重要性というものを考

えながらいろいろお尋ねをさせていただき、グリーンに対する全体的ない

いご答弁をちょうだいいたしました。ひとつご答弁いただきましたように、

いろいろな取り組みを期待を申し上げまして、私の質問を終わります。あ

りがとうございました。

〇議長（伊藤雅敏君） 暫時休憩いたします。

午前10時53分休憩
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午前11時5分再開

〇議長（伊藤雅敏君） ―休憩前に引き続き会議を開きます。

市川正徳君。

〔市川正徳君登壇〕

〇市川正徳君通告に従いまして発言させていただきます。

小山田地区の諸問題についてということで、第1番に、見守り安心電話

のことを発言させてもらいますが、昨年の長雨にうって変わったような日

照り続きの夏も過ぎ去り、今年もあとわずかで暮れようとしております。

今年の日照り続きがよかったと申しますか、大豊作となり、，昨年の一般質

問に皆様の前で、米のできぐあいをお見せしまして、同情していただいた

のがうそのようなことでありまして、農家の方々も不作であればそれなり

に苦労も多く、また豊作であればそれなりに悩みもできてきております。

今、私ら議員も、平成7年度統一地方選挙に打ち勝つにはどのようにした

らよいかと思われている今日、平成6年も余すところ1カ月足らずで新し

い平成7年が生まれようとしております。皆々様におかれましても、元気

なお姿で会えることを信じて、緑水会第2番目の質問とさせていただきま

す。

（
）
 

第1、日本の国民が皆思っていることは、家庭を守り、親子ともども楽

しく暮らし、老後をいかに過ごすか。人間一生は最後で決まると言っても

過言ではありません。私ら小山田地区には、全国屈指の小山田記念温泉病

院があることは、皆様もご承知のことと思います。その病院の一室に見守

り安心電話が設置されております。小山田地区社協の皆々様もこの事業に

一丸となって取り組まれたことは言うまでもありません。その結果、現在

20名近くの方々が加入しておられます。皆々様方には見守り安心電話と

言ってもわからない方もみえますかと思いますが、簡単に言えば電話機の

横に1台押しボタンがある機械を取りつけ、一人暮らしの方々が朝、きょ

う1日無事ですよという印のボタンを押して病院へ連絡することで、病院
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の方もああきょう 1日皆様全員無事で何よりだなと安心していただける、

そのための見守り安心電話と名づけてあります。

さて、ここで一言皆様に聞いていただきたいと申しますのは、特に保健

福祉部長さんにお願いすることで、といっても既に小山田地区の市長を囲

んでの1日、保健福祉部長もおみえになり、この見守り安心電話のことに

ついてはよくご承知のことであり、私の後ろで目を細くして同情されてい

る姿がよくわかります。よしわかっているぞ、そう言ってもお家の事情が

あってのという心がうかがえますが、そこで一言、老人の方々に1カ月約

500円の維持費が要ることであり、老人の方々には月々わずかなお金で

あっても大切でありまして、また金銭面ばかり申しているのではありませ

ん。小山田、水沢、内部、四郷地区の方々の、とりわけ一人暮らしの老人

の方々にお勧めしてあげたいと思い一般質問に取り上げさせていただきま

した。私の第1点目の見守り安心電話については、地区の方々もかたずを

のんで見守っておられることを皆さんにお願いしつつ、次の質問に入らぜ

ていただきます。

第2番目の質問に入らせていただきます。前にも言ったように、ミルク

ロードにバス路線をという見出しでありまして、前回の一般質問にも質問

させていただきましたが、理事者の方々にお尋ねいたしますが、その後、

三重交通の言い分、＇その後の考え方はどのようになっているのか、再度お

聞きいたします。この問題を二度取り上げましたのも、将来きっと役立つ

ことでありまして、特に南部地区の抱えた問題であります。なぜかと申し

ますと、工業団地も皆々様のお骨折りで立派に成果を上げられ、円高不況

の波にもめげず励んでおられますが、その後押しと申しますか、雇用のこ

とについてももう少し骨折ってあげてよいかと思います。それというのも

バスの乗り入れで従業員の確保を図ることでありまして、パート、アルバ

イトの方々が四日市笹川地区より時間を制限されずに気楽に乗り降りして、

各工場へ勤務に来ること、それはバスでしかありません。バス路線をつく
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り南部地区の活性化に役立つことは言うまでもありませんが、前回に述べ

ましたように、笹川にたむろしている、時間待ちのバスを利用して笹川温

泉ジャプ、工業団地、福祉の温泉病院、桜の名所幸福村公園、桜花台、名

古屋といったようなバス路線をつくり、皆様の手となり足となってくれる

バス路線を開通してあげるべきであります。また、ボランティアの方々も

小山田記念温泉病院に来て老人の方々の介護をしてあげたくても、バスが

不便でということを、職員の福田さんが申されておりましたが、将来には

なくてはならないバス路線を開通されんことを願っての第2の質問とさせ

ていただきます。

小山田の諸問題についての第3番目の幸福村の整備については、要望に

とどめさせていただきます。幸福村設立また育ての親は、四日市のナガサ

ワカバン店の社長長澤氏であられることは、皆様も既にご承知のことであ

ります。過日、社長にお会いしましてお話を伺いましたところ、要望とし

ては、東名阪自動車道にかかっている橋を広げてほしい、バス乗り口近く

の道路の整備に力を入れて、何とかこの公園にバスを乗り入れでもして、

1日ゆっくり遊んで、また楽しんでほしいと言ってみえました。私が市側

に要望することは、四日市市内には小さな公園があるだけで、南部丘陵公

園もあり、市も取り組んでおられていますことは言うまでもありませんが、

一度幸福村公園を市の理事者の方々も訪れられたら、このような立派な公

園が四日市の一角にあったのかと驚かされることと思います。長澤社長が

三十数年、こつこっと積み重ねられて今日に至り、木立ち並木の中に日蓮

上人の銅像も建立され、その上がったお金も1銭も自分にはとらず、一身

田の高田本山へと上げておられます。また、池には白鳥のボートを浮かべ、

緑豊かな木々の間には立派な六角堂も建立され、名阪の東側には30年前に

植えられた桜も大きく育ち、春には池にその美しい姿を浮かべ、ボートを

こぐ若者の憩いの場となっております。氏は80歳の高齢にもめげず、一生

をこの公園にささげ、後の代の人々に喜んでいただければ何も言うことは
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ないと言っておられましたが、市側におかれましても、でき上がっている

幸福村の公園ももう少し後押ししてあげて、四日市市にこのような立派な

頌があるんだぞということを、全市に、また名古屋方面の方々にもお見

せくださるだけの道路、また、橋の拡張にも取り組んでいただきたいとい

うことを要望しつつ、第3番目の質問を要望とさせていただきます。

次に、南部地区の文化振興についての質問に入らせていただきます。

三重県下最大の住宅団地、すなわち笹川団地を控える南部地区には、そ

れらしい振興とうかがえる建造物がありません。私の見たところ、四日市

の中心部、とりわけ近鉄近辺、また問題になりつつある、いや、今後発展

されなくてはならない富田方面の霞ケ浦緑地にドーム型多目的スポーツ施

設を建設されることであり、中心部、北西部と地区的に偏っていると私な

りに思っていますが、ひがみでしょうか。いや、ひがみでも何でもありま

せん。私ら同会派の藤井議員も、前々回の一般質問に取り上げられてみえ

ます。ここで私が一言皆様にこの場で、南部地区にスポーツ文化施設的ば

ものを設けていただきたい。人口密度の高い笹川団地にも、市ももう少し

目を向けていただきたい。土地も大分余っており、地価も下がっておりま

して、円高で海外へと工場を新設されている今日、また単身赴任に追いや

られている家庭も多く、残された妻子の方々にはスポーツや憩いの場もつ

くってあげてもよいと思うのは、私一人ではないかと思います。水沢には

ICETTがあり、農場もつくられ、緑豊かな山並みもあり、自然にマッ

夕ぐ

チした施設もでき上がりつつあるのも喜ばしいことであります。しかし、

小山田、内部、河原田、四郷方面にはこれらしい施設はないと私は思って

おります。一度このことをよく検討されまして、南部地区に、とりわけ人

口の多い笹川地区に目を向けていただきたいと思います。この点市長はど

のように取り組んでいかれますか、お答えをいただきまして、私の質問と

させていただきます。

〇議長（伊藤雅敏君） 保健福祉部長。
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〔暉福祉部長傭部美次君）登壇］

〇保健福祉部長傭蹄部美次君） ただいまのご質問の見守り安心電話につ

いてお答えを申し上げます。

ご指摘のとおり、小山田地区の見守り安心電話のシステムは、社会福祉

法人青山里会が、財団法人日本生命財団の高齢社会福祉助成1,500万円を

受けて取り組んだ事業の一環として、同法人がコンピューター等の機器を

購入し、平成6年4月から小山田地区社会福祉協議会を実施主体として現

在、地区内の18名の一人暮らしの高齢者に対し、月500円の利用料で安否

確認を行っております。これは利用者が毎日、決められた時刻に専用の安

心ボタンを押し、電話回線を通じて同法人のコンピューターに安否確認を

報告し、定刻にボタンが押されなかった場合、青山里会職員などが、電話

や自宅訪問によって安否確認を行うものでございます。これと同様の対策

につきましては、市におきましては、ペンダント型緊急ボタンによる緊急

通報機能付電話を無償貸与し、受信センターの消防本部で緊急事態に対応

しており、また福祉電話相談センターから電話による定期的な安否確認を

疇いたしております。ほかにも市社会福祉協議会における緊急通報のイ

ンターホンや緊急ベルの貸与、 NTTにおけるペンダント型緊急ボタンに

よる緊急通報機能付電話のレンタルなどが行われております。

小山田地区の見守り安心電話のシステムは、社会福祉法人が持つ福祉や

介護に関する専門機関としての機能を地域へ広く開放し、地域団体がそれ

を活用して、地域が抱える福祉問題に対して自主的に取り組んでいただい

ているものでございます。このように地域においては、地区社会福祉協議

会が中心となりまして、多様な、またさまざまな福祉に関する活動や取り

組みが行われております。これらの取り組みに対する助成などの支援のあ

り方と方策につきまして、市社会福祉協議会と共同して今後研究してまい

りたいと考えておりますので、どうかこ理解を賜りたいと思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 市長公室長。
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〔市長公室長（佐々木龍夫君）登壇〕

〇市長公室長（佐々木龍夫君） ご質問の笹川団地からミルクロードを使

いまして南部工業団地、小山田記念温泉病院、桜花台高速バス乗り場に至

りますバス路線の開設につきましては、ご指摘のようにそれらの施設へ通

われる方々も増えておりまして、その必要性は大きくなってきておる、そ

のように感じるところでございます。しかしながら、民間企業によります

バスの運行事業といいますのは、公共交通機関としての使命はございます

ものの、採算性というものが最大、最優先の条件となっておりまして、特

に新規路線につきましては、採算性の度合いが路線認可の重要な審査基準

になっておる、こういうところでございます。したがいまして、ご質問の

麟につきましては、バス会社の方とも話し合いを行ってきたところでは

ございますが、やはり採算をとる上で必要となります平均の乗客数、 1車

当たりの15人、それの確保がとても容易ではない、そういうふうな予測と

なっておりまして、そういったことから中量輸送機関でありますバス路線

の開設、こういうことにつきましては、やはりなかなか厳しいというのが

認識となっております。

それから、ミルクロードヘのバス路線につきましては、笹川団地内を通

るバスの待機所であります笹川ゴルフ場ですとか、笹川ジャプあたりでバ

スが待っておるではないか、こういうふうなお話で、それを延ばしたらど

うかということでございますけれども、これはそれらのバス路線の、走る

バスの交通渋滞等がありましたときの時間を調整したり、あるいは休止を

したり、そういう上で運行上どうしても必要な待ち時間、こういうことに

なっているようでございまして、運転手さんの一定時間走行した後の休憩

による安全確保、こういうふうな意味もあるそうでございまして、これは

どうしても必要であって、それをなくしてミルクロードまで延長するとい

うことはちょっと不可能なことだと、こういうふうなお話のようでござい

ます。したがいまして、新しいバス路線網ということにつきましては、交
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通弱者の利便性を向上させたり、あるいは交通渋滞の解消によりましてN

Oxを削減するという生活環境上の観点からも、その充実がより強く求め

られるような時代になっておる、こういうことは事実でございますので、

そういう可能性はできるだけ四日市市域全体のバス路線に対しましても、

その可能性を見い出していくように努めてまいりたい、そのようには考え

ておるところでございます。したがいまして、一番大きな壁になるのが採

算性でございますので、その辺のことにつきましても国、県等に対しまし

て、新たな制度創設ができないか、そういうふうなこともあわせて働きか

けをしたり、私どもとともに連携をとりながら検討等を重ねてまいりたい、

そのように考えておりますので、よろしくこ理解を賜りたいと思う次第で

ございます。

〇議長（伊藤雅敏君） 市長。

〔市長傭l藤寛嗣君）登壇〕

〇市長傭］藤寛嗣君） 西南部の文化振興に絡みまして公共施設の設置を

というご要望がございました。今、私どもは西南部にどういう公共施設を

設置していったらいいのかということを、事務の面から検討をさせていた

だいておりますが、ちょうa義会の方でも特別委員会を設けられまして、

施設整備についてご検討をいただいているところでございまして、ご審議

をいただいてその結論をちょうだいいたしまして、最終的に西南部関係の

公共施設の整備について結論を出してまいりたいというふうに考えている

ところでありますが、現在、内部にあります西南総合福祉センター、これ

も老朽化しておりますし、そういったもの全体を含めまして、西南部にど

ういう施設がふさわしいか、よく考えた上で結論を出してまいりたいとい

うふうに考えておるところでございまして、これはそう時間がかかるとい

うものでもございませんと思いますので、できれば来年の7月までには何

らかの結論を見い出してお諮りを申し上げたい、こういうふうに考えてお

るところでございますので、こ理解を賜っておきたいというふうに思いま
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す。

〇議長（伊藤雅敏君） 市川正徳君。

〇市川正徳君市長を初め、理事者の皆さんにはいろいろと質問の答えを

していただきまして、まことにありがとうございます。保健福祉部長も、

私らの1日市長を囲んでということで、市の方々と私らの小山田の方と一

生懸命取り組んでもらったことは、ここにも重ねて厚く御礼申し上げます。

この場で500円云々というようなことなし、ただ、今のところ50名、 100名

近くも受け入れ体制は整っております。安心の電話をボタンを押すだけで

きょうは安心かなという、記号が入ったら職員の方も、皆、元気やなとい

うことで取り組むのが、今の見守り安心電話でございますけれども、私が

言ったところの四郷、内部、水沢地区、言うに及ばん小山田地区でござい

ますが、そこにでもまだ一人暮らしの方々の機能を十分取り入れるだけの

機械の設備も整っております。何とかそのことを利用していただきまして、

本当に少しでございますが、その方のお金の面につきましても、老人の

方々に補助してあげたいというような気持ちで取り組んでもらいたいなと

いうようなことで、私も再度お願いするわけでございます。

第2番目のバス路線は、これは私も言いにくかったわけでございますけ

れども、とにかく三重交通の方々も経済面でなかなか採算がとれないとい

うことは、私も知っております。現在、私の前を通っております10時から

4時、 5時までの間は、 1人か2人か乗らんような現状のバスも、まだ三

重交通は走らせてでも、皆さんの手となり足となって努められてるという

ことはありがたいこと、私も知っております。そうでありますけれども、

皆さんのお陰で南部工業団地もできまして、いろいろな面で朝・昼・晩と

これの便に、近鉄の前で待って、また笹川の前で待って、菰野の方からも

取り組んでみえるバスのことを考えてあげて、また私、今、言いましたよ

うに、介護のボランティアの方が、小山田で介護したくても本当にバスが

ないで、即lIの方から 1本のバスがあったらなということのもとに私がお
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願いするものでございます。だんだん福祉の方も手間がかかり、金もかか

る現状でございますけれども、 60歳以上の、また70歳までの現役の方も市

内には必ず小山田記念温泉病院、またほかの方のところでパートもアルバ

イトもしたいと。子供や孫のために1銭でも助けてあげたいような働き手

の方もみえます。そのことを考えたら、採算面は初めはどんな商売しても、

私、商売しておりましたが、 3年や5年はもうかりゃしません。長い間取

り組んでもろて、名古屋からの直通で笹川行き、笹川の方も名古屋から乗っ

ていって1,000円ぐらいのバスがターミナルで乗り降りできると。名古屋

の交流も、また四日市の交流もできてくるのが、私だけの話ではないです

が、ミルクロードの開通ということでつながっておる次第でございます。

それを踏まえて、幸福村の要望のことでございますが、あの方も80歳以

上になってみえますが、本当に一人であれだけの幸福村の桜並木、またい

ろいろなところをこつこっとやられて現在に至っておりますが、私も80歳

になっておるんやで、後どうしようかなと、悩んでおるんやということを

聞きまして、それも踏まえてひとつバス路線と、また幸福村の後押しもし

てあげたいなと。民間でやっとるんやでええやないかということでありま

しても、民間でありましてもあれだけでき上がった公園でございます。後

押ししてあげたらきっと喜ばれるし、後の世代にも立派に、これが長澤さ

んがしてもろた公園やなということで喜んでもらえると、真実その方も取

り組んでみえます。そういうことを踏まえてバス路線、また幸福村のこと

も、また小山田の見守り安心電話というようなことで、私の地区ばっかの

問題を取り上げて、あれ何や、選挙前やでいいこと言っとってあかんぞよ

というようなことでみえておりますけれども、地区で選ばれた議員でござ

いますもんで、それだけしか今のところ言うことありませんが、いろいろ

なことで財源のことも伴います。そうであってもこれは私が言うのが、そ

ういう問題を私が取り上げさせてもらって、今は市長がいい返事をしてい

ただきまして、南部の方も考えていると。来年7月には何か建ててやるぞ
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と言われるような、そういうようなありがたい言葉を、私は言葉へたでご

ざいますが、承って喜んで帰る次第でございますが、そういうことで喜ん

でおりますので、残された緑豊かな小山田地区でございます。また、何遍

か言うやないですけれども、四日市地区の中では一番土地の価格も安定し

ておりますし、地区の住民も素朴な方でございます。こういうことを思っ

てどうかよろしく、この問題はここで再質問はさせていただきませんが、

要望としてお願いするところでございます。どうもありがとうございまし

た。

0麟（伊藤雅敏君） 暫時休憩ぃたします。

午前11時34分休憩

午後1時1分再開

〇議長（伊藤雅敏君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

この際、ご報告いたします。小川政人君から一般質問の通告を取り下げ

たい旨の申し出がありましたので、ご了承願います。

桑原勇君。

〔桑原勇君登壇〕

〇桑原勇君通i告に従いましてお伺いいたします。

最初に、学校週5日制、月 2回実施についてをお伺いいたします。

文部省は、現行の学習指導要領下でも月 2回の週5日制導入は可能とし、

平成7年度4月以降、毎月第2、第4土曜日を休業日にすることを決定さ

れました。完全週休2日制の実施が文部省の最終目標でありますが、現時

点では学習指導要領を改定せず、月 2回実施の通達が本市教育委員会に既

に届いていると思います。

学 5日制問題を審議してきた文部省の協力者会議は、今回の実施に

当たり、留意点として、 「授業時数の上乗せは子供の学習負担や生活のリ

ズムに配慮する」、次に「土曜日に保護者が家庭にいない子供、心身に障
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害のある子供に配慮し、遊びやスポーツの機会、場の提供などに努める」、

また「過度の塾通いにつながらないよう保護者や塾の理解を求める」、最

後に丙幻t学校も週5日制実施に向けて積極的に取り組む」などを挙げて
おりますが、文部省からの通知は、どのような内容のものか、まずお伺い

いたします。

現在、・月 1回週5日制を実施しておりますが、当初懸念されました問題

について、どのように対応してこられたのかお伺いいたします。

まず最初に、子供の負担になる減った授業時間を他の曜日で補う上乗せ

授業について、次に土曜休日に保護者が家庭にいない子供について、学校

での対応と指導員の実態について、最後に非行などの問題行動や塾通いも

増加していないか、以上3点、お尋ねいたします。

また、 2年前の月 1回学校週5日制導入時には、いろんな面で懸念され

ましたが、今回は全般的に冷静な受けとめ方をしておられるようでありま

すが、裏を返せば、心配するほどの事態が起きなかったと言えるかと思い

ます。本市としても同様で、冷静に受けとめておられるのか、お伺いいた

します。

文部省に指定されました月 2回週5日制のモデル校の研究成果では、授

業時間、指導内容、指導方法、学校運営の工夫改善で対応しておられます。

例えば、全校大掃除のやり方を変えたり、儀礼的なプール開きをやめたり、

むだな学校行事の見直しで年間の授業時間を減らさないよう努めておりま

す。本市の月 2回のモデル校に指定されました橋北中学校では、授業時間

を確保するために、平日の6時限授業を増やしたり、春の遠足や芸術鑑賞

会を取りやめ対応してきたようでありますが、生徒から、平日が忙しくなっ

たとの不満の声もあり、この辺のところをどう受けとめ、参考にし、適切

な対応を検討されておられることと思いますが、よい対応の案があればお

答え願います。

モデル校の研究課題は、土曜休日で減った授業時間を平日に上乗せしな
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いで、どう対応するかであると思います。これは一番重要なことでありま

すが、子供たちが土曜休日の使い方にも重要な問題であると思います。平

日が忙しいから、のんびりテレビを見たり、寝ていて家でのんびり過ごし

た、これでは心豊かに過ごしているとは言えないと思います。せっかくの

土曜休みをむだに過ごすことのないよう、自分なりの計画を立て、幅広い

学習やスポーツをして過ごすことで今後の子供たちの人生が大きく変わっ

てくると思います。学校や父兄が子供たちに意義のある過ごし方を指導す

ることも大切だと思いますが、お考えをお尋ねいたします。

現在、土曜休業日の午前中は保護者が家庭にいない子供や心身に障害の

ある子供のために学校を開放しておりますが、ほとんどの学校は活用され

ていないと聞いております。そこで有意義に活用するために、日曜祭日同

様に地区住民のために開放してはと思いますが、いかがお考えか、お伺い

いたします。

次に、痴呆性老人対策についてお伺いいたします。

最近、徘回をしたり、大声を張り上げるなどの症状を呈する痴呆性老人

の問題が大きくクローズアップされております。痴呆性老人の発症率は年

齢とともに高まる傾向が強いと言われており、高齢者人口が増加するにつ

れ、痴呆性問題が社会の注目を集めるようになってきたことは周知のとお

りであります。しかし、問題が顕在化するのが比較的最近であったため、

対策は全般におくれていると言われております。痴呆性老人は老人人口の

約4％の発症率と見られており、現在、本市には物忘れがひどいなど、痴

呆性症状があっても、身の回りのことなど日常生活には問題はなく、自立

した生活をおくることができる軽い人から、昼夜を問わず徘回したり、自

分や他人に危害を及ぼす危険性のある重度の人まで何人おられるのか、ま

た現在、老人福祉課で対応しておりますが、どのように他との連携をし、

対応しておられるかをお伺いいたします。

高齢者人口の増加に比例して痴呆性老人の増加も予想されます。そこで、
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在宅痴呆性老人のための健診と相談、介護している家族の負担を減らすた

めのデイサービス、痴呆性老人の入院施設の整備と拡大などの業務を行う

痴呆性老人対策推進室を設け、拡充を図る必要が今後生じてくると思いま

すが、いかがお考えか、お尋ねをいたします。

〇議長（伊藤雅敏君） 教育長。

〔教育長囲羽武君）登壇〕

〇教育長伎阻武君） ただいまご質問のございました学校週5日制の

月2回の実施に関しまして、種々ご質問がございましたわけでございます

が、お答えをしたいと思います。

先ほど申されましたように、文部省ではこの月 2回の実施につきまして、

協力者会議の報告を受けて、来年4月から実施されることが正式に決定さ

れましたことは、ただいまご発言のあったとおりでございますが、ただきょ

う現在、まだ文部省からこれに関する正式な通知が私どもの方に届いてお

りませんので、本日のところは、本市における今までのこれらに対する取

り組み、さらに今後に対する対応についてに絞ってお答えをさせていただ

きたいと思います。

学 5日制の対応につきましては、市民の代表も交えた学校関係者等

を中心とした、学校5日制実施検討委員会というものを設置いたしまして、

そこでは文部省及び県の5日制に対する方針に基づきまして、さらには四

日市の橋北地区で行われております調査、研究協力校の実践例をも参考に

しながら、その協議、対応を進めてまいったところでございます。

そうした中で、当初懸念がありましたその5日制に対する混乱もなく、

月1回につきまして円滑に進められてまいったというふうに考えておりま

す。そういった経験を踏まえまして、月 2回の実施についても一応我々は

冷静に受けとめているところでございます。

ご指摘の土曜休日に伴います授業時数の確保についてでございますが、

本市におきましては、平日の授業時間数を増やすという手段をとるのでは
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なく、平日のゆとりの時間ヘスライドさせるなどして、児童生徒の大きな

呻増にはならないような配慮をしてきたところでございます。

これまで行われてまいりました学校行事等を見直しいたしまして、例え

ば運動会の練習の密度を高めることによりまして、その練習の回数の削減

に努めたり、あるいは似通った行事を統合することによって、一つの行事

にまとめたり、あるいは教科の学習と関係の深い行事につきましては、そ

ういった授業の関連として取り上げていくなど、そういった工夫をするこ

とによって授業時数の確保に努めてまいったところでございます。

ちょっと専門的になるかもわかりませんが、なぜそんなことができるか

という疑問も出てまいるかと思いますので、少しだけ申し上げますと、例

えば小学校5年生までは従来、いわゆる年間の標準時間というものが定め

られておりました。これは学年によって全部数字が違いますので、一々は

挙げませんが、いわゆる標準時間としなければならぬとされている標準時

間と、 5日制が実施される以前、学校が行っている授業数との差は、小学

校5年生までで1年から5年まで年間138時間あったわけでございます。

そういったものがゆとりであるとか、その他の学校裁量の時間になってい

るわけですが、そういった時間を土曜日の休日でなくなっていく時間に振

り充てていくということでございます。

さらに、これが月 2回になりますと、月 1回を実施した段階で、今言い

ました、 5年生までに138時間あったのが、現在大体105時間なお余裕があ

るわけでございます。それを使って月 2回の実施をまたそこでいろいろ工

夫しながらやっていけば、なお80時間ぐらいの標準時間を超えて学校がい

ろいろと授業なり行事を組むことができるようなことになっていると、そ

ういうようなことを申し上げたわけでございます。

次に、土曜日に保護者がいない家庭の子供たちのためには学校施設を開

放いたしまして、指導員を配置する措置も当初からとってまいったところ

でございます。この5日制実施当初の段階におきましては、これをそう
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いった制度を利用するといいますか、家庭で親に面倒を見てもらえないと

いう児童が学校へ来て、指導員のもとで過ごすという生徒が当初130人ご

ざいました。平成5年4月にはそれが平均的に33人、それから本年の4月

段階では12人と、随分と減少をしてまいっているのでございます。これは

いろいろな考え方があろうかと思いますが、次第に子供がみずからの計画

に従って土曜日の過ごし方というようなものをだんだんと見出してきた結

果のあらわれではないかと考えられますし、また各家庭における土曜休日

への親の理解といったようなものも次第に深まってきておるのではないか

というふうに思っております。

また、当初土曜日が休みになると非行とか問題行動が多くなるのではな

いかといったようなことも言われたわけですが、これにつきましては、各

学校から毎月いろんな報告をもらっておりますが、現在まで傾向を見まし

ても、これが増えてきたという傾向は四日市の場合あらわれておりません

し、また塾通いについても、これが増えたという傾向もないと思っており

ます。これはそういったような意味で、学校の対応とか、あるいは呼びか

けが一応だんだん親にも浸透してきておるのではないかというふうにも

思っているところでございます。

それから、土曜日の過ごし方についてでございますが、議員からただい

まご指摘がありましたように、この学校週5日制の趣旨からも、子供たち

が主体的にこの過ごし方の選択を考え、それを行動に移していくという、

そういう生活をつくり上げていく資質や能力を、学校、家庭あるいは地域

が一体となって育てていくということも大事な要素でございますので、こ

れは月 2回になった場合も、さらにこういった方面にも要請もし、また努

力も続けてまいりたいというふうに考えております。

そういった視点から、今後もこの具体的な過ごし方の例については、子

供にも例示をしたり、あるいは保護者とともにそういった計画を立てるな

どの指導をいたしまして、有意義に、しかも主体的に過ごすことができる

-46-

ように今後も一層努力をしてまいりたいというふうに思っているところで

ございます。

いずれにいたしましても、そういった指導の中で子供が自分で時間の使

い方を考えることができるようになってきたという親の声もございますの

で、そういったようなことにつきまして一層充実してまいりたいと思って

おります。

最後に、社会教育団体への土曜日の休日の学校開放についてでございま

すが、当初は先ほども申し上げましたように、家庭で面倒が見てもらえな

い子供のために学校を開放することを用意しておく必要があったわけでご

ざいまして、そういったような事情もございましたが、先ほど申し上げた

ような現状でもございますので、今後、各学校の学校開放運営委員会とい

うのを設けられておると思いますので、運営委員会とも連絡をとる中で、

実情を踏まえながらできる限り有効に学校施設が使えるように、今後前向

きに検討をしてまいりたいというふうにも考えておりますので、何とぞご

理解を賜りたいと存じます。

〇議長（伊藤雅敏君） 保健福祉部長。

〔保健福祉部長⑱蹄部美次君）登壇〕

〇保健福祉部長 0J蹄部美次君） 先ほど痴呆性老人対策についてご質問が

ございましたので、お答え申し上げます。

まず、 1点目の痴呆症の軽度から重度まで何人いるかということでござ、

いますが、ご承知のようにこの症状の判定は非常に難しいものがございま

す。厚生省では精神科医などによって幾つかの自治体でサンプル調査をい

たしまして、 65歳以上の高齢者人口についての出現率を持ってございます。

この率で本市の人口に当てはめますと、在宅の痴呆性の老人は約1,800人

ぐらいと推計されております。これは日常生活を送る上でほとんど問題が

ない方も含まれておりまして、実際に在宅で介護を要する痴呆性の老人は、

本年10月1日現在で166名でございました。また、このほか特別養護老人
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ホーム及び老人保健施設へ入所されている介護を要する痴呆性老人は約

150名でございます。

次に、保健・医療面における痴呆性老人対策でございますが、痴呆性で

あるかどうかの判定を行うに当たって、専門的な診断と痴呆の傾向が見ら

れた場合の治療方針の選定など、的確なフォローが必要でございます。こ

れに対応するため、国におきまして平成元年に老人性痴呆疾患センター事

業実施要綱が定められ、三重県におきましては4カ所の病院が知事指定を

受けてございます。北勢地域では本市の日永病院が指定を受け、専門医相

談、詢祈、治療方針の選定、救急対応、関係機関調整等を行っております。

また、本市の保健センターや県の保健所の予防活動といたしましては、

高齢者等に対する健康教育やパンフレットの発行を通じての痴呆予防の啓

発を行うとともに、在宅の痴呆性老人につきましては、訪問指導による介

護者への助言、指導を行っております。施設面の対応といたしましては、

老人保健施設への入所や、そこでのデイケアが利用されてございます。

今後の予防といたしましては、痴呆の主な原因の一つである脳血管疾患

が高血圧や高コレステロール、糖尿病等から生ずる場合が多いことから、

保健センターの活動を通じまして、これらの疾患の予防や早期発見、早期

治療の推進に一層努めますとともに、老人性痴呆疾患センターの活用や訪

問指導の推進等により対応してまいりたいと考えております。

また、福祉施策といたしましては、特別養護老人ホームヘの入所、在宅

介護支援センターヘの相談、デイサービスやショートステイの利用、ホー

ムヘルパーの派遣など、ニーズに見合ったサービスを活用いただいてござ

います。

2点目の痴呆性老人対策推進室のご提言でございますが、さきにも申し

上げました施策の拡充を図るとともに、医療、保健、福祉の関係機関が連

携して取り組むとともに、地元民生委員さんなどのご協力を得た、きめ細

やかな取り組みに努めてまいりたい、さよう考えておりますので、どうか
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ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（伊藤雅敏君） 桑原勇君。

〇桑原勇君 ご答弁ありがとうございました。学校週5日制についてで

ありますが、月 1回実施の際にはいろいろと懸念されましたが、各学校の

適切な対応と父兄の方々のこ理解があったために、心配された問題が起き

なかった、このように思っております。関係各位に対しまして、そのご努

力に対し敬意を表したいと思います。

文部省は完全週5日制が最終目標でありますので、完全週5日制にする

には学習指導要領を全面的に改正してくると思います。 2年先、平成9年

度より実施と予測されます。現在は、その過渡期でございますので、定着

するまで学校長会等で情報交換や、いろいろな検討をしていただきまして、

なお一層適切な対応を要望いたします。

また、土曜休日の学校開放でございますが、前向きに検討をしていただ

くというご答弁をいただきましたので、来年4月より、従来の日曜、祭日・

のような形で蜻域住民や各種スポーツ団体等に開放するよう、これも要望

しておきます。

次に、痴呆性老人対策についてでありますが、痴呆性老人といっても、

ただいまご答弁がありましたように、原因や症状、また日常活動などで人

によってみんな違うというふうに聞いております。お一人お一人適切な対

応は大変難しいかと思いますが、痴呆性老人が今後増加することは間違い

ございません。どうか老人福祉課が病院・保健センター等と連絡を密にし

て、なお一層適切な対応ができるよう検討していただきますよう、これも

強く要望して私の質問を終わらせていただきますn

どうもありがとうございました。

〇議長（伊藤雅敏君） 暫時休憩いたします。

午後1時27分休憩
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午後1時44分再開

〇議長（伊藤雅敏君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

伊藤正数君。

〔伊藤正数君登壇〕

〇伊藤正数君通告に従ってl順次お尋ねいたします。

質問の第1点は、外郭団体の見直しに関する問題でございます。

四日市市には外郭団体として、財団法人が9、社会福祉法人1、特殊法

人1、社団法人1、株式会社7社があります。とりわけその中の株式会社

4社と社団法人についてお尋ねいたします。

北勢インフォメーションサービス株式会社は、昭和4邸F8月、郵政省が

テレトピア構想を発表、その指定都市にされたのに伴い、昭和62年10月に

四日市市、三重県、三重郡4町と地元企業が中心となって株式会社インフォ

メーションサービス四日市として設立され、平成6年11月に鈴鹿、桑名、

亀山3市の資本参加を得、現在の名称に変更されました。

ケープルテレビジョン四日市株式会社は、昭和6碑三6月20日、会社設立

され、平成元年6月に郵政省有線テレビジョン放送施設設置許可を取得し、

同年10月に四日市市が資本参加し、地元企業とともに経営に当たっていま

す。

鯰会社三重北勢ソフトウェアセンターは、平成元年に施行された地域

ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法に基づき、国（情報処理振興

事業協会）、三重県、四日市市、民間が協力し、平成3年5月に設立され、

現在の事業展開となっております。

3社の業態、内容はそれぞれ異なりますが、高度情報化社会を迎え、地

域の情報化にかかわる生活文化情報を住民に提供し、地域の活性化、産業

の発展に寄与しようとする目的は同じであると思います。その目的達成の

ためには北勢地域全体の自治体がともに支援協力し合いながら、これから

の情報化社会に立ち向かっていく必要があると思われます。そのためによ
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り広域的でなければならず、ここに県の強力な行政指導が必要と思われ、

かつ大きな期待を寄せるものであります。

四日市市にはこの点を踏まえ、県に強力に働きかけをしてもらいたいと

思います。情報化社会の中で真に住民が情報を利用し、活用できるシステ

ムを多面的に検討していく必要がある現在、そのためにはまず四日市地域

の情報通信分野の第三セクターが相互に連携し、それぞれどう役割分担を

し合っていくのか、そうした中で自治体がどんな役割を果たし、密接な連

携を保っていくのか、情報通信分野での第三セクターはともに経営が厳し

く、自治体の財政支援にも限界があり、マルチメディア時代を迎え、抜本

的に今後の基本方向について十分検討していく必要がある。そのため自治

体と第三セクターはともに調査研究を行うためのプロジェクトを組織する

必要があると思いますが、その点どのように考えておられますか、お尋ね

いたします。

次に、株式会社生活環境公社でありますが、この公社は昭和61年10月に

四日市市、民間企業の東産業が中心となって会社設立され、同年11月1日

より業務が開始されました。生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るた

めの事業を推進しております。今までの実績を調べてみますと、設立当初

61年度虹は1,945万円であったものが、平成5年度は11億9,463万円余に

伸びております。そのうち市委託の金額は当初1,945万円であったものが、

5年度は10億3,893万円余となっており、 8年間で53.42倍に増え、 6年度

当初予算では11億7,666万円余となり、 60.5倍になっております。

その反面、公社自主事業は、 63年度が1億876万円余であったものが、

平成5年度において1億5,569万円余と、 6年間で4,693万円余の伸びにと

どまっており、年間平均約782万円の増加でしかありません。

利益面を見ますと、昭和61年度当期利益は438万円余の赤字であったも

のが、平成5年度において1億1,447万円余の黒字となっております。こ

ういった点を見たとき、ほとんどの事業は当市の委託事業であり、全く市
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依存であります。市依存から公社自主事業の拡大を図り、主体性を持った

体質づくりを急ぐとともに、株式会社である以上、利益追求は必要であり

ましょうが、今の内容からいくと、利益幅が大き過ぎ、そのために市民サー

ビスの低下は否めません。し尿収集運搬業務を初め、 17カ所に上る委託事

業費は適正に支出されているとお思いですか、疑問を持たざるを得ません。

また、今まで計上されてきた利益金はどう処理されていますか。市民サー

ビスの低下並びに委託事業、支出金見直し、会社の体質強化等、あわせて

お尋ねいたします。

社団法人シルバ一人材センター四日市高齢者事業団は昭和55年8月に設

立され、高齢者が臨時的かつ短期的な就業を通して、みずからの生きがい

を高め、活力ある地域社会づくりに寄与することを目的としてつくられた

公益法人で、営利を目的としない団体であります。設立当初180人の会員

が、平成5年度は680人となり、会員数は3.8倍、受注額は当初872万円で

ありましたが、 5年度は3億2,070万円余となり、 37倍の伸びとなってお

ります。設立15年目を迎え、着実に実績を上げてきているように見えます

が、高齢化社会を迎えております今日、会員数が伸びていないのではない

でしょうか。社団法人設立から15年、理事長は現在まで変わっておりませ

ん。いつまでも超高齢者がという声も耳にいたします。人事の刷新を図っ

ていく必要があるのではと思われます。四日市市には独自の退職勧奨制度

（定年を待たずに）があります。毎年新しい感覚を持った優秀な人材が数

多く市役所を退職していきます。マンネリを防止する意味からも一定の年

数制限を設け、人事の刷新を図るべきであると思いますが、市民へのサー

ビス、外郭団体の体質強化の面からどのように考えておられるのか、お尋

ねいたします。

質問の第2点は、三重ハイテクプラネット21構想（鈴鹿山麓リサーチパー

ク）と周辺について。この質問は2年前の平成4年12月議会においてお聞

きいたしました。 2年という時間が過ぎておりますので、その後の経緯に
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ついてお尋ねいたします。ヘ

桜財産区第1期造成用地2̀1haのうちの中核施設用地5.2haの中に建設を

する予定であると答えられた（仮称）学園都市センター、それと開放型試

験研究施設についてお尋ねいたします。

学園都市センターについては、 4年度において基本設計調査を行ってい

るとのことでありました。また、開放型試験研究施設については、三重県

の（仮称）環境総合センターの立地が予定されているとのことでありまし

たが、これら施設のその後の進捗状況についてお尋ねいたします。

第1期造成工事の中核施設建設用地以外の市保有地約16haの現状は、造

成後、雑草が生い茂り、移植された苗木は倒れたまま放置されている現状

であります。前回ご答弁で、民間研究施設用地については、中部通産局、

通産省並びに三重県にも協力をお願いして、中部圏だけでなくて、東京に

おいても積極的なPR活動を行っているとのことでありましたが、昨今の

景気の動向を見るとき、決して明るい見通しがあるようには思えません。

これから先、どのような方策を立てて行かれるおつもりなのか、今の状況

と合わせてお聞きいたします。

また、この造成地を今後どのように管理していかれるのか、管理はどの

部署において行っていくのか、今のような現地の状況は開発前から地元桜

地区民が最も心配していたことであります。市長はかねがね三重ハイテク

プラネット21構想の中の鈴鹿山麓リサーチパークについては、平成3年1

月に多極分散型国土形成促進法に基づく振興拠点地域基本構想として全国

に先駆けて国の承認を得たものであり、長い目で見てくれと言っておられ

ますが、このような状態で放置されていると、財産区返還問題にも発展し

かねません。身を入れて管理していただきたい。 2期工事分の33haの土地

造成については、今の財政事情を考えますと、当分延期はやむを得ないこ

とでありますが、第6次基本計画の中で明確な計画が示されておりません。

今後の進め方についてお尋ねいたします。
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前回ご答弁では、第2次開発区域については、自然環境に十分配慮し、

自然を残すべきところは残し、開発するにふさわしいところを造成してい

く、いわゆる自然地形に合わせた整備基本計画を示していきたい。また、

一例ではあるが、散策道など、市民や研究学園都市内の研究者が自然を満

喫できるような整備も進めていけたらということでありました。

さらに、スポーツランドから国道306号までの研究学園都市整備につい

ては、現在、三重大学の伊藤教授を座長といたした第2次整備基本調査委

員会を設けて、この中で学識経験者、また地元企業の代表、地元地区の代

表、各分野の専門的立場から意見を聞いて、よりよい開発計画をつくって

いきたい、 3月末を目途とするとのことでありましたが、以後1年8カ月

が過ぎています。今日どこまで進められているのか、さらに矢合川の管理

について、三滝川の合流点から国道306号の妹橋まで、約6kmが県管理河

川、その上流約2.1kmが市管理河川となっており、市管理区間の中には部

分的に狭小なところや、未整備箇所が残っておりましたが、その後、改修

工事はどこまで完成を見ましたか。また、県管理部分の約6kmについても、

管理不十分による残土の堆積、護岸の破損箇所がたくさん見受けられ、毎

年の地区要望会に提出されておりますが、四日市市も責任なしとは言えな

いと思いますから、今後十分調査の上、県に対し早急に対策を講じるよう

要望していただき、今後この矢合川流域においては、株式会社ヘラルドコー

ポレーションが（仮称）ヘラルドカントリークラプを県の開発許可を得、

造成していきますし、名古屋鉄道が（仮称）名鉄四日市桜団地造成事業を

計画中であります。これらの開発によって現在山林である地域の保水能力

は著しく低下し、一度集中豪雨が起きれば大災害につながることは間違い

なしであります。

なお、この開発はすべて県許可の事業であり、県管理の矢合川流域の整

備は必要不可欠なことであります。この点について市はどのように考えて

おられるのか、お尋ねいたします。
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質問の第3点は、公共事業にかかわる用地収得についてお尋ねいたしま

す。

四日市市が市民のために施策する公共事業は年々複雑多岐にわたり、そ

の投資額は増加する一方であります。 21世紀はもうすぐそこにあり、また

市制施行100周年も目前に迫ってきております。こういった中で市民の

ニーズに沿った政策を展開するため、理事者の皆様方は日夜努力をされて

おられます。そのこ~力に敬意を表しますとともに感謝を申し上げます。

そこで、ひとつお尋ねいたしたいのは、どんな公共事業を施工する場合

でも、当然用地が必要になってまいります。役所所有の土地もあれば、民

間所有の土地もあります。また、土地のみの場合もあれば、その上に家屋

が建っている場合もあります。役所所有の土地であれば余り問題もないと

思われますが、民間所有であれば収得しなければなりませんし、その都度

いろんな問題が派生してくるものと思われます。

申し上げるまでもなく、市におかれては市民の血税を使うわけでありま

すから、公有財産取得審査会で種々検討され、取得価格の査定がなされて

いると思われます。しかしながら、現実には市の査定価格で出世ヒとの折

衝において、ほとんど地主の同意が得られないということをよく耳にしま

す。その場合、市におかれては公共事業の推進上、どのように対処されて

いるのか、お聞きします。また、市の審査会における検討では、専門業者

の鑑定評価が重要な要素となっていると聞いております。そこで、市とし

ては公平を期するため、その場合、何社ぐらい使っておられるのか、あわ

せてお尋ねいたします。

第1回目の質問を終わります。

〇議長（伊藤雅敏君） 市長公室長。

〔市長公室長（佐々木龍夫君）登壇〕

〇市長公室長（佐々木龍夫君） まず、ご質問の外郭団体のうち情報関連

の3団体につきまして、現況と今後の方向性をご説明申し上げます。

-55-



1点目の北勢インフォメーションサービス株式会社についてでございま

すが、先ほど話がありましたように、昭和62年にキャプテンを中心とした

地域情報を提供する会社としてスタートをしたわけでございます。会社発

足以来、テレトピア構想推進のニューメディアとして文字情報を中心とし

た静止画像で、行政や文化、タウン、イベント情報等、街頭や行政機関の

窓口等の102台の端末機を使いまして、一般の市民の方々に情報を提供し

てまいったわけでございます。最近では、市民ニーズの高い救急医療ガイ

ドですとか、パート情報、それから映画案内等のメニューも追加するなど

いたしまして、情報内容の充実に努めているところでございます。

ちなみに、平成5年度の実績といたしまして、センターコールが約27万

6,000回、アクセス画面数が1,483万画面、こういうぐあいに着実に増加を

してきておりまして、本年11月にはこれも先ほどご紹介がありましたよう

に、鈴鹿市、桑名市、それから亀山市等から出資を受けまして、対象エリ

アの拡大を図ったところでございます。今後、北勢地域にエリアを拡大い

たしまして、情報提供会社、新しい内容も組み込みました情報提供会社に

生まれ変わろう、こういうところでございますので、あとしばらく行方を

見守っていきたい、そういうふうに考えているところでございます。

それから、 2点目のケーブルテレビジョン四日市株式会社でございます

が、これは県下初めての都市型CATVといたしまして、地域に密着した

情報を提供する、こういう目的で設立されたわけでございます。現在では、

37チャンネルの情報提供を行っておりまして、特に地域情報チャンネルの

CTYlOというのは、視聴世帯数が約6万軒に達しておりまして、確実に

地域情報チャンネル、地域情報メディアとして定着をしておるところでご

ざいます。したがいまして、 9月議会でもその6割以上のエリアに及んで

いるということから、情報格差の問題を逆にご質問いただく、こういうふ

うな状況になっておりまして、今後そのエリア拡大が一つの課題になって

くるのではないか、そういうふうに考えておるところでございます。
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それから、 3点目の三重北勢ソフトウェアセンターでございますが、こ

れは平成元年に施行されました地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時

措置法、これに基づきまして、平成3年に国及び県の参画を得てつくった

会社でございまして、むしろ国策的な意味が背景にあった組織でございま

す。情報化社会の要請する高度な情報技術者の育成に努めますとともに、

三重県地域のソフトウェア供給力の強化等のため、ソフトウェア人材育成

事業等を行う、こういうことでございます。この分野につきましては、将

来的に多様な展開が見込まれるところでございますので、地域情報化の一

つの柱であるソフトウェアの拠点として今後も発展をさせていきたい、そ

ういうふうに考えておるところでございます。

そういった現況でございますが、これらの情報関連の各団体につきまし

ては、いずれも県や市が参画をいたしました第三セクターとして設立をさ

れた経緯がございますが、設立目的の必要性に比べまして、財政運用の内

容が必ずしも良好な状況とはなっていない、そういうところは事実でござ

います。

したがいまして、本市といたしましても、今盛んに言われております来

るべきマルチメディアの社会におきます情報関連団体のあり方、あるいは

情報関連事業のそれぞれのかかわり、そういったものも含めまして、庁内

的にも研究組織をつくりまして、幅広く調査研究をしてまいりたい、そう

いうふうに考えておりますので、しばらくお時間をおかりいたしますとと

もに、よろしくこ理解を賜りたい、そのように思う次第でございます。よ

ろしくお願いします。

〇議長（伊藤雅敏君） 総務部長。

〔総務部長（鈴木一美君）登壇〕

〇総務部長（鈴木一美君） ご質問の第1点のうち株式会社四日市市生活

環境公社と社団法人シルバー人材センターに関しまして、並びに第3点目

の公共事業用地の収得のことに関しましてご答弁を申し上げたいと思いま
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す。

時間の関係がございますので、議員ご発言の重複する部分については避

けさせていただきたいと思いますが、まず四日市市生活環境公社でござい

ますが、同社は行政改革の推進の一つの柱でございます外部委託というこ

とを進める中で、この受け皿として民間企業との協調を図りながら設立を

した会社でございます。既にご承知のように、資本金が2,000万円、これ

につきましては、昨年度剰余金の中より1,000万円の資本金組み入れを行

いまして、現在では資本金が3,000万円ということに相なってございます

が、設立当初から市が40%、民間で60%、この民間の60％のうちの40％は、

三洒地区浄化槽維持管理協同組合が持っておりまして、あと残る20％が民

間3社で分担をいただいて出資いただいております。

先ほど議員がご指摘のような業績になってきておるわけでございますが、

この昭和61年10月に設立をした当時、公園除草作業等をまず手始めに、昭
和63年度からし尿収集業務につきまして、市の直営を順次計画的に委託に

切りかえるということで移行拡大を図ってきたところでございまして、平

成7年度においてはこのし尿収集運搬作業につきましては100％同社に委

託をするものでございます。業績といたしましては、一昨年来、議員ご発

言のような経常利益が自主事業ともども計上されるに至っておるところで

ございます。

一方、シルバ一人材センターでございますが、現在でございますと、こ

の会員数は本年度約750名の会員になっておられます。議員がご指摘にな

られましたような売上といいますか、業務の中でおよそ50％程度はやはり

公共事業による作業を受け持っていただいておる部分がございます。これ

らにつきましては、特にシルバー人材センターの場合には、皆さん方も既

にご承知の駅前等におきます駐輪場の整理業務等に配置をされておる方々

もあるわけでございますが、固定的な業務ということよりも、むしろその

業務に対する人的な量を確保するのに流動的に行い得るというふうな利点
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もあって、シルバ一人材センターで受け持っていただいておるというふう

な実態でございます。

これら株式会社生活環境公社及び社団法人のシルバ一人材センター等に

おきます事業方針あるいは役員人事等の決定に当たりましては、定款に定

めます株主総会あるいは全会員の総会によって方針が決められ、役員人事

が決められるということであるわけでございまして、これら二つの第三セ

クターにつきましては、市が方針的には打ち出して誕生したものではござ

いますが、必ずしも市の行政機構の一部にプランチとしてぶら下がるとい

うふうな性格のものではございません。あくまでも自主独歩をしていただ

くということが主眼であるわけでございまして、そういった面でそれぞれ

民法あるいは商法に基づく法人としての人格でお進めをいただいておると

いうことであるわけでございます。

これは基本ではございますが、設立当初の趣旨等を踏まえ、より一層適

切な運営がこれら団体において行われますように、市としても別途協議の

場が必要であろうというふうに考えておりますので、こ理解をいただきた

いと思います。

第3点目の公共事業用地の買取でございますが、端的にご質問にお答え

させていただきます。議員ご指摘のように、公有財産審査会で調整を図っ

ておるところでございます。これについて不動産鑑定士等の鑑定を何社と

るかというお尋ねがございました。原則的には本市の場合、通常1社とっ

ております。ただ、補助事業等におきまして、その指導の上において複数

以上の鑑定士からとりなさいというふうな指示があった場合、あるいは近

傍において類似の売買実例等が見つかりにくいといったような箇所につき

ましては、 2社以上のものを参考にとるというふうなことで進めておりま

す。

このメンバーといたしましては、不動産にかかわる鑑定といいますか、

評価の専門としております資産税課長等を初めとして関係職員が参画いた
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しておりますので、今後ともより適正な買収単価というものを設定しなが

ら、公共事業の果たず役割を十分に所有者の方にもこ理解をいただきなが

ら進めてまいりたいというふうに考えておりますので、コ頸早いただきた

いと思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 計画推進部長。

〔計画推進部長 Oll畑義之君）登壇〕

〇計画推進部長Oll畑義之君） ご質問の第2点目の三重ハイテクプラネッ

ト21構想（鈴鹿山麓リサーチパーク）と周辺についての関係分についてお

答え申し上げます。

こ高承のとおり鈴鹿山麓研究学園都市につきましては、平成4年11月に

第1期工区21haの造成が完了しまして、その中核施設用地にはほぼ同時期

にICETTの本部施設が竣工したところでございます。その後、三重県

におきましては、県内全域の保健環境部門の中核的な試験研究施設としま

して（仮称）三重県保健環境センターと、それから研究学園都市の中核施

設であります交流、人材育成、情報提供、福利厚生機能を合わせ持ちます

学園都市センターの建設が平成9年を目標に計画されており、市といたし

ましても、県施設の立地に向け鋭意努力しておるところでございます。

次に、造成地の管理につきましては市が行っておりますが、適時土地開

発公社に維持・補修を委託しており、今後とも適正な維持管理に努めてま

いりたいと考えております。

また、研究所誘致につきましては、従前から国、県への協力を依頼して

いるところでございますが、県とともに東京での展示会の参加、あるいは

専門誌への広告掲載によるPR活動、また1,300社に上る企業へのアンケー

ト調査の実施、それをもとにした企業への誘致活動を行ってきております

が、現下の厳しい経済状況にありまして、企業の投資意欲が低調なことも

あり、研究所の立地を見るに至っておりません。

しかしながら、近時におきましては、 ICETTの後、既立地機関の順
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調な活動、あるいは三重県保健環境センター、学園都市センターの立地進

展、あるいはまたインフラ整備の進展などが相まって、当研究学園都市と

してのポテンシャルも高まっていると考えられることから、今後ともPR

活動、情報収集の強化を図りながら、民間研究所の誘致に向け、積極的に

活動を続けてまいりたいと考えております。

次いで、第2期工区の今後の進め方についてでございますが、景気の動

向、これに影響されます市財政面との問題、加えて第1期工区への立地動

向等を見きわめながら慎重に取り組んでいきたいというふうに考えており

ます。

最後に、スポーツランドより東の開発についてでございますが、研究開

発、人材交流並びに生活文化の各拠点の形成を開発理念としまして、自然

保全重視で蜻膨になじませた小規模分散型のクラスター開発構想として、

学識経験者を中心に長期ビジョンか取りまとめられたわけでございます。

当研究学園都市につきましては、環境保護技術、バイオテクノロジ一、新

素材等を中心とした技術を創造するための研究拠点の形成を目的としてお

り、第1期工区には既にICETT、三重北勢‘ノフトウェアセンターが立

地し、また学園都市センター等の立地も予定されておりますが、前にも述

べましたとおり、いまだ民間研究所の立地を見るに至っていない状況にあ

りますので、着実にその実現を図っていくためにも、第1期工区への誘致

活動に重点的に取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくご

理解のほどお願い申し上げます。

〇議長（伊藤雅敏君） 建設部長。

直設部長洒田喜大君）登壇〕

〇建設部長但涸喜大君） ご質問の2点目の矢合川の改修関係につきま

してお答えいたします。

矢合川の市管理区間の改修状況につきましては、研究学園都市の開発に

伴いまして、優先的に年次計画をもちまして改修を進めてまいったところ
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でございます。今年度、残る上流部の護岸整備を行いまして完了をいたす

ところでございます。

県管理区間につきましては、護岸整備は完成しておりますが、河床に堆

砂や護岸の洗掘を生じているところもございます。強く整備につきまして

要望をしており、現在、一部河床整備等の工事をしていただいているとこ

ろであります。また、今年被災いたしました2カ所の護岸につきましては、

災害復旧事業で施工する予定であります。

なお、大規模開発につきましては、三重県の開発指導要綱に基づきまし

て、矢合川の現況能力見合いの調整池を設置し、放流抑制を図るよう指導

してまいりますので、よろしくこ理解をお願いいたします。

〇議長（伊藤雅敏君） 伊藤正数君。時間がありませんので簡潔に。

〇伊藤正数君 ご答弁ありがとうございました。

肝心な質問の中身がほとんど抜けていると、私はそのように感じており

ますので、平成7年の3月議会において再度パート 2をやらせていただ＜

つもりでおります。

1点目の市長公室長がお答えをいただきました調査研究はしていくとい

うことは結構でございますが、いつごろ始められるのかお聞きをいたして

おきたい。平成7年度においてそれの予算措置をされるかどうかというこ

とをまずお聞きをいたしておきます。

2点目の生活環境公社につきましては、肝心の市民サービスはどうなっ

ておるのかとか、委託事業費は適正に支出されているのだろうかとか、そ

の見直しをする必要がないのかといろいろお尋ねしましたが、それに対す

るご答弁がなかったように思います。

なぜこういうことを申し上げましたかというと、先ほど数字を挙げて説

明をさせていただきましたが、ほとんど市委託事業であります。今まで市

職員でやっていて、それでうまくいかないからということで公社をつくっ

てやった。これだけの利益を上げておるわけですから、私は適正にされて
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いると思えませんから、それについて再度また3月議会でお尋ねをいたし

ます。

それから、桜財産区につきまして開発公社で委託をしておられるという

ことでありますが、あのままの状態でほうっておいて研究学園都市として

はよしとされるのか、きちっとやっぱり研究哨園都市も自分らで身を入れ

て管理をしてもらいたい。開発公社ということになれば、黒田常務理事に

きちっと申し入れを行うつもりでありますが、もう一度これもご答弁をい

ただきたいんですが、これも3月議会に回させていただきます。ありがと

うございました。ヘ

〔「関連」と呼ぶ者あり〕

〇議長（伊藤雅敏君） 大谷茂生君。

0大谷茂生君先ほどの伊藤正数議員の質問につきまして、 3月議会で改

めてやるということですので、結構なことでありますけれども、その中で

も特に第1番の外郭団体の見直しの中で、多くの市民生活に直結する問題

ということで株式会社四日市市生活環境公社の問題については関連質問と

してお尋ねをいたしておきたいと思います。

先ほどご答弁をいただきましたけれども、その中でちょっと気になりま

したのが、外部委託事業の促進の中からそういう制度を設けられたという

ことでありますけれども、現在民間企業であるので、その自主的な運営を

ゆだねていると、よって基本的な方針はともかくとして市の声の及ぶとこ

ろではないという、こういうご答弁のように受けとめさせていただいたわ

けですね。この辺の確認をさせていただきたいと思いますので、改めてそ

の面についてのご答弁をいただきたいというふうに思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 総務部長。

〇総務部長僅淋こ一美君） 言葉足らずで誤解が生じておろうかと思いま

すが、運営そのものについて独立独歩ということの法人格としての方針を

申し上げたことでございまして、業務につきましては、当然委託業務とし
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て特に入札を行うという対象では行っておりません。したがいまして、随

意契約の形で委託を出しておるわけでございますので、特にし尿収集等に

つきましては単価契約でもって行うというのを原則にいたしております。

したがいまして、この単価契約の設定につきましては、市と業者である生

活環境公社との間に十分な詰めを行って委託を行っておるということでご

ざいます。

ただ、その後におきます業務のあり方につきましては、その中に一部時

間外の扱い等におきまして企業努力がなされておるというふうに承知をし

ておるところでございますので、こ理解いただきたいと思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 大谷茂生君。

0大谷茂生君 そうすると、私が今受けとめさせていただいたご答弁と

ちょっと違っていたというようなことでいいわけですね。といいますのは、

単価という面で今ご答弁されておるわけですけれども、総体的な利益が1

億1,400万円余りですか、平成5年度に生じておるということですね。た

しか外部委託といいますか、第三セクタ一方式の議論が議会でなされたと

きに、まずモットーとして市民サービスの低下につながらないことを原則

とするというような約束が交わされたということを記憶いたしておるわけ

であります。

ですから、一般的に民間企業の場合は、利益追求型というのはこれは否

めないことでありますけれども、やはり第三セクタ一方式として市が40%

の出資をいたして設立をした、そしてその設立の業務委託の内容が市民生

活に直結するという、こういう見方をしてきますと、やはりその莫大な利

益を生じておる、これが一概に企業努力によってなし得たものだというだ

けの理解で済ませていいものかどうかという、こういう議論があるわけで

あります。この辺のところの見解をひとつお示しをいただきたいと思いま

す。

〇議長（伊藤雅敏君） 市長。
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〇市長伽藤寛嗣君） お答えをいたします。

この生活環境公社をつくる前には直営で全部やっておりました。した

がって、直営でやっておりますときの経費と今日の経費とではかなり後者

の方が改善をされておるということは事実でございます。

ただ、そこで上がってきた利益をどう配分するかという問題があろうか

と思います。この株主を構成しております会社というのは限定をされてお

りますので、今日、公共下水道の普及等を考えますと、将来的に経営不安

というものが一部あるわけであります。したがって、そのようなことを勘

案しながら生じてきた利益をどう処分していくかというところに私は問題

があるのかなというふうに想定をいたしますので、そういった面について

今後会社側の方と十分打ち合わせをしてまいりたいというふうに思ってお

りますので、この点をお答え申し上げ、こ理解をちょうだいいたしたいと

思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 大谷茂生君。

0大谷茂生君市長からそういうご答弁をいただきましたので、理解をい

たしたいと思いますけれども、基本的には法人という性格の中で、いざと

いう場合の準備積立金のようなもの、これは必要だというふうに思います。

ただ、それに引き当てるにしては、多少額が過大かなと。その過大な分は

市民に還元すべきである、そういう法人の内容であろうというふうに解釈

をしております。そういった声が届きやすい形でいきますと、今の出資比

率40％を50％まで上げて、もう少し内容をきちっと把握できるような、こ

ういう体制づくりを強く要望して、関連質問を終わります。

〇議長（伊藤雅敏君） 暫時休憩いたします。

午後2時25分休憩

午後2時42分再開

〇議長（伊藤雅敏君） 休憩前に引き続き会議を開きます。
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長谷川昭雄君。

〔長谷川昭雄君登壇〕

〇長谷川昭雄君本日の最後になりました。しばらくのお時間をお願いい

たしたいと存じます。

高齢者対策についての質問をさせていただきます。

現在の高齢者は多産多死世代に育ち、 3世代同居の大家族環境で成長し

た人たちであります。昭和中後期に入り、経済の急進や交通機関の発達、

教育の高等化に伴う職業の多様化で、親と子の住生活は遠隔もいとうこと

なく、海外までも別離するに至っております。

時の流れは同じでも今振り返ってみたら高齢者の仲間に入っていた現実

であります。因察の充実や住環境の改善、社会の構造変化で高齢化へと急

速に移行しているのはご承知のとおりであります。若年人口は都市に集中

し、各所に過疎の村や町が出現し、高知県の池川町では高齢化率は40％を

超えております。本市でも既に65歳以上の高齢化率は12％を超えていると

ころです。すべての人が健康というわけではありません。施設に入所中の

人もいます。在宅で605名は寝たきりであります。 1人暮らしは2,41既；で一

あります。中でも在宅寝たきりのほとんどは家族の介護に頼っております。

家族は職を離れて介護するのです。その介護をする人もすぐ高齢者の仲間

入りです。夫婦は助け合っていても、 1人が不幸になれば、たちまち独居

老人所帯となります。恵まれた人は近住の子供たちの世話も受けられます

が、遠隔の子女が生活を犠牲にして介護するとは限りません。

今日まで厚生省を初め地方自治体も高齢化対策の施策を図ってはいても、

特別養護老人ホームの整備に追われているのが精いっぱいのところであり

ます。厚生省は在宅福祉へと注目し、ゴールドプラン10カ年計画を策定し、

現在、折り返し時期になっております。本市においても昭和38年、市の嘱

託ヘルパー2名でスタート、現在、市嘱託14名、市社協嘱託30名、パート

10名で、 11月現在、 276名の在宅老人介護を行っております。ゴールドプ
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ランの目標は1999年には本市で210名のヘルパーを確保することになって

おります。人あってのプランであると思います。介護者は介護を必要とす

る人に喜ばれ、＇信頼される人材を求めなければなりません。ヘルパーが安

心して働く環境と、身分の保障も確立すべきです。介護は行う方も受ける

方も心の交流が基本であります。手のひらのぬくもり、愛情の伝達によっ

て目的が達成されるものと私は信じております。

私は先般、ホームヘルプ事業の現場で活躍している皆さんにアンケート

調査をいたしました。 1番目に「この職を選んだ理由」には、 「何かをし

たい」 「世間の役に立ちたい」 「自分でもできると思った」 「人に勧めら

れた」などなどがありました。 2番目に「今の職を今後何年ほど続ける

か」には、ほとんどの人は「健康であれば続けたい」、その中で「長く続

けたい」という人の答えには、 1番目に「身分保障の確立、できれば市職

員と同等に」、 2番目に「退職時にも同様の処遇」、 3番目は「60歳まで続

けたい」、これは回答の90％ありました。最後に「勤務時間は8時から11

時まで」、中には「時差や3部出勤」、このような意見もありました。そし

て最後の提言、意見というところには「現場で献身的に働く熱意が伝わる

体験」や「デスク指示を超えるごみ処理の問題」 「老人との出会いで一層

の責任を痛感した」、あるいは「38年体制の制度の見直し」等々、多くの

意見が寄せられております。回答は41名中37名でありました。

そこで、他市での現況を見ても、昇給昇格、給与表、退職金なしの3な

し状態が目立っております。これらの結果、現状を見るまでもなく、ヘル

パーの処遇に対して検討をすべきと思いますが、いかがですか。ヘルパー

が安心して働ける職場と保障の整備は理事者ばかりではなしに、行政にか

かわる我々も真剣に取り組む課題であります。今後、ますます増え続ける

ホームヘルプサービス事業は人あってこそ達成できる事業であると確信し、

今後の対処をお尋ねいたします。

これからの老人保健福祉をより推進するには在宅介護支援センター、デ
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イサービスセンター、ヘルパーの拠点、また地域での保健センター、保健

婦、理学療法士、介護福祉士等、有資格者の拠点整備を図り、 24時間介護

体制を整える時期に来ております。

厚生省は平成4年に夜間巡回介護のモデル事業として福岡市の民間看護

会社コムスンに委託をし、在宅介護の実施をいたしました。報告書は今、

市長にお渡ししましたが、そのとおりです。本市においても長時間介護に

対応しなくてはなりません。また、家族、介護者に対するヘルパーに準ず

るような経済支援、あるいは交代ショート介護支援、夜間支援等々、施策

の実施に対する所見をお伺いいたします。

高齢化対策は保健福祉部の専任ではありません。市民に広く理解を求め

るためにも、またいつか来る自身の高齢化への対処に、ぼけない、寝たき

りにならない等の処方せんや知恵を学校教育の福祉教科として力を注ぐこ

とも必要であります。生涯学習の分野でも啓蒙推進すべきと考えますが、

いかがですか。

高齢者の就業もこれからの重要課題であります。 60歳定年で65歳年金支

給という社会構造の中で、健康な人がただ時計と太陽を眺めて暮らせるも一

のではありません。定年退職後、まだまだ健在で社会の現役であると自認

する人がほとんどではないかと思います。平成6年度の高齢者が求職した

のは912名に上り、就業したのは91名であります。内容、条件が合わない

ところもあると思いますが、事業所や社会の対応のおくれでもあると思い

ます。

シルバー事業団にしても登録数は750名であります。本市の65歳以上、

3万5,243名の動向を調査して、就労実態を把握すべきであります。行政

は商業、経済の推移と合わせ、あらゆる機会をとらえ、高齢者の就業を啓

発すべきであります。求職、求人はハローワークだけの業務ではないと強

＜申し述べておきます。

商業振興は消費の拡大が起因をいたします。経済の活性はマネーの流通
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が原則であります。高齢者への職場提供もマネーの流通には大きく寄与す

ると考えます。商工部の所管としてのお考えをいただきたい。

建設省は老人向け住宅対策として公営住宅、公団住宅、公庫住宅に対す

るもろもろの資金援助を講じております。県においても老人住宅向けの改

良資金貸付を行っておるところです。昭和62年には厚生省、建設省が協力

して、シルバーハウジングモデル事業を実施し、その成果に期待が寄せら

れていますが、本市の住宅困窮高齢者に対する支援体制はどうなっている

のか。また、高齢者対策の道路改善にはどのような施策を講じているのか

をお尋ねいたします。

最後に、高齢化社会における地域と女性の施策についてお尋ねをいたし

ます。平成5年、女性課の新設に伴う相談の中で、家庭事情や身の上相談

が多いと聞きます。その中で、ある家庭において、老人介護に疲れ、夫婦

のきずなも切れ、家庭に破綻を来したとの話を聞くに及び、家族介護のあ

り方にもっと行政が介入すべきであると思います。今日、高齢者介護の分

野では、専門介護者、ボランティア、家族介護者等合わせて99％以上を女

性に依存している実情であります。女性は子育て、家事労働と追われ、老

人介護をするに至っては休む間もなく、さらには自分も高齢者の仲間入り、

決して生きがいを感じる人生ではないと思います。婦人青少年審議会では

産休と同じく介護休業の法制化を検討していると報道されております。こ

れは家族介護への労働と経済の支援を願ったものと解しております。国は

いろいろな施策を模索しておりますが、高齢者を女性だけに任せるのでは

なく、家族全員が協力し、地域からの支援と行政も知恵とお金を出して対

処し、女性の人権擁護に努力すべきと考え、理事者の今後の方針、施策に

ついてお答えをいただきたいと思います。

1回目の質問を終わります。

〇議長（伊藤雅敏君） 保健福祉部長。

〔暉福祉部長（服部美嬬）登卯
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〇保健福祉部長 0J蹄部美次君） 先ほどのご質問のヘルプケア関連部分に

ついてお答え申し上げます。

ご承知のように、ホームヘルプサービスはデイサービスやショートステ

イとともに在宅福祉3本柱として重要なサービスの一つでございます。し

たがいまして、今後の高齢化社会の進展に対応するため、ご指摘のように、

この事業の内容を充実していく必要がございます。例えば、サービスの提

供時間帯の拡大、訪問回数の増加、定期派遣のほか、不定期、臨時派遣な

どにより柔軟なサービス提供をしていきたいと考えております。また、夜

間介護のご指摘をいただきましたが、国等におきましては、やホームヘルプ

サービスの24時間体制をモデ）雌勺に試行しつつございまして、そのあり方

が確立されていくものと考えられております。

このような状況に伴いまして、ホームヘルパーにありましては、常勤の

ヘルパーが基幹的な役割を担い、非常勤のホームヘルパーとチームを組み

まして、利用者のニーズと提供しているサービスの効果を評価しながら進

めていく体制をつくってまいりたいと考えております。そのためには従来

も待遇改善を図ってまいりましたが、ご指摘のようなより一層の待遇改善

が必要になってまいりますので、引き続きそういった面で努力をしてまい

りたいと存じます。

次に、地域の拠点につきましては、本市老人保健福祉計画の中で位置づ

けられておりますとおり、一つには介護に関する地域の総合拠点として、

（仮称）在宅介護サービスセンターがございます。この施設ではソーシャ

ルワーカー、ホームヘルパー、看護婦、寮母等を配置し、福祉や看護等に

関する総合相談、通所や訪問による入浴、給食サービス、ホームヘルプサー

ビス、訪問指導、健康相談等の保健サービスを提供するとともに、情報の

一元化を図るなどして関係者の連携の拠点として機能するものと考えてお

ります。

もう一つは、保健に関する基幹的な拠点として、 （仮称）地域保健セン
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ターでございます。この施設では保健婦や理学療法士等を配置しまして、

疇教育や機饂l陳等の韓サービスを提供してまいります。これら二つ

の地域の拠点を中心といたしまして、保健福祉サービスのきめ細かい展開

をしてまいりたいと考えております。

次に、家族介護者に対する経済的な支援についてでございますが、社会

変化に伴いまして、家庭内介護から社会的介護に移行しつつあり、今後は

まず朝から夕方までの公的な介護サービス体制を拡充し、あわせて介護者

の負担軽減も図っていくことが肝要であると考えております。したがいま

して、家族介護者への経済的な支援につきましては慰労金の性格を持つも

のでございますが、現在は、寝たきり老人等介護手当として制度化いたし

ておりますので、こ頂潔を賜りたいと存じます。

これからの高齢者対策、いろいろとご提言をいただきました。私どもも

時代に沿った施策の研究、実現に努めてまいりたいと存じますので、どう

かこ理解を賜りたいと存じます。

〇議長（伊藤雅敏君） 教育長。

〔教育長伊｝羽武君）登壇〕

〇教育長伎卜羽武君） 議員ご指摘がありましたように、既に高齢化社

会を迎えておるわけでございまして、子供たち一人一人が自分の問題とし

て、こうした高齢化社会について考えていくことは必要になってきておる

というふうに考えております。

，今回の学習指導要領の改訂におきましても、学校教育において高齢者福

祉や、あるいは社会保障制度について正しい理解を深め、望ましい態度の

育成を図ることは、今後の人づくりの一つの重要な要素であるという観点

から、これらの内容の一層の充実が図られたところでございます。

そこで、教育委員会といたしましても、福祉教育につきましては重要な

教育課題であると位置づけて指導しているところでございます。例えて申

しますと、小学校3年生の道徳で「福祉のまち」というタイトルのもとで、
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障害を持った人々や、寝たきり、あるいはひとり暮らしの老人への思いや

りの問題を取り上げておりますし、また6年生では老人福祉センターの機

能を通しての福祉行政の必要性を解き、さらに中学生になりますと公民の

学習の中で社会福祉制度を系統的に理解させるなど、発達段階に応じた教

材を用いまして、福祉の重要性や思いやりの心あるいは高齢者に対する敬

愛の念を育てることについて指導を行っているところでございます。

また、教室でのこうした学習だけではなく、実践の場として、例えば児

童会あるいは生徒会活動の中で、学校によっては福祉委員会あるいはボラ

ンティア委員会といったようなものを設けたりし、そこでは児童生徒自身

で何ができるか話し合いを進めたり、また実際活動といたしまして、老人

ホームや寝たきり老人の訪問をしたり、あるいは独居老人を学校行事に招

待をいたしたり、あるいは年末も近づきましたが、年賀の手紙や葉書を出

したり、あるいはいろいろな機会に手紙を出すなどの奉仕活動を体験させ

る学校が次第に多くなってきておる状況でございます。

このようにして、小中学校のときから福祉の問題について考え、体験を

していくということは、高齢化社会に生きる子供たちにとりまして必要不

可欠なことでございますし、福祉の心を養う基礎となるものと存じており

ます。そのために高齢者問題を初めとした福祉教育を教育課程の中に適切

に位置づけ、人間としての生き方、あるいはみんなでよりよく生きるため

の心情を育てる指導をしていくことは重要なことと考えております。

いずれにいたしましても、福祉教育の目標というものは、 「知、徳、体

の調和のとれた人間性豊かな児童•生徒を育てる」といった学校教育の目

標そのものと重なり合うものであるという考えのもとに、今後も指導の充

実を図ってまいりたいと存じておりますので、こ理解を賜りたいと存じま

す。

〇議長（伊藤雅敏君） 商工部長。

〔商工部長（米津正夫君）登壇〕
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〇商工部長（米車正夫君） 3点目の就業対策につきましてご答弁を申し

上げます。

祖帥勺な高齢化社会の到来のもとで、活力ある経済社会を維持していく

ためには、高齢者の方々の高い就業意欲を生かしながら、その能力を発揮

していただくことが大変重要であると考えており、 60歳定年を基礎として

65歳までの継続雇用を推進していくことが重要な課題となっておるところ

でございます。

本市が実施いたしました平成6年度の雇用実態景気動向調査によります

と、 55歳から59歳までの定年を定めている事業所は11.2%、60歳定年を定

めている事業所は63.9％であるのに比べまして、 61歳から65歳までの定年

を定めている事業所はわずか7.9％と低い数字を示しており、 60歳定年制

は定着しつつあるわけでございますけれども、 65歳までの継続雇用の普及

については十分とは言えない状況にあるところでございます。

本市におきます高齢者の職業紹介の場といたしましては、ご承知のとお

り、四日市市高年齢者職業相談室とシルバー人材センターがあるわけでご

ざいますが、この四日市市高年齢者職業相談室は昭和5碑三に開設をしたわ

けでございまして、平成5年度におきましては、求人件数が600件、求職

件数が1,400件の職業相談を行っておるところでございます。

また、シルバ一人材センターにつきましては、先ほどもご指摘もござい

ましたが、昭和55年の発足以来、着実に事業実績を伸ばしておるわけでご

ざいまして、来年には15周年を迎えるわけでございます。長引く不況下に

あっても、平成5年度の契約実績高は約3億円、会員数も700人を突破す

るなど、高年齢者の生きがいや社会参加を基本理念として臨時的かつ短期

的な就労の機会の提供に努めており、これからの高齢化に向け、ますます

その役割は期待されているところでございます。

また、企業等の協力を得まして、就職相談、年金相談、職業適性体験

コーナーなど、中高年齢者の雇用促進を図るために、平成4年度から中高
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年齢者就職プラザを開催いたしまして、本年度は約300人の来場をいただ

きましたほか、高齢者の求職情報などを掲載した求職者情報を市内企業

1,500社に年4回送付いたしますとともに、事業主に対しましても、各種

の高齢者雇用を奨励する国の制度などの周知に努めているところでござい

ます。

一方、商工会議所におきましても、 「アクセス65」いわゆる定年を65歳

に近づけると、こういう制度でございますが、これの推進母体の指定を受

けまして、パイロット企業を選定し、企業における高齢者の雇用を阻害す

る要因の把握、分析を行いまして、 65歳雇用システムの確立に取り組んで

いただいているところでございます。

今後とも公共職業安定所はもとより、四日市雇用対策協議会あるいは商

頂諏と鵜を図りながら、ご指摘の高齢者の雇用機会の拡大を図ると

いうことは大変重要な施策でございますので、今後もより一層努力をして

まいりたいと考えておりますので、こ理解をいただきたいと思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 建設部長。

国酪暉長（西田喜大君）登壇〕

〇建設部長⑮田喜大君） ご質問の中から住宅施策につきまして、まず

お答えいたします。

平均寿命の伸長に加えまして、社会の価値観の変化、核家族化の進展、

住宅事情等の社会情勢の変化から、今後高齢者のみの世帯が増加すること

が予測されます。したがいまして、これから増加する高齢者世帯の居住の

安定を図ることが重要な課題の一つであろうかと考えます。こういったこ

とから市営住宅におきましても、高齢者が生きがいのある生活ができるよ

ぅ、建てかえ時には住戸の内外の段差の解消、トイレ、浴室の手すりや緊

急警報装置等の設備を設けた高齢者向け住宅を配置いたしまして、量的供

給の確保に努めているところでございます。

しかし、これからは単に高齢者に配慮した住宅の提供だけでなく、高齢
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者が自立し、安全な生活を営むことができるよう生活相談指導や緊急時に

サービスを提供するライフサポートアドバイザーの配置されたシルバーハ

ウジングの導入も検討視野に入れていかなければならないと考えておると

ころでございます。

いずれにいたしましても、これからの高齢化社会に向けての住宅施策は、

公営住宅の量的供給ばかりでなく、より幅の広い住宅施策の展開に迫られ

ているところでございます。老人保健福祉計画の方針に沿いながら、保健

福祉部局との密接な連携のもとに、ご提言をいただきましたシルバーハウ

ジングを含めたより効果的な施策を検討してまいりたいと考えております

ので、ご理解をいただきたいと思います。

次に、高齢者や身体障害者に対する道路整備につきましては、歩行者に

配慮した人にやさしい道づくり事業の一環といたしまして、歩道の新設、

拡幅、段差の切り下げ等の改良事業を利用度や危険度の高い路線から計画

的に進めております。また、道路の新設に当たりしては、福祉を考慮した・

新しい道路構造令によりまして整備をしておるところでございます。

いずれにいたしましても、福祉のまちづくり要綱に基づき、高齢者や身

体障害者に配慮した施策の推進に努めてまいりますので、よろしくこ理解

をお願いいたします。

〇議長（伊藤雅敏君） 市民部長。

〔市民部長（小畑廣次君）登壇〕

〇市民部長（小畑廣次君） 5点目の女性の人権についてお答えをいたし

たいと思います。

言うまでもなく、女性の幸せは女性施策の重要な柱でございますし、ご

指摘のとおり、子育てあるいは家事労働、そしてまた老人介護は女性の仕

事という、いわゆる性別役割分担意識がまだまだ残っているのが現状でご

ざいまして、先ほど議員が申されましたように、女性課が実施をいたしま

した調査あるいは相談事業でもそのことが端的にあらわれているところで
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ございます。

とりわけ老人介護の問題は、地域福祉が叫ばれている今日、家族内での

高齢者を介護する女性たちの人権と、介護される高齢女性の人権が守られ

ているかという両面から考えなければならない必要があろうと思います。

高齢社会の問題は女性の人権の問題であるといっても過言ではないと考

えておるところでございます。したがいまして、女性たち一人一人がその

人らしく生きることができるために、さらに家族内でも、特に男性の理解

を深めることが必要であろうと考えておりますし、市全体で今何ができる

か、このことは生涯教育を通じて考える場、あるいはプランづくりを福祉

疇とタイアップしながら今後前進をさせていきたいと考えておりますの

で、こ理解を願いたいと思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 長谷川昭雄君。

〇長谷川昭雄君 ご答弁いただきました。いろいろと将来的な分野にわ

たっての質問をいたしましたので、非常に答えにくい点もあったんじゃな

かろうかなというふうな感じはしたんですが、まず1点目の保健福祉部の

関係でございますけれども、ヘルパーの待遇改善というところで、具体的

な、どのような形でこれから進めていくのかというのがちっとも出てこな

い。ということは、全く施策に対して自信がないのか、抱負がないのか、

そういうところをもう少し具体的に将来こういうふうな形で福祉施策はや

らなければならぬ、介護の問題は取り組まなければならぬというような形

で答弁ができないのか、していないのか、そこら辺をもう少し自信を持っ

て答えるような形にしていただきたい。

それから、あとの教育の問題でございますが、これは時間のかかる問題

でございますので、今の方針を持続してもらって、新しい方針があればど

んどん取り入れていただくということをしていただきたいと思います。

それから、高齢者の雇用の問題でございますが、今、商工部長が答弁し

ていただきましたのは、確かにいろいろ資料を出してまとめて答弁してい
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ただいたと思うんですが、先日僕が四日市の高齢者の就職はどうなってい

るんだというようなことをセクションの方へ尋ねましたら、職業安定所で

聞きますと、こういうようなことで高齢者就職というのが対応できるのか

どうか、非常に私は心もとない。もっと真剣に取り組んでいただくという

ことが大切ではなかろうかと思うわけです。

そして、例えば、補助金、助成金というのをあらゆるところに出してお

ります。そういうものを削ってでも高齢者が就職をした会社に対してその

賃金の補てんをするような考えもしたらいかがかと思うんです。これも一

つの福祉施策であり、商業の発展にもつながっていく、経済の振興にもつ

ながっていく、要はお金が回らなくては活性化は望めないということでご

ざいますので、その点にも一つ十分にこれから取り組んでもらいたい。コ

メントがあれば、これについてもお答えを願いたいわけでございます。

それから、高齢者のシルバー住宅の件でございますが、かつて私はアメ

リカのロサンゼルスの近郊で、シルバーハウスの団地を見学してまいりま

した。ミニゴルフ場のところに、その中に1戸建ての住宅、 3DKぐらい

の住宅だったと思いますが、平屋建ての家が各所に建っておるわけです。

そして、その中で生活してみえるのは、年金受給者ということで限定され

ております。そして、あらゆるその中の必要な管理費、あるいはガス、電

気等々についても共同で支払われております。土地は全く共有のものでご

ざいます。そして、管理しているのは、その一区画に全部管理責任者がお

りまして、ゲートがありまして、そこへ出入りを管理していただいている、

それの管理費も皆さんが持っておる。囲いや、あるいは個々の家の間仕切

りというのは一切ございません。こういうような住宅を見てまいりました。

アメリカのようにはいかぬと思いますけれども、こういうような新しい発

想、僕が行ってからちょうど20年たちますよ。そういうような発想も僕は

考えてもらっていいんじゃないか、夢のような希望を持っていただくとい

うことも、私はいいんじゃないかと、こういうことを強く望んでおるわけ
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でございます。

最後の女性の問題でございますが、女性の生涯というのは、先ほど申し

ましたように、非常にハードな精神的、労働的な負担の中で一日を生活さ

れてみえるわけです。そういうような観点の中でこれからどのようにする

かと、なかなか難しい問題であろうと思いますけれども、先ほども申しま

したように、ある程度の資金も出さなければいかぬ、そして皆さんが知恵

を出していただくなり、そしてこれは行政だけではなしに、地域の人たち

がどのようなかかわりを持ちながら女性問題に取り組んで、女性の人権の

擁護というものを進めるべきだと私は思うわけでございます。

そういうような過程の中で二、三お尋ねをいたしましたので、答弁があ

ればひとつお答えを願い、今こういうことをやっていますというような答

弁は私、聞きた＜ございません。これからどうするんかということを問う

ておるのですから、その点をひとつ明快にお答えを願いたいと、こういう

ふうに思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長 OJ蹄部美次君） ヘルパーの件でございますけれども、先

ほども申し上げたように、基幹的な役割を担う常勤ヘルパーの確保は今後

は必要と考えております。したがいまして、その体制の整備に向け努力を

してまいりたいと存じます。

それから、施設等の整備につきましては、今年の2月に公表させていた

だきました四日市市老人保健福祉計画に沿って施設等の整備は進めてまい

りたい、さよう考えておりますので、よろしくこ理解を賜りたいと存じま

す。

〇議長（伊藤雅敏君） 商工部長。

〇商工部長（米津正夫君） 高齢者の実態とか施策について再質問をちょ

うだいしたわけでございますが、実は去る11月29日に開催いたしました中

高年齢者の就職プラザ、約300人来訪をされたわけですが、この方々のア
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ンケート調査も実施をいたしておるところでございまして、これらの分析

等も踏まえまして、今後この高齢者の雇用拡大に努力をしてまいりたいと

いうふうに考えておりますので、こ理解いただきたいと思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 市民部長。

〇市民部長（小畑廣次君） 女性施策の問題でございますが、今申されて

おりますように、私たちの活動というのはやはり地域の人々にどう援助あ

るいは支援をしてもらうか、これが非常に重要なことでありますので、今、

21世紀に向けての四日市の女性施策プランを製作中でございます。これは

報告が恐らく 3月には完成をするだろうと思います。その中で具体的に地

域を含めた女性施策のもとに前進をさせていきたいと、かように考えてお

りますので、コ職報臥ヽたいと思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 長谷川昭雄君。

〇長谷川昭雄君ありがとうございました。保健福祉部長の方は、そうす

ると待遇改善については前向きに検討すると受け取ってよろしいですな。

はい。ありがとうございます。

それでは、いろいろとお尋ねをいたしましたが、かつては四日市は公害

のまちというふうに全国に名を知られました。これからは福祉のまち、あ

るいは人権擁護のまちだというふうに全国にそのアイデアを発信をしてい

ただきたい。これは島根県の出雲市だけがアイデアのまちではないんだと

いうことで、岩國市長のお株をとるように、四日市市の加藤市長の手腕に

期待して、私の質問を終わります。ありがとうございました。

〇議長（伊藤雅敏君） 本日はこの程度にとどめることにいたします。

次回は、明日午前10時から会議を開きます。

本日はこれをもって散会いたします。ご苦労さまでした。

午後3時26分散会
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主 事 芝田敏樹

午前10時1分開議

〇議長（伊藤雅敏君） おはようございます。これより本日の会議を開き

ます。

ただいまの出席議員数は37名であります。

本日の議事は、一般質問であります。

日程第1 一般質問

〇議長（伊藤雅敏君） 日程第1、これより一般質問を昨日に引き続き行

います。

ll屁欠発言を許します。

土井数馬君。

日サ楼兒馬君登壇〕

〇土井数馬君おはようございます。通告に従いましてl願灼貯』をさせて

いただきます。

昨年度より市民クラプとしまして、市民との小人数グループによる各種

の勉強会を定期的に実施しております。勉強会は、教育、福祉、環境、文

化など、それぞれの分野にかかわってみえる方やボランティアの方など、

一般市民の皆様と、時には行政の皆様にも参加をしていただき、各種のテー

マについて気軽に話し合える場として開催をしているわけですが、身近な

子育てや台所からの話題から国際的な話題までと、幅広く市民の皆様の声

をじかにお伺いをして市政に反映をしていこうという、そういう趣旨でご

ざいます。そこで今回、教育、福祉、環境の分野での勉強会の中から、皆

様の意見を集約しまして質問をさせていただきます。

1番目は、学童保育についてお尋ねいたします。

「よく学びよく遊べ」と言われますように、遊びは子供たちの健全な成
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長にとっては必要不可欠な要素であります。ところが、最近の子供の遊び

場を見てみますと、厚生省の調査におきましても、公園や空き地などの野

外よりも、自分の家や友達の家で遊ぶ、そういった方が抜きん出て多く

なっている結果が出ております。この背景には、都市化に伴います遊び場

の減少や交通事故の増大、またテレビゲームなど、室内でできる遊びが普

及したことなどが考えられます。このような社会環境の変化の中で、子供

たちが社会に対応していく能力と資質を持ち、人間性豊かにたくましく成

長していくためには、育成環境を整備して、地域において遊びや自然との

触れ合いが体験できる居場所づくりが必要かと考えております。本市では

そういった居場所づくりの環境整備におきまして、子供広場への整備事業

費の補助や、子供たちの学校外体験を豊かにするための環境づくり、地域

において共同して子育てする視点に立った事業としての学童保育への支援

など、子供たちが健全に育つための環境の整備や、子育て支援等を目的と

するさまざまな施策に取り組んでいただいております。その中で今回は、

子供たちの健全育成と子育て支援の両面をあわせ持ちます学童保育につい

て、数点お伺いいたします。

学童保育への支援につきましては、学童保育事業の運営費を初め、建設

費への補助などに深いこ理解をいただいているわけですが、先日、各地域

で学童保育にかかわってみえる皆様と、青少年課、市民クラプ、そして藤

井議員にもご参加をいただき、今年度3回目の勉強会を開催いたしました。

特に今回は、来年の4月に学童保育所を開設したいとこの1年間、地域で

のアンケート調査や、地区市民センター、自治会、 PTAなどの皆さんの

協力を得て準備を進めてみえます常磐、常磐西、内部の三つの1j洋校区の

皆さんを交えて、 「開設に向けての現状と今後の課題」、こういったテー

マで行われたわけですが、アンケート調査では、 Ij洋校一、二年生、幼稚

園、保育園の親を対象に各地域において実施されたものですが、三つの地

区ともに40％近い方が学童保育所や児童館の必要性を訴えております。そ
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のうち、すぐにでも必要だ、来年から必要だ、そういった答えがありまし

た数が、常磐小学校区で70人、常磐西小学校区で48人、内部小学校区で40

人と相当な数に上がっているわけです。

そこでお尋ねをいたします。これら参加者の共通の問題点は、現時点に

おきましても開設場所が見つからないということです。これは既存のほか

の学童保育所の皆様も参加をしていたわけですけれども、開設当初に同じ

悩みを抱えていたと発言をしてみえます。女性の社会進出が目覚しく、親

が安心して就労できるような施策が望まれている今、地域において共同し

て子育て支援をしていこうと芽生えました大切な芽でありますから、学校、

地域集会所等の開放や、遊休地や遊休施設の貸与などを含めて、今後の学

童保育所の開所場所への支援をご検討いただきたいと考えますが、この点

についてのお考えをお伺いしたいと思います。

2点目は、四日市市学童保育事業補助要綱の見直しの件についてですが、

平成4年に一部改正をしていただき 3年を経過したわけですが、その時点

でも現行の制度が最善であるとは考えられない、時代に合った制度への見

直しも必要であるとの教育長の認識を伺ったわけですが、実際には補助金

交付の見直し程度にとどまっておりまして、抜本的な学童保育対策には

なっていないわけです。抜本的な対策までの経過的な処置といたしまして

も、補助要綱の中で土地や建物の施設としての賃貸料や建設費の補助、ま

た指導員の人件費等も単に標準経費として合わせて扱うのではなく、個々

に算出計上していただき、実情に合わせて助成するなどの見直しが必要か

と考えますが、この点についてのコ所見もお聞きしたいと思います。

最後3点目は、国の法制化への動きについて、今後どのように対応して

いくのか、お聞かせをいただきたいと思います。

国の方では、放課後児童対策の事業内容についての充実を図るとともに、

事業の弾力性を損なわない範囲で、健全育成対策としての法的位置づけを

明確にし、計画的に整備をしていく方向です。そして児童館とあわせて、
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おおむね小学校区に1カ所程度の整備を目標としていると聞いております。

ですから、本市におきましても、各地域において開設への動きや条件が整

いそうな小学校区から、順次年次的な計画の中で公設公営、あるいは公設

民営、また民設民営での事業委託など、幅広い視野に立って今後の学童保

育のあり方を検討していただきたいと考えますが、こ所見をお聞かせくだ

さい。

2番目は、障害福祉についてお尋ねいたします。

「完全参加と平等」をテーマといたしました国連障害者の10年は、平成

4年をもって終了いたしましたが、これに引き続き199碑功ヽ らの10年間を、

アジア太平洋障害者の10年とし、この地域の障害者施策をさらに推進する

こととしています。また、我が国におきましても平成5年3月に、障害者

対策に関する新長期計画、全員参加の社会づくりを目指して、これを国連

障害者の10年以降の障害者施策の推進の基本指針として策定しております。

このような内外の動きを踏まえ、障害者の自立と社会参加の一層の促進を

図るために、心身障害者対策基本法の一部改正が行われまして、障害者は

あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする、そういった

旨が加えられております。また、市民の間にさらに広く障害者の福祉につ

いて関心と理解を深めるために、毎年12月9日を「障害の日」として定め

ております。その障害の日を2日後に控えまして、本市におきます障害福

祉について数点お伺いしたいと思います。

本市の障害者は平成6年10月1日現在で、身体障害者6,159人、精神薄

弱者は881人、昨年4月の状況と比較をいたしますと、身体障害者で451人、

精神薄弱者で53人と、なんと 1年半で約7％増と年々増加の傾向にござい

ます。特に近年、重度障害、重複障害の増加に加えて障害者の高齢化が進

むなど、障害者の福祉ニーズも複雑、そして多様化する状況にあり、解決

すべき課題は少なくありません。

障害者福祉対策は、在宅施設福祉、雇用就労、住宅、交通、通信、情報、
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文化など、本当に幅広い分野に及んでいますが、ノーマライゼーションの

理念に沿って、可能な限り地域で生活できる条件を整備することが基本で

あると考えられます。ですから早期発見、早期療育、在宅福祉対策、福祉

施設対策、社会参加の促進などの施策を、総合的、積極的に展開する必要

があると思います。

そこでお伺いをいたしますが、本市におきましては年々増加傾向にあり

ます障害者や障害児に対して、乳幼児期より老年期に至るまでの障害福祉

のニーズの複雑、そして多様化に今後十分な対応ができ得る体制がとれる

のかどうか。また、現在においても成長の過程において、節目節目で十分

な進路の選択ができるような整備も必要かと考えておりますが、この点に

ついてのこ所見をお聞かせください。

2点目は、学校卒業後の進路先の作業所問題についてですが、先日の養

護学校の父母の皆さんと教師を交えての勉強会におきましても、非常に数

多くの問題点が出されたわけですが、一つは、作業所の絶対数が不足をし

ているということ、また、運営資金上の問題からどうしても作業中心の施

設運営となり、作業のできる軽度の障害の子供しか入れない。また、レ久／＾

リエーションや野外活動などを取り入れてリズムのある生活が送れる施設

が少ないなど、問題は山積みのようです。できれば今後も認可作業所の整

備を進めていただくとともに、既存の小規模授産施設の認可、法人化に向

けてのアドバイスや指導、援助を進めていただきたいと考えますが、この

点についてのお考えをお聞かせください。

3点目は、就労援助に関しての問題ですが、障害者の雇用の促進等に関

する法律など、法制上も逐次整備改善が図られてきてはおりますが；事業

所自体の受け入れ上の問題や通勤上の問題など、社会環境の整備の立ちお

くれから雇用の実態も停滞しているのが現状のようです。就労援助は、就

労前、就労時、職場定着後とさまざまな時点で医療、保健、福祉、労働行

政などの関係機関の網の目のようなネットワークづくりによる支援体制が
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必要ですから、関係機関との連携をさらに深めていただくことと、一人で

も多くの方が社会復帰及び経済的自立が図れるよう、一般企業への雇用機

会の拡大に努めていただきたいと考えますが、今後の予定等あればお聞か

せいただきたいと思います。

最後の4点目ですが、以上申し上げました事項だけを見ましても、現在

の障害福祉課の体制、嘱託2名を含みます13名の職員の方の体制ですが、

これでは十分な対応は物理的にも無理かと思います。もちろんすべてが障

害福祉課の所管ではございませんが、今後さらに重度障害、重複障害の増

加に加えて、障害者の高齢化が進み、障害者の福祉ニーズの複雑多様化に

対応できるよう、積極的な人員補強、職員のレベルアップのための研修、

視察などを図っていただき、積極的に課の充実に努めていただきたいと考

えますが、お考えをお聞かせください。

最後、 3番目は、産業廃棄物処理場と都市景観についてお尋ねいたしま

す。

近年、各地におきまして、美しく住みよいまちづくりや環境保全への関

心が深まっている中、市民が主体となりましで河川や公園の浄化や清掃、

広場の緑化など、自主的な環境づくりが進められております。これはいず

れも地域の持つ個性や特性を生かし、身の回りの生活環境を潤いのある快

適なものにしていこうという地域の人々の願いをあらわしているものと思

います。また、まちの美しさは外観だけでとらえられるものではなく、安

全性などの生活の基礎的条件を具備していることや、環境などへの課題に

も十分配慮し、これらへの対応が必要なことは言うまでもありません。本

市におきましても、今年3月に都市景観条例を制定していただき、市民や

事業者の皆様と行政が一体となり、愛着と誇りを持てる美しいふるさとづ

くりを進めていただいております。

また、環境保全の面におきましても、同じく 3月にまとめていただきま

した環境配慮指針により、限りある環境資源の保全、活用を図る必要があ
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るということで、公害の防止や自然環境の保全、快適環境の創造へと総合

的に取り組んでいただくことが、第6次基本計画の中でも示されておりま

す。そういった中で今回特に都市景観上、及び安全性や環境の面から見ま

した産業廃棄物処理場について、数点お伺いいたします。

まず1点目は、本市内には現在、十数力所の産業廃棄物処理場が点在を

しているわけですが、第6次基本計画の中での産業廃棄物処理場等に対し、

快適な環境保全、創造に向けての配慮がなされるよう調整に努める、こう

いった部分があるわけですが、今後も本市内におきまして新規の産業廃棄

物処理場や、既存のもので拡張するなどの箇所は、環境面からの調整とい

うことだけでは今後も増えていくのではないかと思いますが、この点につ

いてご答弁をいただきたいと思います。

2点目は、現在、桜地区の産業廃棄物処理場の拡張計画が県より許可を

されたと聞いておりますが、本市としまして環境面からの調整とは、具体

的にその業者に対してどういったことを行うのか、お伺いをしたいと思い

ます。

さて、産業廃棄物は広域的に処理されている実態があることや、主に民

間の施設で処理、処分をされていることなどから、施設周辺の住民の方に

大変不安を与えていることが間々ございます。これまで数度、先ほどの桜

地区の産業廃棄物処理場付近の住民の方より相談がありまして、日に日に

産業廃棄物が高く積み上げられていくが、どこまで積み上げられてもよい

ものなのか。また、そびえ立つように積み上げられていくが崩れてこない

のか、非常に不安を持って生活をしている。また、子供たちがフェンスの

間から出たり入ったりして遊んでいるのを見かけると非常に心配になって

くるが、本当に大丈夫なのか、そういった相談がございます。

そこで3点目をお伺いいたしますが、事業者に対して処理責任を徹底さ

せるなど、意識啓発を図るとともに、処理、処分施設が市民生活に不安を

与えないようにと；県との連携を密にして、監視、指導を強化していくと
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いうことですが、実際にはどのようにして監視、指導をしていただいてい

るのか、ご答弁をいただきたいと思います。

最後、 4点目ですが、都市景観上からこの産業廃棄物処理場を見た場合

について、お伺いをいたします。

都市景観の形成に重要な役割を果たしております、良好な山林や丘陵地

などの自然環境を保全するとともに、開発行為や産業廃棄物処理事業に対

しては、自然との調和を図るよう適切な規制、誘導に努めていただいてい

ると聞いていますが、この処理場のそびえ立つように積まれた産業廃棄物

の山は、良好な景観を著しく損ねているように思います。また、面してお

りますミルクロードは、鈴鹿山麓リサーチパークや四日市スポーツランド

への通行道路ともなっており、市内外よりたくさんの方が通過する箇所で

もございます。自然景観にも恵まれた道路でもあるわけですが、都市景観

向上への取り組みに対し、この事業者に対し本当に指導及び誘導をしてい

ただいてるのかどうか、詳しくお尋ねしたいと思います。

1回目の質問を終わります。

〇議長（伊藤雅敏君） 教育長。

〔教育長伊｝羽武君）登壇〕

〇教育長伎卜羽 武君） ただいまは学童保育についていろいろとご質問

をいただいたわけでございますが、現在、女性の社会進出が50％を超える

時代となってまいりまして、また祖父母世代においても相当数が働きに出

るという時代になってまいりまして、留守家庭児童の問題は、社会的な問

題として大きな課題となってまいりました。学童保育もそういった対応策

の一環として、私どもも位置づけをしておるわけでございます。ご指摘が

ございました件につきましては、新規開設に向けての支援として必要性を

十分認識しておるわけでございます。現在、庁内で留守家庭児童対策検討

委員会というものを設置して検討を続けておる最中でございますが、ただ

いまご指摘がございました点をも十分に考えながら、具体的な支援策につ
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いて協議、取りまとめを行っているところでございますので、もうしばら

くこ猶予を賜りたいというふうに存ずるわけでございます。いずれにいた

しましても、学童保育につきましては、当該保護者の方のみならず、地域

の方々の理解と協力を得る中で、この事業の推進を図ってまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。

また、厚生省の方がこの学童保育について、新しい観点に立った法制化

の動きがあるという報道が、昨年、新聞報道でなされましたが、現在のと

ころ、その後具体的な動きはまだ起こっていないようでございます。今後

そういった内容が明確になった時点で、私どもといたしましても、保健福

祉の方とも十分に連携をとる中で対応してまいりたいというふうに存じて

おりますので、何とぞこ理解を賜りたいと存じます。

〇議長（伊藤雅敏君） 保健福祉部長。

〔保健福祉部長傭郎部美次君）登壇〕

〇保健福祉部長 OJ蹄部美次君） ただいまの障害福祉についての1、2点

目及び4点目についてお答え申し上げます。

障害が早期に発見された場合、あけぼの学園や保育園、幼稚園、そして

学齢期には障害児学級や養護学校へ進むことになります。義務教育修了後

の高等部につきましては、知的障害はもとより、肢体不自由の養護学校に

ついても整備が進められているところでございます。

さて、学校卒業後は就労、在宅あるいは障害者を対象とした施設などで

活動するということになるわけでございますが、ご指摘のように、卒業後

に障害者が利用できる資源についてなお不十分なのが現状でございます。

本市は平成2年に県下で唯一の精神薄弱者通所更生施設たんぼぼを開設し、

また昨年7月には身体障害者授産施設あさけワークスを開設するなど、施

設整備に取り組んでまいりました。来年度は、本市2番目の知的障害者の

入所施設が社会福祉法人により開設される予定になっております。しかし

ながら、資源整備がなかなか進まないのは、障害者のニーズに対応した法
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の整備、制度化が追いつかないというのが大きな要因であろうかと考えて

おります。例えば、今、重度の知的障害者の通所する施設が法に用意され

ておりません。市といたしましても、国に障害の特性と程度に応じたきめ

細かい法の整備を働きかけていくとともに、障害者のライフサイクルを見

据えた、現在策定中の障害者福祉に関する長期計画に基づき、資源の整備、

充実に努めてまいりたいと考えております。

次に、小規模授産所につきましては、市内に9施設あり、運営の安定を

図るため運営費の助成を行っております。しかしながら、民間の授産施設

と比較すると、まだまだ格差があるのも事実でございます。市といたしま

しては、障害者の処遇の公平という観点から、格差解消に努めていかなけ

ればならないと考えております。そのため、毎年助成金の充実を図ってお

るところでございます。また、法人化につきましても、指導、助言を行っ

てきているところでございます。また、小規模授産所における指導員の資

質向上を図るため、今後は通所施設の連合会議を定期的に行い、研修等を

疇していきたいと考えております。

続きまして課の体制でございますが、国際障害者年を初めとした障害者

福祉の大きな動きの中で、毎年その業務も飛躍的に増えるとともに、きめ

細かいケースワークが求められてきており、それに対応した体制づくりが

必要となってきております。そのため平成5年4月には、福祉課を老人福

祉課と障害福祉課に分け、福祉事業の対応を図ってまいりました。今後も

市社協への業務委託、情報のオンライン処理化などを進め、市民のニーズ

に対応ができるよう、課の体制づくりに取り組んでまいる所存でございま

すので、どうかこ理解を賜りたいと存じます。

〇議長（伊藤雅敏君） 商工部長。

〔商工部長（米津正夫君）登壇〕

〇商工部長（米津正夫君） 2点目の障害福祉の中で、一般企業への雇用

機会の拡大につきましてご答弁をさせていただきます。
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市内におきます障害者の雇用状況につきましては、きのう一部新聞でも

全国的な傾向が報道されておったわけでございますが、本年の6月現在で、

本市の障害者の雇用義務がございます63人以上の事業所155社のうち、法

定雇用率1.6％になっておるわけでございますが、この法定雇用率を達成

しております事業所は80社、全体の51.6％となっております。したがいま

して、実雇用率は1.5％でございます。毎年徐々にこれは改善されつつあ

るわけでございますが、依然として法定雇用率を達成していない事業所は

75社、全体の48.4％という現状になっております。本市といたしましては、

9月議会でもご答弁いたしておりますが、障害者の雇用機会の拡大をする

ために、障害者雇用優良事業所の表彰を行いますほか、働きたいという意

欲を持っております障害者に関する情報を求職者情報として企業に配付い

たしますほか、障害者の職場への定着を図るために、毎年、新規に就職さ

れました方々を招待いたしまして、四日市港の周遊など、勤労障害者激励

会を行っております。さらに、毎年9月の障害者雇用促進月間におきまし

ては、障害者雇用促進展の開催とか、駅前での街頭啓発など、障害者の雇

用促進に努めているところでございます。

一方、障害者を新たに雇い入れる事業主とか、あるいは障害者の雇用を

前提に職業訓練を実施する事業主、重度障害者5人以上のための通勤用バ

スを購入する事業主等につきまして、各種の障害者雇用を奨励するための

国等の助成金制度の周知にも努めておるところでございます。障害者がそ

の適性と能力に応じた職業につき、その職業に生きがいを感じて充実した

毎日を過ごしていただきますことは、障害者の社会復帰及び経済的自立に

必要なことでございますので、今後とも各種の機会を通じ啓発に努めます

とともに、事業主の理解をより一層深めるための方策につきまして、調査

研究をしてまいりたいと考えておりますので、こ理解をいただきたいと思，

います。

〇議長（伊藤雅敏君） 環境部長。
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〔環境部長臼灌［泰生君）登壇〕

0環境部長臼遭！泰生君） 産業廃棄物処理場と都市景観についてのご質

問に対してご答弁を申し上げます。

産業廃棄物処分場は、以前から各地で種々の問題を起こしており、全国

的な社会問題となったことから、国におきましては、平成3年10月に廃棄

物の処理及び清掃に関する法律の全面改正を行いまして、その設置が届け

出制から許可制に変更されました。しかし、この際の許可の基準は、産業

廃棄物の飛散及び流出の防止、公共の水域及び地下水汚染の防止に関する

事項等についての災害防止のための計画を提出するにとどまっております

ため、立地規制を行うことはできない現状でございます。そこで、許可権

限を有しております県におきましては、産業廃棄物処分場の許可申請に際

して、三重県産業廃棄物処理指導要綱に基づき、事業者に対し、あらかじ

め周辺住民の同意を得ることを義務づけておりますほか、事前協議会を開

催し、市を含めた関係機関との事前調整を行っており、この中で市は意見

を申し述べることができるようになっております。ここで環境面の調整と

なるわけでございますが、市といたしましては、快適環境の創造に向け環

境面からの調整を図る必要があることから、平成5年3月に四日市市特定

事業の適正開発に関する要綱を制定いたしまして、この中で産業廃棄物処

分場の設置の際には、自然的、社会的条件に応じた環境保全との調和を図

るよう調査、対策をとらせるようにいたしております。具体的には、水道

輝、周辺の土地利用等を調査させ、・環境に配慮した施設として届け出を

させます。市がこれを受けまして、環境保全審議会に諮問をさせていただ

き、審議会では専門部会をつくっていただき、現地調査の上、法律面、自

然環境などの専門的な見地からのご意見をちょうだいいたします。市はこ

れらの意見を十分に参考にさせていただき、県要綱に基づく事前協議への

意見を提出する一方、県とともにあらかじめ必要な対策を講じるよう指導

をいたしております。
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ご指摘の産業廃棄物処分場につきましては、本市の要綱を制定する以前

に申請をされた案件でございますが、三重県産業廃棄物処理指導要綱に基

づきまして、事前協議会の中で市の意見として、排水等によって付近に被

害を及ぼさないように十分に留意すること、あるいは、処分場周辺の緑化

を図るように要請をいたしたところでございます。

次に、日常の監視、指導の現状でございますが、産業廃棄物を所管する

県におきましては、現在、月に二、三回の割りで、各産業廃棄物処分場に

監視指導班を抜き打ち的に派遣いたしておるほか、市とも連携をして、四

暉暉所からも月に三、四回の臥靡を行いまして、加t物の躙忍、

排水調査など、適正管理についての指導をいたしております。

最後に、都市景観の観点からのご質問でございますが、本市の都市景観

条例は、市民、事業者の責務として、みずからが景観形成の主体であるこ

とを認識し、個性と創意を発揮することにより景観形成に努めなければな

らないとしており、特に事業者については、事業活動の実施に当たって景

観への必要な配慮を求めてございます。このことから市といたしましても、

条例に基づきまして、事業者に対して、本市の美しいまちづくりへの取り

組みについての理解、協力を要請いたし、景観への配慮を行っていただ＜

ように啓発に努めてまいります。今後とも、今の県要綱では、積み上げ勾

配の指導しかできない状況でございますが、高さを含めまして、産業廃棄

物処分場を地域と調和した施設に近づけるために、県あるいは庁内関係部

局とも連携をして努力をしてまいりますので、よろしくこ理解をいただき

ますようお願い申し上げます。

〇議長（伊藤雅敏君） 土井数馬君。

〇土井数馬君 ご答弁ありがとうございました。

まず1番目の学童保育についてですけれども、簡潔明瞭なご答弁をいた

だいたわけですが、 1点目の開設場所につきましては、既存の施設におい

ても、海蔵のように学校の校庭内に設置しているところもあれば、笹川の
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ように集会場をお借りしたり、また日永の方は無償貸与の私有地への設置、

桜地区の方では、市の遊休施設であります公民館ですか、以前の公民館の

開放と、それぞれの地域の状況や開設時の状況においていろんな形態を見

せているわけですけれども、社会問題として学童保育をとらえていただい

ているというふうなご答弁だったわけですけれども、特に今後は留守家庭

児童対策検討委員会ですか、これを設置して検討していただくということ

なんですけれども、この4月開設に向けてご尽力をいただいております、

先ほど申し上げました常磐、常磐西、内部の各1j洋校区におきましては、

各地域の状況等も十分に考慮いただきまして、実際うまくスタートをさせ

ていただきたいと思うんですが、 3地区におきまして開設場所として、今、

適切な場所が、教育委員会の方としてあるのかないのか、この辺だけは明

確にご答弁をいただきたい。再度ご答弁をいただきたいと思います。

2点目の補助事業の見直しについては、これといったご答弁がなかった

わけですけれども、利用者の会費なども年々各保育所の方でアップをして

いるわけですが、それにもかかわらず赤字決算で、次年度に繰り越してい

るような状況も聞いております。ですから抜本的な対策、それ以前の問題

として、ぜひ見直しの方も取り組んでいただきたいと思うんですが、これ

は1回目にご答弁がなかったもんですから、簡単でも結構ですので、＇お考

えをお聞きしておきたいと思います。

3点目の国の法制化の動きにつきましては、国の方が具体的な指針を出

していないというようなご答弁だったわけですけれども、前段でも申し上

げましたょうに、国の方は、放課後児童対策の事業内容について充実を図

るとともに、事業の弾力を損なわない範囲で法的位置づけを明確にしてい

きたい、それと児童館への併設も含めて、せめてIj洋校区に1カ所程度の

整備を目標にしているというふうにはっきり方向が出ているわけですので、

教育長のお話では、全く国の方針が出ていないというようなことでしたが、

そういったことも含めで法制化が進んでいるようですので、法制化の時点
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までに本市の各地域にあったいろんな形態があると思いますが、学童保育

所の事業が整備促進されますように、この点は要望をしておきます。

2番目の障害福祉についてですが、 1点目の今後の対応についてですが、

保健福祉部長、素直に施設が不十分だというお答えをはっきりと言われま

したですから、どういうふうにご質問していいのかわからないんですが、

どんな障害でありましても、また重度の障害でありましても、一生涯を通

じて可能な限り地域で生活ができるような体制づくりを進めていただきた

いと思いますので、不十分であるならば十分になるように、ぜひ整備促進

を図っていただくように、この点はご要望しておきます。

2点目の作業所問題につきましては、これも運営上で大変なやりくりを

なさってみえまして、先ほどの学童保育と同じですけれども、赤字あるい

は人件費を削ったりと大変な実情のようですので、その点も含めて既存の

認可施設との格差の是正、これ、お答えをいただきましたが、ぜひ早期に

実現をしていただくように、この点もご要望をしておきます。

それから、既存の作業所の法人化認可を取得しようとする施設に対して

は、ご助言をいただくというようなご答弁をいただいたわけですけれども、

実際どうでしょうか。自前の土地を取得しまして、もちろん建設費の何％

かは補助金で出るわけですけれども、そういった建設までして、父母ある

いはボランティアの方、教員たちで果たしてできるのかどうか、実際のと

ころ、部長どう考えているのか、再度お答えをいただきたいと思います。

私は、とても難しいんじゃないかな。また、新規に作業所をつくる場合、

いきなり法人化や認可というのも難しいんじゃないかと思いますので、こ

の辺もはっきりとお答えをいただきたいと思います。

4点目に飛びますけれども、障害福祉課の充実につきましては、ご答弁

いただきましたように、一昨年、老人福祉課と障害福祉課に分けていただ

きまして、さらに事業の細分化を図っていただいて努力をしていただいて

いるわけですが、先ほども申し上げましたように、今、人員削減やリスト
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ラが叫ばれているときではあるんですけれども、障害者の方自身はもちろ

んのことですけれども、父母や関係者の皆さん一人一人とコミュニケー

ションを図っていただいて、そして信頼感を得ていく。そうした場合、ど

うしても専門的な知識とマンパワーがなければ、これからの障害福祉の充

実は図れないと思いますので、この点どうかよろしくこ百濾いただき、充

実を図っていただくように、この点は再度ご要望をしておきます。

3点目の就労援助に関しましては、商工部長の方からご答弁をいただい

たわけですが、市として各種の施策をもって、一人でも多くの方を雇用促

進していただく、そういったご努力を図っていただいているようで感謝を

いたしておるわけですけれども、部長の方からもお答えがありましたよう

に、昨日、平成5年度において全国での障害者の就労数が24万人と、昨年

よりも1万人増えたわけなんですが、重度障害の方の就労率は、やはりま

だ29％と非常に低いということ洲障害白書の方でも報告をされておりまし

た。それで一般企業への雇用対策だけじゃなしに、作業所など障害に応じ

た雇用対策が必要じゃないかといった提言も出されておりますので、この

辺も一般企業への雇用機会の拡大を努めていただくと同時に、福祉工場の

譴なども視野に入れながら、一人でも多くの方が就労できるような施策

を、今後もお願いをしておきたいと思います。この点はご要望にとどめて

おきます。

3番目の産業廃棄物処理場と都市景観についてですけれども、環境部の

方から一括しましたご答弁というふうに受け取ったわけですが、産業廃棄

物処理場の問題は、おおむね県の所管だということで、実際には市として

は、余り何もできないんだというようなご答弁だったんじゃないかという

ふうに感じておるんですけれども、 1点目につきましては、今後も本市に

どんどん産鄭廃棄物処理場が増えること、あるいは既存の処理場が拡張さ

れることも法的には仕方ない、そういったことは私も十分に認識をしてい

るわけですけれども、しかし、新規の拡張の場合であれば、事業者に対し
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まして事前に何がしかの指導ができる、そういった部長のご答弁がありま

したように、これは県に対しても事前に規模や条件等の説明も受けまして、

十分に本市の意向を反映していただきたいと考えるわけですけれども、こ

の点にお答えをもう一度いただきたい。

それと2点目の桜地区の産業廃棄物処理場の拡張問題にいたしましても、

既に県の許可がおりているわけですけれども、どの程度の規模で、また環

境問題、安全性の問題など、どういった条件や指導の上で許可されたのか。

地域住民の方は、全く周知しない問題であります。この辺はいささか問題

があるんじゃないかと思いますが、この辺のご答弁もいただきたいと思い

ます。

3点目は、県の方と連携をとって立入調査や指導も随時行っていただい

ているというふうに聞いていますけれども、例えば、先ほどもありました

が、緑化や景観のことで10の指導をいたしましても、二つから三つしか聞

き入れていただけない、実行されていない、そういった実情も伺っており

ます。現行法では対処の方法がないということですが、せめて地域住民の

皆さんの生活に不安を与えるような問題だけでも、県といわずに本市が積

極的に指導をしていただきたいと思うんですが、この辺は要望にとどめて

おきます。

4点目の都市景観上から見た産業廃棄物処理場につきましては、だれが

どう見てもうず高く積み上げられた瓦れきやコンクリートの山は、美しい

ものとは見えないわけでございます。まして、丘陵地一帯が産業廃棄物で

覆われていては、周辺の自然景観も台なしであると私は考えております。

せめて周辺の斜面やフェンスですね、矢板を打ちっぱなしになっているよ

うなフェンスになっております。こういったものも、先ほど環境部長の方

からは指導をしているというふうにお伺いをしたわけですけれども、実際

一度ぐらいは行って、都市計画の方から直接指導をしていただいたのかど

うか、この辺きちっとしたご答弁をいただきたいと思います。
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以上、 2回目の質問を終わります。

〇議長（伊藤雅敏君） 教育長。

〇教育長伎｝羽武君） ただいまご質問がございました、教育委員会が

内部、常磐の学童保育の施設に関して提供できる土地、それらを用意して

いるかということでございますが、現在、そういったものを持ち合わせて

おりません。しかし、現在、両地区とも、例えば、常磐地区におかれまし

ては、企業が持ってみえる建物であるとか、あるいは内部地区では、民家

あるいは集会場等でできないかといった検討も進められていると聞いてお

るわけでございますが、今後、両学童保育所が目標として4月ごろには開

設したいというご意向をお持ちでございますので、私どもの方も担当を決

めまして、精力的に協力をさせていただく中で、そういった確保について

努力を重ねていきたいと思っておりますので、こ頂照を賜りたいと思いま

す。

〇議長（伊藤雅敏君） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長傭碑漠次君） 先ほどの法人化への指導でございますが、

確かに指導の窓口は県の社会課ないし、障害福祉ですと障害福祉課が担当

することになっております。したがいまして、私ども地元の役所としてで

き得る限り、法人になる要件に合うような情報等を提供しながら、法人化

に向けてのご指導を差し上げておるのが実情でございます。

それから、以前と違って現在は、福祉法人を設立する場合に、基本財産

を持つということが大事な要件の一つとされておりまして、基本財産は原

則的にはその事業をする敷地、これを法人が基本財産として持つというこ

とが要求されております。それ以外に確実な基本財産があるということで

あれば、また別な観点からこ百濾をいただくというふうなことも伺ってお

ります。できる限り認可のおりるような形で私どもご指導させていただい

ておるわけでございますが、現在、認可を受けていない施設が法人化して

いく上で一番ネックになっているといいますか、ハードルになっているの
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は、基本財産をどう持つかということがネックになっておるわけでござい

ます。したがいまして、市の敷地をお貸しするということでは、基本財産

を所有するということにならないので、相当な基本財産を確保するという

ことのご努力に向けていろいろな知恵や工夫を、県にご指導いただきなが

らご指導をさせていただいているのが実情でございます。

〇議長（伊藤雅敏君） 環境部長。

〇環境部長（玉置泰生君） 県の方へ市の意見、意向を十分に伝えろとい

うようなことでございますが、市といたしましても、市民の皆さんの不安

と懸念が産業廃棄物の処分場の周辺には多々あるということを十分に認識

いたしておりまして、市で検討いたしております環境の配慮のいろいろ技

術的な面も合わせまして、県の方へ今後とも十分に伝えながら、県の事前

協議会の中で主張をしてまいりたいというふうに考えております。

それから、今般の産業廃棄物処分場の増設の件でございますが、今般の

計画は平成5年3月8日に計画書が提出されまして、この中で従前は5万

面であった敷地面積を8万面に増設するというような計画になっておりま

す。なお、地元の自治会とは、公害防止協定を締結していただいてござい

ます。

〇議長（伊藤雅敏君） 土井数馬君。

〇土井数馬君 どうもありがとうございました。学童保育につきましては、

開設場所で可能な場所があればご援助をいただくというふうなご答弁です

けれども、教育委員会としては直接タッチをしないというように感じたわ

けですけれども、 4月にはどうしても開設をしていきたいという強い意思

がおありのようですので、どうか最大限の努力を払って協力をお願いして

おきたいと思います。

従来の放課後児童対策、いわゆる留守家庭児童のみを対象にするのでは

なく、子供たちが将来の社会の担い手であるということを十分に認識して

いただいて、地域全体の子供の健全育成を促すためにもご協力をお願いし
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ておきたいと思います。

また、個々の学童保育所の方でも、それぞれの地域や風土に合った行事

や文化的な催し物を開催しているわけですけれども、積極的に社会参加活

動に取り組んでいただいておりますが、どうしても従来の託児所的なイ

メージが払拭されていないように思いますので、今後は広報での紹介、あ

るいはリーフレットなどを作成していただいて、そういった啓発も含めて、

市民の皆様のコンセンサスが十分に得られるようなこ努力もあわせてお願

いしておきます。

障害福祉につきましては、作業所問題は、県の社会課との連携で十分に

進めていただきたいわけですけれども、部長おっしゃいましたように、土

地の取得となりますと、今もう大変難しい問題だと思うんですが、先ほど

も言いましたように、遊休地等があれば十分にあっせん、あるいは一緒に

探していただく、協力をしていただきたいわけですけれども、先ほども申

し上げましたけれども、実際、父母やボランティアの方たちだけでそう

いったところまで進めれるとは到底考えられませんので、もちろんそう

いった面を模索していただきながら、市あるいは県の施設の拡充も十分に

促進をしていただきたいと、そんなふうに思いますので、この点は再度強

くご要望を申し上げておきます。

3番目の産業廃棄物処理場と都市景観についてですけれども、再度のご

答弁をいただいたわけですけれども、県の方へ指導をお願いする、あるい

は県の方に十分協議をしていくというふうな形だけではなく、市としてい

ろんな面から指導していただきたいわけです。法的に産業廃棄物処理場と

しては市として権限がないというんであれば、先ほど申し上げましたよう

に、都市景観上の問題があるじゃないか。あるいは地域住民の方の安全性

の問題があるじゃないか。私も現場を何度も見に行っておるわけですけれ

ども、もう 5mの道路を挟んでうず高く山が見えているわけです。そこの

前の家の方など、地震があったら崩れるんじゃないか、そんな心配をしと
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るわけです。鉄筋が入った建物でも相当の地震が来れば崩れるわけでござ

いますから、何もそういった施工がしてないような、ただ固めてあるよう

な廃棄物が崩れない保証はどこにもないわけですから、そういった安全の

面からの指導も、私は市としてできるんじゃないかというふうに考えてお

るわけですけれども。

また、問題の桜地区の産業廃棄物処理場が5万面から8万面への拡張、

これはすごいほぼ倍のような規模になるわけなんですけれども、この辺に

ついても本当に十分に協議をしていただいたのかどうか。また、地域住民

の方とは公害防止協定ですか、そういったものを結んでいただいていると

いうことなんですけれども、この拡張問題が出てから住民の方と相談をな

さったのか、約束をなさったのかどうか、この点だけ再度ご答弁をいただ

きたいと思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 環境部長。

0環境部長（玉置泰生君） 高野興業の産業廃棄物の処分場が当初に桜地

区に立地をいたしますときに大変な反対運動がありまして、それの中で公

害防止協定を締結しよう、かような形になりまして、今般の計画につきま

しては、公害防止計画の中での変更という形で対応をしております。

〇議長（伊藤雅敏君） 土井数馬君。

〇土井数馬君前回のときの協定ということで、今回は変更というだけで

行われるというふうなご答弁に聞こえたわけですけれども、変更だけで倍

になるような感覚を住民の方が持ってるのかどうか、その辺ちょっちわか

らないわけですけれども、そういった部分も含めて、市として十分に地域

の方のこ理解をいただけるように、また県の方にも、また事業者、当事者

に対して強く指導、誘導していただくようにお願いを申し上げまして、私

の質問を終わります。

〔「関連」と呼ぶ者あり〕

〇議長（伊藤雅敏君） !J¥:t木博次君。
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o,J呻欠君 1点目と3点目に関連して質問させていただきますが、ま
ず1点目の学童保育ですね、これ教育長から答弁がないんですが、留守家

庭の子供さんを預かるという、託劫所みたいなことをお願いしているわけ

ではないわけですね。ですから今、例えば、いじめで子供さんが自殺した

り、あるいはそれ以外のさまざまな問題があるわけですが、適当な遊び方

もわからないと。そういうもろもろの問題を含めて、地域社会の中で新た

な角度で子供さんへの対応をしていく必要があるんではないかと、こうい

うことで質問してるわけですから、留守家庭と決めつけるという内容での

検討なら、やってもらわない方がいいんではないかと。そうではなくて、

さっき答弁がありましたように、検討委員会をつくって検討していただ<

ということであれば、それ以外の問題も含めて、 21世紀に向けて子供さん

をどう育てていくかという観点で検討してほしいと。せっかく検討委員会

ができたんですから、どれぐらいの時期に、どんな方向で答えを出そうと

しているのか、そこのところをご答弁いただきたい。

3点目の産廃の問題についてですが、私どもに苦情がありますのは、仮

に公害防止協定を結んだとしても、あそこで何かいっぱい燃やしてすすが

飛び込んできて、裁判やろうかということで何遍も苦情が来てるわけです

ね。しかし、 1回も市は有効に対応したことがないわけです。ですから紙

切れで公害防止協定があるからというふうな話だけで問題が処理できると

いうふうに思うのは、間違いではないかな。基本的には法治国家ですから、

お互い協定を結べば守ると。だめなら次の処分といいますか、処置ができ

るということであればいいわけですが、なかなかそれもうまくいってない

と、こういうふうなことですから、そこら辺の指導の問題ですね。

それから、今一番心配してるのは、川越に不法投棄をしました産廃業者

があったわけですが、今もう山に積んだまま倒産したわけですね。これも

同じような危険もありますし、そこら辺をもっときちっとやらせるという

ことが大事ではないか。もっと大事なのは、市の方で工事をした、そうい
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うものを全部あそこに積んでいるということについて、一体何を考えてい

るのかと、そういう業者は排除すべきじゃないかというふうに思うわけで

すが、その辺含めてご答弁いただきたい。これは助役でないと答弁できん

かと思いますから、よろしくお願いします。

〇議長（伊藤雅敏君） 教育長。

〇教育長伎限武君） ただいまご質問がございましたように、確かに

放課後の児童対策につきましては、二通りの考え方が従前あったかと思い

ます。一つは、いわゆる放課後、特に下級生といいますか、小さい子への

対応、そういったような考えと、いわゆる厚生省が言っておる児童館の問

題、これらが今絡んできておると思いますので、私どもその点をきちっと

整理しながらもう 1回再検討していきたいと、こういうことでございます。

〇議長（伊藤雅敏君） 加藤助役。

〇助役傭］藤宣雄君） 現行法上での指導につきましては、先ほど環境部

長の方から申し上げましたとおりなかなか難しい面もあるわけでございま

すが、ご趣旨を踏まえまして厳格に対応してまいりたいと存じます。

〇議長（伊藤雅敏君） 小林博次君。

OIj呻欠君市の方で出た工事のものをあそこへ積んでいるということ

ですから、市の方が言うてって、きちっとしてくれなければ工事はさせな

いと、市の方のものはあそこへ捨てさせないと、こういうぐらいの処置が

要ると思うんですが、その辺はどうですか。

〇議長（伊藤雅敏君） 加藤助役。

〇助役傭］藤宣雄君） その辺も踏まえまして検討してまいりたいと存じ

ます。

〇議長（伊藤雅敏君） 暫時休憩いたします。

午前11時5分休憩

午前11時16分再開
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〇議長（伊藤雅敏君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

市川悦子君。

〔市川悦子君登壇〕

〇市川悦子君早いもので、四日市市議会議員の一員に加えていただき、

もう 4年がたとうとしています。政治活動や市民活動は全く経験のないゼ

ロからの出発でしたが、生意気な私を先輩議員の皆様は大きく、温かく支

えてくださいました。また、同期の議員の皆様の声援は本当にうれしく、

明る＜喜んで活動することができました。そして市長を初め、理事者の皆

様には無理難題をとても快く、そうでないこともありましたが、聞いてい

ただきました。このように皆様に支えられながら大きな失敗もすることな

く、何とか無事に4年間を務めさせていただけそうです。この場をおかり

しましてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。

さて、それでは質問に入らせていただきます。よろしくお願いいたしま

す。

最初は視覚障害者対策についてお伺いいたします。

ここに手記を書いた1通の手紙があります。伊藤美保さん、今は清水美

保さんですが、彼女からいただきました。本市が他の自治体に先駆け、初

めて採用した視覚障害者の方です。覚えてみえますでしょうか。私はエレ

ベーターの前で時々会いました。凛と立った美しい美保さんのそばに、黒

い瞳の真っ白な盲導犬パルがそっと寄り添う姿は、まるで1枚の絵のよう

に思い出されます。ここで少し紹介させていただきます。

「盲導犬パルとの出会いによって」 清水美保

私は四日市市立朝明中学1年生のとき、突然の交通事故で視力を失いま

した。それまで元気に野山を駆け回って遊んでいた私にとって、このでき

ごとはまさに青天のへきれきでした。目の見える人が突然見えなくなると、

何もできないかのように錯覚します。目が見えなければ何もできないとい

う錯覚は、すべての気力を奪ってしまうのです。さらにそのことは、今ま
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で自由に過ごしてきた自分の過去や、自分なりに築き上げてきた価値観、

そして未来に抱いていた夢までもすべて打ち砕き、現実とのギャップに、

目が見えなくなった自分自身を受け入れることすらできなくなるのです。

失明は死を意味すると言われますが、その意味はそこにあると思います。

しかし、何かのきっかけにより失明して何もできなかった人も、持ってい

た能力と自分自身を取り戻すことができるはずなのです」そして彼女は、

盲学校に通う中で持ち前の明るさと強さで障害を受容していきます。そし

て自由に外を歩きたいと、ぶつからずにスマートに歩きたいと、盲導犬を

強く希望するようになりました。 弔幼濯f導犬を持つきっかけとなったの

は、大阪日本ライトハウスというところで電話交換手になるための職業訓

練を受けていたときに、京都の関西盲導犬訓練センターの所長である多和

田悟氏に出会ったことでした。そして私が盲導犬パルを得たのは今から約

6年前、失明して13年後のことでした。私はパルのおかげで、お天気のよ

い日に目的もなくふらっと散歩に出かけることができるようになりました。

私は13年間、かごの中では自由でもかごの外で羽ばたくことができなかっ

たのですが、パルと好きなときに好きなところへ自由に出かけられるよう

になり、心から解放感を味わいました。目が見えないがゆえに感じる孤独

感も、いつも寄り添ってくれる犬のぬくもりのおかげで全く忘れてしまい

ました。あんなに不幸だった自分が1匹の犬の存在でこんなにも幸福感を

味わうなんて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。その後、私は、幸運

にも四日市市の公務員としての職務を得ることができました。よい上司や

同僚に恵まれ、大変幸せな毎日を送らせていただきました。しかし、仕事

ができる喜びもさることながら、私が大変うれしかったことは、同僚にい

ろいろとお使いを頼まれるようになったことです。出かけるのならついで

に私のお弁当も買ってきて。それから帰りにポストにこれ入れてきてくれ

ないかな。私はパルのおかげで難なくその用事を済ますことができました。

普通目の見えない人に何かをしてあげることはあっても、逆に目の見えな
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い人に物を頼むことはありません。このしてあげる人、してもらう人の関

係が、知らず知らずのうちに上と下の関係をつくり上げてしまうことがよ

くあります。しかし、私の場合は、対等な人間関係で同じ仲間としてのお

付き合いをさせていただいたのです。私は厄介者ではなく、目の見えない

私自身がその中に自然に存在することができたのです。これが恐らくノー

マライゼーションなのだと思います。私はこうしてパルと出会い、初めて

胸を張ってまちを歩けるようになりました。そのおかげでたくさんの人た

ちと出会い、よい職にも恵まれ、自分が社会の一員であると実感すること

もできたのです。しかし、四日市に住む多くの中途失明者はどうなので

しょうか。私のように盲導犬が欲しいと思っても、すぐ手に入るわけでは

ありません。白杖を使って歩くにしても、福祉事務所で白杖はいただけま

すが、そのつえの使い方を教えてくれるわけではありません。訓練を受け

ずに歩くことなどできません。残念ながら白杖の使い方を正しく指導でき

る人は、四日市には一人もいないのです。きちんと訓練を受けれは再び社

会に復帰することだってできるのです。死にも等しいと言われる失明によ

り受けた心の傷を少しでもいやし、その人が復帰できそうなケアが必要な

のではないでしょうか。

現在、私は結婚のため広島に転居し、新たな生活を始めていますが、今

後ふるさと四日市が、障害を持つ人にとって過ごしやすいまちに発展いた

しますよう心より願っております。私の方は、また1から始めた職探しが

難航しておりますが、決してあきらめることなく、自分に適した職を必ず

見つけて社会に貢献できるよう頑張りたいと思っております。」

さて、皆さん、どう思われましたでしょうか。この手紙からは、とても

大切なメッセージが凝縮して送られています。しかも、四日市で生まれ、

育ち、そして見事に障害を受容し、社会に貢献したいと願う、四日市を離

れてもなおふるさとを愛する、かけがえのない人からの声なのです。しっ

かりとお心にとめていただいて質問にお答えください。
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先回は、本市の障害者長期計画に関連して、視鉗滴害者対策の課題五つ

を質問しました。お答えは、計画作成中とのことで、いずれも総論的段階

に終始しましたが、推進に当たってのご決意は聞かせていただいたと思っ

ております。したがって、今回はその中の2点について質問いたします。

行動計画作成の今年度もそろそろ終わりが近づきました。＜どいようです

が、事ここに至っては総論とご決意は削除していただき、具体的なご意見

をお聞かせください。

まず1点目、リハビリテーション体制づくりをどう進めていかれるのか、

お聞かせください。

失明により情報の90％が遮断され、やみの世界を余儀なくされた方の失

意と恐怖は想像を絶するものです。そして本来なら、失明の告知とそのサ

ポートは入院中からされるべきですが、実施している病院はほとんどなく、

そのまま在宅へ戻されているのか現状のようです。日常生活訓練と歩行訓

練、それに精神的なフォローは、きちんとした専門家により、生活の場で

ある在宅から実施しなければなりません。今回改正された障害者基本法第

2章第10条の2には、 「国及び地方公共団体は障害者の家庭を訪問する等

の方法により、必要な指導もしくは訓練が行われ、または日常生活を営む

に必要な便宜が供与されるよう、必要な施策を講じなければならない」。

また10条の4には、 「国及び地方公共団体にその指導・訓練の義務」が加

えられました。質の高い専門技術を持つ職員が必要なのです。しかし、視

覚障害者生活訓練あるいは歩行訓練指導員の正規の資格を持つ人は、今、

全国では 174名、中部では4名しかなく、この三重県ではゼロという現状

です。対策に既に動き出した自治体は、熱心な訓練士の獲得作戦や育成を

しております。訪問リハビリを行い、中途失明者緊急生活訓練事業を実施

している北加朴市に伺いましたが、ここでは心理職能判定員が、不安な心

理状態の解消を図るため、歩行訓練士とともに派遣されています。また、

豊田市では、歩行訓練士を中心にチームを編成し、視覚障害者のきめ細か
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なデイサービス事業を行い、社会参加の促進を図っています。いずれも最

終的には、県や国のリハビリセンターでの職能訓練に参加できるまで支え

ていきます。大事なことは、歩行訓練をするのではなく、歩こうとさせる

ことなのです。今、本市の保健センターにはOT、PT、STや視能訓練

士の専門職の方はいますが、生活歩行訓練士の方はいません。これからの

時代は、個々の障害に対するプロフェッショナルな職員がぜひ必要です。

そういった人を登用できるかどうかは管理職の責任ではないでしょうか。

キーパースンの確保についてお答えください。

2点目は、啓発、広報活動についてお伺いいたします。

行動計画策定に当たり、実態の掌握は既にされていると思いますが、よ

くトラブルの原因となります盲導犬について、企業、商店街等の認識の実

態と啓蒙の具体的プランをお聞かせください。

次に、項目の2番目、救急業務のあり方についてお伺いいたします。

これは昨年3月の議会で質問しました。したがって、先回と重複するお

答えはすべて削除していただき、結論だけで結構です。先回は、ナース

カー、看護婦同乗救急車を導入して、救急業務の質を高め、市民のニーズ

にこたえた救急医療を提供していただきたいと訴えました。消防長からの

お答えは、救急業務はあくまで消防活動の一部であり、救命士を養成し、

救急救助係を中心に取り組むという非常に消極的な内容だったと記憶して

います。それから1年半が経過しました。今回質問の理由は、先般、私の

最も信頼する最愛の友人が、くも膜下出血でなくなりました。 45歳でした。

残されたご主人、それに高校生と中学生の娘さん二人の悲しみを思います

と、今も胸がいっぱいになります。救急車で運ばれた先は、病院名は控え

ますが、脳も心臓も設備のない病院でした。 1時間余りのすったもんだの

末、市立病院へ再度運ばれ、その三日後に亡くなりました。病院への受け

入れの問題は論外です。脳血管障害が疑わしいという重篤な状況判断が正

しくなされていたなら、一刻を争って専門の科へ搬送されたはずです。消
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防長もプレホスピタルケア、病院到着前救急医療の重要性は当然認~され

ていると思いますが、それには適切な観察能力、状況判断能力を備えてい

ることは必須の条件であり、処置以前の問題です。しかし、日本の救急隊

は、医師でも看護婦でもない、消防署の職員であり、救急隊として消防署

の内部研修は受けてはいるが、あくまで消防士なのです。専門教育の現状

を見てみますと、本市の救急隊員は現在180名、ごく簡単な基礎的な学習

を受けます。そしてもう少し研修を積まれた救急II課程の方は、活動者が

19名、さらに救命士は3名、実に救急隊のわずか7％という貧しい専門性

の実情なのです。既にナースカーを導入し、地域医療に真っ正面から取り

組んでいる埼玉県入間東部地区に先回伺い、勉強させていただきましたが、

ここで看護婦さんを救急隊のスタッフに入れた一番大きな理由は、まず年

間一、二名しか養成できない救命士では、もう到底間に合わない。時代と

市民のニーズにこたえた救急医療を早急に提供するには、看護婦さんを導

入することが一番早いと考えたこと。二つ目は、医療を専門に学び、経験

を積んだ看護婦さんが救急隊のスタッフに入ることにより、実戦力として

大いに期待できること。そしてまた彼女たちの持つ医療知識や看護のノウ

ハウで、署内の研修や隊員の指導ができることが大きなメリットと聞きま

した。隊全体の一早いレベルアップを考えたのです。救急車を出動させる

消防は、国の単位でも県の単位でもなく、市町村の単位です。救命士法が

国の法律として成立しても、各自治体の消防の単位でいろんなアイディア

が生まれ施行されてもよいのではないでしょうか。西宮市のランデプ一方

式によるドクターカーも独自なやり方です。救急隊の方は消防業務のかた

わら、一生懸命研修を積んでみえると聞きましたが、今、求められている

プロフェッショナルな救命隊を目指すには物理的に困難です。こ百f見をお

聞かせください。

次に、項目の三つ目、女性センターの建設についてお伺いいたします。

きょうもまた、多くの女性の方が傍聴に来てくださっています。ウィミ
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ン四日市、自治ゼミナールのメンバー、その他いろんなグループの方々で

す。すてきな四日市のまちづくりのため活動してくださっています。こう

いった方々の念願の女性センターの建設です。どうか心あるお答えをお願

いいたします。

さて、この質問は、公明党の掲げる重要施策の一つとしてこれまで再三

質問し、要望もしてきました。今年3月の代表質問でも、毛利議員から、

具体的構想をぜひ示してほしいと提案されました。市長は、平成7年に建

築設計を固め、 8年着工との具体的目標年度を示されました。そのときも

きょうのように傍聴に来ていただいていましたが、その喜びの声は、一気

に方々へと届きました。どの公共施設も市民の要望にこたえて建設されて

いきますが、このセンターヘの女性たちの期待はまた格別です。市内のみ

ならず、近隣市町村からも待望の声を聞きます。これほど待ち望まれて建

てられる施設が今までありましたでしょうか。どうか皆さんの熱い思いに

こたえ、やっぱり四日市だからできたと誇れる、内容の充実した施設をと

念願しております。

さて、生涯学習センター構想は三つの施設部分、一つ、学習推進地域創

造センター、これは生涯学習センター、二つ、学習情報センター、これは

図書館、三つ目、情報活動センターから構成されています。

まず1点目、これら三つの部分は、それぞれ並列すると考えます。重要

な点は、その機能の明確化です。共有する部分を明らかにすることと、そ

れぞれの機能の独自性を最大限尊重することは大切ですが、そのように理

解してよろしいのでしょうか、お伺いいたします。

2点目は、女性課の人材育成グループの一つに、女性のための施設調査

研究グループが編成されていますが、これは草の根の声を精いっぱい取り

入れた、市民とともに企画する女性センターにしたいとつくられたそうで

すが、その調査結果をお聞かせください。

本市の女性課の設置とその活動は今、三重県全体の大きな牽引力となっ
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ています。とても高い評価をいただいております。県内交流をしますと、

いかに大きな波動を起こしているかを実感いたします。建設するからには、

県の女性センターとはまた違った、四日市らしい女性センター建設の一日

も早い実現を待望しています。

以上、 2点についてお答えください。

最後の項目の4番目、温水プールについてお伺いいたします。

私事になりますが、今年より市の開催する婦人水泳教室で手ほどきを受

けました。整形外科のお医者様より熱心に勧められたのがきっかけですが、

温水プールに行って余りの老朽化と混雑の状況に驚きました。きょうは

プールを利用される方の訴えを代弁させていただきます。 2点お伺いいた

します。

さて、本市の市営温水プールも老朽化の進んでいる施設の一つです。第

6次基本計画でも、今年度も引き続き整備検討費が600万円計上されてい

ますが、建てかえが叫ばれてから既に何年も経過し、改修、補修ももう限

界です。今年の改修費用は、昨年の約3倍の740万円かかっています。問

題点を挙げてみますと、まず第1には、ライフスタイルの変化と健康意識

の高まりにより水泳に対する認識は著しく変化した。当初競技目的で建設

された施設は、今、使用しづらく不便である。そしてシャワー室、更衣室

に至っては、特に不快であること。二つ目には、大切なコミュニティの空

間がない。さらに三つ目には、水泳の果たす治療的効果は大きく、機能訓

練はもとより、ぜんそく、腰痛、骨粗しょう症対策、精神衛生によい等、

子供から高齢者まで利用する年齢と目的は多様である。そして今後さらに

利用者の増加が予想される。四つ目は、駐車場のスペースの問題。

以上、今申し上げた現状を理解していただき、プール建設に対する計画

をお聞かせください。

次に2点目ですが、北勢健康増進センターにも温水プールを予定されて

います。健康増進のほかにリハビリ機能を目的としています。障害を持た

-114-

れた方が、機能訓練のため多く利用されると思います。この際、北勢健康

増進センターと一般の温水プールとの目的、機能的な違いを明確にして、

混同することなく推進する必要があると考えます。こ所見をお聞かせくだ

さい。この問題は、教育委員会はもちろん建設の必要性は痛感しておられ

ることと思います。調査費も計上しているわけですから、むしろ市全体の

公共施設の建設をどう進めるかという点からお答えいただけたらなと思い

ます。

第1回目の質問を終わります。

〇議長（伊藤雅敏君） 保健福祉部長。

〔保健福祉部長 0I蹄部美次君）登壇〕

〇保健福祉部長傭蹄t美次君） ただいまご質問いただきました視覚障害
者対策についてお答え申し上げます。

中途で失明されました人は、病気、例えば、糖尿病合併症、盲膜色素変

性症などによるものが多いと言われております。中途失明者にとって今後

の生活をどうしていくかという観点から、生活能力の技術を身につける生

活訓練、さらには職業訓練などの必要があるとともに、障害を受容した精

神面でどう克服していくかが大きな課題であると考えております。特に、

毎日の生活をとらえた生活訓練を確実に身につけることが、精神的な安定

を図る上でも最も重要なことであろうと思っております。病院での治療を

終え、障害が固定した人の場合、病院でも身体障害者手帳取りを勧められ

るわけですが、手帳を取られた方については、手帳取得者に対する説明会

を実施しており、その中で各種の制度の説明をするとともに、訓練の必要

な方には施設紹介なども行っております。病院からも直接施設を勧められ

る場合もございます。

中途失明者のリハビリテーションにつきましては、本人の1日の生活、

いわは朝起きてから寝るまでの生活の場面、場面をとらえた訓練を効果的

に行い、考えてできるというんではなくて、体で覚える。身体で習得でき
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るようになるまで、相当の期間を要した徹底した訓練が必要でございます。

例えば、洗顔、調理、食事、衣類の脱着、掃除、洗濯、外出などでござい

ます。このことから中途失明者にとっては、体制の整った専門的な訓練施

設におけるリハビリテーションが最も効果的だと考えております。

今後の方針といたしましては、身体障害者のリハビリテーションは、保

健センター、障害者福祉センターを中心に推進してまいりたいと考えてお

りますが、必要によっては訓練施設等の社会資源を活用するなど、どんな

訓練が必要なのかなどについて、病院等関係機関との連携を図りながら対

応してまいりたいと思います。しかしながら、現在のところ、障害者の対

応につきましては、名古屋市の身体障害者総合リハビリテーションセン

ターとか、先ほどお話がございました日本ライトハウスなどといった専門

の訓練施設において、 3カ月から6カ月の相当期間をかけた社会復帰の訓

練が実施されております。訓練内容といたしましては、聴覚、触覚等、残

された諸感覚を活用する感覚訓練、屋内、屋外での歩行や公共交通機関を

利用した歩行訓練、そして身辺管理、食事、調理、洗濯などの日常生活上

の必要な日常生活動作訓陳等がございます。これらの訓練を通じて、社会

復帰や自立を図っております。

また、県下におきましては、三重県視覚障害者協会においても、これは

三日でございますが、短期訓練がございますが、中途失明者の緊急生活訓

練事業、例えば、感覚訓陳とか、点字指導とか、盲人用具の使用方法、歩

行訓練、日常生活動作訓練等を行っております。

このほか、市の対応といたしましては、盲人福祉センターに専門職を招

き、歩行訓練を実施しておりますので、これらの機会もご利用いただけれ

ばと存じます。

なお、ご指摘の視覚障害者の歩行訓練士の養成につきましては、十分検

討してまいりたいと存じます。

次に、視覚障害者を対象とした啓発の問題でございますが、ご指摘いた

-116-

だきましたように、盲導犬を伴った視覚障害者がホテル、飲食店等を利用

しようとする際に断られるといったこともあるやに伺っております。先般

も市内のホテルにおいてそういったことがございましたので、早速にホテ

ルの方に出向き、盲導犬についての理解と認識を改めていただくよう強く

要望したところでございます。このほかにも幾つかのホテル、レストラン

等へ問い合わせたところ、いつでもどうぞというところもございますけれ

ども、消極的なところもございまして、そういうところにはこ頂照とご協

力をお願いしているところでございます。しかしながら、まだまだ周知徹

底されていないのが実情と見受けられますので、さらに市広報等も活用し

た啓発に努めるとともに、保健所等との連携を図り、積極的に関係者の理

解と協力を求めてまいりたいと存じますので、どうかこ理解を賜りたいと

存じます。

〇議長（伊藤雅敏君） 消防長。

〔消防長（島村隆君）登壇〕

〇消防長（島村隆君） 第2点目の救急業務についてお答えを申し上げ

ます。まず、平素いろいろと具体的なご提言をいただいておりまして、ま

たご指導いただいておりまして、この機会に厚く御礼を申し上げたいと存

じます。

救急業務につきまして、看護婦同乗の救急隊を編成してはどうかという

ことであると受けとめまして、ご答弁を申し上げます。

昨年の3月議会にご質問をいただきましたが、その後、ご紹介のあった

鰭の消防本部へ職員を派遣して、視察、研修を行わせました。また、い

ろいろな角度から救急業務全般について検討を重ねてまいりましたが、そ

の結果、看護婦を救急車に同乗させることについては、メリットがある一

方で現時点では、実施に踏み切るには残念ながら多くの問題点、障害があ

ると考えております。その内容について申し上げてみたいと思いますが、

私どもの調査の結果では、現在、救急車に何らかの形で看護婦を乗車させ

-117-



ている消防本部は、全国に3カ所ほどございます。これらの消防本部につ

いて運用実態などを確認いたしました結果、ご指摘のとおり、搬送中の患

者への応対等の点において大きい効果があったということも事実でござい

まして、大いに参考になったのであります。しかし、全国 930の消防本部

のうち、いろんな面で極めて条件が整った少ない例であろうかと思います。

四日市消防の現状を見た場合、ここしばらくはこれ以上の職員の増員は困

難でありますし、また、女性の待機勤務場所の施設的な問題もあります。

さらには、救急業務専従とせざるを得なくなることから来る将来の処遇上

の問題もあります。また、全国的な看護婦不足の現状を見ますと、救急車

に経験の豊かな看護婦を同乗させるということは、病院、医師会などとの

関係からも、大変難しいものがあると考えております。救命率向上のため

には、救急の高度化を進めていくことが市民の皆さんの期待であるという

ことを強く認識をいたしておりますけれども、当面四日市消防としては、

内部の救急隊員の教育が大変重要であるというように考えておりまして、

現在、進めております救急救命士及び救急2課程修了者の養成をさらに積

極的に推進し、すべての救急者にこれらの資格者を乗車させることに努め

てまいりたいと考えております。ご指摘の点も含めまして、今後救急病院、

医師会など、関係機関との協議を積み重ねながら、長期展望に立って、さ

らによりよい救急体制の確立に向けて努力をしてまいりますので、こ理解

とさらなるご支援をお願い申し上げます。

〇議長（伊藤雅敏君） 市民部長。

〔市民部長（小畑廣次君）登壇〕

〇市民部長（小畑廣次君） 第3点目の（仮称）女性センターについてお

答えを申し上げたいと思います。

第1点目の質問で、女性センターにつきましての問題でございますが、

さきの3月議会でお答えしましたように、生涯学習センター構想に基づき

まして、その建設に向けて教育委員会と市民部を中心に議論を重ねている
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ところでございます。ご質問にありましたように、生涯学習センターとは、

ホールあるいは展示ギャラリー～情報室、管理スペース等共有部分を持ち

ながら、女性センターの目的、すなわち男女共生社会を目指す中で、女性

の自立、社会参加、そして男女の意識改革を目的といたしました市民活動

の場と認識しておりまして、生涯学習センターと女性センターが共存して、

今申し上げました男女共生社会をつくる拠点とすることに努力をしていき

たい、かように考えているところでございます。

次に、 2点目の女性施設調査研究グループの検討内容について報告をせ

よということでございますが、女性センターには、女性が社会とのきずな

を深めるための活動の場として、また女性たちの活動の成長を援助、支援

する場としての拠点になることが求められているところでございまして、

そのために具体的に女性センターで何をするか、四日市ではどのようなセ

ンターが望ましいか、主体的に利用される女性たちの立場から、今年度初

め、女性施設調査研究グループを、女性会議等の修了生を中心にいたしま

して構成をし、数回の会議、あるいはまた先進地の視察を重ねてまいりま

した。この12月末にはその報告書が提出されることになっておりますが、

先日、中間報告として、女性たちの自立促進、交流促進、情報提供といっ

た活動の柱を中心にした機能やスペースが挙げられております。

また、子育て真っ最中の女性たちや障害を持った人たちの参加、さらに

は今後ますます増えていくであろう高齢者の人材活用などへの配慮などが、

豊かな発想と感性で挙げられているところでございます。いずれにいたし

ましても、自立促進、交流促進、あるいは情報提供、さらに女らしさを追

求するという四つの目的と同時に、二つのための管理施設の機能が求めら

れているところでありまして、これらをカバーする施設、内容でなければ

ならないと認識しているところでございます。したがいまして、よく言わ

れますように、 「仏つくって魂入れず」ではなく、魂を軸にした箱物を建

設していくことが大切だと思っているところでございます。女性センター
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建設に向けての女性たちの願いを現実とすべく、最大の努力をしていきた

いと考えておりますので、ご了解を願いたいと思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 教育長。

〔教育長使羽武君）登壇〕

〇教育長伎院l武君） 最後のご質問の、温水プールについてのご質問

にお答えをしたいと存じます。

近年、市民の方々の余暇時間の増加、あるいは健康志向など、社会環境

が大きく変化してまいりました。特に、生涯スポーツに対する関心の深ま

りとも相まって、温水プールに対するニーズも拡大、多様化してきておる

かと思います。利用者の皆さんが、泳げる人も、あるいは泳げない人も含

めて、リラックスして楽しむことができ、健康、体力づくりに役立つとと

もに、相互の親睦を図ることができる、コミュニティ的な機能をも持つこ

とが必要であるというふうに考えております。こうしたことから温水プー

ルの整備につきましては、競技型プールのほかに、生涯スポーツの振興を

図るという観点から、多様なニーズにこたえられ、通年型で、レジャーを

中心にしたプールを整備していく必要があるというふうにも考えておりま

す。

一方、本市における現在の温水プールは、先ほと議員ご指摘のように、

昭和49年に建設をされまして、既に20年を経過してきております。建物の

雨漏りや、あるいはプール槽、ボイラーの老化などの施設の全体的に老朽

化が進んでおるわけでございまして、利用者の拡大、あるいは増加によっ

て、施設そのものが非常に手狭になってきておるのも事実でございます。

そうした事情を踏まえまして、第6次基本計画におきまして将来的な施設

整備について調査を行い、構想をまとめ、建設の実現に向けていく予定で

ございますが、その際にも、先ほど申しましたようなコミュニティ化、あ

るいはそういったレジャー的な要素も含めた、そういうことも考えながら、

施設の規模、あるいは立地条件の検討をも含めまして、施設の機能面や衛
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生面、さらには運営面等をも考慮しながら研究を進めてまいりたいという

ふうに考えておりますので、こ理解を賜りたいと思います。

その際、現在基本設計に入っております（仮称）北勢健康増進センター

に設けられる温水プールとは、当然目的もかわってこようかと思っており

ますので、その辺を理解しながら検討を進めてまいりたいというふうに

思っております。

〇議長（伊藤雅敏君） 市川悦子君。

〇市川悦子君 ご答弁ありがとうございました。最初の視覚障害者対策で

すが、これは2回目の質問になります。服部部長のお答え聞いてますと、

本当に核心から外れたところでお答えいただいてる。これは先回の議会で、

いろんな問題提起を私はさせていただいたなと思ってます。ですから問題

提起させていただいたことに対して、どれだけ検討されたのか。本議会で

のこういうふうな問題提起を、一体どういうふうに受けておられるのか。

本議会とは、そのようなものなのか。軽い軽いものなのか。もう一度その

辺をよく考えていただきたいなと思います。福祉を担当される最高の指揮

官として、どういうふうな理念をお持ちかなというようなこと、ちょっと

私、聞きとうなりましたので、失礼かとは思いますが、ちょっとお答えく

ださい。国際障害者年にWHOが障害の定義を三つに分類されました。こ

れをどのように部長は認識されておられますか。それからもう一つ、リハ

ビリテーションをどういうふうにとらえてみえるのでしょう。この2点を

もう一度お聞かせいただきたい。

先ほど愛知県の施設だとか、三重県の施設だとか、施設をいろいろ紹介

していただきましたが、そんなことは聞いてはいない。四日市はどうする

のかというふうなこと、私はお聞きしとうございます。盲人福祉センター

で専門職員を招いてどうのこうのとおっしゃいましたが、それ以前のこと

を私は今、いろんな問題提起をまた再度させていただいたわけです。その

肝心な部分をどうやっていくのかというふうなこと、お聞きしたい。です
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ので理念がこれは問題や思います。どういう理念をお持ちかなというよう

なこと、ちよっと教えていただきたいと思います。

それから、認識の実態ですが、ホテルで盲導犬を連れた方のトラプルが

あったと。そして飛んでいってその解消を図ったっておっしゃいましたが、

飛んでいって図ったんでは遅いんです。問題が起こってからそういうふう

なことされても遅い。問題が起こる前にそういうふうな啓蒙、教育活動は

ぜひされる必要があると思うんですね。私、その前に、これは197碑三の12

月に道路交通法が改正になって、目の見えない者は政令で定めるつえか盲

導犬を連れていなければならないという法が改正されたわけですね。その

承認を受けて、次の1981年1月に厚生省の方から、盲導犬はペット動物と

は役割が違うんだと。目の不自由な人が利用できるよう配慮を求めるとい

う通達が、保健所を通して旅館や飲食店などに出されたわけですね。にも

かかわらず、四日市でもそうですが、ホテルで拒否されるという実態は約

8割なんですね。これは電話で私が調べたところなんですが、ホテルの場

合は、レストランと宿泊に分けて聞いてみました。これは単純操作で聞い

たものですからそのように理解していただきたいんですが、ホテルサン

ルート四日市は、これはいずれも犬を連れて利用できますからどうぞと言

われましたが、あとはほとんどできないんですね。これが実態です。医療

機関を調べました。四日市市立病院はさすが、つえがわりですから診察室

までどうぞとおっしゃいました。ですけれども、ほかの病院はすべていろ

んなクレームがつきました。目の不自由な方にとって、盲導犬は一体どう

いう役割をするのか。体の一部なんですね。その一部を置いて診察室に入

れということは、どういうことなのか、そういうふうな啓蒙をしていただ

きたいんですね。もしも盲導犬を外に置いて入ってきてくれと言うなら、

その方の目のかわりの大切な盲導犬を、どういうふうに管理をしていくか

というふうなところまで、そこまでいろんな指導をしていただきたい6

それから、飲食店も調べました。ラパンドール、これは盲導犬と一緒に
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どうぞと言われましたが、あとひどいのは、白揚は、お断りするとはっき

り言われました。マーケットもしかりです。マーケットもフレックス松本

店、ここは盲導犬と一緒にどうぞって、必要ならば買い物のお手伝いもさ

せていただくと、こんなようなお店もあるのに、スーパーサンシは、ご遠

慮願いたい。ご遠慮願いたいということは、買い物しても困るということ

なんですね。盲導犬を拒否するんじゃなくて、その人を拒否しているわけ

ですね。ですからこのような実態をどこまで部長は知っておいでになるの

か。どのように協力をお願いして今までみえたのかというふうなことも、

これももう 1点聞かせていただきたい。

この3点をお願いします。

次に、救急業務のあり方なんですが、消防長の方から苦しいお答えを聞

かせていただきましたが、すみませんがもう少し質問させていただきます。

消防長は、いろんな処遇の問題だとか、任用の問題、施設の問題等、看護

婦を採用することに当たって言われましたが、これは私は今、これだから

できないという前提に挙げる問題ではない、そのように思います。もう少

し現実を申させていただきますが、これをどう認識されるかということ、

もう 1回お答えください。救命士の方と救急11課程の隊員の方で7％とい

う現実、これは救急車は3人チームで編成されます。そうしますと 7％と

いう現実は、ほとんど初級の心得の方がチームを編成されるというわけで

すね。そうしますと複雑ないろんな場面の状況判断というのは、当然困難

になると思うんですね。そういう状態で救急車が出動しているということ。

それから2点目は、これは一概には言えませんが、平成4年に第1回の

救命士の国家試験が行われました。そして平成6年の10月に第6回が終

わったわけですが、合格率がだんだん低下しています。そういうことは資

格取得後もさらに資質を高める、そういうふうな努力をより一層していか

なあかんなというふうなことが考えられるわけですが、これが2点目。

3点目ですが、専門教育にかける時間数の比較をしてみました。看護教
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育ですが、これはレギュラーコースなんですが、専門教育の要する時間は

3,000時間です。救命士は1,000時間、救急II課程の方は250時間なんです

ね。救急隊と言われる I課程の方は135時間なんです。この専門教育の時

間数の差は厳然としてあるんですね。この辺のことをちょっと考えていた

だきたい。

4番目は、救命士の資格を取得させることに全力を挙げたいとおっしゃ

いましたが、 1年に救命士の方を5人養成するとしても、隊員の半分の

100名の方が救命士の資格をとるのに20年ぐらいかかるんですね。 10年一

昔と言いますが、 20年もかかってたらどないなりますやろ。その辺のこと、

ちょっとこの現実をどう認識されるかというふうなこと、もう 1回聞かせ

ていただきたい。

それから、女性センターですが、今、市民部長からのお答え、市民が主

体、女性が主体者であるというふうなことを前面に持ってきて、そして推

進をするといううれしいお返事をいただきました。来年度はもう具体的設

計図完成の段階です。女性センターと生涯学習センターの双方の特質が十

分発揮できる施設にするには、私は設計段階から建設後の運営管理に至る

まで、十分な論議を交わして共通理解をしていくことが大事やと思います

ので、その辺のことよく踏まえられた上で推進していただけたらうれしい

なと思います。

それから温水プールですが、本当にこれは緊急性を要する施設の一つや

と思います。ですから1日も早く、水泳というのは一つは危険が伴うスポー

ツでもありますし、間違ったことが起こらない、その前に早いこと施設を

整備していただきたい。大四日市としては恥ずかしい施設の一つですから、

その辺のこと踏まえられて、北勢健康増進センターもいろんな問題点があ

ります。設計図の問題哉があります。その辺もしっかりと検討を重ねられ

ながら、お互い違う面をしっかりと最大限に、いいところを発揮される、

そういうふうな施設にしていただきたいなと思いますので、どうぞよろし
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くお願いいたします。

じゃ、今、再度質問しました点についてお答えください。

〇議長（伊藤雅敏君） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長傭猫！美次君） 保健福祉部長の福祉観というんですか、

そういうものをお尋ねになられたようですけれども、障害福祉に限って申

し上げますと、まず第1点目は、人権の問題だと思います。 2点目は、

ノーマライゼーション。 3点目は、先ほどから問題になっているリハビリ

テーション、この問題だと思います。このリハビリテーションというのは、

人間はすべからく可能性を持つ。その可能性をいかに成長させ、実現させ

るか、それがリハビリテーションだ、そんなふうに自分は考えております。

したがいまして、今回の視覚障害者に限られたもの、このご質問にもお答

えさせていただいておるわけですけれども、前回もたしかそういう視点で

お答えは差し上げたかと思うんですが、障害を持つ方、目だけでなくてい

ろんな方がおみえになります。その辺をバランスよく、皆さんがそれぞれ

の、それから、障害そのものというのは、個性だというふうな言われ方が

されております。障害を持つ、それがいわゆるインペアメントからディサ

ビリティになるわけですけれども、ディサビリティだってそれができない、

できるということは、これは個性なんだというふうな理解がされておりま

す。だからそれぞれの個性をいかにうまく補い合い助け合う、共に生きる

か、その辺だ大事なんだ、そんなふうに考えて、私は障害福祉を進めさせ

ていただいております。

それから、とりわけ障害福祉の基本的な施策そのものというのは、私は

国と県の方にまずはやっていただかなきゃならない、そんなことで国、県

へはお願いはしてるわけです。したがいまして、核となるような施設とい

うのは、国または県の方で整備をしていただいているわけでございますけ

れども、市としても、市民がお困りであれば当然それにつなぐとか、市自

身でできるものは市で汗をかき努力をしていく、これが私どもの務めじゃ
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ないか、そんなふうに思っております。

それから啓発の点でございますけれども、前に確かに啓発は市広報でさ

せていただきました。小さなものです。でも、普段の業務の中で、いろん

な人権の啓発の中で、障害者の啓発の問題も取り上げ、啓発に努めている

ところでございます。確かに私ども、陣容も十二分とはいえませんので、

なかなか目立ったような成果は出ておりませんけれども、これからもいろ

んなメディアも使って啓発を進めてまいりたい、そんなふうに思っており

ますのでこ理解を賜りたいと存じます。

〇議長（伊藤雅敏君） 消防長。

〇消防長（島村隆君） 4点ほどご質問をいただきましたけれども、お

互いに絡んだ問題もございますのでまとめてお答えを申し上げたいと思い

ますが、現在の救急を取り巻く客観情勢といいますか、そういう点につき

ましては、議員ご指摘のとおりだというふうに私も認識しております。そ

の中でどう対応していくかという問題であろうと思うんですが、まず第1

点目の現在の四日市消防の救急~隊員のうち、 7 ％の者が救急1I課程なり救

急救命士であると、そういう実数であることは間違いございません。先ほ

どのご答弁で申し上げましたように、なるべく多くの者にとらせたいと。

できれば全員にそういう資格をとらせたいということでありますけれども、

現実問題として大変難しゅうございますので、当面は1台の救急車に最低

限度1名はそういう 1I課程なり、救急救命士の資格を持った者を同乗させ

ると。となりますと現在、救急隊員180名でございますので、そのうちの

3分の1、交代制勤務でありますので若干でこぼこはあろうかと思います

けれども、最低は60名程度の取得者をねらっておるということを申し上げ

たいと思います。現在は19名プラス3名でございますので大変な数になる

わけですが、それなりの努力をしなきゃならぬという状況でございます。

それから、救急救命士の合格率がだんだん下がってきておると、これも

事実でございまして、全国の消防長会でもいろいろ議論があるわけですけ
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れども、最初はそれにふさわしい資質のある者を選んで研修派遣をして

おったわけですが、消防職員にもいろいろございますので、適、不適の問

題もございますし、全員が研修を終えたから救急救命士に合格するとは限

らないと。現に、消防職員の中でも不合格の職員もおるわけでございまし

て、そういった悩みも抱えております。そういった消防の現状を踏まえて、

ご指摘の看護婦同乗の問題、ドクターカーの問題も含めて、これからもう

ちょっと詰めていきたいということでございます。ただ、すぐにこれは実

現不可能でございますので、当座の対策として、資質の向上なり、資格取

得者の養成を図っていくと、こういうことでしばらくの間は対応せざるを

得ないということでございますので、こ理解をいただきたいと存じます。

〇議長（伊藤雅敏君） 市川悦子君。

〇市川悦子君保健福祉部長のお答えですが、私の一番嫌いな言葉が今、

出てきました。バランスよく推進していく、一方だけを推進することはで

きなぃ、バランスよく推進する、これは私ははっきり言いますと、できな

ぃ、やらないということを言葉を飾って言われている、そんなふうにいつ

も思います。これは私の一番嫌いな言葉なんです。もう一つ嫌いなのは、

これをすることによって、後の歯どめがきかないというふうな意味合いの

ことをよくおっしゃいますが、この二つの言葉が一番嫌いな言葉です。決

してそんなふうな意識は持っていただきたくないなって思いますので、そ

の辺よくお願いいたします。

今、お話聞いてまして、県、国を大事にしていきたい。じゃ、市の主体

性はどこにあるのかというふうなこと、伺いたいなと思います。今、部長、

インペアメント、ディサビリティ、ハンディキャップ言われましたが、

ディサビリティ、これは個性だとおっしゃいました。それは文化的なとら

え方は個性でしょう。しかし、行政としてそれをどうとらえるかというこ

とは大事なんと違いますか。ディサビリティをどんなふうにしてサポート

していくか、どんなふうな質の高しげサポート丈るかということが行政の仕

-127-



事じゃないんでしょうか。私はそう思います。今、ハンディキャップがみ

んないろんな、インペアメントもディサビリティもみな違いますのに、社

会的な不利益をもたらすというハンディキャップはみな共通のものをだか

えてみえます。ですからそこでどれだけの質の高いディサビリティ、失っ

た能力を補うケアができるかということが行政のする仕事でないかなって、

そんなふうに思います。

もう障害者の福祉の流れももうフォーの時代からトゥの時代、それから

もうウイズの時代、共に生きる時代にかわったと言われます。その共生の

基礎となるのが、今、部長が言われました人権ですね。今、人権週間真っ

ただ中ですが、これはアタイデさん、前プラジル文学のアカデミー総裁で

すが、アタイデさんは、 「差別に対する人々の意識をどう変革するか。今、

求められているのは、透徹した平等観を日常生活意識の中に育てられる思

想、哲学である」とおっしゃいました。日ごろの教育、啓蒙がいかに大事

かというふうなことを痛感したわけですが、これはちょっと余談になりま

すが、私が視覚障害者の調査研究をするに当たって、中部の盲導犬の訓練

センターの所長さんといろんなお話をする中で、 「四日市は中学校で人権

教育をしていて、盲導犬協会へ来てくれるんですよ」というお話がありま

した。それでその中学校のお話を伺いたいと思って電話したわけです。そ

うしたところが、余りにも失礼な、余りにも不親切な応対に、私はびっく

りしました。典味本意でそういうことを聞かれるのかというふうな意味合

いのことを言われました。私は愕然としました。ですので、これが人権教

育を進めている学校長の言われることかって思ったことがありましたが、

もう 1回原点に立ち返っていただいて、教育のレベルから、そしてお役所

の方々の意識の点からしっかりと踏まえられて、啓蒙を推進していただき

たいなって思います。

それから、消防長、これは私の叫びは、消防署の立場からでも、医師の

立場からでもなく、あくまで救急車を呼ぶ患者の立場、そして家族からの
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私の発言です。もっと言えば、私の大切な家族の命を託するに足る救急車

がほしいという切なる願いなんです。長期展望に立ってなんて言ってたら、

もうこんなこととんでもありません。明日は我が身なんです。この議場に

も心臓の悪い方が何人かみえるんですが、本当に明日は我が身なんですか

ら、長期展望なんてことおっしゃらずに、今々どうするかというふうなこ

と、対策を考えていただきたいなと思います。

最後になりましたが、これはご報告ですが、美保さんが出産されます。

また私たちに感動のドラマと生きる勇気を与えてくれると思います。 麻ム

は障害者として生まれたこと、不幸だとは思いませんが、四日市に生まれ

たことにとても不幸を感じます」、こんな声の聞かれないうちに、太陽の

ぬくもりのある施策をとお願いいたします。

〔「関連」と呼ぶ者あり〕

〇議長（伊藤雅敏君） 久保博正君。

〇久保博正君 2点目の救急業務につきまして、消防長にお尋ねいたしま

す。

現在の男女雇用機会均等法というのが施行されておりますけれども、今、

消防の方で女性職員は何人おられるのか、その点がまず1点。

次に、救急救命士の試験は国家試験でありますけれども、これについて

看護婦さんの方からも恐らく受験をされておられるんではないかな、こう

いうふうな気がいたします。女性というふうにとらえても結構です。その

中で合格されておる方がおられるのかどうか。私も、実は13年前になりま

すけれども、父を亡くしまして、そのときに本当に、普段はうるさいなと

思っておりましたあのサイレンが非常に心地よく、本当に安心させていた

だいた、そういう経験がございまして、本当に命のとうとさというか、ま

た、家族の不安というのは最高潮に達するわけでありまして、それに対し

て適切に、患者が適切な場所へ送られて、そして処置されてというふうな

ことをだれもが期待するんではないかな。しかし、それがとんでもない方

-129-



向へ行くということに対して、ああ、そのときに市民病院へ直接入ればな、

こういう気がするわけであります。そういった面からひとつ女性というふ

うで、いわゆる訓練を受けた看護婦さんというのは本当に大事だな、こう

いう気がいたしますので、その2点についてちょっとお尋ねをいたします。

〇議長（伊藤雅敏君） 消防長。

〇消防長（島村隆君） 第1点目の女性の職員の問題でございますが、

四日市には女性消防士が3名おります。ちなみに県下には、桑名市に3名、

県下で2,000人ぐらいの消防職員がおりますけれども、 6名の女性消防士

がおると、こういうことでございます。

2点目の救急救命士の資格取得者についてでありますけれども、四日市

消防としては現在3名おりまして、 1名研修派遣をさせております。来年

度は2名ぐらいの養成計画がございますけれども、そういった消防職員の

救急救命士を養成した人員なり計画でございます。

それから、お話がございました看護婦さんの救急救命士でございますけ

れども、これはプライバシーの問題がございまして、私どもせんさくをす

ることを控えておりますけれども、うわさとしては、四日市市内にも数名

おみえになるということは伺ってます。それ以上のどこのどなたというこ

とは、承知をいたしておりません。

〇議長（伊藤雅敏君） 暫時休憩いたします。

午後0時19分休憩

午後1時1分再開

〇議長（伊藤雅敏君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

益田力君。

溢田力君登壇〕

〇益田力君質問に先立ちまして、一言ご了解いただきたいことがござ

います。皆さんも既にこ存じかと思いますが、私ども公明党は、このたび
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政党名を公明という名称で新たに出発をいたしました。それに伴いまして、

会派の名称変更も近々行いたいと思いますので、何とぞご了解いただきた

いと思います。

それでは、通告の順に従いまして3点につき質問をいたします。

まず第1点目は、市民ふれあい農園についてであります。

本市は昭和5舷F度に、農村地域整備共同推進事業により、市内5カ所に

市民菜園が開設されました。その後、昭和59年度より毎年1カ所ずつ増や

しまして、現在では、市内各所に16カ所の市民菜園があるわけでございま

す。市民が自然に親しみ、作物づくりを通して農業への理解を深め、収穫

の喜ぴを得るという当初の設置目的から見るならば、それなりの成果が

あったと私は思いますが、今後現状のままでいくとするならば、何かしら

物足りなさを感じないわけにはまいりません。そこで、今後どのようにな

されようとしておられるのか、現状とあわせてお尋ねをいたします。

次に、政府は平成元年9月と 2年9月に、特定農地貸付けに関する農地

法等の特例に関する法律と、市民農園整備促進法をそれぞれ施行いたしま

したが、従来の農園のあり方から、時代のニーズによりこたえるためにそ

れに積極的に呼応して、土や緑、すなわち自然との豊かな出会いの場とし

て、また安らぎを与え、人と人とが交流するコミュニティの場として、圃

場の規模を広げたり、管理棟、駐車場、休息場、堆肥置場などをつくった

りして、本格的な農園造成を目指す自治体が増えてきております。その代

表的な自治体として、島根県の平田市を紹介いたします。当市では、市民

農園の一角にヨーロッパ風のしゃれたクラプハウスを建てました。そこへ

定年退職した人、サラリーマン、子供連れの家族、学校の先生など、さま

ざまな人たちが集い、作物のできぐあいを尋ねたり、創造の喜びを分かち

合いながら交流の場を広げていく交流の拠点をつくりました。平田市の市

長は、 「今やライフスタイルは便利さを享受することから、みずから楽し

みをつくり出す方向へと変化している。このニーズにこたえるためにも、
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今後はもっと農園を広げて施設も充実させ、生きがいと健康、人と人との

融和をつくり出す場にしていきたい」と豊富を語っております。

次に、宇都宮市の市民農園を紹介しますと、当市では5碑この開設時から

市民農園をコミュニティ農園として位置づけ、市民相互の交流の場の提供

を主な目的としております。当然のことながら、担当課は市民部でありま

す。

種々述べてまいりましたが、ここらで本市の当事業も見直すべきときが

来ているのではないかと思います。現行の農林水産部におきます市民菜園

はそれとして、新たに市民部が一括窓口となって、地区市民センター単位

ぐらいで、土に交わりつくる喜びを味わうと同時に交流の場も広げ、さら

に新たな生きがいをも見い出せるようなふれあい農園と申しますか、コ

ミュニティ農園の開設を、ぜひとも考えていただきた＜提案するものであ

ります。こ所見をお伺いいたします。

2点目は、学校週5日制月 2回実施についてでありますが、この点につ

きましては、昨日、桑原議員が同種の質問をされております。重複する点

が多々あろうかと思いますが、お許しをいただきたいと思います。なお、

重複する答弁につきましては、省略していただいて結構でございます。

ゆとりある教育、ゆとりある子供たちの生活を取り戻そうと、毎月第2

土曜日を休日とする学校5日制がスタートしてから丸2年が経過いたしま

した。一昨年9月の制度導入前後には、明治以来の仕組み変更ということ

で少なからず戸惑いがありましたが、このたび学校週5日制の月 2回移行

問題を審議してまいりました文部省の協力者会議は、現行の学習指導要領

下でも月 2回の週5日制導入は可能であり、平成7年度初めから、毎月第

2、第4土曜日を休日とするのが適当であるという報告が示されました。

これを受けて文部省は、来春の新学期から月 2回に移行すると正式決定が

なされました。その調査内容によりますと、月に2回の実施について調査

した保護者のうち、 66％が「賛成」、 「どちらかといえば賛成」と答え、
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「反対」、 「どちらかといえば反対」の27.7％を大きく上回る結果となっ

ております。また、賛成の理由、これは複数回答でございますが、賛成の

理由として、 「子供が自由に過ごす時間が増えた」が61.8%、 「親子で一

緒に過ごす時間が増えた」が50.9%、 「子供同士で遊ぶ時間が増えた」が

25.4％など挙げられております。また、保護者や地域の理解が得られたと

判断する研究協力校では、小学校で99.5%、中学校で99.3％に上ったと報

告されております。

その一方で、 「月 1回で十分である」、 「社会の週休二日制が完全に実

施されているわけではない」と、月 2回に反対する意見も根強く残ってい

ると指摘しております。

また、問題点として、休日となった土曜日の授業を他の曜日に振り替え

た学校が中学校で5割、小学校で4割、高校で3割、特殊教育学校で2割

に上り、子供たちの平日の学習負担の増加が目立つ。これでは子供たちに

学校以外の場で自由な時間をつくり、ゆとりを持たせるようにするとの5

日制の趣旨が生かされていないという結果となっています。

また、小中学校では、運動会や家庭訪問などを整理する学校が9割を突

破し、なじみの行事が次々に姿を消すという事態を招いているようであり

ます。教科授業以外の学校活動を通して学ぶものは多々あります。むしろ

集団の中で協調性や責任感をはぐくむものも、これらの活動によるところ

が大であります。教科教育に偏った学校は、子供たちにとってたまらなく

息苦しい場所になってしまうのではないかと危惧されております。

おおむねこのような調査結果でありますが、本市におきます現状と、来

春から全校で月 2回の実施に対して、どのように取り組まれようとしてお

られるのか、お尋ねをいたしたいと思います。

3点目は、市立博物館についてでございます。

市立博物館が昨年11月にオープンしてはや1年がたち、．「姿をあらわし

た神々」と題して、開館1周年記念特別展が盛大に行われましたことは、
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既に皆さんもご承知のとおりであります。市民が待ち望んでいた施設だけ

に、オープン後大変好評で、市民はもとより、県内外を問わず、多くの方

が見学に来られていることはまことに喜ばしい限りでありますが、オープ

ンから1年を経過した今、その間に見学に行かれた入館者の声や私の考え

をまじえながら、今後ぜひとも検討し改善をしていただきたい点につき、

二、三指摘しながらお尋ねをいたします。

まず入館状況でありますが、昨年11月オープンから今年10月までの1年

間の入館者数は、常設展で見ますと延べ7万 3,400人とのことでございま

す。ちなみに、本市と同種の総合博物館は全国で 250館ほどあるそうでご

ざいますが、その入館状況は、年間の入館者数が5万人以下のところが60

%、 5万人から10万人の間が13％となっており、この数字から見る限りで

は、本市は高い水準に位置していることになりますが、オープン時の昨年

11月の1カ月間の1万9,600人という記録的な数値が加味されております

し、平成6年度の4月から10月までの7カ月間の1カ月平均の入館者数は

4,050人で、オープン当初より徐々に減少する傾向にあります。

また、地域別に入館者数を調べてみますと、本市の入館者が全体の35.5

％で、これは少々低い数値であります。県内34.5%、県外26.1%、三重郡

3. 9％の順になっております。市民に対するPRが今一歩足らないのでは

ないかと思います。これらのデータから当局はどのように受けとめられ、

今後どのようになされようとしているのか、まずお尋ねをいたします。

次に、これは聞いた話でございますが、特別企画展を見たくてわざわざ

東京から来られた人が、近鉄四日市駅で下車し、駅の人に博物館の場所を

尋ねたそうでありますが、 「知らない、そんなものあるの」と言われ、 3

人目に尋ねた人にやっと教えてもらった。苦労してやっとの思いで博物館

に来た。わかりにくいですねとの苦情や、当館の近くまで来ていながらう

ろうろするばかりで時間を費やし、あきらめて帰ってしまったなどの声も

聞いております。特にレベルの高い企画展などでは、今述べましたように
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遠く東京や大阪からも多数本市に来られるわけでありますから、駅構内等

に、初めて本市を訪れた人たちにもはっきりとわかる案内板の設置などの

気配りが必要であります。

また、従来から公共施設には、施設の名称を余り表示しておりませんが、

建物自体にはっきり表示するなり、入り口付近に広告塔の設置や懸垂幕等

を掲げ、博物館の存在感を強くアピールする必要があろうかと思います。

いかがなものでしょうか。

次に、常設展示についてでありますが、展示物そのものをかえることは

できませんが、現在のままでは二度、三度と足を運んでこられる方には、

飽きがきて興味がなくなってしまいます。一工夫が必要であります。そこ

で、六つのテーマそれぞれに解説をする案内人を起用してはどうかと思い

ます。その道に詳しい文化ボランティアの方が、細やかな気配りをしなが

ら説明をすることで、入館者により親しみと深い理解を得るのではないか

と思いますが、いかがなものでしょうか。

最後に、私が特に提案いたしたいのは、 1階フロアの改善であります。

市民にはまだまだ博物館そのものになじめない、とっつきにくい、入りに

くいというものがあるようです。そこで、 1階フロアを市民が肩を張らず

に気軽に利用できるよう、憩いの場、待ち合わせ場所的な雰囲気づくりが

大事であると思います。それにはまず、喫茶コーナーの設置が重要なポイ

ントになると思います。また、現在、情報コーナーがございますが、ソフ

トをもっと広げたり、図書の充実を図ることも必要であろうと思います。

そのほかいろいろ検討すべき点があろうとは思いますが、この1階フロア

についてどのようにお考えになっておられるのか、お尋ねをいたしたいと

思います。

第1回目の質問を終わります。

〇議長（伊藤雅敏君） 農林水産部長。

頃困ォ浬涸環べ須原賢治君）登壇〕
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〇農林7障部長（須原賢治君） 1点目の市民ふれあい農園のご質問に関

連いたしまして、そのうち市民菜園の現在の設置状況と今後についてとい

うことにつきまして、ご答弁を申し上げたいと思います。

本市の市民菜園につきましては、市街化区域の遊休農地などの有効利用

を図るとともに、耕作地、畑でございますが、耕作地を持たない市民の皆

様が、野菜や草花の栽培を通じまして、自然に親しみながら農作業の一端

を体験して、農業への理解を深めていただくということを目的に設置をい

たしておるものでございまして、現在、農林水産部が所管をしております

このような市民菜園につきましては、議員もおっしゃってみえたように、

市内の16カ所において、約700区画設置をしております。日ごろ土と接す

る機会が少ない多数の市民の皆さんに、大変好評をいただいておるという

ふうに思っております。このような市民菜園につきましては、新しく住宅

団地が建設される等、地域住民の皆様方のご要望なり、あるいは開園用地

の確保など、一定の条件が整った地域につきましては、今後とも緑資源の

確保と農業への理解をより深めていただくために、今後も設置していきた

いというふうに考えております。

また、ご提案をいただきましたように、地域住民全体を対象といたしま

したコミュニティ施設の整った、規模の大きな市民ふれあい農園の設置で

ございますが、これにつきましては、地域社会づくりを推進する上では大

変効果的な一つの手法であるというふうに考えておりますので、今後は現

在あります既存の市民菜園のあり方も含めまして、市民部と十分に協議を

して進めてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくこ理照

願いたいと思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 市民部長。

〔市民部長（小畑廣次君）登壇〕

〇市民部長（小畑廣次君） 市民ふれあい農園の現状等々につきましては、

今、農林水産部長の方から申し上げましたが、さらに進んで地域全体への
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波及との質問でございますので、私の方から若干重複する部分もございま

すが、お答えをしたいと思います。

最近の社会は、地域において隣組的なふれあいの希薄化、あるいはまた

一方で高齢化社会の到来によります、住民が連帯をして協力し合わなけれ

ばならない状態がますます拡大をしてきている状態であります。住民主体

によるまちづくりの活動の発展が今後強く望まれるところでございますし、

当然のことながら生涯学習施策を実施する立場からしても、住民活動を振

興するための対策としても、真剣に考えていかなければならない、こう

思っているところでございますし、現在、本市で実施されている、先ほど、

農林水産部長が申し上げましたように市民菜園、あるいは老人生きがい農

園、障害者ふれあい農園がありますが、これらの事業は未利用地の農地を

有効に活用すると同時に、農業に対する理解、あるいは老人や障害者の皆

さんが生きがいを求めて社会参加する、促進を図るという一つの目的があ

るわけでございますし、ご質問のように、地域全体を対象にして地域社会

づくりの促進を直接目的にしたものではないわけでございます。ご提案の

地域住民のふれあいを促進するための市民菜園的な事業は、本市が今、財

政的な支援を行っている、各地で実施をされておりますふれあい活動事業

の中でも、地域住民の要望に基づいて既に何力所か実施をされております。

例えば、東橋北地区では、平成5年度から市の土地を利用いたしまして実

施をしておりますし、海蔵や保々地区でも数年前から、民有地を借りまし

て花やハープの栽培をしており、住民へその還元をしているところであり

ます。いずれも活動内容は個性的で、参加している住民の自己満足にとど

まらず、地域のふれあい事業につながっていると評価できるものであろう

と思っております。今後ともこれらの活動を一層充実することは、市とい

たしましても支援をしていきたいと思います。しかしながら、ご提案のこ

の取り組みを制度化して、全市域的に一律に拡大することにつきましては、

将来とも地域住民が年間を通じて共同作業が伴うわけでありますから、ー
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つには、地域住民がそれを望んでいるかどうかということを考察しなけれ

ばならないと思います。二つ目は、全市域に制度化して画一的に設置する

ことが、住民本来のまちづくり活動の趣旨に沿うかどうかということであ

ります。三つ目は、地域にその場所があるかどうかということも見きわめ

なければならないと思います、等々のこの3点で今申し上げましたが、こ

れらをクリアしなければならないと考えており、地域住民の皆さんの理解

を得て推進するということになりますので、したがいまして、ご提案のふ

れあい農園の設置、運営等につきましては、当然のことながら、農林サイ

ド、福祉サイドとの連携をとりながら、住民本位の地域活動がスムーズに

運ぶことを念頭におきながら、今後十分検討してまいりたいと考えており

ますので、ご了解をお願いしたいと思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 教育長。

〔教育長伊｝羽武君）登壇〕

〇教育長伎｝羽武君） ただいまご質問のございました学校週5日制月

2回の実施についての諸問題についてお答えをさせていただきます。

今日、教育が抱えている課題の一つには、子供たちがみずから学ぶ意欲

を持ち、これからの社会の変化に主体的に対応して、みずから考え判断し、

行動するために必要な資質や能力を伸ばしていくと、こういったようなこ

とがあろうかと存じます。こうした資質や能力は、家庭や地域社会の中で

生きて働く力として発揮されることで、確かなものと次第になっていくの

ではないかと思います。したがいまして、地域社会や家庭は、子供たちに

とって重要な教育の場となってまいります。学校週5日制の趣旨も、休日

の過ごし方を子供たちが自分で考え、有意義に生活できるようになってい

くことを目指したものでございます。こうした意味では議員ご指摘があり

ましたとおり、日常の学校教育がゆとりあるものでなくなってしまい、休

日の活動意欲がそがれるようなことがあってはならないというふうに存じ

ておるところでございます。
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また、子供たちが目的に向かって意欲的に取り組もうとする学校行事を

安易に削減し、協調性や責任感など子供のよさを伸ばす場をなくしていく

ことは、 5日制本来の趣旨と相反するものと考えております。本市におき

ましては、こうした点を考慮いたしまして、月 1回の土曜休業の実施に当

たっては、いわゆる授業時数の上乗せを避けるとともに、学校行事が真に

子供の教育に効果が発揮される形で実施されるよう、各学校、園に指導し

てまいったところでございます。各学校、園も、それぞれの教育課程にエ

夫を凝らすなど、努力を重ねてきた結果、月 1回の学校週5日制はl輯周に

定着してきているものと考えております。

しかしながら、平成7年4月から月 2回の実施となってまいりますと、

学校の授業時数は本年よりもさらに24時間ほど少なくなります。したがい

まして、各学校、園の教育課程を編成していくに当たりましては、これま

で取り組んできた成果を踏まえながら、なお一層の努力が必要になってま

いろうかと存じます。この点につきましては、平成3年に発足をいたしま

した四日市市学校5日制実施検討委員会の中に設けました学校教育部会に

よる検討結果や、あるいは橋北地区の調査研究協力校の研究成果等をもと

にしながら、現在、小学校あるいは中学校それぞれについて、教育課程研

究委員会の研究課題として、望ましいあり方を提言できるよう努めている

ところでございます。

文部省の研究校の調査結果によりますと、 5日制に賛成の保護者の声が

多いようでございますが、これはこうした趣旨の啓発と実施の継続によっ

て徐々に理解されてきたものと考えているところでございます。今後もさ

らに教材の一層の精選や、さらには指導方法の工夫改善に努めることに

よって、 1時間、 1時間の授業の質の向上を図り、過度の学習負担を子供

に課すことのない週日課の工夫とか、あるいは真に充実した学校行事にす

るための工夫を行っていくとともに、 5日制の趣旨の一層の理解を図るよ

うにして、学校、家庭、それから地域社会が本来の教育的役割をそれぞれ
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に発揮して、ゆとりある子供の生活が実現できるよう努力してまいる所存

でございますので、何とぞこ頂照とご協力をお願いする次第でございます。

次に、市立博物館について何点かのご指摘、ご質問をいただきました。

この市立博物館は、昨年11月1日にオープンをいたしました。各方面から

こ理解とご協力を得まして、無事1年を経過しまして、それなりの評価を

いただいていることは、大変ありがたく思っているところでございます。

入館者も11月末現在で、常設展で約7万8,600人、 6回実施いたしました

企画展あるいは特別展で約6万2,000人、プラネタリウムで約6万6,000人

と、重複はもちろんございますが、総入館者数で20万人を先日突破したと

ころでございます。

しかしながら、入館者の推移を見てみますと、ご指摘がありましたとお

り、オープン当初に比べますと、明らかに現在は下降してきておりますが、

これは他のどこの館でも見られる一般的現象でございますが、当初は物珍

しさといったようなものもございまして入館者が多いが、次第に下降する

と理解しております。したがいまして、月により波はございますが、この

12月からは平均して月5,000人という入館者で推移しておりまして、この

数字は全国平均からいたしましても、比較的多い入館者数になっているか

と思います。

また、市民の入館者が少ないとのご指摘でございますが、総入館者で見

た場合35.5％といいますと、先ほどの入館者の数で推計しますと約7万

1,000人となるわけで、四日市市民の4人に1人は来ていただいたという

ことになろうかと存じます。この数は多いともいえませんが、必ずしも少

ないということもできない数字ではないかと思っております。見方により

ますと、当館の立地条件のよさとか、あるいは企画展の内容が比較的好評

で、市外あるいは県外から多くの入館者が得られたのではないかと、こう

いうふうにも理解しております。しかし、市内外の方から、先ほどお話が

ございましたように、いまだ場所がわからないとか、いろいろとPRが不
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足しているというご指摘もいただいたわけでございます。今後もポスター

とかチラシ、あるいは新聞、テレビ等の報道関係者の方々の協力も得る中

で、広報、宣伝についても一層充実を図ってまいりたいと考えておるとこ

ろでございます。

次に、公共交通機関の施設及びそこから博物館に至る表示につきまして

も、当館への来館者の約46％がそういった交通機関の利用者であり、今後

JRとか三重交通、あるいは近鉄等とも十分協議をして、適切な処置を講

じたいと考えているところでございます。

また、館自体の表示につきましても、 PRも兼ね、車あるいは歩行者に

も明らかになるよう、宣伝塔などの設置を現在、部内でも検討をいたして

おるところでございます。

3点目にご指摘の常設展のあり方についてでございますが、常設展は展

示品を一部入れかえる程度で、ほとんど現状のままというのが一つの博物

館の特徴でもありますが、これについても観覧者により理解していただけ

る方法として、各テーマごとの観覧の手引きや、あるいは解説シートを設

置したり、さらには来館者とのコミュニケーションを図るために、グルー

プあるいは団体等希望者に対し、展示解説を行える、そういった学芸員等

も指導をして、そういった体制づくりを今後も考えていきたいということ

によって、常設展の一層の魅力化にも努めてまいりたいというふうに考え

ているところでございます。

また、 1階フロアの改善についてでございますが、 1階というのは、い

わば博物館の顔のようなものでございますが、現在、 1階には講座室、情

報コーナー、あるいはミュージアムショップ、エントランスホールなどが

ございますが、まずはそれぞれの機能の充実を図ることと、周辺の環境、

立地条件を考えた場合、ご提案いただいたところでもございますが、この

1階はオープンに開放することによって、市民の方々に自由にこ利用いた

だける雰囲気をつくってまいりたいと存じます。将来は1階ホールに、例
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えば、館蔵品で持っておる萬古焼の展示をしたり、あるいは遺跡を発掘し

て得た発掘品等も適宜無料で自由にごらんいただけるように展示を行うな

どに努めていくことによって、博物館がとっつきにくいとか、あるいは近

寄りがたい施設だというイメージの払拭に努めてまいりたいというふうに

も考えております。博物館全体が市民にとってより親しみやすい、楽しい

施設であるという印象を持っていただけるよう、今後も極力努力をしてま

いるつもりでございますので、何とぞご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（伊藤雅敏君） 益田力君。

〇益田力君 ご答弁大変にありがとうございました。第・1点目のふれあ

い農園につきましては、私の意図するところを理解していただいたと、そ

のように解釈をいたします。今後、農林、福祉サイドとの協議を含めて十

分検討していくという答弁をいただきましたので、ひとつよろしくお願い

したいと思います。

答弁の中で、全市的に一律に拡大するということにつきまして、 3項目

の検討課題が提示されておりましたけれども、特にその中で土地の確保と

いうのがネックになってこようかと思うわけです。財政的な面から民有地

を借地として対応しているのが現状でございますけれども、遊休地があり

ながらなかなか確保が容易ではありません。固定資産税の免税はもとより、

農地等の借り上げ料の大幅アップなど、条件面で思い切った見直しが必要

であります。この点も含めまして十分今後検討をしていただきたいと思い

ます。

また、全市的に一律に拡大できれば結構なことでございますけれども、

私はそこまで高望みはしておりません。先ほどもありましたように、おの

おの地域の実情もあるわけでございますので、手がけられるところから

ピックアップしていただいて、モデルケース的にでも取り組んでいただき

たい、これをつけ加えさせていただきたいと思います。

それから、市長が今年度の地区懇で内部地区に来られましたときに、懇
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談会が終わりまして、自治会長等の話の中で、ぜひとも公園がほしいと要

望したわけですけれども、そのときに市長は、これからは市民農園ですよ、

このような発言をなされました。これはどういう意図とするのか、その点

ちょっとお答えをいただきたいと思います。

それから、 2点目につきまして、種々ご努力をいただいておりますこと

に対しましては、心から敬意を表するものでございます。来年4月から月

2回実施されるようになるわけでございますので、先ほどもありましたよ

うに、この5日制の趣旨に反する問題点、これがますます深刻化していく

おそれがございます。＜どいようでございますけれども、この点につきま

しては、よくよく検討いただきまして、望ましいあり方を見い出していた

だきますよう重ねてお願いをしておきたいと思います。

今、学校教育は、変革への重要な局面に立たされていると私は思います。

この学校5日制が、今の日本の偏差値教育や学歴偏重社会を改革するため

の大きな一石とならなければならないと思います。進学塾依存の教育シス

テム等、考え直す流れをつくらなければならないと思います。どうか名実

ともに学校5日制を定着させて、潤いある学校教育を実現するために今後

とも一層のご努力を賜りますようお願いいたします。

最後、 3点目でございますが、私の提案いたしました要件、ほぼ網羅し

ていただきましてどうもありがとうございました。今後とも市民により親

しまれ、愛され、また中身の濃い博物館を目指してご努力賜りますようお

願いいたします。

1点だけご要望いたしますが、現在、学校行事やクラプで利用する三洒

地区の児童生徒には無料開放をしているようでございますけれども、この

際、枠を広げまして、来春から学校週5日制月 2回の土曜休日だけでも、

市内の全児童に無料で利用していただくことはできないのか、これは要望

としておきますのでよろしくお願いいたします。

先ほどの市長の答弁だけお願いいたしまして、質問を終わりたいと思い
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ます。

〇議長（伊藤雅敏君） 市長。

〇市長 (:jJ0藤寛嗣君） 市民農園でありますが、これは実はそもそもの始

まりは、広島大学の教授でいらっしゃいました津端教授というのが大変ご

熱心な方でございました。今から約20年前、私は津端教授に誘われまして、

ヨーロッパにおける市民菜園のあり方を視察をしてまいりました。ドイツ

で2都市、スイスで1都市、それからフランス、イギリス等でございまし

た。いずれの市民菜園を見てみましても、非常に広大な土地に大勢の人、

都市の人が出てきて、耕し、憩っておったという実態をながめまして、大

変日本でもこういうものがあったらいいのになということを思って帰りま

して、市民菜園というものを実は導入をしたわけでありますが、ただ、こ

の場合気をつけなきゃいけないことは、農地法の適用もございますので、

そんなに大きな菜園はできない。したがって、今、 15rrfぐらいが限度でつ

くっておるわけであります。したがいまして、土地が権利化をしないとい

う条件で仕事を進めていかなければならないだろうというふうに思ってお

ります。そういった意味で私は、ヨーロッパにおけるようなものじゃなく

て、日本独自の市民菜園のあり方をもうちょっと探っていきたいし、日本

の公園のあり方にも日本がもっと……

〇議長（伊藤雅敏君） 市長、時間になりました。

〇市長 (:jJ0藤寛嗣君） ということでございます。

〇議長（伊藤雅敏君） 時間が参りましたので、益田 力君の一般質問は

この程度にとどめさせていただきます。

暫時休憩いたします。

午後1時42分休憩

午後1時59分再開

〇議長（伊藤雅敏君） 休憩前に引き続き会議を開きます。
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中森惧二君。

〔中森慎二君登壇〕

〇中森憤二君市政クラプの中森でございます。お昼からの大変お疲れの

中でありますが、しばらくの間、おつき合いをいただきたいと思います。

本日はたくさんの市民の傍聴者の方々にもお集まりをいただいております。

ありがとうございます。私にとりましても、 1期4年間の最後の一般質問

の場になるのではないか、このように考えております。加藤市長を初め各

理事者の皆さん方におかれましては、多くの傍聴者の皆さん方にも十分納

得をいただけるような明快なご答弁をいただきますように、よろしくお願

いを申し上げます。．

それでは、通告に従いまして順次質問をさせていただきます。

まず、市民の皆さん方へのサービス向上施策として二つほど質問をさせ

ていただきます。

1点目として、行政手続法制定に伴う対応についてお尋ねをいたします。

行政手続法は昨年11月12日に公布をされました。本年10月1日に施行さ

れたわけでありますが、この行政手続法の制定の背景には、近年、行政運

営において行政指導が多様化される傾向にあること、あるいは審査や処理

の基準が明確になっていないなどの指摘がされるなど、国内のみならず、

諸外国からも公正で透明な行政運営の確保を求める声が高まる中、昭和39

年の第1次臨時行政審査会での指摘以来、実に30年という年月を経て成立

を見たものであります。

この法律は、我が国にとって全く新しい制度でありまして、許可や認可

などに関する事務を通じて、民間の企業や一般市民の権利利益にも密接に

関連をし、国民の関心も高いものとなっています。行政手続法の柱は、透

明化、公平さ、処理のスピードアップを目的としており、申請に関する基

準を定め、これを公にするとともに、申請の処理に通常要すべき標準的な

期間、これを標準処理期間と言っておりますけれども、これを定めるよう
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に努め、公にすることとされています。また、申請が到着したときには、

遅滞なく審査を開始し、形式上不適合なものであっても速やかに応答する

こととなっております。

簡単にお話をしますと、許認可事務の審査基準の内容と標準的な処理日

数を公表して迅速に処理をしなさいということであります。例えば、これ

まで内規とされていた審査基準などが公にされることによって、行政運営

が透明化され、不公平な取り扱いが防止できる。申請から許可までの期間

を明示することで、処理期間の目安がわかり、行政事務の処理を促進する

利点があります。この行政手続法の対象はといいますと、国の機関委任事

務に限ってと定義をされておりますが、国の機関委任事務と申しますのは、

輝または政令によって、地方公共団体の執行機関、つまり県知事あるい

は市町村長に対して委任された国などの事務のことを指しております。例

えば、戸籍、住民登録、河川の維持管理など、多数ありますけれども、そ

の国の機関委任事務は市町村の事務処理総件数の数十％まで占めると言わ

れています。埼玉県の調査によりますと、県関係の対象件数は 2,48昭ヽ

市町村関係では75邸Hこも上るとされています。

そこで、当市といたしましても、 これら行政手続法の施行に伴い、既に

全庁的に対応いただいていることと思いますが、次の点についてお尋ねい

たします。

まず、四日市市として行政手続法の対象となる国の機関委任事務はどの

ようなものがあり、その対象件数はどの程度あるのでしょうか。また、そ

れらの対象についての窓口対応、そして、その実施状況についてお尋ねい

たします。

また、行政手続法の動きに合わせる形で、全国の自治体の間で行政手続

条例の制定をし、国の機関委任事務以外の地方自治体独自の内容について

も同種の方向を目指し、条例化の動きがあります。私自身、その方向への

対応が必要と考えておりますが、その問題について、当市の考え方、また、
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今後、条例制定化に向かっての対応についてお尋ねいたします。

次に、固定資産税の過誤納金返済制度についてお尋ねいたします。

過誤納金返済請求という言葉は、余り耳なれない言葉でありますが、一

口に申し上げますと、誤って長く支払っていた税金を返してほしいという

請求のことであります。当然、市民の立場からすれば、ごく当たり前のこ

とでもあります。では、なぜこの問題を今回取り上げたかと申しますと、

現在、過誤納金返済請求には5年間という時効がありまして、例えば、 5

年以上15年あるいは20年間、間違って余分に税金を支払っていても、 5年

以前の部分については請求できないという制度上の問題があります。とい

うことで、今回取り上げさせていただきました。

納税者が固定資産税などを払い過ぎていたことがわかっていても、過去

5年間分までしか返還を請求できないとする地方税法上の規定は、地方税

法第18条の3、還付金の消滅時効の中に明記されておりますが、固定資産

税は土地や家屋などにかかる税金であり、その納め方は所得税のように市

民の方々がみずからの申告に基づく申告納税方式ではありません。固定資

産税の場合は、市役所資産税課において、所有者の土地、家屋に対して定

められた一定の根拠により算出した納税額を一方的に通知する賦課課税方

式がとられています。このため、納税者にとっては全体の課税標準額や納

税額だけを記載した納税通知書を見ただけでは自分のどの資産にどれぐら

いの税額がかかり、また、所有する土地、家屋に対する課税が高いのか、

あるいは低いのかが判断できない。つまり、課税に誤りがあるかどうか納

税者自身がチェックするのは、事実上無理なわけであります。

このように、自分自身で満足なチェックもできない賦課課税方式である

のに、現制度上では納税者は5年間の時効があるために、それ以前の部分

は返還請求をあきらめなくてはならず、結局、まじめに支払ってきた納税

者は払い損ということになるわけであります。

現在、四日市市において管理をしています固定資産の内容ですが、土地
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30万2,000筆、家屋14万7,000棟、納税義務者総数9万3,000人余りとなっ

ております。また、それに伴う課税関係にかかわるデータ量となりますと

膨大なものとなっていると思います。資産税課の職員の皆さんを初め関係

職員の皆さん方は、税負担の公平確保のために日夜大変ご努力をいただい

ていることは、私自身十分認識をいたしておりますが、戦後の混乱期を経

て、時代に対応したコンピューター化の時点における入力のミス、あるい

はそのもととなる原票の記載ミスなどがあり、間違った課税がなされてい

る可能性は少なからずあり、過誤納金返済請求の対象となる納税者が発生

していることと考えます。しかるに、この問題が余り問題にならないのは、

先ほど申し上げましたように、納税者自身が間違って課税されているかど

うかわからないために、余り表面化しないだけであり、実際には多くの問

題を抱えていると思います。

私は、今回、このミスの部分を大きく取り上げて論議をする気持ちは全

くありません。あってはいけないことではありますけれども、膨大なデー

タを処理する中、人間が関与している以上、完全なものではないというふ

うに考えるわけであります。それよりも、ミスはミスとして謙虚に受けと

め、納税者の方々に対して信頼を回復するための方策がまず一番何よりも

不可欠と考えます。

また、四日市市は平成9年には課税の内容が納税者に理解いただける納

税明細書を新たに作成し、納税者全員に配布する準備を進めていただいて

．おります。これは、納税者の立場を配慮した施策と高く評価するものであ

りますが、納税明細書が納税者の手元に届いた時点に、各納税者が内容を

チェックした場合、先ほど表面化していないだけだとお話をしたこと、つ

まり、 5年間の時効以前からの過誤納金返済請求が多数表面化してくるこ

とが十分予測できるわけであります。

そこで、これらの背景を踏まえ、お尋ねをいたします。

過去、四日市市において、納税者からの過誤納金返済請求は年間どの程
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度発生していたのでしょうか。また、そのうち、地方税法上5年間の時効

以前を対象とした請求件数はどの程度あったのでしょうか。

また、 5年間の時効により、返済請求をあきらめなければならない、ま

じめに支払っていた納税者が払い損ということにならないために、税法上

の枠を超えて市独自で救済できる制度の整備が早急に必要と考えますが、

いかがお考えでしょうか。

また、平成9年に実施をしようとしている課税明細書の様式作成に当

たっては、過誤納金返済請求の発生を恐れることなく、真に納税者の立場

に立った、理解しやすい明瞭な書式として整備し、配布いただきたいと考

えます。この点についても、あわせてお尋ねいたします。

次に、大きな2番目としまして、道路整備についてお尋ねいたします。

今回、三重地区を中心にした道路整備についてお尋ねさせていただきます。

四日市市内における道路整備のおくれにつきましては、以前より本議会

の場においても一般質問で多数取り上げられてまいりました。そして、現

在まで、それぞれの立場でご努力をいただいているわけでありますが、ま

だまだ十分な道路対策に至っていないのが現状ではないかと思います。し

かし、抜本的な対策は、既設路線の拡幅とともに、やはり新路線の整備が

急務であることは、皆さん周知の事実であると思います。

最近、増え続ける車は、道路渋滞を避けるために裏道へ裏道へと、車1

台がやっと通行できる道にまで流れ込み、朝夕の通勤ラッシュには、生活

道路まで車があふれている状態であります。とりわけ、三滝川以北よりの

通勤車両は三滝川にかかるいずれかの橋を横断しないと市内中心部に入る

ことができないわけであります。三滝川を西から見てみますと、大井手町

の柳橋、生桑町の生桑橋、そして久保田橋、野田町の野田橋と、朝夕の

ラッシュは大変なものになっております。先日、私も自宅から、三重団地

の方面でありますが、 7時45分に自宅を出まして、三滝川にかかります柳

橋を渡り終えましたのが8時10分でありました。三重団地から柳橋までは
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わずか二、三分でありますので、わずか30mの柳橋を渡るために20分以上

も必要であったわけであります。また、このような経験は私のみならず多

くの市民の皆さんが毎日通勤あるいは通学で不便を感じられておられるこ

とと思います。

このような慢性的な交通渋滞の対策として期待をいたしております現在

工事中の新設道路及び計画段階の道路についてお尋ねいたします。

まず一つ目は、国道477号バイパス、通称湯の山街道の三滝川左岸のバ

イパス工事についてであります。この道路は、三滝川にかかります久保田

橋より生桑神田町から尾平町、そして高角町に至る道路計画でありますが、

既に一部供用を開始いたしておりますが、特に生桑神田町地内おいて立ち

退き問題から工事着手がおくれておりましたが、その問題も解決し、一部

工事も再開されているように思います。この現状と工事の完成時期につい

てお尋ねいたします。

また、尾平町以西、高角町間までの全面開通の見通しについてもあわせ

てお尋ねいたします。

次に、先ほども出ておりました生桑神田町の久保田橋から四日市関ケ原

線へ向かいます北へ延ぴます泊鯖線についてでありますが、何をおきまし

ても、四日市関ケ原線への接続が交通渋滞の状況を見ましても、大変急務

であるというふうに考えます。これも一部工事が完成いたしておりますが、

途中で中断をしている状況にもありますが、現状と工事の完成時期につい

てお尋ねいたしたいと思います。

次に、四日市関ケ原線の生桑町地内、ジャスコ生桑店北西部分の交差点

改良と歩道整備についてでありますが、この部分は、三重団地から近鉄四

日市駅に向かいますバス路線でもあり、右折帯がなく、バスの右折時など

は特に交通支障を来しております。早急に交差点改良の整備が必要だと考

えますが、どのようにお考えでしょうか。

最後に、現在、環状1号線は青葉町地内でストップをいたしております。
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それより以北、近鉄湯の山線を横断して国道477号、湯の山街道でござい

ますが、そして三滝川を横断して、先ほどお話を申し上げました 477号バ

イパス線への接続が三滝川の橋梁ネック箇所の対策にも大変大きな効果が

あると考えています。早急に整備に向けて特段の推進をいただきたいと考

えておりますが、お考えをお尋ねいたします。

これで1回目の質問を終わります。

〇議長（伊藤雅敏君） 総務部長。

〔総務部長（鈴木一美君）登壇〕

〇総務部長（鈴木一美君） ご質問の第1点目の市民サービスの関連で、

行政手続法の制定に伴う対応に関しまして、ご答弁を申し上げたいと思い

ます。

今、中森議員がご質問の中でご指摘をいただきましたように、平成6年

の10月1日以降、施行されております行政手続法でございますが、これに

つきましては、今議員のご発言の中にございましたように、まず行政が行

う手続につきまして、申請等の受け付けから、その処分といいますか、処

理を行う期間を定めて明確にしていくということがまず一つと、もう一つ

には、不利益処分にかかわる処分を行う場合の手続等について明確に定め

られたものでございます。この行政手続法と、行政手続法の施行に伴いま

して、関連する法律を定める整備を図る法律、行政手続二法というのが同

時に施行になっておるわけでございまして、個々の法律において、手続が

定められておるものにつきましての文言の整理等が重複しないように整理

をされたものが二つ目の手続法に関連する各関係法令の整備に関する法律

ということでございます。

こういった手続法を定めることによりまして、今議員からご発言がござ

いましたように、審査基準が原則公開されるということになります。した

がいまして、行政運営の透明化の向上、あるいはまた、許可あるいは不許

可に対する予見の可能性が非常に高まってくるといったようなことと、ニ
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面的には行政側の処分にかかわる恣意的な取り扱いが防止されるというこ

とが一つのねらいでございます。

次に、標準処理期間を設けることによりましては、申請者にとりまして、

その申請にかかわる処分がどれだけの期間でおりてくるかといったような

処理の目安が明らかになることによりまして、その後の各申請者に対する

対応が予見できるということにもなるわけでございますし、同時に、処理

の迅速化が図られるというのがねらいであるわけでございます。それと、

その標準期間を定めることと同時に、申請を受け付けるということが、全

くの義務づけのような法律になっております。したがいまして、仮に若干

の手続の書類の不備等がありましても、これを受け付けて審査に入るとい

うことが行政側に課せられた責務になってまいっております。したがいま

して、申請を留保するとか、受理を留保するといったようなあいまいな期

間がここには許されないということに相なってくるわけでございます。こ

れらのことに関しましては、特に申請を許可しない処分やあーるいは不利益

処分を行った場合には、その理由を文書でもって明示をして、相手方に提

示をするということも義務づけられております。このことによりまして、

その後に生じてまいります行政手続にかかわる申請者あるいは不利益処分

者に対する争訟等が、明快に一つの証拠立てで争われるもとになるという

ふうなことも出てくるわけでございます。

これらにつきましては、先ほどご発言がございましたように、 30年の年

月がかかってやっと法制化がされたところでございます。特に、日米構造

協議の中でも一つの大きな問題となってまいりまして、日本の行政が行う

処分についての国際的な透明性、行政システムを構築するという上で重要

な柱の一つになったものでございます。

それで、具体的なご質問の内容でございます。特に、今ございましたよ

うに、機関委任事務について、この法律が厳格に適用されるということで

ございます。機関委任事務にはどういったものがあるのかということでご
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ざいますが、先ほど議員の方からもございましたように、戸籍法による戸

籍の登録等の手続については当然ございますし、同様に外国人登録の法律

に基づく外国人登録の事務取り扱い等についてもございます。また、生活

保護法の定めるところによりまして、保護の決定及び実施等に関する事務

を行うことも市長の責務となってございます。地方自治法の規定といたし

まして、これら出也方自治法の第148条に定められておるところでござい

まして、別表がそれに伴って地方自治法にございます。この別表第4の中

には、数えてまいりますと、市長が管理、執行しなければならない機関委

任事務が74件に集約されております。それと、市町村長が執行すべき事務

が89件記載されております。教育委員会として処理しなければならない機

関委任事務が10件、選挙管理委員会が機関委任事務として行うのが5件、

農業委員会が行う機関委任事務が6件、合わせまして 189件が地方自治法

の別表第4に定めたところでございます。

まず、第1点の市長が管理、執行するものには、おおむね政令都市ある

いは保健所法その他によりまして保健所を設置する市町村、いわゆる保健

所に関する特定行政庁の長が行うもの等々、おおむね74件の大部分は政令

市に委ねられておるところでございます。

2番目にございます市町村長の規定の中に89件ございますのは、おおむ

ねこれらは本市としてもかかわりを持っておるものであるということでご

ざいます。

それで、先ほど埼玉県の例をお引きいただいたわけでございますが、手

続法にかかわる許認可等の事務につきまして、総務庁の行政管理局行政手

続執行準備室というのが一応ピックアップして示されたものでございます

が、申請に対する処分に関する審査基準を設けなければならないという項

目が、市町村関係で413項目、同様に、それの処分にかかわる標準処理期

間を定めなければならないのが413項目、同数でございますが、これがご

ざいます。そのほかに、不利益処分にかかわる処分基準を定めなければな
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らない項目が494項目というふうに挙げられております。このうち、先ほ

ど申し上げましたように、政令市等々の関係もございます。それらを省い

て、不急不要のものといいますか、余りかかわりのないものを省いてまい

りますと、四日市におきます行政手続法の適用対象項目としては、およそ

200項目数えられるわけでございまして、このうちの半数100項目ほどは既

に各種の法律の中で基準が存在をしております。今まで基準がまだ設定さ

れていないものが残り100項目ございまして、現在、これらについて検討

をし、項目に従って、その基準を定めつつあるものがあるわけでございま

すが、この100項目の中でも、およそ六十数項目につきましては、現在、

独自で設定を対応しなければならないもの、あるいは他の市町村とのかか

わりで、独自では設定ができないもの等々、およそ半々になっておるわけ

でございます。六十数項目、そういったことで、今基準の策定を終わった

ものもございますし、まだ未策定、現在準備中のものもあるわけでござい

ますが、これまでに事例等がなく、あるいは当面本市として対応が急務で

ないというふうなものにつきましても、残り三十数項目があるわけでござ

います。

いずれにしましても、これらのことに関しましては、各部局におきまし

て、当該事務に係る審査基準等の策定作業を行ってきておるところでござ

いまして、今申し上げましたように、およそ 130件、 6割5分程度はこの

基準の策定が終わっております。これは、公表という表現でございますが、

必ずしも、規則でありますとか、例えば条例でありますとか、そういうも

ので公表を義務づけられておるものでございませんで、窓口で明快に対応

ができる形で公表ができるという姿勢で対応が可能でございますので、そ

ういったことで今やっておるわけでございます。

一つの例といたしましては、学校教育法施行令に基づきます学区外通学

の許可の申請があった場合の教育委員会がこれを相当と認めるときの審査

基準等につきましては、住居建築中あるいは転居予定の児童、生徒である
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ことがその基準の要件であるというふうに決められておりまして、これの

標準処理期間としてはおよそ1週間というふうに定めておるのが具体の例

でございます。過去に許認可の例がないものにつきましては、これからお

いおい国、県の指導を受けながら、可能な限り具体的な基準の策定に努め

てまいりたいと思います。

また、この法律の適用除外となっております地方自治体が独自に条例、

規則に基づく許認可事務、例えば市の公共施設の使用許可に関する申請に

対する処分でございます。こういったものにつきましては、この行政手続

法の例に倣って条例または規則等で整備をしなさいということになってお

りますので、これら事務につきましては、まだ県の方も明確に条例化、規

則化というふうなことが表に出てまいっておりませんが、県の指導等も受

けながら、今後、条例または規則等の制度を含めて、必要な措置を講じて

まいりたい。全庁的に作業を進めてまいりたいと考えております。

なお、もう 1点、行政手続法の制定によりまして、現行行われておりま

ず面政事務の中で、行政指導という形の事務の取り扱いにつきましては、

あくまで行政指導につきましては、その行政指導を受ける対象の相手方が

十分その趣旨、内容を理解した上で対応されるべきものというふうになり

ますので、これら行政指導の基準等につきましては、なお一層研究を深め

て、適正な行政が行えるように準備を進めてまいりたいと思っております。

〇議長（伊藤雅敏君） 財政部長。

頃政部長（野呂修君）登壇〕

〇財政部長（野呂 修君） 市民サービスについての2番目、固定資産税

の過誤納金返還制度についてお答え申し上げます。

中森議員からもご紹介がありましたとおり、固定資産税というのは、所

得税など国税のほとんどは申告納税方式になっているんですが、それとは

違いまして、課税する側の市町村長が土地や家屋などを調査した上で課税

するという賦課課税の方式がとられております。このために、納税者が課
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税内容の適否のチェックを個別に行おうとすれば、納税通知書を受け取っ

た段階で、私どもの方にその内容を照会していただくというような形に

なっているわけでございます。したがいまして、このような現行の制度で

は、納税者側にとって不利な措置でございますし、また、行政に対する信

頼の確保でありますとか、公益上の観点からも好ましくないと、こういう

判断から、税法の上では義務づけはしていないんですが、自治省におきま

しては、納税通知書に課税資産の明細書を添付するように、現在市町村に

指導を始めているところでございます。

しかしながら、市内に所在いたします土地や家屋の数は、先ほど中森議

員からもご紹介がありましたが、非常に膨大な数に上っておりますし、近

年、社会のテンポが非常に早くなりまして、家等の変動とか異動、こうい

うものも目立って多くなってきておりますので、限られた調査員の手です

べてを正確に把握するためには、相当の時間が必要になってまいります。

こういう情勢のために、自治省が調査したところによりますと、平成5

年度末現在で、課税資産の明細書を送付している市町村は、現在全国には

3,236の市町村がありますが、その中で 188の団体、率にいたしますと5.8 

％に過ぎない状況になっております。そして、これらの先進自治体では、

課税資産の明細書の送付によりまして、課税の誤りが発見された場合に、

既に納めてしまっている税金の返還を求めることができる期間あるいは手

続、方法、こういうものを定めた要綱などをつくりまして、対応している

市町村が多くなってきております。

現行の地方税法では、既に納められた税金を還付できる期間を5年に制

限しておりますが、これは課税台帳を一定期間縦覧に供して、価格や課税

内容に不服があるときは、現在では審査の申し出ができるという制度があ

りますが、課税が法的に成立していると、それによって成立しているんだ

という考え方に基づくものだ、あるいはまた、市町村の会計上から税額の

安定を早期に決済しておく必要があると、こういう観点から、一定の期間
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を超える税の返還請求に対して時効による消滅を認めているんだというふ

うに解されております。

このような情勢のもとで、四日市市におきましても、課税資産の明細書

の送付につきまして、自治省や三重県の指導をいただきながら、できるだ

け早く実現できるように現在準備を進めておりますので、よろしくこ頂崩！

を賜りたいと思います。

ご質問の中で、第1点目に、課税誤りに伴う年間の還付件数はどのくら

いあるんだというご質問がございました。この数年、大体平均いたします

と年間に約70件ほどございます。そのうち約3割程度が5年の時効を超え

ているような事例ではないかというふうに考えております。しかし、この

中身、どういう誤りかというあたりを見てみますと、大半が家屋を建てか

えられた場合、現在の制度ですと、建てるときには建築確認その他登記等

が行われるんですが、壊すというのはほとんど届けの必要がないというこ

とから、そういう建てかえなんかが行われたときの把握漏れ、これが圧倒

的でございます。しかし、こういう事態でございますが、納税者の方に詳

しくそのあたりの事情等を説明した上でこ理照をいただいているというの

が現状でございますが、こうしたことのないように、今後さらに努力をし

ていきたいというふうに考えております。

それから、ご質問の2点目に、 5年を超える救済制度、これを設けるべ

きではないかということでございます。これにつきましては、課税資産明

細書の送付を実現するときにあわせまして、納税者の側に立った返還の取

り扱いができるように、先進諸都市の実例などを十分考慮に入れながら、

要網の制定などを進めていきたいと、かように考えております。

それから、三つ目のご質問で、課税資産の明細書にはどういう内容、様

式等を書き込むのかということでございますが、これにつきましては、固

定資産別に所在地でありますとか面積、現在の評価額、課税上の特例があ

るのかないのか、税額などを記載することによりまして、納税者が課税内
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容にこ頂照がいただけるような、そういう明細書にしていきたいと考えて

おります。

一方、固定資産税の状況を的確に把握していくというのが、こうした課

税誤りを発生させない一番基本的な手段でございますから、法務局からの

登記の異動通知でありますとか、建築確認申請などにつきまして、関係部

署との連携をより強化するとともに、従来から調査員が実地に現地に出向

きまして確認をしている調査をやっているんですが、そういう調査に加え

＼ まして、新しく航空写真を活用いたしまして、土地、家屋等の異動を把握

しながら、実地確認と合わせて、ミスのないようにしていくというような

手法も導入いたしまして、さらに公平で透明な課税を目指して努力してま

いりたいと、かように考えておりますので、よろしくご理解を賜りたいと

思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 建設部長。

園長（西田喜大君）登壇〕

〇建設部長僅i田喜大君） 道路の整備につきましてお答えいたします。

まず、国道477号の整備状況につきましては、昭和55年度から県事業と

いたしまして着手され、第1工区といたしまして、久保田橋から北勢バイ

パスまで約2.3畑、第2エ区といたしまして、北勢バイパスから（仮称）

高角インターチェンジまでの間、延長約2.4畑、第3工区といたしまして、

（仮称）高角インターチェンジから東名阪自動車道四日市インターチェン

ジまでの間、延長約900mの三つのエ区に分けて計画あるいは事業が施工

されておるところでございます。

まず、第1工区につきましては、生桑橋北詰より東の部分を現在工事中

でありますが、本年度末には暫定断面で供用を開始する予定であります。

また、第2エ区につきましては、神前橋より神前地区市民センターヘの道

路との交差点、市道西坂部高角線でございますが、ほぼこの間につきまし

ては、用地買収を終えておるところでございます。また、平成7年度末に
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は供用暉台の予定でございます。なお、第2工区の全体の完成は平成10年

ごろ、また、第3工区につきましては、平成12年ごろの完成を予定してお

ります。

次に、環状1号線につきましては、千歳町小生線から近鉄湯の山線を高

架橋で渡り、国道477号バイパスまでを現在、測量作業に入るため、地元

協議を行っております。県の方では、今後、六、七年で完成を予定して取

り組んでおるところでございます。

次に、国道365号と県道小牧Ij中塙ぬ交差点改良でございますが、平成

3年度より事業に着手されまして、本年11月末に完成したところでござい

ます。

また、県道四日市鈴鹿環状線の交差点改良につきましては、現在、県の

方で事業化に向けまして測量を行っていただいており、今後、地元の皆様

との協議が整い次第、整備に取り組んでいただく予定になっております。

疇 477号、諏1号線、国筐365号の交差点改良につきましては、市内

の交通渋滞の緩和に大きく寄与するものでございます。今後ともより一層

の事業促進に向けまして、三重県に強く要望してまいるところでございま

す。

最後に、泊触線の三重地区内の整備状況でございますが、平成3年度よ

り、久保田橋から国道365号までの間950mを野田西川原線といたしまして、

平成8年度に供用開始すべく市事業で取り組んでおります。現在、このう

ち540mの区間で工事が完成しており、一部未買収の区間もございますが、

通行可能な区間につきましては、交通安全に十分配慮した上で部分暫定供

用をしたいと考えております。今後とも円滑な事業の進捗に努めてまいり

ますので、よろしくこ理解をお願いいたします。 ． 

〇議長（伊藤雅敏君） 中森慎二君。

〇中森慎二君それぞれご答弁をいただきまして、ありがとうございまし

た。
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まず、 1点目の行政手続法に関する部分でありますが、施行後間もない

法律でありますので、整備状況につきましては、やむを得ない部分も多い

かとは思いますが、法の精神を十分酌み取っていただく中で、早期に十分

な整備をしていただいて、市民の方々に十分ご理解をいただけるような対

応について強く要望しておきたいと思います。

それから、条例化に向かっての話なんですけれども、そういったことも

含めて考えていきたいというご答弁をいただいたわけですけれども、市独

自の条例化の制定に当たっていく中には、四日市独自の業務を再度洗い直

してみる、あるいは、本当に今までの決まりの中にむだがなかったのか、

そういった部分のことも含めて、再認識をしていただく、行政改革そのも

のへの対応というものも大変多く含まれていると私は考えています。

そういった意味で、県の動向等も考慮していただくことも大変重要では

ありますが、そういった部分も含めていきますと、大きな作業量にもなろ

うかと思いますので、早速条例化に向か．っての準備に入っていただいて、

その中で県とのすり合わせも進めていただく、そういったことが重要では

ないかと思いますので、条例化に向かっての決意をぜひ加藤市長の方から

お聞かせいただきたいというふうに思います。

それから、過誤納金返済請求についてでありますけれども、先ほど財政

部長の方から、年間約70件程度請求が出ている、そのうちの3割が5年間

を紹過している請求であったというようなご答弁がございました。先ほど

私もお話をさせていただきましたように、それらの問題については、納税

明細書が平成9年に実施をされると伺っておるんですが、そのタイミング

に合わせて、また多くの問題が発生をしてくるというふうに考えています。

ですから、それまでにはぜひそういった部分の整備、先ほどご答弁の中に

もその意向が入っておりましたので、大変ありがたく思うわけですけれど

も、その要綱の整備に当たって、何年を目途に整備をされるのかという点、

それから、じゃ何年までさかのぼったものを対象としていくのかといった
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ところについて、現時点での考え方で結構でありますので、ぜひもう一度、

財政部長の方からご答弁をいただきたいと思います。

それから、道路問題についてでありますが、建設部長の方から種々こ~

明をいただきました。当初、私、お話を申し上げましたように、新設道路

の部分というのは大変交通渋滞の解消には大きな効果があるということを

申し上げたわけですけれども、今後ともその推進に向かって特段のこ百濾

をいただきたいと思うわけですが、市民の方々からこういうお話をよく伺

うんです。道路はつけていただくというお話は聞くんだけれども、なかな

か工事に着手をしていただけない、また、なかなか完成を見ないというよ

うなお話を聞かせていただいております。確かに用地買収の問題等も含め

て難しい問題はたくさんありますけれども、早期に実施できるような方策

に向かって、特段の配慮をいただくようによろしくお願いいたします。

先ほどの点につきまして、お願いいたします。

〇議長（伊藤雅敏君） 市長。時間が余りありませんので、簡潔に。

〇市長⑰嘩寛嗣君） ご趣旨を踏まえまして、庁舎の内部組織全体につ

いて見直しながら整備していきたいというふうに思っております。

〇議長（伊藤雅敏君） 財政部長。

〇財政部長（野呂修君） 過誤納金の返還に関する要綱の作成につきま

しては、課税資産の明細書を送付する年度の以前には作成していくべきだ

というふうに考えております。

その内容につきましては、現在、先進諸都市188の団体で実施しており

ますが、そういうところがどういう形で実施しているかというようなこと

を現在いろいろ調査をさせていただいておりますが、大体そういう先進諸

都市の実例を見てみますと、おおむね10年程度の上限を設けているという

事例が多く見受けられるように感じております。したがいまして、本市に

おきましても、こうした他市の実情でありますとか、ご提案いただきまし

た趣旨も考慮に入れまして、本市の実情に即した内容とするように考えて
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いきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（伊藤雅敏君） 中森慎二君。

〇中森憤二君 ご答弁ありがとうございました。

そうしますと、過誤納金の返還制度につきましては、おおむね平成8年

度を目途に整備をしていただくというふうに解釈をさせていただきました

けれども、中身につきましても、十分こ百濾をいただいて、ぜひいい要綱

にまとめていただきますように、よろしくお願いしたいと思います。

以上で終わります。ありがとうございました。

〇議長（伊藤雅敏君） 暫時、休憩いたします。

午後2時49分休憩

午後3時5分再開

〇議長（伊藤雅敏君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

水野幹郎君。

〔水野幹郎君登壇〕

〇水野幹郎君傍聴者もほとんどお見えにならない状態の身内の議会にな

りました。少しリラックスをして質問させていただきたいと思います。何

しろきょうの最終になったわけでありまして、最近の市民のニーズという

のは大変多様化をしてまいりました。それを受けて、今議会におきまして

も、活発な質問、要望が出されたところでございます。何はともあれ、こ

の多くのニーズにこたえようと思いますと、財政の充実が一番大切だと、

こんなふうに考えまして、その件に絞って質問をさせていただきたいと思

います。

また、通告を少し欲張りまして、 4番、 5番は次期の質問の機会にさせ

ていただきたい、このことをご理解をいただきたいと思います。

国際都市四日市の構築に向けて（教育・文化・産業・市民交流等総合的

な視野のもとに）ということで、お尋ねいたしたいと思います。
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当市議会におきましても、国際都市四日市形成特別委員会を平成元年に

私は委員長として報告をまとめさせていただいたところであります。国際

交流を積極的に推進するよう提言をいたしたところでございます。近年、

情報通信とか交通手段の飛躍的な発展に伴いまして、国境という枠を超え、

教育、文化、産業、さらには市民交流等、総合的な視野での交流が急速に

進められつつあるところでありまして、今後、地域レベルの国際交流の期

待はますます高まっていくものと考えます。なお、本市の海の玄関、四日

市港を活用した海外へのポートセールス等を積極的に推進することが市民

の多くから望まれているところであります。

この時期に、加藤市長におかれましては、 10月には中国・天津市へ、 11

月にはインドネシアヘと、矢継ぎ早に両国を訪問され、国際交流を通して、

当市の活性化のためにご尽力をしていただいているところ、心から敬意を

表したいと思います。

そこで、この機会にぜひ、これら2カ国の訪問の感想を含めた成果をお

聞かせいただきたいと思います。

次に、平成6年度、 7年度の予算、財政に関連してお尋ねいたします。

平成6年度の歳入状況と財政の確立についてお尋ねいたします。平成6

年度に入ってからは、我が国の経済はバプ）凶蚤済の崩壊の影響に加えまし

て、相次ぐ円高等の影響もあって、総じて低迷を続けており、一部に回復

の兆しを示す動きが見られますが、依然として厳しい状況に直面している

と思います。このような中で、歳入の大勢を占める市税収入が、景気後退、

住民税減税等の影響もあり、その伸びが期待できないように聞いておると

ころでありまして、ちなみに、平成元年度には法人市民税が100億円あっ

たのが、平成6年度の見通しでは50億円、半分に減ったというようなこと

も聞いているわけであります。

以上のような情勢のもとで、平成6年度予算を執行されまして、 4分の

3を経過したところでございます。予算の裏づけとなる歳入の今後の見通
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しと歳出のバランスをいかに保たれるかをお尋ねいたしたいと思います。

次に、平成7年度予算作成に当たってであります。

バプ）培蚤済の崩壊以来、急速な円高は当四日市の地場産業にも深刻な影

響を与えているところであり、また、この夏の猛暑によります異常渇水は、

石油コンビナートの操業率の低下を招きまして、来年度における法人市民

税の伸びは非常に期待ができないのではないかと考えるわけであります。

あわせて、住民税減税が行われ、大変厳しい財政環境が予想されます。一

方、景気は平成6年度より随時緩やかに回復する兆しも見られますが、恐

らくは財政の最大の危機は平成7年度に大きな問題としてのしかかってく

るのではないかと思います。来年度予算をどのように編成するのか、また、

行政改革をいかに実現していくのかにもかかると思います。今、民間企業

では、不況を乗り切るために人員削減や経費の切り詰め等、血のにじむよ

うなリストラの努力をされているところであります。公務員だけが例外と

いうのでは、市民の納得を得られないはずであります。今こそ徹底した行

政改革のさらなる推進を強く求めるところであります。

また、地方自治は今、戦後50年を経過いたしまして、新たな時代を迎え、

大きな転換期にあると言えます。そんな中で、昨年6月の国会において、

地方分権の推進に関する決議や、年内に予定されている地方分権大綱など

に見られるように、国主導で動きが大変急がれているところであります。

本来、これらの問題は、主体は地方自治体自体ではないかと思います。こ

のような観点から、平成7年度、当市としていかに対応されていくのか、

お伺いをいたしたいと思います。

以上のような財政の危機下にある平成7年度予算編成に臨む市長の基本

姿勢についてをお尋ねいたしたいと思います。

次に、公民館活動についてであります。

公民館はどの町にもある最も一般的な公共施設であり、上手に活用すれ

ば地域活性化をするために最も手近な核としての存在を果たせると思いま
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すが、地区市民センタ一方式をとった四日市では、その影響を受け、活動

が埋没しているのではないか、本来の目的を見失っているような気がして

ならないわけであります。利用者の顔ぶれはいつも同じようで、およそ若

者の参加しそうなプログラムなどは見当たらないような状態かと思います。

囲碁や茶道や華道や料理教室のようなカルチャーセンターと化しているよ

うな気がしてなりません。

こうした利用状況は、それぞれで意味があるのであろうが、もともと公

民館が発足した趣旨から大分外れているような気がいたします。本来、趣

味や教養は全く個人的な趣向によって選択されるものであり、公民館の原

点は社会人としての自覚と責任感を持った地域社会の主体的な意識、そし

て自治意識を持つ公民を養うことにあった点から、全く逆行しているので

はないでしょうか。

そこで、公民館活動を活発にするために、私なりにアイデア、方策を考

えてみたわけであります。

施設の長を一般から公募あるいは住民投票によって選出し、地域との結

びつきを強める。 2番目といたしまして、地域活動の活発な団体、事務局

を設置する。例えば、ライオンズクラブの事務局を置く、あるいはまた、

各商店街の事務局を置く等々、常勤のスタッフを配置して、関係団体の相

互交流吋冑報交換ができるようにしたらどうか。 3番目には、生涯学習セ

ンター構想などと関連を持たせながら、活動を推進する。活動の活発なと

ころには予算に差をつけまして、従来の各館均等配分を見直す。 4番目と

いたしましては、午前中は一部休館といたしまして、午後からオープンす

る。現在も四日市でされておりますが、夜間開放、さらには閉館までス

タッフを配置する方法。 5番目としては、どの施設へ行っても設置されて

いる備品は全く似たようなものであり、住民に対しヒャリングをして、

もっと地域のニーズに合ったものを購入したらどうか。 6番目といたしま

して、今の公民館は近隣の施設の取り組みすら知らない状態でありまして、

-165-



各地区市民センター単位で公民館活動成果のコンクールのような幅広い発

表会の機会を持ったらどうか。 7番目といたしまして、公民館の運営会議

を公開いたしまして、一般の市民と申しますか、住民が傍聴できるような

方法をとったらどうか。等々、私なりに考えたところであります。

叫のような卿題を解決する必要から、ぜひ公民館は、もともともGH

Qの肝入りでつくられた近代的市民をつくるための社会人学校でありまし

たが、しかし、その目的は今なお必ずしも達成されているとは言えないと

思います。都市の生んださまざまな問題、教育、高齢化問題、環境問題、

あるいはまた、富田におきましては、まちづくりなど、個人や家庭だけで

は解決できない政治や行政の問題を論議し、解決していくことも公民館活

動の大きな目的であろうと信じるわけであります。政治的、経済的転機の

今、公民館活動について、いま一度原点に戻って見直す時期が来ていると、

こんなふうに思います。こ所見をお伺いいたしたいと思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 市長。

〔市長 (}Ja藤寛嗣君）登壇〕

〇市長 (jJ0藤寛嗣君） 第1点目についてお答えを申し上げます。

帰朝報告のようになりまして大変恐縮でございますが、時間の都合上、

計数的なご説明は省かせていただきますので、あらかじめご了承おきをい

ただいて、お聞き取りをちょうだいいたしたいというふうに思います。

今回の訪問でございますが、これは10月と11月下旬に中国及びインドネシ

ア両国をそれぞれ1週間程度訪問したわけであります。中国の訪問は元来

4月にやる予定でございました。残念ながら、前川村議長の突然のご不幸

で、延期せざるを得ないということになりまして、延期をいたしておりま

して、双方の都合がついたのが今年の秋の暮れであったと、こういう状況

でございます。したがいまして、これは1980年に天津と友好都市提携を結

んだわけでありますが、当時の市長さん、胡啓立さんでありますが、そし

て、さらに前の天津市の市長さん、現在では天津市の人代の議長さんであ
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りますが、羅璧初さん、このお二人に当市から特別名誉市民章を差し上げ

るということになっておりましたので、それを実施し、かつ現市長の張立

昌さんにお目にかかって、今後のお互いの交流を深めていきたいというこ

とと同時に、天津市四日市市友好都市提携15周年を迎えまして、そのイベ

ントをどういうふうにするかということについて、打ち合せをしようとい

うのが、その主たる目的でございます。同時に、実は博物館の行事として、

中国の歴史の原点とも言うべき、西安市を訪れまして、西安の兵馬桶坑あ

るいは博物館の視察をさせていただきました。

したがいまして、私は、中国で天津市の皆さん方にお目にかかり、ただ

いま申し上げました特別名誉市民章をお渡ししたことと、さらに、今四日

市港で考えていますFAZの中身につきまして、天津市さんの方にも、ひ

とつぜひご協力をいただきたいというお願いをいたしてまいりました。同

時に、四日市港の振興のためもありまして、天津海運公司をお訪ねをして、

その責任者の方とお話し合いをさせていただいた。いずれも、それぞれの

目的を十分にとは申せませんが、それなりに達成をすることができたとい

うふうに思っております。

なお、西安に参りまして、天津市や、あるいは中国の博物館から価値の

ある何らかの展示物をお借りはできないかというふうに思いまして、申し

上げましたが、これは今後の課題ということになっておりますので、今後

とも努力を続けてまいりたいというふうに思っております。

西安へお邪魔をしたときには、主として映西省の職員の方々がご対応を

いただきました。映西省の方は、環境問題で今大変苦しんでおる。四日市

は環境問題について随分努力をしているので、自分たちもひとつ面倒を見

てほしいと、こういう申し入れをいただきまして、私の方もいろいろ調査

をいたしましたが、これはICETTの協力がなければなかなか難しいこ

とではないかということで、 ICETTと協議をして、お助けをする手段

がないものかということを探りました。同時に、映西省の方からは、ちょ
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うど京都市の平安建都1200年祭に参加をされておられました映西省の人民

代表の副議長さんがおいでになられておられましたが、予定を変更されて

当市へおいでになられまして、強いご要請を受けました。これについて、

私どもはできるだけ対応を今後ICETTと協力をして進めていくという

ことでご了解をいただいたのでございます。

以上が大体、非常にはしょった報告で恐縮ですが、中国訪問の報告とさ

せていただきます。

なお、インドネシアでございますが、これは実はICETTができた直

後に、 ICETTの目的は途上国の環境テクノクラートの研修ということ

が、 ICETTの主目的になっております。したがいまして、私は途上国

を訪ねようということで、約4年ぐらい前だったと思うのですが、シンガ

ポール、インドネシア、タイ等をお訪ねいたしました。当時、インドネシ

アにおきましては、科学技術応用庁の次官をされておりましたワルディマ

ンさんという方にお目にかかりましたが、大変熱心に私どもの話を聞いて

いただきました。以後、今日まで、研修生としてお国からこちらへ来てい

ただいた数は、 ICETTの中でも一番多い、非常に熱心に取り組んでお

られるところでございます。

そのようなことを踏まえまして、一遍インドネシアの実態を知りたいな、

そして、できれは私は、インドネシアという国は、発展途上国の中でも優

れて経済開発あるいはそういった面で進んだ国でございます。先だってA

PECがインドネシアのジャカルタで行われた直後でありましたが、 AP

ECの中でもその指導性を発揮をされるであろうという国でございます。

したがいまして、そのインドネシアからの研修生が非常にたくさん来てお

るということで、そのお礼も兼ねまして、お邪魔をいたしたのでございま

すが、ちょうど当時のワルディマン次官は、今文部大臣をしていらっしゃ

いますが、ワルディマン次官にもお目にかかることができました。もちろ

ん、その前に、当初から関係をいたしておりますJIFですが、ジャパン
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・インドネシア・フォーラム、そういう団体が財団で日本にできておりま

して、これがジャカルタに常駐をいたしております。したがって、ここを

通じていろいろ連携を図っておりまして、お陰さまで今申しましたように、

文部大臣にもお目にかかることができました。

このインドネシアの実情は、先ほどちょっと申し上げましたが、 APE

Cの中でも先進国の中に入るのではないかというふうに思われております。

そして、インドネシアからは、パレンバン、グレシック、スラバヤ等々か

ら研修生がたくさん来ておりまして、いずれの研修生も四日市と都市提携

をしないかというような申し入れを受けております。したがいまして、実

情を一遍調査をしようと思ってまいりました。大臣にお目にかかる前に、

大使館の公使をお訪ねいたしまして、神長さんという方でございますが、

神長さんのご意見もちょうだいいたしました。 「そりゃ市長、スラバヤが

いいよ」と。 「今四日市がおやりになるなら、スラバヤがいいんじゃない

か」というアドバイスもちょうだいいたしました。そこで、私どもは、ス

ラバヤヘ行ってみたわけであります。

スラバヤは、港を持っております。ちょっと今、その名前がややここしい

ので、資料を見ないとわかりませんが、この港のスケールが非常に大きい。

施設、設備等は四日市港とほぼ同じぐらい、面積からいいますと、コンテ

ナヤードははるかに向こうの方が大きいという実態でございます。残念な

がら、水深が10mからllmぐらいしかございませんので、その点、大きな

コンテナ船は入らないということから、スラバヤの方では、輸出入貨物は

全部シンガポー）レヽ送っております。そして、シンガポールから諸外国へ

出ておる。オーストラリアの輸出貨物の一部、あるいはすぐそばにありま

す木材の大変たくさん出るところでありますが、カリマンタン島という島

がございます。昔のボルネオ島でございます。ここからの荷物も、大体イ

ンドネシア国内の荷物はスラバヤ港に集まって、スラバヤからシンガポー

ルヘ送られていると、こういう実態がございますが、港のスケール、規模

-169-



からいって、私は、四日市港にまさるとも劣らないのではないだろうか。

今はメインポートにはなっておりませんが、将来性というものが大変ある

というふうに見て帰ってまいりました。

そういった意味で、私はやはりスラバヤと提携をしていくのが一番いい

のかなというふうに思っておりますけれども、この都市提携については、

平等互恵ということが前提でございます。熱心に言ってお見えになるパレ

ンバン、あるいはグレシック等の様子を聞いてみますと、どうも一方的に

経済的な支援を頼むぞというようなお話がございまして、ちょっと荷が重

過ぎるのではないだろうかなという感じが私はいたしております。そう

いった意味で、私はスラバヤ港との提携の可能性を探りたいというふうに

思っておりますが、それも急激な提携ということではなくて、双方が今の

環境技術だけでなしに、いろんな文化あるいはまちづくり等々、広範な提

携をしていくことが一番好ましいと思いますので、私は徐々に緩やかな交

流を深めながら、それを実現に持っていきたいなというふうに思っており

ます。

スラバヤは現在、東ジャワ州というところにあるんですが、東ジャワ州

は大阪府と提携をいたしております。スラバヤ市は外国の都市では、アメ

リカのシアトル、韓国の釜山と提携をしているということでございますか

ら、非常にいいところをスラバヤ市は見ているなという感じが私はいたし

ました。そういった意味で、これから徐々にインドネシアとの交流は深め

ていくであろう。経済投資なんか見ておりますと、インドネシアの経済投

資は、諸外国の中でも、日本がすぐれて一番でありますし、さらに、イン

ドネシアから輸出され、あるいはインドネシアに輸入される物資の中でも

一番多いのが日本でございます。そういった意味で、日本との関係は非常

に深いというところがありますので、私はそういう方向で今後努力をして

いきたいなというふうに考えて帰ってきたところでございます。

いずれ詳しくは、また別の機会にご報告をさせていただきたいと存じま
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すが、以上で両国訪問のこ報告とさせていただきたいというふうに思いま

す。

それから、平成7年度予算に関しまして、ご質問がございました。平成

7年度の状況でありますが、ご承知のように、平成6年3月現在の状況を

見ておりますと、景気はなかなか低迷状況にあるようでございまして、そ

の回復はなかなか難しい。一部新聞等によりますと、景気の回復がだんだ

ん見えてきたということが書いてございますし、基礎産業部門においては、

それがだんだんはっきりしてきているというふうに受け取っておるところ

でありますけれども、今日、必ずしも実感としてそういう実態が私どもの

方に感じられるところまでは、残念ながらいっていないというのが実態で

ございます。

そこで、経済企画庁の発表でございますが、この景気の後退というのは

大体30カ月続いておる。第2次石油危機のときには36カ月で、 2番目の長

さであるということでありますが、かすかにその回復の兆しが見え始めた

のではないかというふうに思っております。しかし、本年度の住民税の特

月9馘税、あるいば径済対策の3期の追加というものが非常に大きく影響を

与えておりまして、なかなか苦しい実情に置かれていることも事実でござ

います。同時に、夏の渇水等もございました。したがって、私は大きく伸

びていくということは、期待できないというふうに思っております。特に、

固定資産税については、土地の評価がえが行われたわけでありますが、全

体としては前年度に比べ4％程度の増収にとどまる。個人市民税につきま

しては、特別減税あるいはそういったような影響で二十数億円の減収であ

る。法人市民税は先ほどお話がありましたように、平成元年度は104億円

あったんですが、その半分にまで落ち込んできておるというような状況で

ございます。その財源不足をどうするかといいますと、減税補てん債、そ

れから減収補てん債などの借金で賄えということでございますので、非常

に苦しい運営をせざるを得ないというふうに思っております。前倒し減税
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及び前年度における3次の総合経済対策の繰越事業がまだございます。こ

れらの影響によりまして、資金が逼迫することも予測をされますが、今議

会におきまして、一般会計で50億円、特別会計で6億円の一時借入金の最

高額の追加をお願い申し上げたいと思ってご提案させていただいておるの

はご承知のとおりでございます。

こういうような状況でございますから、国、県の補助金の収入について

も、これを早くこちらへ回していただくように、各部を今、督励をいたし

ておるところでございます。議会が終わりましたら、早速本省と交渉に入

りたい、陳情に行ってまいりたいというふうに思っておるところでござい

ます。

また、来年度一般会計予算の規模は、大体私は、全体からいって、規模

が落ち込むことのないようにしたいとは思っておりますけれども、国の方

では、来年度一般会計予算の規模を40年ぶりに縮小するということであり

ますから、大変厳しい行財政運営をせざるを得ないということでございま

す。したがいまして、私は、事業規模につきましては、今申し上げました

ように、できるだけ前年度を落ち込まないように、取り計らってまいる所

存でありますが、一方で、行政改革というものをぜひ実現していきたいと

いうふうに思います。そのためには、事業の必要度をしっかり踏まえて、

予算編成に臨みたいというふうに考えておる次第でございます。

以上で私にご質問のありました2点について、ご答弁をさせていただき

ました。

〇議長（伊藤雅敏君） 教育長。

〔教育長田羽武君）登壇〕

〇教育長伎院l武君） 先ほどは公民館活動のあり方についていろいろ

と問題点を挙げられまして、示唆に富んだご発言をいただきまして、あり

がとうございました。

本市における公民館活動でございますが、既にご承知のように、本市の
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公民館というのは、よその市とは違いまして、いわゆる独立した公民館と

いうものを建てて、そしてそれを運営するというのとは異なりまして、市

の行政である出張所と、そういった性格を持った公民館とを合わせ持った、

いわゆる地区市民センターの構想で出発を、昭和53年からしてきておると

いう実情でございます。

従来の公民館活動は、学級あるいは講座といったようなものを中心とし

て運営しておるわけでございますが、現在では、学習をそういったところ

でするというだけにとどまらずに、そういったところで得た成果をさらに

地域活動に結びつけていこうと、こういうことをねらっていく方向が四日

市においても多くあらわれてきておるというふうに感じております。この

ことは、社会教育活動本来の目的であります学習を続ける営みから生まれ

てくる、いわゆる人づくりから、さらには住みよいまちづくりといった方

面にまで結びついていった成果が徐々にではありますが、各センターで出

てきておるのではないかなというふうにも思っておるところでございます。

しかし、地区市民センターの利用状況等を見ておりますと、人的にも内

容的にもただいまご発言がございましたように、若者が参加できそうなプ

ログラムがないとか、いろいろなそういった問題が出てきておることも事

実でございまして、今後いかにそういった若者をもまるめ込んだ、いわゆ

るプログラムをどうやってつくっていくか、どう運営していくかも大きな

問題になってきておるというふうにも承知しております。

また、ご指摘の囲碁とか、あるいは茶道、華道といったような、そうい

ぅ、いわゆるカルチャー化してきておるのではないかというご指摘もござ

いましたが、基本的には、個々人の趣味とか、あるいは教養をつけていく

ということもそれぞれの人にとっては一つの生きがいにも通じていく面が

あるわけで、そういったような観点からすれば、やはり必要な一面かとう

かがいます。しかしながら、いわゆる町で行われているカルチャー活動と

は違いまして、公民館活動におけるこういったものについては、ただ学ん
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で、その人が満足をしていくというだけのものではなしに、さらにそういっ

た活動の中で得られた多くの仲間づくりであるとか、あるいは先ほども申

しましたような地域づくりにまでそれを広げていっていただくというとこ

ろが大切かと思っております。先ほどから言っておるように、住民がそう

いうセンターでの活動、学習を続けていくという営みの中で、人づくりか

ら地域づくりへというふうに、これからも我々は努力を続けていきたいと

いうふうに思っているところであります。

こうした公民館活動というものをより多く市民の方々に理解していただ

くために、毎年2月に「人づくり・まちづくりフォーラム」．という催しを

開いておるのでございますが、本年度は、内容を変えまして、 23地区市民

センターが持っておるいろんな活動からくる意見発表とか、あるいは学習

成果をその場で発表していただくといったような、そういうものにしてい

きたいというふうにも思っておるところでございます。

生涯学習を推進していくという立場と、地域社会づくりの観点といった

ようなことから、地区市民センターが十分に機能を果たしているのかとい

うことにつきましては、ただいま議員からご指摘がございましたように、

公民館活動をより一層活発にするためにいろいろなアイデアとか方策と

いったようなご提案をいただいておったわけでございますが、我々もいま

一度、こういった活動については原点に戻って、公民館活動を見直すとい

うことにつきまして、現在、市民部とも共同いたしまして、それらの点に

ついて、本年度から2カ年計画で、この調査研究を開始したところでござ

いまして、その成果をもとにして、ただいまもございました生涯学習の実

践の場としてのセンター活動との関連性あるいは運営、あるいは指導者の

配置といったようなこと等につきましても、センターにおける公民館活動

という視野を持ちまして、今後十分検討を重ねていきたいというふうに

思っておりますので、何とぞこ理解を賜りますとともに、今後もまたこう

いった点について、何かとご指導、こ鞭撻をいただければ幸いかと思って
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おるところでございますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 水野幹郎君。

〇水野幹郎君 まだ答弁漏れもあるようでございます。まず、地方分権に

ついてどのようにされるかということで、私も三重大の教授が今アンケー

トをとっている、これを示しながら、対応をどうするかということを尋ね

ているわけでございますので、この辺もはっきりひとつお願いをしたいと

思います。

それと、市長から大変詳しくご報告をいただきました。一つには、 IC

ETTが特に東南アジア、世界から注目をされている。これはICETT

をつくるときに、栗本さんが市長公室長でございまして、企業に県と一緒

に寄附を回られるときに、恐らくこれは四日市の将来の文化という面で評

価をされるときが来るだろうと、これを持って各企業に寄附を求められた

らどうかと、こんな提言をしたことがございます。わずかな間に、 ICE

TTの非常な努力によって成果が実りつつある。このことは大変今の市長

のお話の中から伺って喜んでいるわけであります。

もう一つ、市長のお話の中で、中国・天津の貿易の問題が出てこなかっ

たんですが、なかなかー朝ータにはいかないと思いますが、何か四日市港

が使いにくいのか、設備の問題なのか、管理の問題なのか、あるようにも

思うわけでありますが、ぜひ天津市との貿易の拡大ということを私ども多

く期待をいたしておりますので、この場ではお話ができにくいかもわかり

ませんが、積極的に今後とも続けていただきたい、こういうことを要望し

ておきたいと思います。

それから、インドネシアでございますが、お話を伺いますと、都市提携

を大即胡待をいたしていたんですが、いろんな問題があると、引き続き、

ぜひひとつご努力をいただきたい、こんなふうに思います。

それから、行政改革ですが、事務改善にとどまらず、これからは積極的

に進めていただきたい。特に、行政改革という言葉の中に全部埋まってし
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まうのかもしれませんが、滞納分の積極的なる徴収と申しますか、これに

も大きく努力をしていただきたいし、これから市営住宅などもまた建設が

出てこようかと思いますが、現在入居してみえる方で市営住宅の入居基準

から外れる、収入の多くなってきた方たちに対しましても、やはりぼつぼ

つと次の収入の少ない方に譲っていただく、ただつくって増やすというこ

とでなく、中身をぜひ濃くしていただきたいなと思います。さらには、勤

労者のための持ち家制度、住宅制度、これをしっかり確立することによっ

て、財政の充実につながると思っておりますので、この辺もあわせて進め

ていただきたいと思います。

以上のような観点から、来年度の予算に向けて、収入は大変減ってくる

と思いますが、より効率的な運用を図っていただきたい、このことをお願

い申し上げたいと思います。

先ほど答弁漏れの件につきましては、もう一度ご答弁をお願いいたしま

す。

〇議長（伊藤雅敏君） 市長。

〇市長 (:JJ0藤寛嗣君） 大変失礼しました。地方分権についてお尋ねがあ

りましたが、私は、地方分権についてお答えをしておりません。実は、別

に意図的にお答えをしなかったわけではなくて、忘れたので、お許しを賜

りたいと思います。

地方分権につきましては、現在、国の方でその方針を決めようといたし

ておりまして、市長会あるいは知事会等にいろいろな形で諮問が来ており

ます。ただ、国が考えておりますのは、現行の都道府県制度をもとにした

地方分権ということでございます。したがいまして、分権の中身を見てみ

ますと、おおむね県に対する国の権限委譲ということが中心になるようで

ありますし、その財源としましては、例の地方消費税の一部を都道府県に

与えるという姿勢でございまして、直接どうも末端自治体を対象にした分

権というのは、若干形が違っているのではないだろうかなと、そういう考
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え方を私どもは持っております。

したがいまして、国の制度がどうなろうと、私はそれぞれの自治体はそ

れぞれの自治体の特色を生かしたまちづくりに向かって努力すべきではな

いだろうか。生かす方法が、今度は県を中心にした方向にならざるを得な

いのかなという感じがいたしております。したがいまして、県との折衝等

をもっと深くやっていくべきかなという感じがいたしておるところでござ

います。中に、将来導入が予定されております中核都市制度などというよ

うな制度もあるようでございますから、早くこの中核都市として四日市が

認められるような方向づけを、さしあたってはやっていくべきではないか

と、こういうふうに考えておる次第でございますので、そのような方向に

向かって皆さんともども力を合わせて進んでまいりたいなというふうに

思っておりますので、この上ともご指導あるいはご支援のほどよろしくお

願いを申し上げまして、ご答弁とさせていただきます。失礼いたしました。

〇議長（伊藤雅敏君） 時間が参りましたので、水野幹郎君の一般質問は

この程度にとどめさせていただきます。

〇議長（伊藤雅敏君） 本日はこの程度にとどめることにいたします。

次回は明日午前10時から会議を開きます。

本日はこれをもって散会いたします。こ苦労さまでした。

午後3時56分散会
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会 議 録

第 4 日

（平成6年12月8日）



、.＂’‘ 

〇 議事日程第4号

平成6年12月8日（木） 午前10時開議

第1 一般質問

第2 議案第 102号ないし議案第 127号 …………… 質疑・委員会付託
第3 議案第 128号ないし議案第 137号 …………………… 説明・質疑

委員会付託

議 128号平成6年度四日市市一般会計補正予算償靱号）

議 12四平成6年度四日市市国民健康保険特別会計補正予

算償粒号）

議案第 13喝平成6年度四日市市公共下水道特別会計補正予算

002号）

議 131号平成6年度四日市市土地区画整理事業特別会計補

正予算 003号）

議 132号四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関す

る条例の一部改正について

議 133号四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関

する条例の一部改正について

議 134号四日市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関

する条例の一部改正について

議 135号 四日市市職員給与条例の一部改正について

議 136号四日市市税条例の一部改正について

議 137号工事請負契約の締結について

ー西伊倉町市営住宅建替 (II期）工事一

〇出席議員 (36名）

小井道夫

石川勝彦
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都市計画部長

建設部長

下水道部長

消防長

病院事務長

水道事業管理者

実

大

夫

隆

一

悟

喜

幹

淳

橋

田

田

村

口

田

大

西

岡

島

谷

鎌

教育長 丹羽 武

代表監査委員 栗本春樹

0出席事務局職員

事務局長

参事兼議事課長

議事課長補佐

議事係長

主事

主事

長筍,,昭彦
伊藤千秋

玉田耕士

井上紀久夫

濱田信二

芝田敏樹

午前10時1分開議

〇副議長環田忠正君） おはようございます。伊藤議長に代わりまして

議長の職務を行いますので、よろしくお願いいたします。

これより本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員数は34名であります。

本日の議事につきましては、お手元に配付いたしました議事日程第4号

により取り進めますので、よろしくお願いいたします。
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日程第1 一般質問

〇副議長償曲忠正君） 日程第1、これより一般質問を昨日に引き続き

行います。

順次発言を許します。

森真寿朗君。

〔森真寿朗君登壇〕

0森真寿朗君おはようございます。連日大変ご苦労さまでございます。

通告に従いまして質問をさせていただきます。

まず、女性の地位向上対策の、今回は特に農村女性の地位向上について

であります。

私は、我が党の政策の一つの柱である女性の地位向上と窓口設置問題に

ついて、 10年以上前から、何度もこの壇上から質問をさせていただきまし

たが、昨年より、その第一歩として、女性課窓口が設置され、本年はその

窓口も新しい場所で立派に完成され、今日では新しい女性施策が次々と研

究を重ねられ、その上に立って、新しい行政活動が展開され、実効を上げ、

女性市民から評価されておりますことに対し敬意を表します。地位向上の

本当の成果は、すぐ成果として出るものではありません。今日の1日1日

の行政活動が必ず将来、大きな花が咲き、市政全般の大きな発展の力とな

るものと確信をいたしております。

そこで、今回は農村地域の女性の地位向上について、お伺いをいたしま

す。

村づくり、まちづくり、ふるさとづくりと叫ばれて久しいわけですが、

その中で、女性の参加が進んだ地域ほど、村づくり、まちづくりが成功し

ている実態が報告をされております。本市においても、まちづくりはもち

ろんのこと、新たに平成4年の新農政に基づき、県では農業経営基盤の強

化に関する基本方針が既に打ち立てられております。本年度中には四日市

市の農業経営の基盤の強化促進に関する基本となる構想を打ち立て、その
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実行を進めなければなりません。実行に当たり、女性の参加、地位向上が

不可欠となってまいります。しかし、市民の議会である市議会への女性参

加もまだまだでございますが、農民の議会である農業委員会への参加は皆

無であり、女性の農業委員の実現をと耳にする今日でございます。現状で

は大変困難な問題があり、本当に困難を打開しなければならないと言わざ

るを得ない実態であります。

また、農村地域の生活環境整備、農産物の生産販売についても、最近は

生産者の顔が見える販売活動、逆に消費者の顔が見える生産活動等、いず

れも女性の参加が条件となってまいります。

そこで、 3点ほどお伺いをいたします。

第1に、農業委員会、農政審議会等への女性進出指導についても、農林

水産部の行政では限界があり、女性課の女性問題対策とタイアップをしな

がら進める必要を感じるわけでございますが、その取り組みについて、今

日までの経過をお尋ねいたしたいと思います。

第2に、生産活動と消費活動について、農産物の消費活動は大半が女性

であります。しかし、従来は農林水産部と商工部の指導が中心であったか

と思います。今後はさきに申し上げたように、消費者のニーズの変革によ

り、農村女性の地位向上と進出が必須条件となってまいりますが、今後の

取り組みについてのこ所見をお伺いいたします。

第3に、農村の生活環境整備、これには女性の力が大きく期待をされま

すが、期待される女性の意識なり、地位向上への指導なり学習についても、

こ所見をお伺いいたします。

次に、昨日も市長の海外報告でございましたように、国際交流あるいは

揺、こういったものが大麟要な疇となっております。今回は、この

国際交流の小中学校の関係についてでございます。国際化の時代と言われ

てから、もう随分たちますが、さて、国際化とは何かということになりま

すと、大変定義づけも非常に難しいことであります。日本は国際社会の一
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員であること、我々とは違った考え方とか、風習、文化の中で生活する国、

人が存在し、そのことを理解することも国際化の中に生きる姿勢として大

事なことではなかろうかと考えるところでございます。

では、そのためにはどうしたらよいのか。その近道は国際交流ではない

でしょうか。 咤i聞は一見にしかず」というように、自分の目で確かめ、

肌で感ずることは、極めて有意義であります。今日、少子化社会にあって、

21世紀を担う貴重な人材育成のためにも重要なことであります。こうした

ことから、中高年者が生涯の思い出として1回の海外旅行をする、これも

確かに有意義でありますけれども、 「鉄は熱いうちに打て」というように、

子供のうちから海外体験をさせる、あるいは外国人との交流を進めること

が、子供のためであり、国際化を進めるために効果があるとする観点から、

お伺いをいたします。

第1点目は、町を歩いていて、外国人に話しかけられると逃げるといっ

た話を聞きますが、これでは国際化とはとても言えません。本市でも、ロ

ングビーチから先生を招き、交流を進められておりますが、もっともっと

枠を広げ、米国、中国と、小中学校の交流の拡大について、また、今回西

陵中学校の絵画、書道、写真等、交換交流の促進について進められており

ますけれども、教育長はこれについてどうお考えか、お伺いをいたします。

第2点目には、海外体験でありますが、来年は天津市との友好都市提携

15周年に当たります。市長はたしか、この中で国際交流を考えていきたい、

こういう発言があったかと思いますが、ぜひ小中学校の海外体験の実現に

ついての現在の計画等をお伺いしたいと思いますので、よろしくご答弁を

お願いし、第1回目の質問といたします。

〇副議長償曲忠正君） 市民部長。

〔市民部長（小畑廣次君）登壇〕

〇市民部長（小畑廣次君） 第1点目の女性の地位向上について、特に農

業政策の中における女性の地位向上について3点ほど触れられたわけでご
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ざいますが、女性政策を担当しております私の方から、総合的に市全体の

女性地位向上の観点から、答弁をさせていただきたいと思います。

女性の地位向上は、申すまでもなく、女性施策の中での最大の課題であ

ると認識をしております。女性課誕生以来、現在までさまざまな事業や調

査活動を行ってきているところでございます。

農村女性の活動の一環を申し上げますと、今年の3月に市内の18の女性

団体、グループが横に並びまして、 「女性の集い四日市」というのを企画

いたしたところでございます。そのメンバーとして、 JAの女性部、さら

にまた、農村女性が中心となって活動していただいております生活改善グ

ループの皆さんの自発的な参加によりまして、農村女性の地についた力強

いエネルギーをこの催し物の中で発揮していただいたことも報告をしたい

と思います。農村社会における旧態依然とした男性上位に対する不満の声

も、この企画の中でも言われているところでございますが、機械化による

農業近代化が進みましたが、家庭経営という中で、女性が家事あるいは育

児、介護を担う、農業に従事しているにもかかわらず、その労に報いるこ

とが少ないことも現状でございます。

ご質問の中にありましたように、農業委員会の委員につきましても、 37

名見えるわけでございますが、全員男性というのが実情でございます。し

かし、この委員さんは市議会議員と同じように公職選挙法に準じて選出を

されるということでございますので、具体的に行政が介入ということには

ならない、こう思っているところでございますが、農政にとって重要な意

思決定の場でありますこの場に、男性とともに農業の担い手としての重要

な役割を果たしている女性の参画がされることは好ましいことだと思って

いるところでございます。市の中におきましても、女性の登用につきまし

ては、審議会あるいはまた、各種委員の女性委員の登用は現在10.6％とい

うことでまだまだ低い状況にあります。その中で、女性課の一つの大きな

目標といたしましては、 21世紀に向けての女性施策プランの中で、特に審
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議会や地域リーダーヘの女性の登用をいかにアップさせるかということを

大きな柱として調査研究をしておるところでございまして、昨日も申し上

げましたように、 12月の末には一つの方向が出てくるのではないかなと

思っているところでございます。女性委員登用のための人材養成を目的に

絞った女性自治セミナーも現在、開設をしているところでございます。

女性の地位確立につきましては、特に女性の多くを占めている農村女性

の地位向上が不可欠だと思っております。今後さらに、農村女性を視野に

入れた、質問にありましたように、派遣事業や生産者である農村婦人と、

消費者としての農村以外の女性との交流の場を、あるいはまた、これも質

問の中にありましたように、農林サイドだけではなくて、福祉サイドも含

めた消費者という形の中で、農村女性の地位向上のために息の長い事業に

はなると思いますが、精いっぱい努力をいたしたい、かように考えており

ますので、ご了解を願いたいと思います。

〇副議長償曲忠正君） 教育長。

〔教育長伊｝羽武君）登壇〕

〇教育長伎卜羽武君） ただいまご質問がございました小中学校におけ

る国際交流の現状であるとか、あるいはこういった生徒の海外派遣等を含

めたご質問に対してお答えを申し上げたいと存じます。

既にご承知のことかと存じますが、本市におきましては、姉妹都市であ

るロングビーチ市などから、現在7名の英語指導員を招いて、それぞれが

3校を受け持っていただき、市内すべての中学校で英語の授業はもちろん

のこと、教科外でも、例えばクラプ活動であるとか、あるいは学校行事等

に積極的に参加してもらっております。そういった交流を重ねる中で、子

供たちが英n指導員と直接触れ合うことを通しまして、英語によるコミュ

ニケーション活動をより活発に行えるように次第になってきたかと存じて

おります。

先ほどご指摘のように、ややもすれば閉鎖的な日本人の国民性といった
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ようなものもございまして、外国人ということだけで、どちらかというと

避けようとする風習といいますか、国民性がございますが、そうしたこと

についても、こうした外国人教師に接することによりまして、子供たちも

次第に異文化に対しての理解を深めるなどして、国際交流の成果を上げて

きておるところでございます。

また、国際理解を推進する拠点校として、小学校で2校、中学校で3校

を国際理解教育推進校に指定いたしまして、それぞれの学校が特色を持っ

た国際理解教育に現在も取り組んでもらっているところでございます。

ただいまご発言のございました西陵中学校と天津市の第二南開中学校と

の交流も、そうした一つでございます。この西陵中学校の国際交流につき

ましては、西陵中からは手づくりのTシャツであるとか、あるいは学校紹

介の写真、南開中学校からは、生徒の書道あるいは絵などのプレゼントを

交換し合っております。まさしく中学生らしい国際交流の姿という印象を

受けておるところでございます。つい先日も、西陵中学校の全生徒により

まして、文化祭の作品として日中友好というものをテーマにした壁画を作

成し、これを両校のかけ橋として南開中学校へ送る予定だと聞いておりま

す。これらの交流活動は、日常の学校教育活動を通じての生徒の主体的な

取り組みでございまして、非常に意義あることと考えている次第でござい

ます。

今申し上げましたような国際交流の活動が市内の小中学校により広がる

よう、教職員対象の国際理解教育講座といったようなものも設けて、そこ

でその推進を図っているところでもございます。

今後の小中学校における国際交流への取り組みといたしましては、議員

のお考えのように、国際感覚を身につけた、豊かな心を持つ子供の育成を

目指し、より一層、指導の充実を図ってまいりたいと考えております。来

年、中国天津市との友好都市提携15周年記念事業の一つとして、本市では

中学生を対象とした少年訪中団について、先方と協議中でございまして、

-188-

教育委員会といたしましても、この事業は本市の中学生にとって、 21世紀

に向け飛躍的な成長をしている中国を通して異文化を理解する絶好の機会

と考え、その実現に今後も努力を重ねてまいりたいというふうに存じてお

ります。

いずれにいたしましても、今後ますます進展していきます国際化社会の

中で、世界に目を向けて生きる子供たちを育成することは重要なことであ

ると認識しておりまして、従前にも増して、本市の学校教育の重点課題の

一つとして取り組んでまいる所存でございますので、何とぞこ理解を賜り

たいと存じます。

〇副議長環田忠正君） 森真寿朗君。

0森真寿朗君市民部長の方から、相当農村女性をこ理解いただいてお

るご答弁をいただいたわけでございますけれども、それから、農林水産部

とのいろいろ連携を取りながら、今後さらに進めていきたい、こう答弁が

ございました。まさにそのとおりでございます。

ひとつここに、連日の女性の活躍が報道されております。女性の目から

見た農村を話し合うということで、過日、 「女性の村づくりフォーラム」

というのが、 21世紀村づくり塾主催で東京で開催をされております。この

中で、相当高度なパネルディスカッションが行われ、有名人を解説委員に

招いて、全国の農家の女性の代表に集まっていただいて、盛会に開催をさ

れたと、こういうことでございます。また、農村女性の将来の育成のため

にも農業高校の生徒を招いて、そのメッセージを発表されたと、こういっ

たことが報道されております。

こういった全国の農業婦人の全国的な会議なり学習会なり交流会が、絶

えず本市にも参っておろうかと思います。こういったところについても、

今後市民部にこういった要請はなかなか来ないと思います。農林水産部に

ほとんど来るのではないかと思います。こういったときの処理方法につい

て、これからは女性課が窓口になって、農林水産部と十分連携を取りなが
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ら、こういった交流にも積極的に参加をいただく、このことが農村女性の

地位向上なり進出をし、地域での活躍をし、先ほど答弁がありましたよう

に、いろんな委員会への積極的な参加を喚起するのではなかろうかと考え

るところでございます。したがいまして、この点について、農林水産部長

の方からも、ひとつこういった立場で農村女性の地位を向上させると、こ

ういうことで、十分連携をとってやっていただけるかどうか、これについ

ての確認をしておきたいと思います。

それから、先ほど教育長からご答弁をいただいたわけでございますけれ

ども、きょうこのごろ、連日報道されております西尾市のいじめ事件等、

暗いニュースの中で、我が四日市の西陵中学校の明るいニュースについて、

こ理解をいただいて、多大のご協力をいただきたいと思うわけでございま

す。西陵中の国際感覚豊かな生徒を育てようと、日中友好のかけ橋にとい

う大きな目標で、天津市の第二南開中学校と交流が過去から進められてき

たわけでございます。答弁にもございましたように、今回、巨大壁画を贈

る交流計画が紙上で発表され、以前から、手づくりのTシャッ、学校紹介

の写真、その他プレゼント交流が行われてきたわけでございますけれども、

この費用は大変なものだと思います。学校では、 PTAの皆さん方等に多

大の協力を得て、現在までこの活動を続けていると、こういうことを耳に

いたしております。教育委員会としての援助の必要性についてもお伺いを

したいと思います。先ほどご答弁をいただいた小学校2校、中学校3校、

この指定校があるということで、交流を積極的に進めておるということで

ございますが、この西陵中学校についても、その中学校3校のうちの1校

であると、こういうことでございます。これについての指定校への財政援

助はどうされておるのか、この辺についても再度、ご答弁をいただきたい

と思います。よろしくお願いをいたします。

〇副議長置田忠正君） 農林水産部長。

〇農林7μ産部長（須原賢治君） 女性の地位向上につきまして、再度質問
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をいただきましたが、農業従事者、農業に携わっている方あるいは年間の

農業の労働時間の大体半分ぐらいは女性が占めておるわけでございますの

で、今後、農村女性の地位向上というのは、大変重要なことでございます

し、まして、農業のリーダー的な立場に将来は女性がたくさん出ていただ

くことを私も歓迎をしておるところでございます。

そこで、先ほどご指摘がございましたが、研修会とか学習会への参加と

いうことでございますが、ちなみに、現在、農林水産部で女性施策、極め

て乏しいわけではございますけれども、今後の農業を担います中核的担い

手農家の奥さんといいますか、女性で構成しておりますグリーンサークル

でありますとか、あるいは生活改善グループでありますとか、そういうも

のの活動援助は行っておりますし、また、経営簿記セミナーというような

ものも開催をして、女性に参加をしていただいて、女性自身が自覚と誇り

を持てるような立場になっていただきたいということを考えておるわけで

ございますので、今後とも国、県段階での女性に関するいろんな研修会、

講習会等ございましたら、ただいまご指摘がございましたように、女性課

と十分連携を取りながら、参加のできる方向へ持っていきたいと、こうい

うふうに考えております。

いずれにいたしましても、今後の農業経営というのは、企業的な経営に

進まざるを得ないだろうということでございますので、家族の中での労働

分担等も考え直して、あるいは農村社会の環境の整備も整えまして、そう

いうふうに女性がいろんなところへ進出しやすいような環境づくりという

ものに重点を置いた施策を市民部ともよく連携をとりながら、進めてまい

りたいと、こういうふうに考えております。

〇副議長置田忠正君） 教育長。

〇教育長伎鹿l武君） ただいまご質問がございました国際理解教育推

進校等への援助でございますが、これについて、今ちょっときちっとした

金額の資料を持ってきておりませんので、後ほど金額についてはお伝えし
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たいと思いますが、援助をさせてもらっておるところでございます。

〇副議長置田忠正君） 森真寿朗君。

0森真寿朗君援助をしていただいておると、こういうことですが、こ

の援助が大変財政逼迫の折から不足をしておるのではなかろうかと、こう

いうことでございます。大いに交流を深めて国際化豊かな教育を進め、子

供を育成していこうと、こういうことでしたら、やはり不足している予算

についても、大幅に増強し、この指定校が市内全域に大きく広がっていく

ような財政措置も必要でなかろうかと思いますので、またこれは常任委員

会の方でもご議論をいただきたいと、こう思うわけでございますので、お

願いをいたしておきたいと思います。

それから、来年度の15周年の記念行事として少年の訪中団、これについ

て現在検討中と、こういうことでございます。ぜひとも実現をしていただ

きますように、お願いを申し上げておきたいと思います。

最後に、わずか時間がございますので、通告はいたしておりませんけれ

ども、冒頭に申し上げた教育関係の問題で、いじめの関係で、本市の取り

組み、これについて、大変心配でございますので、取り組んでおる報告を

いただきたいと思いますが、よろしくお願いをいたします。

〇副議長環田忠正君） 森議員に注意しますけれども、通告以外の場合

はご遠慮願いたいのですが、よろしいですか。

0森真寿朗君わかりました。

〇副議長環田忠正君） それでは、暫時、休憩いたします。

午前10時37分休憩

午前10時55分再開

〇副議長償曲忠正君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

佐藤晃久君。

〔佐藤晃久君登壇〕
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〇佐藤晃久君それでは、通告の順序に従いまして質問をいたします。

今回は初めてトイレ文化を考える第10回全国トイレシンポジウムに参加

をして、釦問をさせていただきます。

都市社会が高度化し、ライフスタイルが変化する中で、まちづくりに快

適さや潤いを求める声が高まっており、都市環境に関するさまざまなテー

マが社会と大きくかかわっています。また、高齢化社会に向かいつつある

中で、高齢者、障害者もすべての人が暮らしをともにするノーマライゼー

ションの理念が広まりつつあります。このような背景のもとで、トイレに

対する考えもようやく変わってきました。しかし、ハードウエアの開発は

進んでいるものの、生活に不可欠なトイレの社会的位置づけはまだまだ低

いと言わざるを得ません。ましてや、都市に必要な施設である公共トイレ

については多くの問題を抱えています。

私は、このような認識の中で、 トイレに関心を持つ一人として、美しい

自然や豊富な幸を求めて多くの観光客が訪れる志摩地方で、 11月10日、 11

日両日で、公共トイレの環境改善や新しいトイレ文化の創出を目指して開

かれた全国トイレシンポジウムに参加いたしました。この場所は、皆さん

もご承知かと思いますけれども、三重県志摩5町、公共トイレの整備充実

に消極的な実態が報告をされております。その一例を報告しますと、観光

地の顔とも言われる、旅の印象のよしあしにも大きく影響する公共トイレ、

有名観光地の各種のトイレ革命が顕著になってきている三重県の老舗の観

光地り志摩地方では、トイレの整備が遅れ、大きな課題になっています。

トイレシンポジウムの誘致をきっかけに、魅力的な公共トイレづくりを目

指そうとする志摩地方の自治体が管轄する屋外公共トイレの現状はいかに

ということでございます。

今年の黄金週間のこと、磯部町に志摩スペイン村が開業して間もなくの

大型連休で、周辺道路は大渋滞をいたしました。ここで困ったのがトイレ

問題でございます。磯部町内の幹線道路沿いでは、有料道路を除き、一つ
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も公共トイレがないわけであります。何時間も車の中に閉じ込められるこ

とになった観光客の皆さんは、道沿いの民間に頭を下げて、次々と駆け込

む事態となっていました。また、大型バスが民家近くに横づけしたり、ト

イレを借りる列もありました。こういう状況の中で、町では来年度中に幹

鰤組各沿いに1カ所トイレを新設するように急いでいるというのが聞かれ

ました。

この志摩5町には、幹線道路沿いを含め、全体でどれだけの屋外公共卜

イレがあるのだろうか。駅や施設内を除くと、屋外公共トイレは、計61カ

所、阿児町が最も多く18カ所、続いて志馬町が16カ所、大王町が14カ所、

磯部町は10カ所、浜島町は3カ所になっています。この設置場所は、観光

名所の海岸や岬、駐車場、公園などが主であります。整備内容を見ると、

61カ所のうち、水洗が15カ所、簡易水洗が5カ所、残りの41カ所はくみ取

り式になっております。さらに、障害者のトイレを見ますと、 3カ所になっ

ております。

そこで、まず第1点目は、四日市市内で公共トイレが利用したくなると

ころにきちんと設置されているかであります。ハンディのある方々の立場

に立って設置されているか。また、設置に当たって、清掃の方々と市民参

加の中でトイレがつくられているか。障害者専用からみんなが使えるゆっ

たりしたトイレになっているか。トイレの維持管理体制が一本化されてい

るか。また、道具置き場は各トイレに設置されているか。このような観点

から、我が四日市市内の公共トイレの現状を考えてみますと、公共トイレ

は、 391カ所、その中で、車いす用で設置しておりますのが 158カ所あり

ます。こういう中で、ほとんどが公園にあります。また、 1日に数えるほ

どしか利用者がないところもあるわけでございます。また、これに比べて、

人通りの多い繁華街、駅前、バス停には公共トイレがない。また、モータ

リゼーションの進展に伴って、道路沿いでのトイレがない。また、学校関

係では、今日、生涯学習時代と言われている中で、屋外にトイレがない。
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ゲートボール場にもトイレがないわけでございます。また、仮設トイレに

ついては、大四日市まつり、海蔵川での花見時期、河川敷きを利用したイ

ベントの開催に対して、仮設トイレは利用者に喜んで利用されていない。

四日市港で釣り、散策をする方々のトイレがない現状であります。

トイレの設置に当たって、清掃の方々、市民参加の中でトイレがつくら

れているか。本当に利用して喜ばれているトイレをつくるためには、事前

調査、利用者の意見を十分反映することが必要だと考えます。

東京都世田谷区内の小学校、中学校を対象に、学校トイレはどんなもの

かという調査をされています。その調査の結果によると、理想とする学校

のトイレは、洋式、照明は各個室についていて、周囲の壁は花模様が描か

れている明るいもの、そして、花も生けてあるというものでありました。

そのように、トイレに対して現実、学校のトイレは、全部ではありません

けれども、暗い、狭い、汚いと評価は極めてよくないと思います。家庭の

トイレはもちろん、デパート、駅などのトイレは、どんどん快適なものに

改装されているのが現状であろうかと思います。学校のトイレも、ただ単

に用を足せばよいとするのではなく、教室の一部であると思います。

また、今日、生涯学習時代に入って、地区の多くの方々が学校施設を利

用されていますが、学校のトイレが屋内にあるために、屋外で地区の方々

が運動するときに不便を感じています。屋外のトイレの設置の要望もあり

ます。

古いトイレを改築する場合、今あるトイレの実態を調べ、 1日のトイレ

の利用者、数、老若男女の比率を調べると意外なことがわかると思います。

例えば、児童公園内でのトイレでは、午前中は幼児、午後は児童、昼休み

中はサラリーマンで外で働く人の利用が多いことが発見され、児童公園だ

から子供利用だけを考えるのではなく、ぜひ公園利用者、周辺の住民から

直接どんなところに不便を感じているか、どんなトイレをつくってほしい

のか、どんな問題があるのか、意見を聞くべきであります。
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また、清掃関係では、清掃の方々にお聞きをいたしますと、多くの問題

を抱えております。メンテ関係者が最も不便を感じている道具置き場、ト

イレを快適に保つためのかぎを握っている場所なのに、現実は道具置き場

の数が少ない、狭い、収納棚がない、モップが乾かせないなど、意外に知

られていないと思います。道具置き場の実態を調べますと、すべてのトイ

レに道具置き場がない、広い公園の場合も1カ所しかありません。係の人

が重いバケツなりモップを抱えて、ビル内なり公園内を何度も行き来をし

なければならないと言われております。例えば、エレベーターがあっても、

一般の人への気兼ねから、使わない傾向が多いと言っています。階段の上

がりおりは重労働で、トイレの清掃以上に、移動にエネルギーを使ってし

まうとのことです。また、雨の日は補充用のペーパーがぬれないよう、気

を使うそうです。もう一つ困っていることは、道具置き場が男性トイレに

しかないわけであります。作業員が女性の皆さんですから、気まずい思い

をすることが多いようです。理想的には、トイレごとに最低でも1フロア

に1カ所は要るのではないかと思います。しかし、現実は清掃道具置き場

はトイレプースと同じであります。このようなプースの広さが道具置き場

と同じ程度であるわけです。しかも、清掃用の流しと一緒になっています。

その狭さは、私もずっと回らせていただきましたが、深刻な問題だなとい

うふうに私も実は感じた1人であります。置き場の内部は足の踏み場もな

いほどであります。バケツにつかえて、途中までしかドアが開かないケー

スがしばしばあると係の皆さんは言っております。

こうした不都合が生じた原因は、つくる側の道具置き場に対する認識が

不足していると思います。今後は、トイレの設計段階から、十分なスペー

スをもって、道具置き場の計画をしていただきたいと思います。道具置き

場の機能も見直すべきだと思います。日常の清掃置き場、またストック用

の資材置き場、そして清掃担当者用の控え室のような発想で見直しをして

いただきたいと思います。清掃用のシンクの水洗の金具は不便であります。
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作業効率をよくするために工夫をするべきだと思います。

3点目は、ハンディのある方々の立場に立って設置されているか。ハン

ディキャップトイレは、最近、公共トイレでは当然のごとく設置されてい

ます。しかし、維持管理上の問題から、車いす専用としているところがま

だまだ少ないわけでございます。ハンディキャップトイレは、一般の人が

利用できない。私もそういう一員になるわけですけれども、一般の方々が

利用できないという考えから、利用者が少ないと言われています。そのた

めに、内部にいたずらされたり、青少年のたまり場になってしまったり、

うまく使われていないと思います。

次は、トイレの維持管理体制が一本化されているかということでありま

す。本市の公共トイレの管理状況は、管理部での先ほど言いましたトイレ

の設置数でありますけれども、各部にわたって分散されております。その

中で、一遍私もお聞きをいたしましたけれども、環境部では、設置数が3

カ所あるというふうにお聞きをいたしました。これをどこへ管理させてお

るかといいますと外部委託、清掃回数はどうかといいますと、毎日 1回、

総務部での設置数は35カ所、外部委託、清掃回数は毎日、 1日に2回とい

うところもあるそうでございます。市民部の関係で見てみますと、何と地

区市民センターを中心に54カ所、これはまた直営、清掃回数は毎日でござ

います。そういう中で、都市計画部の公園を含めての数はどうかといいま

すと、 69カ所もあるというふうにお聞きをいたしました。そういう中で、

外部委託をされておるわけですけれども、都市計画部の関係は、地元の自

治会、老人会、奉仕団体の関係で行われておるそうでございます。また、

清掃回数は、毎日と週に3回という内容になっておるわけです。教育委員

会はどうかといいますと、私も不勉強でありましたが、設置数が何と 179

カ所、これが直営と外部委託、清掃回数はほかのところと同じですけれど

も毎日。保健福祉部の関係でいきますと、設置数が51カ所であります。ま

た、直営なり清掃回数はほかのところと同じように毎日やっておられるわ
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けでございます。

こういう中で、専門家である業社委託になっておりますけれども、そこ

で問題になるのは管理体制であります。担当者が清掃内容やトイレの現状

を十分チェックしないまま、任せっきりになっているケースがあるかと私

は思うわけでございます。また、北九州市では、担当者と清掃の方々との

懇談を年に1回やっておられるということでございます。また、そういう

意見の中で要望をお聞きして、コミュニケーションも図って、きれいなト

イレにされておると言われております。

そういう状況の中で、私の提案を申し上げたいと思います。こういう状

況の中で、一体何が欠けておるかといいますと、私なりに考えるわけです

が、トイレ課の新設であります。そういう中で、四日市市内に391カ所と

いうふうに先ほど報告しましたけれども、建設から維持管理まで、一貫し

て任せる専用のセクションをつくってみたらどうかと思います。担当者を

一本化することで、市全体にわたる総合的に、また長期的な政策が可能に

なる。また、トイレの建設、設計、維持管理、メンテナンスの関係のノウ

ハウや情報を集中できる。このような万全な体制ができてしまえば、担当

者がかわっても、支障を来さないというふうに思います。

また、公共トイレは住民にとって必要不可欠な施設であり、快適性への

期待が年々高まっているわけでございますけれども、トイレ課の設置は、

住民サービスの向上に大いに貢献するんじゃないかというふうに私なりに

思うわけでございます。

その次の提案でございますけれども、先ほども障害者の関係を報告しま

したけれども、障害者専用トイレから、みんなで使えるゆとりトイレヘ、

障害者専用トイレは、一般の人が利用できないものと考えているため、利

用が少ないわけです。従来のような障害者専用トイレでは、お年寄り、親

子連れなどなど、広い意味でハンディキャップを持っているわけでござい

ます。ですから、ゆとりトイレを考え、この発想を公共トイレに初めで••
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〇副議長儒田忠正君） 佐藤晃久君に申し上げます。質問される項目を

明確にされて、答弁時間にも配慮されて質問してください。

〇佐藤晃久君済みません。ゆとりトイレの特徴は、先ほど言いましたよ

うに、車いすの人や赤ちゃんや幼児を連れたお母さんなんかが便利に使え

るということで、全国的にも、こういうトイレをつくっておるところもあ

ります。今後、このようなトイレを設置したらどうかと思いますが、いか

がでしょうか。

次には、市民参加で快適なトイレをということでありますけれども、市

民の手で公共トイレをつくる。これはトイレだけではありませんけれども、

市民にとって親しみのある施設にしていくとともに、公共トイレづくりを

通して、施設づくり、まちづくりの手法を考えて、身近な公共施設を市民

参加でつくる手法だと思います。それはワークショップ方法が実はあるわ

けでございます。

〇副議長環田忠正君） 質問の内容をもうちょっと絞ってお願いいたし

ます。

〇佐藤晃久君そういう中で、公共トイレにこうした手法を導入し、ワー

クショップができればいいなというふうに私は思うわけでございます。何

せみんなで地域の公共トイレづくりを考えることができたら、トイレの管

理ももっとやりやすくなるだろうし、利用者のマナーもよくなるんじゃな

いかと思います。障害者なり高齢者の皆さんも一緒になって、こういう形

のやさしいまちづくりを考えるきっかけになろうかというふうに思うわけ

でございます。

第1回目の質問を終わります。よろしくお願いいたします。

〇副議長償曲忠正君） 都市計画部長。時間がありませんので、簡潔に。

〔都市計画部長ひ＜橋実君）登壇〕

〇都市計画部長（大橋実君） 公共トイレの整備につきましてお答え申

し上げます。
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公共トイレは、かつて公衆便所と呼ばれた時代から、どことなく悪いイ

メージがございました。 5K、すなわち、臭い、汚い、暗い、怖い、壊れ

ているなど、汚いものの代名詞のように言われてきました。アメニティ豊

かな都市空間や公共施設が求められる今日、全国のあちこちで、従来のイ

メージを払拭するような斬新なトイレがつくられております。本市におき

ましても、平成5年度に整備しました鵜の森公園の中央部に建設いたしま

したトイレは、公園施設の一つとして設置いたしましたが、設計段階から

施設、位置などにつきまして、地元の皆様と協議をするとともに、外観に

つきましては、洒翠庵の景観とバランスに配慮するなど、トイレの設備や

デザインの配慮に努めてまいりました。

ご質問の公共トイレの設置方針でございますが、設置管理しなければな

らない法的根拠は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められている

ものの、具体的な設置基準は明確でないため、各自治体によってまちまち

でございます。本市の場合は、設計に際しては、建物の種類によってそれ

ぞれ利用の特性があることから、この利用のプランを勘案して、日本衛生

規格、労働安全衛生規則、幼稚園設置基準、工業情報、空気調和衛生工学

会の衛生器具の適正個数算定法などを準用いたしまして、必要な設置数、

衛生器具の個数やプースの大きさも決めるほか、管理者と設計者が施設使

用者の実態を十分に協議、検討いたしまして、利用者のニーズに対応でき

るよう設計に努めております。また、公園などに設置する屋外の公共トイ

レにつきましては、周辺の景観になじむようなデザインに配慮しておりま

す。

一方、いわゆる社会的弱者が安心して利用できるトイレづくりにつきま

しては、四日市市福祉環境整備指導要綱及び三重県だれもが住みよい福祉

のまちづくりの推進痴羅などの整備基準に基づき、福祉環境の整備を促進

してまいりました。

また、公共的な施設につきましては、障害者団体の要望も聞きながら整
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備を進めており、特に近鉄四日市駅から市役所周辺につきましては、市庁

舎、総合会館、ジャスコ、近鉄、アムスクエア、博物館等、数量的には充

足しているものと考えております。

次に、維持管理の状況でございますが、現在、屋内に設置された公共卜

イレは、主として環境部、総務部、市民部、保健福祉部及び教育委員会の

管理するトイレで、 322カ所、障害者用のトイレは153カ所が設置されてお

ります。また、屋外に設置された公共トイレは都市計画部が管理します公

園や駅前を中心にして69カ所、全市で391カ所ございまして、障害者用は

158カ所の設置となっております。管理は、利用者の実態を十分に把握し

ている公共施設の管理者ごとに行っておりますが、清掃は直営で行ったり、

四日市市生活環境公社に外部委託、地元の自治会や老人会、ボランティア

の皆様の協力を得て、施設の形態に応じた方法で管理清掃を行っておりま

す。しかし、特に不特定多数に利用される公園や駅前のトイレは、使用者

のマナーの欠如により、汚されたり落書きされたり、ひどい場合は施設が

壊されたりするなど、日常の維持管理に大変苦慮しているところでござい

ます。

今後の公共トイレに対する取り組みでございますが、公共トイレがその

町の顔ともなり、その土地のイメージを決める要因にもなる現状を踏まえ、

トイレの問題をまちづくりの重要なポイントの一つとしての認識に立った、

設計段階から使う人、管理する人、メンテナンスする人との情報収集や情

報交換に努め、清潔な、快適で、また維持管理のしやすいトイレを建設し

てまいりたいと考えております。

また、せっかく立派なトイレを建てましても、きめ細かな維持管理がな

ければ、すぐに従前の汚い公衆便所の状態に戻りますので、良好な管理を

していくためには、管理者である市と、利用者である市民の皆さんとの協

力体制が不可欠であります。今後は、各施設管理者の間で適切な管理方法

について勉強会を重ねるとともに、市民の皆様の理解、協力を得るため、
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都市景観形成など、まちづくりの啓発活動を通じて、市民の皆さんの公徳

心の向上に努めてまいりたい、このように考えておりますので、よろしく

お願いいたします。

〇副議長置田忠正君） 佐藤晃久君。

〇佐藤晃久君 どうもありがとうございました。

1点だけ、くどいようですけれども、地域の状況をきちっと掌握するた

めに、事前調査なり、意見というか利用者の声を十分反映していただく、

そういう場もつくっていただくことを要望して終わりたいと思います。あ

りがとうございました。

〇副議長償回忠正君） 暫時、休憩いたします。

午前11時34分休憩

午後1時1分再開

〇議長（伊藤雅敏君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

佐野光信君。

〔佐野光信君登壇〕

〇佐野光信君通告に基づき質問をいたします。

第1点目は、市長の政治姿勢についてであります。

一つは、来年度の予算編成でございますが、先日の答弁の中でも経済企

画庁の経済見通しについても回復の兆しが見え始めたが、住民税の特別減

税や経済対策の影響を受けて苦しい。夏の渇水による影響で、大きく伸び

ていくのは期待できない。来年度の見通しについても、一般会計の規模が

落ち込むことがないようにしたいと思っている。行政改革も実現していき

たいし、事業の必要度をしっかり踏まえて予算編成に臨みたいとのことで

ありました。平成5年度の決算においても、法人市民税が落ち込んでいま

すが、同時に、個人市民税が初めて落ち込みました。今日の円高不況の中

で、大企業を中心としたリストラによる人減らし、合理化、残業時間の規
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制、パート労働者の首切り、下請けに対して単価の切り下げなどが行われ

る中で、平成6年度において所得税減税が行われたとはいえ、個人所得は

減少することが予想されますし、平成7年度においてもこの傾向が続くで

あろうことは予想されます。

このような時期の来年度予算においては、市民生活を守ることを優先さ

せるべきであります。具体的には国民健康保険料や保育園・幼稚園の保育

料、各種の手数料や使用料など、市民生活を圧迫する市の公共料金の値上

げを行うべきではないと思いますが、市長はどのように対応されるのか、

お尋ねをいたします。

また、高過ぎる国民健康保険料のために、滞納者が増えてきています。

未納者に対して資格証を発行していますが、資格証の発行は三重県が一番

多く、県下13市の中でも、同格都市の中でも、この四日市が一番多く発行

しており、日本一であります。資格証による受診は、 10割負担となること

から、受診もできずにいる人もいます。命にもかかわる問題でありますの

で、保険証を交付して、滞納分については滞納分として徴収に努力するな

どして対応すべきだと思いますが、市長はどのように考えておられるのか、

お尋ねをいたします。

また、この議会におきまして、ドーム型多目的スポーツ施設建設のため

の82億4,600万円もの債務負担行為が計上され、来年度予算においてドー

ム建設の予算が具体化されますが、今日の円高不況の影響を市財政にも受

けている中で、ドーム建設により、福祉の予算が削られるおそれがあるの

ではないかと思います。平成7年度のドーム建設に伴う支出見通しと、起

債償還による各年度の負担と影響について明らかにしていただきたいと思

います。市長は、 「四日市の福祉がおくれている」という私どもの指摘に

対して、 「福祉はトータルで見てくれ」と言われていますが、平成4年度

の決算において、 1人当たりの民生費は県下13市の中で第9位と低い位置

であります。市長、福祉をトータル的に見ても低い水準なのに、ドームの
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建設による支出が増え、福祉の予算が減らされるのではないでしょうか。

福祉の予算を増やし、一層充実させるべきであります。私どもがいろいろ

訪問する中では、ドームの建設について、場所的にも経済効果の面からも、

大即北判的なお話をお聞きします。市長は、 「事業の必要度をしっかり踏

まえて予算編成に臨みたい」ということであれば、今日の円高不況の中で、

市財政も厳しい中では、市民的にも批判のあるドームの建設は中止し、市

民的にも要求のある、各地区への運動広場の建設、あるいは老人のための

施設や児童館の建設、福祉、教育の充実へと変更すべきではありませんか、

市長の考えをお尋ねいたします。

先日、愛知県の西尾市で中学2年生の大河内君が、いじめに耐えかねて

自殺するという大変悲しい事件が起こりました。遺族の方に心から哀悼の

意をあらわすものであります。この種の事件は、大なり小なり、どこでで

も起こり得ることだと言われています。子供の遺書が公表されましたが、

涙なくして読むことのできない内容でありました。いじめの問題について

も、先生に相談されたことや、いじめの実態を先生も知っていたとする内

容が次々と明らかになってまいりました。なぜ適切に対応されなかったの

か、疑問が生まれてまいります。文部省の調査でも、中学校において、い

じめが増加していることが明らかになり、今年、いじめによる自殺者は6

人と言われております。

いじめを根絶するために、私ども日本共産党は、五つの提言を行ってい

ます。第1には、一切のいじめ根絶を目指す学校づくりであります。第2

には、一切の体罰否定の原則の徹底であります。第3には、学校、父母の

合意づくりを進め、地域ぐるみの取り組みを起こすことであります。第4

には、いじめ等、教育問題の正しい取り扱い方を確立することであり、第

5には、教育条件の整備、確立に努めることこそ、教育基本法の定める教

育行政の果たす責任であります。四日市でいじめ根絶のために、これらの

体制が十分確立しているのかどうか、お尋ねをいたします。
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また、子供の権利条約について、来年度においてどう具体化されようと

しているのか、お尋ねをいたします。

二つ目には、消費税率アップによる市民生活への影響についてお尋ねを

いたします。

市長もご存じのように、昨年の総選挙のときには、どの政党も消費税率

を上げるなどとは一言も言っておりませんでした。逆に、消費税をなくす

と言っていた政党もありました。ところが、総選挙後は、日本共産党以外

のすべての政党が消費税率アップを言い出し、国民の世論調査でも65％の

反対があるにもかかわらず、日本共産党のみの反対で、消費税率アップが

平成9年度から実施されることになりました。しかも、税率が5％なのか、

7％となるのか、まだ決まっておりません。もし5％でも導入された場合、

市財政にどれだけ影響を受けるのか、お尋ねをいたします。

先日、ご老人のところをお訪ねしたところ、口をついて出されたのが、

入院給食の問題と消費税率アップで困るという話でありました。年金生活

者、特に国民年金者にとってみれば、収入が少ないということで、非課税

となっているのに、入院したら給食費は取られる、消費税が今後はさらに

税率がアップされる、結局名前を変えた税金で、収入が少ない者からも税

金を取っていく、大変な悪税だ、ぜひ中止してほしいという切実な話が出

されました。また、老人をだしに使った消費税率アップで肩身の狭い思い

もしていることも語られました。今回の所得税減税と抱き合わせの消費税

率アップは、年収900万円までの国民の9割以上が増税となる大変な悪税

です。市長、あなたはこのような消費税率アップに対して、市民生活を守

る立場から反対し、市長会等を通じて政府に働きかけるべきだと思います

が、いかがでしょうか、お尋ねをいたします。

三つ目は、環境基本条例についてでありますが、市長、あなたは各地区

での懇談会で環境基本条例の作成について強調されていますが、公害指定

地域も解除した、環境基本条例もつくったということで、公害問題は環境
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一般に解消されようとしているのではないのでしょうか。環境基本条例の

制定に当たっては、この条例は四日市の公害、環境について、憲法と同じ

ぐらいの役割を果たすものだと思います。その立場から、市長の基本的姿

勢についてお尋ねをいたします。

今日、憲法の第9条、戦争放棄をめぐって解釈改憲や条文改憲が行われ

ようとしております。憲法条文の中でも、国民の権利を含めて具体的に明

記されていますが、今回策定しようとする基本条例においても解釈によっ

てゆがめられないように、内容を具体的で豊かにすべきであります。

一つには、公害裁判では、企業とともに四日市の責任が厳しく問われた

判決でありました。公害防止のために企業は最高の技術でもって対策をと

ることが要求されたわけでありますので、基本条例の中に、公害防止対策

のために最高の技術をもって対応することを明文化すべきであります。そ

れと同時に、原因者責任についても明確に文書上もあらわすべきでありま

す。

二つには、自然や緑、植生を守る上で、開発との関係でありますが、開

発に当たって、アセスメントが行われますが、このアセスメントがアワス

メントと言われるように、数値を規制値内に抑えるようにしているのでは

ないかと批判がありますが、開発に当たってのアセスメントは、住民が指

定する期間にアセスメントを行わせて、住民参加のもとに行うことと、開

発に当たり、自然や緑、植生を守る立場を明確にして、問題があったら開

発を中止する方針を明らかにすべきであります。特に、植生については、

周辺環境整備について保存をすべきであります。

三つには、審議会の中に住民代表が入っておりますが、もっと環境問題

に取り組んでいる団体も参加させるべきであります。

四つには、基本条例案について、市民にも詳しく公開して、広く市民の

声を聞いて、内容を豊かなものにすべきだと思いますが、市長はどのよう

に考えているのか、お尋ねをしたいと思います。
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第 2 点目は、末永•本郷の土地区画整理事業についてお尋ねをいたしま

す。

再開発住宅が20戸建設されましたが、私どもはアパートの入居者等の人

数を踏まえて、この戸数で十分間に合うのか、ただしてまいりましたが、

当局は、 「アンケートもとったから十分だ」との答弁でありました。とこ

ろが、先日の市営住宅入居申し込みに多数の方が応募されたり、あるいは

アパートの家主が建てかえをしないなどの問題が発生しております。末永

•本郷に愛着を持ち、長く住み続けたい人たちが、この地域から追い出さ

れていくのではないでしょうか。あるいは、家賃が高くなるという人たち

にどう対処されようとしているのか、お尋ねをしたいと思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 佐野光信君に申し上げます。通告外のいじめに関

する質問が含まれておりますので、注意いたします。理事者におかれまし

ては、通告外のことについては、答弁の必要はありませんので、申し上げ

ます。

市長。

〔市長傭］藤寛嗣君）登壇〕

〇市長傭嘩寛嗣君） まず、来年度の予算編成について、公共料金の問

題についてお尋ねがございました。ただいまの段階で私が申し上げられま

すことは、国民健康保険の改正というものと、それから、保育料の改正と

いうものが予定をされているやに聞いておる即階でございまして、これは

いずれも審議会等がございますので、十分ご審議をいただいた上で決定を

されるのではないだろうかなというふうに思っております。元来、公共料

金というのは受益者の適切なる負担ということが必要でございます。した

がいまして、何が何でも値上げを絶対するなというわけにはまいらないと

いうふうに考えておりまして、適正と判断をされるような段階で決定をし

てまいりたいというふうに思っております。

次に、ドーム型多目的スポーツ施設の建設に関しまして、それが民生費
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等を圧迫するのではないかというようなご質問でございますが、このドー

ム建設というのは、 100周年の記念事業として取り扱うものでございまし

て、当然、多目的スポーツ施設でありますので、教育、文化、スポーツ、

さらにはコンベンション的な機能も備えているというようなことで、それ

ぞれの機能に対しまして、十分期待ができるものだというふうに思ってお

ります。

予算への影響でございますが、第6次基本計画に基づきまして、時代の

変遷や地域社会の変化に対応した事業の推進に支障が生じないように、税

収の推移、各種基金の運用など、主要財源の確保に努めまして、水準の低

下を招かないように予算編成を行ってまいりたいというふうに思っておる

わけであります。

また、ドーム建設によります起債償還の影響でありますが、公債費比率

あるいはその他の財政指標の動向に十分注意を払いながら、その運営に大

きな影響を及ぼさないように努めてまいりたい、かように考えております

ので、どうぞこ理解を賜りたいと思います。

次に、消費税率アップについてご議論がございました。これは国会で既

に議決をされているものでありまして、消費税にかかわります改正は平成

9年4月1日から実施をされる予定でございます。平成8年9月までに福

祉や行政改革の検討等を踏まえまして、税率などを再検討するという見直

し規定が盛り込まれておるのは、ご承知のとおりでございます。したがっ

て、いまいばらく、私はこの推移を見てみたいというふうに思っておる次

第でございます。格別、市長会等というのではなく、この問題は既に国民

の代表であります国会で議論が終わっておるものでございますから；今後

の推移を見ながら対処してまいりたいというふうに思っておる次第でござ

います。こ頂解をちょうだいいたしておきたいと思います。

なお、環境基本条例についてでありますけれども、私どもは現在検討を

進めておりますけれども、良好な環境の保全と創造に関しまする基本的な
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理念を掲げ、この理念の実現を図るため、その方針を明らかにし、かつそ

れを具体化をするために環境計画を策定するということにいたしておりま

す。条例はできれば3月議会にお諮りをしたいということで、今着々と準

備を進めておる即階でございます。公害対策というのは、私は、何かすべ

て終わったというふうには考えておりませんで、これは永遠の課題であろ

うかというふうに思います。そこで、当然、環境を守っていくために、最

適で最高な技術による対策を推進していかなければならないということは、

言うまでもないことでありまして、この計画の中でもこの考えを取り入れ

てまいりたいというふうに考えております。

また、開発と保全についてでありますが、自然保護と開発の関係は、ニ

者択ーということではございませんで、やはり地域の状況あるいは開発の

内容、さらには、それが地域にどういう影響を与えるかという程度を判断

しまして決めていかなければならないというふうに思っております。

そこで、基本条例では持続的発展が可能な社会づくりの中でも、自然環

境が完全に守られると、そしてかつ、将来の世代がそれを享受できるとい

うことが大切であるという観点に立って、実現を図ってまいりたいという

ふうに思っておる段階でございます。環境保全審議会というのが当市には

ございまして、その中に環境問題に取り組んでいる団体を参加させろとい

うご指摘でありますが、今日の環境問題に対処してまいりますためには、

事業者はもとより、行政、市民の皆さんのすべてが力を合わせなければな

らないことは言うまでもございません。したがって、環境保全審議会の委

員には、市民、自治会組織の代表の方や、あるいは会議所の代表の方々に

もご参加をいただいて、幅広い立場からご意見をちょうだいできるように、

委員を構成させていただいております。もちろん、中立であるべき学者先

生もこの中に加わっていただいておりますので、私はこの審議会というも

のを尊重して、今後も進めてまいりたいというふうに思っておる段階でご

ざいます。
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以上、私からお答えを申し上げます。

〇議長（伊藤雅敏君） 都市計画部長。

〔都市計画部長け濯i実君）登壇〕

〇都市計画部長は捐i実君） 末永•本郷の土地区画整理事業につきま

してお答え申し上げます。

末永・・本郷土地区画整理事業にかかわる建築物の移転でございますが、

平成4年度から実施しておりまして、本年度で約2割の移転が完成する予

定となっております。その中で、転居を余儀なくされる借家人につきまし

ては、公営住宅の入居等の便宜を図ってきたところでございます。本来、

借家を継続するかどうかは、基本的には大家と借家人の話し合いによりま

して行うものでございますが、実際には借家人が転居せざるを得ないよう

な事態が生じることが考えられますので、その対策の一環として再開発住

宅を建設したところでございます。再開発住宅は、国庫補助による公営住

宅で、住宅の建設に当たっては、入居資格者の把握、そのほか、需要と供

給の均衡を図ることが必要となります。

そこで、当事業では、借家人の意向や大家の借家再現意向等のアンケー

トを重ねて、供給戸数を20戸と想定いたしました。今回、再開発住宅の公

募を行ったところ、今まで態度を決めかねていた方や、アンケート実施後

に転入した方の応募で入居希望者が増加し、 10名が補欠となりました。区

画整理事業では、同時に移転が必要となることはございませんので、補欠

者を含めまして、借家人についても各自の移転時期に合わせて公営住宅へ

の入居や適切な民間借家の紹介、その他各自の状況に最も適した解決を話

し合いの上行ってまいりますので、よろしくこ理解いただきますよう、お

願いいたします。

〇議長（伊藤雅敏君） 佐野光信君。

〇佐野光信君答弁をいただいたわけですけれども、何か質問が教育問題

は別だということで答弁されておりませんけれども、来年度の予算にかか
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わる問題ですよ、いじめの問題をどう防止させていくのかということは。

教育予算も含めてやるんですから。ぜひこれは市長、答弁していただきた

いと思います。通告しているんですから、来年度の予算にかかわって、福

祉と教育の問題、質問しているんですから、きちっと答弁すべきですよ。

それから、後で答弁していただくとして、国保の改正と保育料、幼稚園

ですか、保育園ですか、両方とも予定をされているわけですか。私どもは、

何が何でも上げるなということではなくて、今日の不況の中で、個人所得

も大変落ち込んでいる、そういうときこそ、値上げは控えるべきだと、こ

のことをお話をしているわけです。あるいは、市長は先ほど私が質問した、

福祉をトータ）雑勺に見る、こういう点では、前部長の時代から、 「トータ

ル的に見れば四日市の福祉は十分だ。他市と比較しても遜色ない」こうい

う話をされておりましたけれども、今具体的に示した平成4年度の決算で、

市税では県下ーだ、財政力では一だ、こう言いながら、福祉の予算では県

下13市で第9位なんですよ、 1人当たりの予算にしますと。この額をどう

とらえていくのか、きちっと答弁していただきたいと思います。

それから、私どもは、ドームの建設による負担によって福祉の予算が削

られる、こういう点を非常に心配しているわけです。今でさえ少ないのに、

ドームが82億円だと、周辺整備を含めればトータル的には200億円だと、

こう言われるような施設が本当に今必要なのかどうか。事業の必要度から

いえば、過去にも私どもが申しました児童館の建設、あるいは老人のため

の施設、地域におけるスポーツ広場、それこそ本当に市民の切実な要求で

はないでしょうか。極端なことをいえば、 100周年のためにドームをつく

るということであれば、体育館を使えば十分できるではないですか。私ど

ももドームについては、出雲市も見てまいりました。しかし、利用につい

ては大変されていない、これが事実なんです。出雲のドームは市の中心部

にあります。ところが、今度つくろうとしているドーム、外れじゃないで

すか。どうやってそこまで老人が交通費を使っていくんですか。無料バス
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でも走らせるというんですか。ぜひ、本当に影響度についてきちっと予想

されている分、答弁いただきたいと思うんです。

起債率75％だと、 7年度、 8年度で一般会計のどれぐらいに支出がある

のか、あるいは償還するときに、これが増えていけば、また公債費比率が

15％をオーバーするんじゃないですか。その点も含めて、きちっとお答え

いただきたいと思います。

それから、基本条例の問題だって、条例の中にきちっと公害の問題を含

めて、開発を優先するんじゃなくて、自然と緑、植生を守るんだと、この

ことをうたいなさいと。あれほど憲法だって第9条に明確に戦力を持たな

ぃ、こううたわれているにもかかわらず、自衛隊が海外へどんどん出ていっ

ておる。こういうことじゃないですか。ですから、基本条例の中に、きちっ

と公害においては、最高の技術でもって対応する。企業の責任をきちっと

うたう。自然を守ることを優先する。このことを明確にうたわなければ、

結局、過去の公害の基本法だって、経済との調和という形で、経済が優先

されて、どんどん公害がばらまかれてきたではございませんか。市長、あ

なたはそのことをよく知っているはずなんです。ぜひ答弁いただきたいと

思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 市長。

〇市長傭］藤寛嗣君） いじめの問題につきましては、もし答弁が必要で

あれば、教育長の方から答弁をさせていただきます。

次に、公共料金の値上げの問題でありますが、私どもは、必要な特別会

計ですから、その会計の健全性を維持する必要があるというふうに考えて

おりまして、そういった意味で、適正な受益者負担をお願いしようという

考えで今日までやってまいりましたので、その考えを維持してまいりたい

というふうに考えております。

先ほどドームについてご議論がございましたが、このドームの建設につ

きましては、既に 100人委員会、あるいは議会でも十分こ瀧｝論をいただき
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まして決定をされた事項でございます。したがいまして、私は基本的に議

会の皆さん方の決定に従って、それをどう実現を図っていくかというのが

私の責任ではないかと、かように考えて、その責任を全ういたしたいとい

うふうに考えておるところでございますので、こ理解をちょうだいしてお

きたいと思います。

なお、福祉予算について、三重県下の各市との比較がございました。詳

しいことは財政部長からお答えを申し上げますが、高齢化率の高いところ

が一般会計に占める民生費の率が一番高いということに結果的になってい

るようでございます。四日市は高齢化率でいいますと、たしか上の方から

12番目ぐらいだったというふうに思いますが、 1人当たりの高齢者に対す

る民生費の比率を見てみますと、 9位と、こういう形になっております。

総合的に、やはりこれは見なければいけないのではないか、そういった意

味で、私はトータルということを申し上げたつもりでございます。この辺

は議論の分かれるところでございますので、この場で今議論を闘わすとい

うことはいかがなものかというふうに思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 財政部長。

〇財政部長ほ店呂修君） 先ほどの市民1人当たりの民生費の額が県下

13市の中で第9位だと、非常に低いというご指摘でございますが、確かに

平成4年度の13市のデータを使って、市民1人当たりで民生費を割ってみ

ますと、佐野議員ご指摘のとおりでございます。しかし、同じデータを使

いまして、もう少し見方を変えて、先ほど市長からも触れていただきまし

たけれども、 65歳以上の人口比率で13市をl輯立づけてみるとどういうふう

になるかというふうに、この13市を見てみますと、例えば市民1人当たり

の民生費が1位の市は、やはり老人化率といいますか、高齢化率も断然1

位である。 2位の市は高齢化率が3位である。 3位の市は、高齢化率は2

位と。 4位は同じ4位というような順番に大体相関が見られまして、後ろ

の方を見ると、四日市は11位ですが、 12位の市は、やはり高齢化率も12位
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である。それから、 13位、最下位の市はやはり高齢化率が一番低いと、こ

ういうふうに非常に相関をしております。そういう形で見てみれば、四日

市は市民1人当たりは9位ですけれども、高齢化率は11位だというふうに

見ていきますと、決して高いということを言うつもりではありませんが、

そこそこといいますか、それなりの民生費が支出されているというふうに

言えるのではないかというふうに考えますので、ちょっと補足をさせてい

ただきます。

〇議長（伊藤雅敏君） 環境部長。

〇環境部長（玉置泰生君） 環境基本条例の関係でございますが、もちろ

ん四日市市は昭和30年代からのコンビナートの立地に始まりまして、大変

残念な公害問題を経験してきた。これは、心に銘じておるところでござい

まして、そういった形の中で、環境問題に対して真正面から取り組んで、

本当に環境にいいまちをつくっていこうと、こういうような観点に立って

おるわけでございます。そういう流れの中で、今般の環境基本条例の制定

をしよう、こういうように考えておるわけでございます。先ほどご答弁を

申し上げましたように、公害対策につきましては、時代も変わり、技術も

どんどん進歩してまいりますので、当然のことながら、最高の技術、新し

い技術、こういったものも常に研究し、常に導入しということで、やっぱ

りベターを目指すというような形で対応していかなければいけない、これ

は当然のことでございまして、ご答弁申し上げたとおりでございます。

また、自然を守る点につきましても、これも二者択ーというわけには、

先ほどもお答えを申し上げましたように、まいらない部分は当然ございま

すけれども、自然の形態あるいはどんな形で地域へ自然が溶け込んでいる

のか、こんなようなところも総合的に見ながら自然を守っていく。そして、

将来に向けてそれを守っていくという形は当然のことでございます。この

辺の基本的な考え方というのは、当然条例の中にも盛り込んでまいるつも

りでございます。
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〇議長（伊藤雅敏君） 佐野光信君。

〇佐野光信君時間がないので、最後に質問しておきますけれども、教育

長、ぜひこれは、いじめの問題、市長も含めてですけれども、来年度予算

でどうするのか、これは明らかにしていただきたいと思います。四日市

だって、あれと似たことがあるんですよ。それを放置しておく、これはま

さに市長の怠慢だと言わざるを得ない。

それから、いろいろ福祉予算で言われておりますが、 65歳以上の、家庭

奉仕員の人口1万人当たりは10.9人、 69市町村で第43位なんです。 13市中

で第7位ですよ。あるいは保健婦さん、人口1万人当たりにしますと、四

日市は1.2人、 69市町村で47位、県下13市で第9位と、こういうデータも

あるんですよ。ですから、もっとこれは市長、あなたは、 「トータルで」

と言われるけれども、個々の問題でも低いんです。トータル的にも低いん

です。これはぜひ福祉を充実していただきたい。やっぱり市長、 「在宅、

在宅」と言われるけれども、政策そのものが場当たり的で一貫性がなくて、

本当に切実なところへ施されていない、このことが明らかになっておりま

す。ぜひ来年度予算では、この福祉の予算を大幅に増やして、充実させて

いただきたい。

そして、教育の問題でも、いじめのない、本当に子供が自殺するという

ような悲しいことがないように対策をとっていただきたい、このことをお

願いして、時間がありませんので、質問を終わります。

〇議長（伊藤雅敏君） 佐野光信君に申し上げておきます。一般質問では

要旨を通告することになっております。いじめの問題については、通告書

に記載がございませんでしたので、ご承知おきください。

〔「関連」と呼ぶ者あり〕

〇議長（伊藤雅敏君） 水野和子君。

〇水野和子君末永•本郷地区の土地区画整理事業につきまして、関連質

問させていただきます。既に都市計画部長からご答弁いただいたんですけ
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れども、部長が話し合いの上で決めていくというふうに言われました。し

かし、この話し合いが抽選に外れた10人の方たちに対してすぐになされて

いないというわけです。それは市長も既にこ~存じのことと思いますけれど

も、市長のところへお手紙が行っていると思います。ちょっとその一部分

を読ませていただきます。

「私は、市内本郷町の借家に住む者です。今度、末永•本郷地区の区画

整理のため、立ち退きを迫られ、行く先のない身でございます」というこ

とで、ここに住みついた理由として、家賃が安いこと、勤め先に近いこと、

母と子の女2人で、家の前の道路が比較的人通りがあって安全であること

の3条件があるために、ここに8年前にずっと永住をするつもりで、借家

に入られたわけでございますけれども、今回の住宅に仕方なく、借家の方

が建てかえるということをされないために、再開発住宅への入居を申し込

まれたわけでございます。そして、その10人の抽せんに外れた人に入った

わけでございますけれども、立ち退きが迫られているために、市営住宅の

申し込みをされたわけです。この市営住宅は、末永•本郷の人たちが十分

に、行き先のない人がすぐにでも入れるような手だてが講じてあれば、こ

んなことにはならなかったと思うんですけれども、入れなかった方4人が

早速市営住宅の申し込みに来られたわけです。住宅課ではそれを受け付け

てやっていただいて、きょうたまたま抽せんがあって、その方たちの結果

がわかったわけですけれども、その中の1人が三重団地に入居されただけ

で、あとの3人は全部外れたわけでございます。この人たちは本当に低所

得で行き先がないということで、市営住宅の入居基準に合う方たちなんで

すが、この方たちを不安に駆り立てる、こんなことがあっていいのでしょ

うか。

そして、この方もこういうふうに言っておられます。 「末永•本郷地区

は、貧乏人の多いところです。行くところのない人が多いのがわかってい

ながら、それだけの戸数の家を建てず、区画整理を強行して弱い者をけ散
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らすような行政があっていいのでしょうか。どうか底辺の者でも生きられ

る政治をして、文化都市・四日市を辱めないでください。いい返事をお待

ちいたしております」というふうに市長に出されております。しかし、市

長からの返事は今もって来ていないということでございます。その方たち

が本当に安心して暮らせるように、都市計画部長のお話でございますと、

そういうことはちゃんとしてあるというようなご答弁でございましたけれ

ども、もう一度私は聞かせていただきたいと思います。

区画整理をされるときに、アンケート調査を市がされるわけです。この

中にも、事業によって、借地または借家住まいの方々が、事業の際に、地

区外に転居されることになったり、住宅に困られることのないよう、その

対策について検討を行うため、アンケート調査をするものですというふう

な明記をしてアンケート調査をとっておられるわけです。しかし、この方

たちがこんなにも不安な気持ちになられるということは、非常に気の毒な

ことだと思います。もう一度答弁をお願いいたします。

〇議良（伊藤雅敏君） 都市計画部長。

〇都市計画部長は揺実君） 転居の問題でございますが、基本的には、

大家と借家人という中でお話をなさっで決める問題ではございますが、そ

ういうふうでお困りの方がお見えになるということで、例えば、市営住宅

の空き家、こういうものの抽せんの方へお願いしたり、逆に民間の借家に

つきましても紹介をさせていただくとか、そういうことをやっておるわけ

でございますが、市営住宅の抽せんに漏れたということをお聞きしました

ので、早速その方とも十分お話をさせていただいて、適切な解決方策を話

し合っていきたい、このように考えておりますので、よろしくお願いした

いと思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 水野和子君。

0水野和子君二度とこのようなことのないように、どうぞ市営住宅の

あっせんなり、優先的にこの方たちを入居させるなりして、手だてをして

-217-



いただくように強く要望いたしまして、私の関連質問を終わります。

〇議長（伊藤雅敬君） 橋本茂君。

〔橋本茂君登壇〕

0橋本茂君先日12月4日のことでございますが、四日市市心身障害者

団体の方々主催によります障害者大会が開かれました。私も教育民生常任

委員の1人として参加をさせていただきました。大会で体験発表を聞きま

した。 1j淋弘典さんとおっしゃる青年が、障害を持ちながらも、養護学校

卒業後、働く場を得て、家族や職場の方の温かい支援で自立していること、

小さいころはいじめられたけれども、それを乗り越えて元気に積極的に生

きているというお話に、私は胸が熱くなった次第であります。

あす12月9日は、障害者の日でありますが、その小林さんを初め、障害

者とその家族の方々の苦労や願いが、本市の障害者福祉施策の抜本的前進

によって大いに報われねばならないなと強く思いながら、会場を後にいた

しました。

さて、障害者基本法が昨年の国会で、私ども日本共産党も賛成をして、

全会一致で成立をいたしましてから1年がたちました。法が政府に障害者

基本計画の策定を義務づけ、自治体には計画策定の努力義務を求めたこと

は、重要な改善点であります。私ども日本共産党市議団は、策定中の本市

の長期計画が充実した中身になることを望みつつ、当面、来年度予算要求

158項目のうち、 20数項目を「障害者施策の充実のために」として市長に

提出をしているところであります。最近、私どもに障害を持つがゆえに車

いすを使わざるを得ない方々からのご相談や訴えが相次ぎました。その事

例を織りまぜながら質問をいたします。

第1は、道路や施設の問題です。日永地区にお住まいのIさんは、難病

のため両足が不自由になり、最近、電動車いすを利用し始めました。自宅

から市内中心部の病院へ通院をしています。移動する際、どの道路も、日
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永から中心部までですが、 1本で応直行できない状態だそうです。時には、

麟 1号の歩道を使う、時には旧道に入るけれど、交通量が激しく、また

天白川や鹿化川の坂は急勾配で電動車いすでは登れない。しかたなく他の

道遵り、迅をする。どの道路も安全上、道路構造上、とてもスムーズ

に車いすで歩けないのが現状だと訴えておみえになりました。しかも、 1

剛閉半かかって治療先の民間総合病院、これは実は川村病院なんですが、

ここに到着しても障害者用トイレがないという不便さを感じている。そん

なお話なのであります。また、羽津にお住まいの方は、自動車の往来が激

しく、いつも危険を感じながら歩いていると訴えてみえます。

市当局は、道路整備に当たって、このところ人にやさしい道路、歩道と

言っていますが、南は日永方面から、西は常磐地区から、北は羽津方面か

ら、電動車いすなどで、市内中心部に通う際、現状は極めて不便で危険だ

という訴えをどう認識されているのか、お聞きをします。また、それをど

う改善しようとしているかも述べていただきたい。

さらに、向こう 7年間という長期計画では、市内中心部はもとより、主

要な幹線道路が車いすで安心して安全に歩ける、また、視覚障害者の方が

点字プロックの十分な整備のもとに安全に歩ける状態はどこまで達成、整

備されるおつもりなのか、お聞きをいたします。

施設整備に関して、市立の公共施設などには最低限の障害者トイレは設

置されつつありますが、さらに広く、市内を見てみますと、先ほどのIさ

んのお話ではありませんが、一定規模の民間総合病院や、スーパー、映画

館など、多くの市民が利用する施設、建物には、車いすで利用できる諸設

備の改良をするよう、事業主に勧告したり、協議したりしていただいてい

るのでしょうか。この面での市の対策、対応をお聞きいたします。

関連して、市の総合会館について触れますが、 1階のロビーの一角に、

車いすで気軽に立ち寄れるコーナーを設けていただき、そこには福祉用具

や機器等の展示もあり、相談者もいる、電動車いすの充電サービスも行う
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といった福祉コーナーの設置を提言をいたしますが、いかがでしょうか。

次に、交通機関の改善の問題です。車いすの場合、 JR駅や近鉄駅では、

駅員さんに声をかけ、手伝ってもらいながら、一般乗客とは別の特別なルー

トでホームに出るといったところばかりであり、エレベーターの設置が切

望されています。また、視覚障害者の方への点字プロックの完備がホーム

の転落事故防止に不可欠になっているところですが、こうした改善、改良

で、市はJRや近鉄に申し入れ、交渉に力を入れていただいているでしょ

うか。

市内交通で大きなウエートを占めるバス路線に関しては、リフトつきバ

スは1台も運行されていません。障害者の方々はリフトつきバスの運行を

待ち望んでおられます。既にお隣の名古屋市を初め、京都市、大阪市など

大都市では取り組まれております。大阪市では、 3系統、 1系統を13ない

し17往復走っておりまして、いずれも福祉施設を終点あるいは通過点とし

ています。私は、四日市で市長、市当局がやる気さえあれば、実現できる

のではないかと思います。例えば、市内循環の一つの路線からまず走らせ

ることはできる話ではありますが、市当局は、三重交通を初め、各バス会

社とどういう交渉をされようとしているのか、お聞きをいたします。

車いすの方々は公共交通機関の現状が申し述べたような状況ですから、

タクシーを多く利用いたします。外出のたびに大変出費がかさむという声

が聞かれます。タクシー券の増額の切実な声にぜひこたえていただきたい

と思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 建設部長。

頃疇長（西田喜大君）登壇〕

〇建設部長但i田喜大君） ご質問の障害者が安心して暮らせる四日市の

まちづくりの中から、車いすで歩けるまちづくりにつきましてお答えいた

します。

電動の車いすで安全に通行していただける道路といたしましては、歩道
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を通行していただくことが最良と考えております。現在、こういった歩道

の中でも、段差及び勾配等の急な箇所の改良を年次的に行っているところ

でございます。また、周辺部から市街地へ結ぶ道路といたしましては、都

暉t画道路であります堀木日永線、千歳町Ijせ瘍！、赤堀山城線、高浜昌栄
線等の整備に鋭意努力しているところでございます。しかしながら、これ

らの道路整備につきましては、長い年月を要するところでございます。今

後、自転車、歩行者のための道路ネットワークを関係機関と協議しながら

調査する予定をいたしておるところでございます。この中で、電動いすで

通行される方の問題につきましても検討いたしますとともに、障害者施策

に関する長期計画や福祉のまちづくり要綱に基づきまして、保健福祉部と

連携を図りながら、高齢者や障害者に配慮した道づくりに努めてまいる所

存でございますので、よろしくこ頂解をお願いいたします。

〇議長（伊藤雅敏君） 保健福祉部長。

〔保健福祉部長 OI蹄部美次君）登壇〕

〇保健福祉部長備雑陣邑次君） ただいまの障害者が安心して暮らせる四

日市のまちづくりについて、お答え申し上げます。

本市では、昭和49年度に厚生省から身体障害者福祉モデル都市の指定を

受けまして、以来、市庁舎の改造、歩道の段差切り下げ、点字プロックの

敷設等を行っており、さらに昭和5¥1三度からは四日市市福祉環境整備指導

要綱を制定し、公共施設、民間施設を問わず、いわゆる社会的弱者の利用

が想定される例えば利用面積が500rrfを超えるスーパーマーケットなど、

一定規模以上の建築物等について新増築、改築時に建築確認申請を提出す

る前に、事前に協議し、出入り口のスロープの設置や車いす利用者用のト

イレ設置等、福祉環境の整備を促してきたところでございます。また、既

設建物のうち、障害者の利用が多く想定される一定規模以上の病院、スー

パーマーケット等につきましては、障害者配慮の点について、平成5年度

に調査したところでございますが、比較的古い建築物につきましては、ご
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指摘のように障害者の方が利用する場合に不便なところもございます。今

後は市民のだれもが利用できるような施設としていただくよう、また店員

等による売り場や商品案内、車いす介助等のサポートも含めてお願いして

いく所存でございます。

また、障害者等の移動手段を確保していくため、平成5年度より、車い

すのまま、あるいは寝たままで乗車できるリフトタクシーによる移動支援

事業を県下で初めて実施いたしました。家から目的地までタクシーの乗務

員による介助サービスが受けられる上、料金も一般タクシー並みでござい

ますので、大変ご好評をいただいておるところでございますo

また、現状では、近鉄、 JR等で駅員の案内や車いす介助などのご協力

をいただいてるわけでございますが、物理的な障害の除去、すなわち駅舎

の改修、路線バスのリフトバス化など、あわせて働きかけていく必要もあ

ろうかと存じます。しかしながら、例えば、路線バスに車いす利用者が乗

車する際、車いすの固定等にある程度の時間を要することや、満員だと乗

りおりが難しい等、既にリフトバス化を実施している他都市から聞いてご

ざいますが、以上の点も踏まえた上で、特に公共交通機関への働きかけに

つきましては、関係機関とも協議をしながら進めてまいりたいと存じます。

続きまして、電動車いすの充電サービス及び総合会館の1階利用につき

まして、お答えさせていただきます。電動車いすの充電につきましては、

比較的充電に時間を要するものの、利用者にとりましては、確かに切実な

問題でございます。障害者福祉センター等での対応を検討してまいりたい

と考えております。福祉機器の展示や無料貸し出し及び相談コーナーにつ

きましては、 2階のボランティアセンターで既に実施しているところでご

ざいます。しかしながら、総合会館の1階が活用できれば、利用者にとっ

てより便利になりますので、市民が憩うロビー確保の観点から、スペース

の点で、難しい面もあろうかとは存じますが、今後の研究課題にさせてい

ただきたい、さように存じます。
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タクシーチケットの件につきましては、制度の趣旨が金銭給付ではなく、

社会参加促進の観点から実施している制度でございます。現行の制度は平

成5年に充実を図っており、年間7呪夜の枚数は全国的に見ても多い方でご

ざいます。さきにも申し上げましたように、社会参加を目的としておりま

すので、どうかコ頸召のほど、よろしくお願い申し上げたいと存じます。

〇議長（伊藤雅敏君） 橋本茂君。

〇橋本茂君私は、車いすで苦労している方々の声を紹介して、幾つか

具体的に問題を提起、提言をいたしました。答弁では、検討したいという

言葉と、充電サービスの利用とか、展示を1階活用にするとか、具体的に、

前向きということでとらえていきたいと思いますから、それはそれでぜひ

来年度の施策で実現できるものは実現させていただきたいと強く申し上げ

ておきたいと思いますけれども、 2点ほどお伺いしておきたいと思います。

先ほど、リフトタクシーが非常に好評だと、それは非常に結構なことだ

から、これの台数を増やす交渉をしていただいていますか。最近どんな交

渉をしたのかを申し述べてください。

それから、リフトバスの運行、必要だと、働きかけ、協議するというこ

とで、これもぜひ至急やっていただきたいのですが、私が申し上げたよう

に、やる気があって、他都市でやっている例ですから、来年度でもできる

んですけれども、しかし、どうもそんなふうな答弁ではなかったような感

じもしないでもないので、いつごろをめどに踏み切る段取りで必要性を感

じ、働きかけ、協議するということを取り組まれようとしているのか、そ

の辺、もうちょっと具体的にお聞かせをいただきたい。この辺は皆さん関

心のあるところだと思いますし、これが非常に要望が強いわけです。その

点をひとつ、交通機関の改善という点で切実な問題ですので、再度お聞き

をしておきたいと思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 保健福祉部長。

〇保健福祉部長傭猫瑛汐次君） 最初のリフトタクシーでございますけれ
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ども、これは来年度、台数を増やすということで交渉を進めておるという

報告は受けておりません。

それから、バスでございますが、これは以前に実はバス会社さんといろ

いろご協議をさせていただいたことがございます。やはりリフトの乗降を

するのに、雨よけとかその他いろんな問題がございまして、その辺の懸案

というのがまだ残ったままになっておろうかと思います。確かに他都市、

近いところでは名古屋市が既に路線バスのリフト化をやっております。そ

ういう点も理解をしておりますので、できる限り実現の方向に向けて協議

を進めてまいりたい、さよう考えております。

〇議長（伊藤雅敏君） 橋本茂君。

〇橋本茂君 リフトタクシーをぜひ増やす交渉を、大至急していただき

たい、これを強く申し上げておきたいと思います。

それから、リフトつきバスの交渉に当たって、事例の中で非常に時間が

かかるということもありましたけれども、私が調べた例では、なれれば1

分30秒で、そう迷惑がかからずに、そういう余裕を見て走らせる路線にす

るということまで検討されている福祉バスなんです。そういう事例も踏ま

えて検討していただきたい。

時間もなさそうですので、市長に申し上げておきたいと思います。さき

の国会で、ご承知のように、入院給食の有料化が強行されました。これは、

自民、社会、公明、新生、民社の各党が賛成したから、こんなことが強行

されて、私ども日本共産党だけが健康保険で従来どおり続けるべしと反対

をいたしました。この事態に、四日市の障害者の方々はびっくりして、県

市の助成で無料化をと、車いすで駆け回って、知事に陳情されたんです。

県議会、市議会の内外で、私たち日本共産党は、この動きを支持をして市

長にも交渉いたしました。幸い、障害者の方を初め広範な県民の運動が実っ

て、県の助成がつき、今議会の条例改正を提案するところまできました。

そこほどに、障害者の暮らし、福祉を切り捨てる冷たい国の悪政が押し寄
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せています。それだけに、今回の私の質問内容というのは、本当にささや

かな改善内容であります。市長は直ちに取り組まないということは、私は

極めて遺憾であると思います。できることはすぐ来年度から実施していた

だきたい。とりわけ100億円の市民犠牲やむだ使いになるドーム建設を中

止していただいて、その100億円の5分の1ないし10分の1で、それを全

部障害者福祉予算に回せば、申し上げた提案はほとんど実現できる。そう

いうことを指摘し、強く申し上げて、私の質問を終わります。

〇議長（伊藤雅敏君） 暫時、休憩いたします。

午後2時6分休憩

午後2時22分再開

〇議長（伊藤雅敏君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

瀬川憲生君。

〔瀬川憲生君登壇〕

〇瀬川憲生君 トリをいただきまして、質問をさせていただくわけでござ

いますが、大変皆さん方お疲れだと思います。できるだけ簡略にさせてい

ただいて、時間を短縮させていただきたいと思います。そのためには、明

確なご答弁をいただくことによっては、再質問も避けることができますの

で、よろしくお願いをいたしたいと思います。

それでは、通告に従いまして、 l輻欠質問をさせていただきます。

最初に、インターネットの実用化時代の対応について、意見を述べ、お

考えをお伺いいたします。

今、世界じゅうでインターネットプームが勢いを増しております。世界

じゅうのあらゆる人と場所や時間を気にせず情報交換ができ、さまざまな

データベースも利用できるコンピューター通信網は、情報ハイウエーの中

核として普及が見込まれております。既に学術研究や商業活動のコミュニ

ケーションに活用され、欧米ではその効果を上げているとのことで、次の
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世代通信と期待され、世界規模でのコンピューターを結んだ通信網は、そ

の数 300万台以上が接続されていると言われております。各種のデータや

ソフトウエア、電子メールのやり取りに使われており、研究目的でのスター

トが、最近では商業利用が解禁されたことから、利用者が急増しており、

企業の情報発信や通信販売などへの用途も広がりつつあります。また、文

字だけでなく、音や画像も送ることができ、マルチメディア通信の主役と

しても期待されております。今一番便利に利用されているのは、パソコン

やワープロでつくった文章を電子メールとしてインターネットに接続され

ている 150余りの国に向けて送られており、電子メールは遅くても数時間

で相手のパソコンに届き、早くて確実な方法として利用されております。

また、最近のパソコンは画面のボタンを選ぶだけで、欲しい情報が文字だ

けでなく、写真やイラスト、時には音やビデオ画像が送信され、取り出せ

ることができます。この機能を利用したのが、ローリングストーンズの公

演の映像をインターネットで中継したことで、インターネットがコンサー

トのオンライン中継を行うのは初めてであり、マルチメディア時代の新た

な試みと注目されました。このような便利さから、アメリカではほとんど

の大学では学生との連絡に電子メールが使われ、リポートの提出にも利用

されているとのことです。日本でも最近利用する会社や大学が急速に増え

つつあることで、小中学校でも、これを使って国内や海外の学校との交流

をしたり、共同研究をする試みが始まっているようです。

このような私たちの生活の中に迫りつつあるインターネットヘの対応を

検討する時期ではないかと思いますが、どのようなお考えか、お伺いいた

します。

当市は、昭和61年にテレトピア構想のモデル都市の指定を受けており、

生活文化のネットワーク、総合行政情報ネットワーク等の構築に取り組ん

できております。生活文化ネットワークでは、地域キャプテンとCATV

の二つのメディアにより、各種の情報を提供しております。また、地区市
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民センターのOA機器を結ぶオンラインシステムにより、事務効率を上げ

ておりますが、これを結ぶアクセスがまちまちの状態ではないかと思いま

す。インターネットの対応を含め、一本化した回線を確保して利用した方

が効率がよいのではと考えます。そのため、全市に張り終わろうとしてい

るCTYのケープルを市民情報のアクセスとして利用することを提案した

いと思います。既に主体のケープルは光ファイバーで張りめぐらされよう

としており、市民の各家庭に到達させるのにそう時間がかかるものではな

いと思います。また、安く利用できるのではないかと思います。マルチメ

ディア社会の市民専用ケープルを確保すべきと考えますが、これについて

のこ所見をお伺いいたします。

次に、市史編さんに伴う史料の保存管理についてであります。

かつて総務委員会に所属した折にもお尋ねいたしました市史編さんにか

かわる件で、その史料の保存などについて、提案を含め意見をお伺いいた

します。

平成9年に四日市市が市制施行100周年を迎えるに当たり、その記念事

業の一環として昭和60年度から進めていただいております四日市市史も10

巻ほどが刊行され、今後も順次発刊されて、平成9年の全20巻の刊行を目

標に事業を進めていただいておりますが、内容的にも時間的にも大変なご

苦労をいただいていることと思います。現在の状況はいかがなものか。既

に発刊された内容を見てもわかるように、市史編さん業務は収集した史料

をもとに調査研究して充実した内容に取りまとめる作業であり、編さん業

務はまだまだ時間がかかるものと推測いたします。そのために、多少の延

長もやむを得ないものと思います。近年には、二度と発行のできない歴史

書であり、また、市民の重要な財産でもあろうかと思われます。膨大な市

史料が収集され、整理するのは大変な業務と思いますが、編さんに携わる

関係者の皆さんの努力を期待いたします。

さて、収集された市史料がかなりの量であり、編さん業務が終わるころ
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には数万点になるものと推測されます。それだけに、市史料の保管場所に

ついては、管理の行き届いたものが必要と考えます。史料の中には温度や

湿度の影響で長期保存が難しいものもあるのではないかと心配されます。

そこで、今後の史料保存管理についてどのように対応されるのか、お考

えをお尋ねいたします。

繹的には保存庫等を建設して、温度や湿度が適切に調整できる設備の

中で永久保存がなされることを要望いたします。さらに、必要に応じて、

史料の公開ができる体制も整えることが必要と思います。今後の史料の保

存管理体制についてのこ所見をお伺いいたします。

3番目に、学校週5日制に伴う地域社会の教育環境についてお尋ねいた

します。

平成4年9月にとまどいや不安の中でスタートしました月 1回の学校週

5日制が実施されて2年がたちました。そこで、休みになった土曜日の過

ごし方について、文部省が今年6月11日の土曜日の休み状況を調査した結

果を見てみますと、中学、高校生は、午前、午後を通じて「ゆっくり休養

する」が第1位で、次に、 「部活動」や「テレビ鑑賞」と続き、当初心配

された「学習塾へ行った」や「予備校へ通う」との実態は0.1％ないし2.4 

％程度の回答となっております。また、園児、小学生の実態は、 「近所で

の遊びや運動」が第1位で、一緒にいた遊び相手は「兄弟姉妹や父母」が

多く、家族と一緒に過ごした子供が大半となっております。今回のこの調

査で目立ったところは、 4嘩堪文の実態で、 「テレビゲームなどで遊んだ」

との回答が昨年よりわずかながら減少傾向になっております。かわって、

増えましたのが、午前は「ゆっくり休養する」が9.5％から13.9％になり、

午後は「遊びや運動をする」が19.2％から25.5％になっております。テレ

ビゲーム派が減り、ゆっくり休養派が増えつつあり、休日、土曜日を自由

に過ごす生活が子供たちの間で定着しているようです。

文部省でも、 「外での遊びやゆとりの時間として過ごす子供が多くなっ
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ている傾向が見られる」と言っております。このような状況を踏まえ、来

年度から週5日制を月 2回に増やす見通しと聞いております。

そこで、当市の実施状況をまずお尋ねいたします。

また、四日市市独自の5日制対応として打ち出された教育施策はどのよ

うなものか、お聞かせをいただきたいと思います。

私は、 5日制で休日となった土曜日は、子供たちにとって、部活も拘束

もない日であり、子供らしさ、人間らしさを取り戻す日であってほしいと

願いながら見守ってきました。 5日制による 1日は、子供たちにとって自

由な1日であり、家庭においては親子で過ごす時間であり、地域では子供

同士で、また大人たちと交流を深める時間であると思います。このような

ことから、本来あるべき家庭教育機能を高めることや、地域社会の教育的

役割の効果が重要なポイントとなります。また、学校依存の体質から脱却

するという問題点も考える機会ではないかと思います。子供のことは学校

に任せておけばよい、何でも学校の先生にお願いすればいいというような、

過度の学校依存の体質を反省して、教育の場は家庭や地域社会にも存在し

て、広い視野で子供を育てることができる教育環境づくりが急務と思われ

ます。地域社会や家庭での教育環境はいまだ不十分な状況下での様子がう

かがえますが、 5日制月 2回の実施を目前に控え、家庭や社会における教

育機能の回復をさせるべき対応をお伺いいたします。

最後に、市民茶室・洒翠庵のその後についてお伺いいたします。

今年7月に都会の騒音や雑音の中にひとときの静寂を求めて、鵜の森公

園の一角に完成、オープンしました市民茶室洒翠庵も、周辺の公園整備が

順次進み、茶室としての条件が整いつつあると思われます。当初の目的で

は、伝統文化の発展、向上に加え、生活の潤いと心の豊かさを求める時代

の趨勢を認識し、市民の普遍的な利用にこたえるとともに、国際交流に資

し得る施設として幅広く活用されることが期待されるとなっております。

オープンして約5カ月が過ぎました。その後の使用頻度について、お尋ね
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いたします。

各施設別に回数を、お茶会以外の催しについては、その催しの利用種類

をお聞かせいただきたいと思います。また、その後に発生した問題点があ

ればお聞かせいただきたいと思います。

以上で第1回目の質問を終わります。ご答弁よろしくお願いいたします。

〇議長（伊藤雅敏君） 市長公室長。

〔市長公室長（佐々 木龍夫君）登壇〕

〇市長公室長（佐々木龍夫君） まず、インターネットについてでござい

ますが、このインターネットと申しますのは、世界じゅうのコンピューター

あるいはコンピューターネットワークを相互に接続いたしましてできまし

た一種の巨大な情報ネットワークでございまして、現在、世界の約150カ

国、4,000万人が利用していると言われております。もともとこのインター

ネットは、アメリカの政府機関が通信用に開発したものでございまして、

それを学術研究用に開放し、その後、商業利用が解禁をされた、こういう

ことから現在急速に普及をしているところでございます。

我が国では、これまでインターネットを構成するネットワークといいま

すのは、学術研究ネットワークが中心でありまして、大学や各種の研究機

関が研究のための情報交換を行うものが主なものでございましたが、昨年

あたりから、インターネットヘの接続等を商業ベースで提供する会社が登

場するなどいたしまして、その利用者の幅が非常に急~に広がっていると

ころでございます。

インターネットを利用いたしますと、お話のとおり、世界のコンピュー

ターから最新の情報を引き出すことができますし、また、全世界に情報を

瞬時に発信することができるようになるわけでございます。ただ、現囲偕

では、回線使用料と利用コストが非常にかかると、こういうことでござい

まして、家庭への普及にはまだしばらく時間がかかるだろう、こういうふ

うに考えられているところであります。
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学術研究以外のインターネット利用ということに関しましては、今申し

上げたような一つのハードルがございますので、今後、そういった面、あ

るいはアクセスするための技術ですとか、そういったことが今後いろいろ

まだ改善される、こういうことが予想されておりますので、私どもとしま

しても、今後とも関心を持って情勢の変化に注目をしてまいりたい、その

ように考えております。

次に、 CTYのケープルを市民情報のアクセスとして利用したらどうか

と、こういう話でございますけれども、マルチメディア社会におきまして、

ケープルテレビの活用というのは現在我が国におきましては、非常に大き

くクローズアップをされておりまして、特に当市におきましては、 CTY

の普及率が非常に高い、こういう状況がございます。したがいまして、近

い将来、市域全体の情報ネットワークを進めようと、こういうことになり

ました時点では、本市のケープルテレビというのは、有力なアクセス手段

になろうか、そのように考えておるところでございます。

したがいまして、本市といたしましても、今後、都市の魅力をなお一層

向上していくためには、市民生活にも経済活動にも情報インフラの整備と

いうのは非常に重要なことになってまいりますので、ー昨日もお答えを申

し上げましたが、来年度、ご質問の内容のようなことも含めました地域情

報化とマルチメディアに関する調査研究を進めてまいりたい、そのように

考えておりますので、ひとつよろしくこ咽照、ご協力をお願いしたいと思

う次第でございます。

〇議長（伊藤雅敏君） 総務部長。

〔総務部長（鈴木一美君）登壇〕

〇総務部長（鈴木一美君） 第2点目の市史編さんに伴う史料の保存管理

についてご答弁を申し上げます。

四日市市史の刊行事業は、既にご承知のように、 100周年の記念事業の

一環として全20巻の刊行を目標に計画をいたしました。昭和62年度に、
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「考古I・史料編」を第1回記本して以来、 10巻の刊行を行ったところで

ございます。こうした歴史書は広範な史料調査に加えまして、専門家の方々

の地道な調査研究の積み重ねがあって初めて市民の方々にも親しみやすく、

後世にも価値あるものとして信用性が高いものができ上がるわけでござい

ます。 20巻のうち、 「通史編」、いわゆる読み物的な通史としては4巻で

ございまして、あとの16巻につきましては、史料の掲載と、それの解説と

いうふうなことになってございます。史料の十分な探索の上で、それぞれ

の執筆がなされておるわけでございます。現在なお、鋭意、諸先生方並び

に事務局の方が総力を挙げて編さん作業を推進してきておりますが、現時

点で若干遅れぎみではございます。平成9年の100周年に必ずしも20巻が

全部刊行できるかどうかということについては、危惧を持っておるところ

でございますが、今申し上げましたように、地道な作業でございますので、

その辺を格別ご理解を賜りたいと思っております。

こうした市史の刊行に必要な基本史料につきましては、市域の内外にわ

たって多く存在しておるもの、これの確認、収集作業に追われておるとこ

ろでございます。例えば、江戸時代までの古文書でございますとか、古い

絵図などにつきましては、近隣の市町村あるいは国立公文書館などまで、

多数所蔵されておるものを、この中から検索をし、史料に取り上げてきて

おるということで、これらにつきましては、複製品として史料保存を行う

予定で複製をしてきておるところでございます。

また、明治以降のものにつきましては、史料そのものが市制施行前の町

会の記録でありますとか、あるいは参事会会議記録、あるいは合併諸町村

の総務会、町会の関係史料等々、多数あるわけでございます。これまでに

一応複製本で整理をいたしておるもので約1,800冊程度になっております。

これからまだ後、新しい時代のものということで史料が集積されてまいり

ます。編さん途中でございますので、現在参照中で、まだ整理はされてい

ない原文書あるいは新聞の資料でありますとか、書き物、写真類あるいは
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歴史的に価値のある公文書、企業関係の会社の歴史書等々合わせますと、

既に1万点ほどにこれらも達しておるところでございます。

また、市制60周年のときにも市史を刊行しておるわけでございますが、

これらのときに収集された類似の史料等につきましても、なお、図書館に

も保存されておるものもございますし、一部、博物館の方に移行したもの

もあるわけでございます。これらの史料の保存につきましては、既に他市

の状況につきまして、参照するために調査を重ねてきております。例えば、

呉市は近世文書館という建物もお持ちでございます。これにつきましては、

歴史文献のみに集中して保管をされており、これらの史料情報のサービス

として、生涯学習の一環として、これをサービスに供しておるという例も

ございます。中には公文書館法というものに基づきます公文書館というも

のを設置いたしまして、その中にすべての史料を含めておるところ、ある

いは図書館でありますとか、博物館の中にそうした歴史的文献を一定の基

準に基づいて閲覧できる機能を兼ね備えて保存しておるというところ、さ

まざまでございます。

現時点で、諸先生のご意見あるいはこういった他市の例も参考にしなが

ら、これらの保存について万全を期してまいりたいということで、庁内的

にも検討をしておるところでございます。できる限り一元的に管理するの

が望ましいのであろうというふうに考えておるところでございますが、ご

質問の趣旨を十分理解しておるつもりでございます。せっかくの貴重な史

料でございますので、散逸することが決してないように十分な注意をして

まいりたい。＇

また、整理後、これらを保存管理するだけではなくて、こういった史料

公開についても、その体制を整備するとともに、個々の史料の公開につき

ましては、歴史事実として、史料として現に存在するものでありましても、

今日的にその内容が、例えば人の人権を侵すといったようなものもあるわ

けでございまして、すべてが公開の用に供されるかということについても、
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私どもは十分に慎重に検討しなければならないというふうに考えておりま

すので、個々の史料の公開の是非を判断する基準の整備についても努めて、

規定等、整備をしながら進めていきたいということで、いましばらくこれ

の結論については時間がかかろうかと思いますが、できる限り早くこう

いった結論をまって、保存管理の万全を期してまいりたいと思っておりま

すので、．こ理解をいただきたいと思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 教育長。

〔教育長囲羽武君）登壇〕

〇教育長伎｝羽武君） だいまご質問がございました学校週5日制につ

いてお答えを申し上げたいと存じます。なお、この5日制につきましては、

本議会におきましても、既にこ面i名の議員さんからも発言があり、これか

らの私の答弁も多少重複する点が出てこようかと存じますが、何とぞご容

赦を願いたいと存じます。

ただいまご質問いただきました学校週5日制の実施状況についてでござ

いますが、議員が発表されました文部省の調査結果にもありますように、

本市におきましても、 「家でゆっくり休養する」という答えを出しておる

者が約25％と最も多くなっております。続きまして、「遊びや運動をする」

というのが約20%、 「家庭学習をする」というのが約13％といったような

傾向になっておりまして、こういった数字も月別あるいは学校行事、例え

ば中間考査とか期末考査といったような行事があると、かなり数字が変

わってまいりますが、大まかな見方をしますと、ほぼ文部省が出しておる

傾向と本市の場合も大きくは変わっておらないというふうに判断をしてお

ります。

5日制への対応といたしましては、さきにも述べさせてもらいましたが、

当初設置されました学校週5日制実施検討委員会の中での、特に学校関係

部会につきましては、今日も継続してその部会を開いていただき、 5日制

に伴う諸課題をそこで明らかにしていくとともに、学校週5日制によって
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生まれてくる第2土曜日につきましては、生活にゆとりを持たせ、自分の

ために有意義lゴ過ごせる、また、自分で考え、主体的に行動できるように、

さらに加えては、地域でのスポーツ活動や、あるいは諸行事にも参加し、

時にはボランテイア活動にも参加するといったようなことによって、地域

社会にも子供が目を向け、また、地域社会を考える力を身につけさせる機

会となるように、また、平素ややもすると疎遠になりがちな傾向にありま

す親子の触れ合いの機会が、この2回になることによって、より持てるよ

うになるような計画が立てられるよう、今後とも子供とかあるいは保護者

の方に対しても、機会あるごとに指導してまいりたいというふうに考えて

いるところでございます。

また、 4噂牧低学年で土曜日に保護者のいない児童に対しましては、学
校に指導員を配置して学校施設を開放してまいる制度については、なお継

続して見守っていきたいというふうに思っております。

また、 5日制の導入に際しましては、いろいろとご意見、ご指摘がござ

いましたが、大きな混乱もなく、社会に定着してきておるかと存じますが、

このことは学校、家庭、地域といったような各方面の協力に負うところも

多いと考えてし！ヽるところでございます。このことを踏まえまして、平成7

年4月から始まります月 2回実施への対応につきましては、先般の導入時

に強調されておりました子供の受け皿をどうしたらいいかと、そういった

ような議論が非常に盛んになったわけでございますが、そういったただ単

に受け皿づくりに翻弄するのではなく、学校や家庭、地域が子供の実情と

か希望を理解して、子供みずからが考え、みずからが行動する姿勢を育て

たり、それを実践する場をどのようにしてつくっていったらいいかという、

そういった点に重点を置きながら今後も考えていきたいというふうに思っ

ているところでございます。

また、より広い視野と多くの友達を得るためにも、今後も子供会である

とか、あるいはスポーツ少年団といったような地域での諸活動の一層の育
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成にも努めていくとともに、そういった地域の諸団体の活性化のために現

在も強く要請されております、いわゆるリーダーの養成といったようなこ

と、あるいは指導者の研修といったようなことにつきましても、教育委員

会として、そういった養成、研修の実施についても努力をしていきたいと

いうふうに思っております。

いずれにいたしましても、学校週5日制が月 2回実施をされますと、ま

だ現在予想もしないいろんな事態も生まれてこようかと存じますが、そう

いった種々の問題点を早急に検討する中で、先ほと議員もおっしゃられた

制度の趣旨に沿えるような5日制の実現に向けて、努力をしていきたいと

いうふうに考えておりますので、何とぞこ理解を賜りたいと存じます。

教育に関する2点目の市民茶室である洒翠庵の利用状況についてでござ

いますが、洒翠庵につきましては、本市初めての本格的な公共茶室という

ことで、茶道関係者を初めとして、市民の多くの期待を得ながら、今年7

月にオープンをいたしたところでございます。この洒翠庵は、茶道はもち

ろんのことでございますが、お茶室としての機能とか、あるいは雰囲気を

大きく損なわない範囲内で、日本古来の伝統文化の催しにも利用していた

だきたく、あるいは海外からのお客様に日本文化の一端に触れていただ＜

場としで活用していただくということで、現在も運営をしておるところで

ございます。

洒翠庵では、どなたでも気軽にお茶を楽しんでいただけるように、テー

プル式になっております立礼席での呈茶を毎日茶道教授連盟の方々の協力

を得る中で行っております。 11月末までの洒翠庵の利用状況を見ますと、

広間、小間といった貸し館としての利用は現在まで延べで50件、月平均に

しまして10件でございまして、現在のところ、すべて茶会での利用という

ことになっておりまして、先ほど申したような、茶会以外での申し込みは

現在のところございません。また、立礼席での呈茶については、現在まで

延べで約5,300名の方がそこでお茶を飲んでいただきました。開館日で平
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均をしますと 1日46人という方が鵜の森公園へ来ていただいたついでに、

あそこへ立ち寄ってお茶を上がっておっていただくという状況でございま

す。

このように多くの市民の方々にこ利用をいただいておりますが、オープ

ンしてまだ間もないということもあって、庭園とか、施設の充実とか、座

敷にかける掛け軸であるとか、あるいは茶道具といったような備品等の充

実についても、まだまだ課題は残っておると存じておりますが、これらに

つきましては、できるところから計画的にl輯欠杞実してまいりたいという

ふうにも考えております。

いずれにいたしましても、市としても経験の乏しい施設の運営でござい

ますので、今後とも関係者の意見を十分に拝聴しながら、茶道愛好者の底

辺拡大のためにも、またいろいろと、例えば初心者入門講座の茶会を催す

などして、より多くの方々にも親しまれる運営、管理を行っていきたいと

いうふうに考えておりますので、何とぞ今後ともこ理解を賜るとともに、

ご指導をお願いしまして、答弁とさせていただきます。

〇議長（伊藤雅敏君） 瀬川憲生君。

〇瀬川憲生君 ご答弁ありがとうございました。

まず、インターネットの実用化時代の件でございますけれども、とにか

くきょうあすということではないと思いますけれども、四日市にもその勢

いは目の前に押し寄せてくるような気がしております。最近の新聞で見て

みましても、インターネットの記事がかなり多く入っております。そう

いったことからして、いかに私たちの身近に迫ってきておるかということ

が、何か感じられます。

それと同時に、これに対して、家庭用の末端機であるパソコンなども大

衆化的な安い値段で普及されるような気がしております。現在、ワープロ

なんかが各家庭では一、二台置いておるということなんですけれども、そ

の価格ぐらいまで下がるような傾向でございますので、そういったことが
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できれば、やはり一般化ということです。日本は米国よりは3年おくれて

いるということですけれども、恐らく 1年半で追いつくだろうということ

も言われておりますので、いろいろご検討いただくということでございま

すけれども、その辺も含んで、ひとつインターネットの四日市の対応とい

うことについて、ご研究をいただきたいと思います。

それと同時に、これからの時代としまして、ケープルのことでございま

すが、光ファイバーで通信網をどうするかということですが、これから四

日市は当然、都市づくりに大きな影響を及ぼすのは通信網のあり方だと思

います。従来はいろいろと都市づくり、また企業誘致には油洛とか、水と

か、交通機関ということが条件であったと思いますけれども、これからは

こういうふうな通信網があるかどうかということがかなり大きな要素に

なってくると思いますので、そういったことも含んで、光ファイバーによ

る通信網についてのあり方をご検討いただきたいと思います，

それから、次に、市史編さんに伴う史料の保存管理についてでございま

すけれども、順次ご検討いただくということで結構でございます。ぜひい

い資料館ぐらいを建てていただいて、展示等をお願いしたいと思います。

それと、編集が終わると、歴史物の史料収集は終わるのかということじゃ

ないと思いますので、この編集が終わっても、後々こういった史料物が各

家庭から出されれば受け入れていただけるような体制づくりもぜひお願い

をしたいと思います。

実は私も数年前に、私の家にある歴史物を、蔵を壊すことから始まった

わけですけれども、市の方へお願いしたところが、まだその受け入れがな

かったことで、結局、一部は市の方へとっていただきましたけれども、あ

と一部は捨てたということで、後でしまったということになったわけでご

ざいます。そういう経験もございまして、重要な史料で、ただ単に見れば

大した価値がないようですけれども、後で考えれば重大なものだったなと

いうことになりますので、できるだけそういったことで、収集できるよう
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な体制づくりをひとつお願いをしておきたいと思います。

それから、学校週5日制に伴う地域社会の教育環境ということで、私は

5日制というよりも、できれば地域社会の教育環境に重点を置いて、この

ご質問をさせていただいたわけでございますけれども、確かにこれからの

学校のあり方と、社会のあり方、これが今までは学校一辺倒的な感覚で教

育が進められてきたように思いますけれども、子供の教育は家庭や地域社

会にあるということも重要な教育の場と認識していただいて、やはり地域

社会の教育環境をぜひ整備していただきたいと思います。

昨今のいじめの問題でございますけれども、新聞紙上を見ておりますと、

何か学校や教育委員会が非常に悪いような感じを受けておりますけれども、

決してそうじゃないと思います。やはりこれは、家庭にも社会にも当然反

省すべき問題点があるんじゃないか。先ほど教育長が言われたように、き

ちっとした子供会やスポーツ少年団を含め、そういった団体等が子供たち

の教育に携わっていただければ、恐らくいじめ問題なんかなくなっていく

んじゃないかと思います。現在の学校制度そのものだけで解決しようと思

うと、これはかなり無理があると思います。だめだからこうなったと思い

ますので、やはり視点を変えていただいて、この社会にも影響があるとい

うことで考えていただいて、教育施策の整備をしていただきたいと思いま

す。

それから、洒翠庵についてでございますけれども、先ほどのお言葉にも

ありましたけれども、 l載欠ご利用いただいておるようではございますけれ

ども、まだまだ物足らない点がかなりあると私は思っております。それで、

先ほどもおっしゃったように、 「市としても経験の乏しい施設の運営でご

ざいます」という言葉でございますけれども、経験の乏しいのはよくわか

りますけれども、実はこのことについて、この運営される方、またこれに

携わる方は、茶室を管理する以上は、千利休の勉強をしていただいている

か、利休の心を体得していただいてやっているかどうかが大きな問題だと
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思います。これがないと、前回も私、この場で話しましたけれども、露地

が未完成のままになっております。露地そのものが、利休はどういう気持

ちで露地という名をつけたかということ、これはここで解説するつもりは

ないですけれども、仏教実語から来たもので、利休は信仰心の深い方で、 ‘ 

この言葉からとって、露地という言葉そのものは、悟りの世界、簡略的に

いえばそういうことになると思いますけれども、そういった意味から露地

とつけたということから考えると、露地がどんなものであるか、単なる庭

かどうか、となると、考えていけば、露地のあり方がわかりますが、ただ

金をかければ、いい庭をつくればいいという意味ではないゎけですから、

その辺を含んでやれば、もう少しまとまった形で茶室ができるんじゃない

かと思います。

いろいろと申し上げたいことはありますけれども、また個々には関係者

の方とお話を進めさせていただきますけれども、大きな点はそういったこ

とで、やはりする以上は、その心を酌んでやらないと、いいものができな

ぃ。心を酌んだものができないものですから、その点を含んでいただいて、

今後の洒翠庵をいいものにしていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたしまして、すべて要望として、私の質問を終わります。ありがと

うございました。

〇議長（伊藤雅敏君） これをもって一般質問を終了いたします。

暫時、休憩いたします。

午後3時7分休憩

午後3時24分再開

〇議長（伊藤雅敏君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

日程第2 議案第 102号ないし議案第 127号

〇議長（伊藤雅敏君） 日程第2、議案第 102号平成6年度四日市市一般
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会計補正予算 Off2号）ないし議案第 127号委託協定の変更についての26

件を一括議題といたします。

これより質疑に入ります。順次発言を許します。

橋本茂君。

〔橋本茂君登壇〕

〇橋本茂君議案第102号について、歳入に関してお聞きをいたします。

第14款寄附金1,000万円が計上されています。これは市民の篤志家の方

による寄附だと聞いておりますが、大変貴重な行為であります。その心を

生かし、直ちに来年度の予算と施策に生かすべき対応が求められますが、

そうなっていないのではないか。すなわち、歳出を見ますと、積立金で処

理することになっています。何でもため込んでおくというのはいかがなも

のか、お聞きをいたします。

次に、第18款市債についてであります。歳入全体が11億4,000万円余の

補正予算で、うち7億5,000万円の市債というのは大変比率が高くなっで

います。これはどうしてなのか。昨年末から法人市民税の深刻な減収が響

いて、借金財政の傾向を強めることになっているとしたら大変であります。

今年度の法人市民税の減収状況、特徴もお示しいただきながらお答えをし

ていただきたい。

次に、議案第119号ないし121号の3議案、これは本町プラザ建設工事請

負契約の締結についてでありますが、これについてお聞きをいたします。

この工事内容は、歯科医師会の医師会館を含めた建設計画であります。近

隣の市民の方からは、市の公共施設内に民間の歯科医師会の施設を含むこ

とは優遇し過ぎていないかとの声が私どもに寄せられています。本町プラ

ザに歯科医師会館が入ることになった経過と、どのような費用分担なのか、

すなわち、歯科医師会に適切な応分の負担をしてもらっているのかどうか、

具体的にお示しをいただきたい。

〇議長（伊藤雅敏君） 財政部長。
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嗚政部長（野呂修君）登壇〕

〇財政部長（野呂 修君） 歳入に関しまして、第14款の寄附金と1蹄Kの

市債についてご質疑いただきましたので、ご答弁させていただきます。

まず、寄附金につきましては、去る9月議会におきまして、社会福祉事

業振興基金条例の一部を改正していただきましたが、これは基金の目的を

拡大いたしまして、障害児福祉事業の振興を図るという目的をつけ加えて

いただいたところでございます。今回、篤志家からいただきました寄附金

につきましては、障害児福祉事業に役立ててほしいという趣旨でいただい

たものでございます。現在のところ、その活用方法については未定でござ

いますが、平成6年度に障害者対策を推進するために、障害者の長期計画

を策定作業中でございますので、これを踏まえまして、また、篤志家のご

意思を十分に生かすことができるように、今後保健福祉部と十分に調整を

重ねながら、最も有効な活用が図られるように考えてまいりたいと考えて

おりますので、こ理解を賜りたいと思います。

2点目の市債についてでございます。今回12月補正で計上させていただ

きました7億5,000万円の市債のうち、減収補てん債として記載をさせて

いただくものが4億円含まれております。減収補てん債と申しますのは、

ご承知のとおり、地方税の収入が地方交付税上の標準税収入額を下回る場

合に、その減収を補うために発行が許可される特例の地方債でございます。

減収補てん債は平成4年度にも11億円、 5年度にも16ffi円発行しておりま

して、本年度におきましても、法人税割の減収分といたしまして9億円を

見込んでおりますので、今回、そのうちの4億円分を計上させていただい

たと、こういうところでございますので、よろしくこ理解を賜りたいと存

じます。

〇議長（伊藤雅敏君） 市長公室長。

〔市長公室長（佐々木龍夫君）登壇〕

〇市長公室長（佐々木龍夫君） ご質問の口腔保健センターに歯科医師会
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事務所が同居するのはどうか、こういうお話でございますが、この歯科医

師会事務所が口腔保健センターに入ることになりました経緯と申しますの

は、昭和57年の12月に市民の休日歯科診療を緊急に行うための緊急歯科治

療センターを現在の本町にあります地域振興課分室の中に設けたわけでご

ざいますが、この施設は平成5年度には年間 323人、 1回当たり 6人ほど

の市民の利用がございまして、市民の方々から広く利用されるようになっ

てきておるわけでございます。したがいまして、今回、これの建てかえに

伴いまして、緊急歯科治療センターの整備も、ここにあるということで、

市民に広く認知されておりますので、建てかえた建物の中にも緊急歯科治

療の機能のほかに、障害者歯科治療等の機能もあわせました、より充実し

た施設として口腔保健センターを整備していくことになったわけでござい

ます。この施設の管理運営は、従来から四日市歯科医師会がこの管理運営

を行っていたわけでございますので、今後もそれはあわせて行っていただ

く、こういうことになったわけでございます。したがいまして、そういっ

た経緯から、歯科医師会の事務所もこの中に設けると、こういうことに

なったわけでございます。

ちなみに、歯科医師会は確かに民間ではございますが、公益の社団法人

でございますので、そういったことから、純粋に営利だけを求める民間企

業ではないということをこ理解いただきたいと思います。

それから、この口腔保健センターは、鉄筋コンクリート造りの3階建て、

一部4階と、こういう建物でございまして、延べ床面積は全部で1,380rrl 

余りになるわけでございます。そのうち、 3階部分を歯科医師会が使うわ

けでございますが、これについては、区分所有の形態になっておりまして、

土地については有償貸与でございますけれども、建設費は全額、歯科医師

会が負担をする、こういうことになっております。ちなみに、その金額は

1億7,100万円と、こういうことを予定しております。

〇議長（伊藤雅敏君） 橋本茂君。
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0橋本茂君 1点目の寄附金のことですけれども、長期計画の中で生か

していくということもあろうかと思いますが、寄附された方のご意思を生

かして、例えば来年度、こういう形で調査費をつけて直ちに長期計画に入

る前に動き出したというようなことになれば、またその方もいきに感じて、

さらにそれに続くいろんな動きも出てくるやに聞いてもおりますし、そう

いう姿勢が必要なのではないかということを申し上げておきたいと思いま

す。

さて、 2点目の市債をお聞きしたのは、借金が増えることと市税の減収

の関係を問うているわけですけれども、本市の財政を守っていくという点

では、ますます私どもは絶えず提起をいたしております不均一超過課税で

これを実施するならば億単位の法人市民税の増収になるわけであります。

こういうことをもう踏み切る時期ではないかというふうに申し上げたいと

思います。ぜひ関係委員会で討議をしていただきたい。

以上で質疑を終わります。

〇議長（伊藤雅敏君） 佐野光信君。

〔佐野光信君登壇〕

〇佐野光信君今回提案された議案のうち7つの議案についてお尋ねをし

たいと思います。

第1点目が議案第111号四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例等

の一部改正についてでございますが、健康保険法の改悪に伴い、この10月

1日から入院時の給食費の一部負担が導入されたわけでございますが、国

民の大きな世論の前に、乳幼児、障害者、母子家庭については、県市折半

で負担をして負担の軽減が行われるということで、大変喜ばしいことであ

ります。しかし、肝心かなめの老人については、除外されておりますが、

なぜ老人まで含まなかったのか。あるいは老人の給食費を負担するとどれ

だけの負担になるのか、試算をされたのかどうか、お尋ねをしたいと思い

ます。
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二つ目には、議案第112号四日市市都市公園条例の一部改正について、

並びに議案第113号四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部

改正についてお尋ねをいたします。二つの議案により、霞ケ浦第1サッ

カー場、朝明テニスコート及び鈴鹿川野球場の廃止が出されていますが、

廃止による代替施設は必要ないのかどうか。あるいは、関係者との話し合

いが十分行われているのかどうかをお尋ねしたいと思います。

三つ目に、議案第114号四日市市立,J哨守虚び中学校設置条例の一部改

正についてお尋ねをいたしますが、中部東小学校及び納屋小学校を統合し、

新たに中央小学校を設置する条例でありますが、納屋小学校の跡地利用に

ついて、過去、市長はあれこれとアドバルーンを上げてみえますけれども、

疇饂との話し合いが行わねその意見が十分反映される体制ができて

いるのかどうか、この点についてお尋ねしたいと思います。

次に、議案第125号ないし議案第126号の工事請負契約の変更についてお

尋ねをいたします。それぞれ契約金額を変更しようとするものですが、愛

知県の芸術文化センターの契約変更をめぐって、いろいろと問題が取りざ

たされておりますので、あえてお尋ねをしておきたいと思います。

一つには、契約変更に当たって、その設計変更があったと思いますが、

その内容についてお尋ねをしたいと思います。

二つには、設計変更を行い、契約金額の変更をしたわけでございますが、

設計そのものに当初の問題はなかったのかどうか、お尋ねをしたいと思い

ます。

三つ目には、入札で低く落としておいて、設計変更という形で金額を増

やすということが適切な入札制度なのかどうか、問題があるのではないで

しょうか、お尋ねをしたいと思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 保健福祉部長。

〔暉福祉部長儘部美嬬）登壇］

〇保健福祉部長 OJ艮部美次君） 先ほどのご質疑の第1点目の議案第111
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号四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例等の一部改正についてお答

えさせていただきます。

老人医療費についても食事療養費に係る標準負担額を助成の対象にせよ

ということでございますが、今回の健康保険法の一部改正により、入院時

の食事について定額の自己負担を患者が支払うということとされました。

食費は入院、在宅にかかわらず、共通して必要となる費用であり、負担の

公平化を図ることを目的とした改正でございます。 68歳、 69歳の老人医療

費だけ標準負担額を助成できない理由といたしましては、老人保健福祉法

に基づく70歳以上の老人についても、 1日600円の自己負担をすることに

なっております。 68歳、 69歳の医療費助成は、 70歳到達以前の老人に対し

補完的に行っている助成制度でございます。今回の改正で老人保健法に該

当する老人は、標準負担額を自己負担することにより、 68歳、 69歳の方に

助成するのは整合性に欠けるということでございます。したがって、三重

県におきましても、乳幼児、心身障害者、母子の3公費について、入院時

食事療養費に係る標準負担額を補助対象とすることとしており、県に呼応

して、本市において今般、助成対象としようとするものでございます。こ

れによって、条例改正をお願いするところでございます。

〇議長（伊藤雅敏君） 教育長。

〔教育長び羽武君）登壇〕

0教育長伎｝羽武君） ただいまのご質疑の中の議案第112号四日市市

都市公園条例の一部改正について、ないし113号四日市市運動施設の設置

及び管理に関する条例の一部改正について、あわせてお答えをいたします。

霞ケ浦第1サッカー場の名称変更につきましては、ご存じのように、当

該地がドーム型多目的スポーツ施設の建設用地となっているため、残存

コートは一つだけとなりますので、従来の第 1ゞ 第2コートという名称を

廃止するものでございます。なお、代替施設につきましては、必要である

と考えますので、垂坂の埋立地の整備による確保をも含めまして、今後鋭
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意候補地を検討中でございます。朝明テニスコートにつきましては、朝明

終末処理場の増設計画がございまして、借地を返還するものでございます。

なお、このコートにつきましては、この数年間、利用実績もございません。

廃止しても支障がない施設というふうに考えております。

また、鈴鹿川内堀野球場につきましては、その整備場所が河口近くの河

川敷でございまして、集中豪雨や台風のたびにグラウンドの土が流出した

り、復旧費用が従来もかさんでおったわけでございます。そういったよう

なことから、整備を見合わせておったものでございますが、 5年度中には、

月に1回程度の利用状況がございましたが、今回、昨年度から野球連盟に

も1年後に廃止する旨を通知いたしまして、こ理解を得てきたところでご

ざいます。

続きまして、議案第114号につきまして、四日市市立Ij浮校及び中学校

設置条例の一部改正についてでございますが、これに関しまして、ただい

ま土地の問題についてのご質疑がございました。その前に少し、この機会

に、今後のスケジュールを若干簡単に説明させていただきますが、この統

合につきましては、平成7年4月に納屋Ij洋校におきまして、中央Ij洋校

を開校させまして、その後2年間をかけて新校舎を現在の中部東小学校地

に整備いたしたいと考えておるものでございます。これでいきますと、平

成9年4月に現中部東小学校地に中央Ij浮屯功ゞ新校舎として整備される予

定でございまして、その後、納屋,j浮校校舎の解体といったようなことに

向かっていくかと思います。したがいまして、同小学校地が空き地となる

予定になるわけでございます。

したがいまして、この跡地利用計画の策定につきましては、まだまだ今

後の問題ではございますが、港地区の活性化に配慮した施設の誘導が不可

欠であるというふうにも考えております。したがいまして、全市的な観点

から考えていくことも必要でございますので、庁内に市長公室を初めとし

た関係部局による会議も持つとともに、さらには地元の方々のご要望を十
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分にお聞きしていく中で、跡地の整備計画を今後立てていきたいというふ

うに考えておりますので、何とぞこ理解を賜りたいと存じます。

〇議長（伊藤雅敏君） 下水道部長。

打吋水道部長（岡田幹夫君）登壇〕

〇下水道部長（岡田幹夫君） ただいまご質疑のございました議案第125

号それから126号、 127号についてお答え申し上げます。

まず、議案第 125号の変更理由及びその内容についてでございますが、

羽津茂福1号幹線水路築造工事の十四川横断箇所にかかっております斎宮

橋の橋台の構造につきましては、古い年代の橋でございまして、構造図が

ございませんが、構造を調査いたしまして、重力式の構造であるというこ

とから、基礎ぐいがないか、あるいはあってもごく短いものとの判断から、

推進工事の設計をいたしたところでございます。しかし、念のために着手

に際しまして、事前ボーリングと申しますか、チェックボーリングをしま

したところ、基礎ぐいの存在が判明いたしまして、これを避けるため、既

設立坑を掘り下げ、基礎ぐいに支障がなく、掘進が可能なように当初の縦

断計画を深く変更するものでありまして、それに伴う既設立坑の補強とし

て地盤改良を行うものでございます。

次に、議案第126号につきましては、羽津茂福3号幹線水路築造工事で

ございまして、ちょうど富田山城線の本線の中での工事でございまして、

そのために仮設道路を富田山城線の未供用区間に設けて、交通等の処理を

行う必要がございまして、道路管理者であります三重県道路公社と仮設道

路の舗装構成等につきまして、事前協議しながら設計を行ったところでご

ざいますが、その後、仮設道路の使用期間が長期にわたること、あるいは

重量物の交通も非常に多く、さらには、地域の交通事情、あるいは交通の

安全を図る等々の理由から、道路管理者の方から、再度協議の申し入れが

ございました。それで、協議の結果、舗装を本線同様の構成に変更すると

いうものでございます。
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次に、議案第 127号につきましては、桜汚水1号幹線管渠布設工事のロ

r 径900nmの施工区間におきまして、当初設計に当たりましては、地質調査

資料によりまして、転石のいわゆる石の大きさでございますが、径を判断

いたしまして、口径900nmの関係を設定いたしたところでございますが、

立坑掘削時あわせまして、掘進箇所の地質調査の探りをいたしましたとこ

ろ、さらに大きな400nmの転石が確認されたところでございます。そうい

うことで、 900nmでは不可能でございますので、掘削が可能である1,200nm 

口径に変更するものでございます。

いずれも施工に際して発生したものでございまして、その内容につきま

しても、国、県の設計指針に沿って適正に行っており、必要最小限の変更

でございます。したがいまして、ご指摘のような疑義を持たれるようなこ

とは一切ございません。

なお、いずれの工事も国補事業でございまして、内容等につきましては、

県の審査並びに国の会計検査の対象となっておりまして、当然チェックを

受けるものでございます。

〇議長（伊藤雅敏君） 佐野光信君。

0佐野光信君議案第111号、医療費の問題、特に高齢者、国民年金をも

らっている人は平均で年金受給額が3万3,000円だということでございま

すので、支出が増えれば医者に支払う金もなくなる、そういう点で、ぜひ

委員会の中で審査をしていただきたい。

それから、議案第126号、これは富田山城線の本工事であれば、市だけ

でなくて、県にも負担させても十分ではないかと思います。ご検討をお願

いいたします。

〇議長（伊藤雅敏君） 時間が参りましたので、佐野光信君の質疑はこの

程度にとどめさせていただきます。

これをもって質疑を終結いたします。

本件をお手元に配付しました付託議案一覧表のとおりそれぞれ所管の常
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任委員会に付託いたします。

日程第3 議案第128号平成6年度四日市市一般会計補正予算（第3

号）ないし議案第137号工事請負契約の締結について

〇議長（伊藤雅敏君） 日程第3、議案第128号平成6年度四日市市一般

会計補正予算（第3号）ないし議案第137号工事請負契約の締結について

の10件を一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

市長。

〔市長 (}]0藤寛嗣君）登壇〕

〇市長⑳藤寛嗣君） ただいま上程されました各議案についてご説明申

し上げます。

議 128号から議案第135号までは、議員、市長、職員等の給与改定に

伴う補正予算及び条例改正案であります。

人事院は、去る 8月、給料、扶養手当等、一般職の国家公務員の給与に

ついて、本年4月にさかのぼり、 1.18％引き上げるとともに、期末手当の

額を年間0.1カ月分引き下げるよう勧告いたしました。本市におきまして

は、勧告を尊重し、一般職に属する職員の給与等を国家公務員に準じて改

定するため、職員給与条例の一部改正を行うとともに、職員に準じて議長、

市長等の期末手当の額を年間0.1月分引き下げるため、議会の議員の報酬

及び費用弁償等に関する条例並びに市長、助役及び収入役の給与及び旅費

に関する条例の一部を改正しようとするものであります。

また、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につ

きましては、地方交付税単位費用積算基礎の改正などに伴い、学校医、保

育所の嘱託医師等の報酬額を本年4月にさかのぼって引き上げようとする

ものであります。

なお、各会計の補正予算案は、給与改定等に要する経費を補正するもの
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で、財源には、一般会計におきましては繰越金等を、その他の会計におき

ましては繰入金及び繰越金を充当いたしております。

議 136号市税条例の一部改正につきましては、地方税法の一部が改

正されたことに伴い、個人の市民税の所得割に係る税率の適用区分等を変

更しようとするものであります。

議案第137号は、工事請負契約締結議案でありまして、西伊倉町市営住

宅建替I1期工事につきまして、指名競争入札により請負契約を締結しよう

とするものであります。

以上が各議案の概要であります。どうかよろしくご審議いただき、議決

賜りますようお願い申し上げます。

〇議長（伊藤雅敏君） 提案理由の説明はお聞き及びのとおりであります。

ご質疑がありましたら、ご発言願います。

橋本茂君。

〔橋本茂君登壇〕

0橋本茂君議案第135号についてお聞きをいたします。市職員の給与

条例に関する件ですが、提案説明では、期末手当の額を年間0.1カ月分引

き下げる内容となっています。まずこれを実施すると、影響額は1人平均

で、また全体でいかほどになるのか、お聞きをいたします。

次に、県内他都市、 12市でありますが、そこにおいても同様な引き下げ

内容が行われることになっているのかどうか、お聞きをいたします。

さらに、提案説明では、人事院勧告を尊重し、国家公務員に準じてとあ

りますが、本市の職員の給与水準はもちろん国家公務員の水準とは歴然と

した格差があり、同一ではありませんから、準じる必要がないのではない

か、この点をお聞きをいたします。

〇議長（伊藤雅敏君） 総務部長。

〔総鱈長（鈴木→と君）登叩

〇総務部長（鈴木一美君） 給与条例の改正につきましてご質疑がござい
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ました。まず、第1点、今回の改正によって、 1人どれだけになるのか、

あるいは全体でどれぐらいかということでございます。

資料として1人平均の額を手元に所持しておりませんので、後ほどまた

委員会等でお示しをさせていただきたいと思います。全体としまして、今

回の改定によります補正のかかわりでございますが、補正の全体としては

1億4,800万円程度ということで、これは全部差し引きした後の数字だけ、

私持っておりますので、ご容赦を賜りたいと思います。

それから、県内他市の状況でございますが、これにつきましては、不思

議と昨年は0.15カ月引き下げということもございました。これの扱いをど

うするかということを中心に、他市からの問い合わせ等あるいは協議も重

ねてきたところでございますが、昨年の例にならって、本年また0.1カ月

分がカットになるということでございますが、取り扱い上は、昨年と率が

違うだけということでございますので、他市からの問い合わせも現在まで

はございませんし、人事課長、給与関係課長会議の中では、全体に各市と

も今回の人事院勧告に準拠して改定を行う予定というふうに伺っておりま

す。

なお、人事院勧告に従う必要がないのではないかというご発言でござい

ますが、今日まで、本市といたしましては、人事委員会を持つ団体でもご

ざいませんので、これら職員の給与の適正な運用のためには、毎年の人事

院勧告を基準にして、労使の理解のもとに、こういったことで確認をしな

がら行っておりますので、こ理解をいただきたいと思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 橋本茂君。

0橋本茂君総務委員会でよく議論をしていただきたいと思います。

〇議長（伊藤雅敏君） 他にご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。本件をお手元に配付しました付託議案一覧表のとおり、それぞれ所

管の常任委員会に付託いたします。

なお、各常任委員会は明日午前10時から開会されますので、念のため申
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し上げます。

〇議長（伊藤雅敏君） 次に、 12月6日までに受理いたしました請願は既

にお手元に配付いたしました文書表のとおりであります。

本件をそれぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

陳情につきましては、 1件提出がありました。既にお手元に文書表を配

付いたしておりますので、ご了承願います。

〇議長（伊藤雅敏君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。

次回は12月16日、午後2時から会議を開きます。

本日はこれをもって散会いたします。ご苦労さまでした。

午後3時58分散会
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会 議 録

第 5
 
日

（平成6年12月16日）



〇議事日程第5号

平成6年12月16日（金） 午後2時開議

第1 議案第 102号ないし議案第 137号 …………… 委員長報告・質疑

討論・採決

第2 議案第 138号教育委員会委員の任命について ……説明・質疑

討論・採決

第3 委員会報告第5号請願の審査結果について …………採否決定

第4 発議第11号及び発議第12号 …………………………… 説明・質疑

討論・採決

発議第11号核兵器全面禁止・廃絶国際条約の締結

を求める意見書の提出について

発議第12号私学助成制度の拡充を求める意見書の

提出について

0本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

0出席議員 (37名）

青山弘忠

小井道夫

石川勝彦

市川悦子

市川正徳
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宇野長好
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教育長 丹羽 武

代表監査委員 栗本春樹

0出席事務局職員

事務局長 長谷川昭彦

参事兼議事課長 伊藤千秋

議事課長補佐 玉田耕士

議事係長 井上紀久夫

主 事 濱田信―

主 事 芝田敏樹

午後2時1分開議

〇議長（伊藤雅敏君） これより本日の会議を開きます。

だだいまの出席議員数は37名であります。

本日の議事につきましては、お手元に配付いたしました議事日程第5号

により取り進めますので、よろしくお願いいたします。

日程第1 議案第102号ないし議案第137号

〇議長（伊藤雅敏君） 日程第1、議案第102号平成6年度四日市市一般

会計補正予算（第2号）ないし議案第137号工事請負契約の締結について

の36件を一括議題といたします。

本件に対する委員長の報告を求めます。

まず、総務委員長にお願いいたします。

青山弘忠君。

〔総務委員長（青山弘忠君）登壇〕

〇総務委員長（青山弘忠君） 総務委員会に付託されました関係議案につ
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きまして、当委員会の審査の経過と結果をこ~告いたします。

まず、議案第102号平成6年度四日市市一般会計補正予算（第2号）の

関係部分についてであります。

第1条歳入歳出予算の補正のうち、歳入につきましては、景気対策とし

ての公共事業の増加や、長引く景気低迷により、市税の減収等により市債

の発行が増加していることから、長期的な視点に立った財政運営により一

層配慮していくべきとの意見がありました。

次に歳出についてであります。

第1款議会費につきましては、議員2名の欠員による報酬等の減額補正

であり、別段異議はありませんでした。

第2款総務費につきましては、各種公共施設の維持管理等の充実につい

て意見がありました。

第4款衛生費につきましては、別段異議はありませんでした。

次に、第8款土木費のうち、第5項都市計画費の関係部分についてであ

ります。今回の補正は、中央通り地下駐車場整備事業にかかわる補助金の

計上であり、理事者からは、 「当事業は国道1号の地下駐車場整備に合わ

せ、株式会社ディア四日市が事業主体となり、国道1号から近鉄四日市駅

までの中央通り北側に、地下2層自走式の駐車場を整備しようとするもの

である。収容台数は306台、延べ床面積1万3,346面の計画であり、総事業

費としては、約48億円程度見込んでいる。なお、年明けから工事に着工し、

平成9年竣工の予定である」との説明がありました。

当事業は、近鉄四日市駅東地区の活性化に寄与するものと期待されると

ころであり、事業の早急な進展を望むところでありますが、事業の推進に

当たっては歩行者等の安全確保や、商店街への荷物の搬入路の確保等に万

全を期するとともに、工事期間が長期に及ぶことから、市民に対する工事

内容の周知徹底を図るなど、きめ細かな対応に努め、市民生活への影響を

最小限に止めていくよう強く要望いたしました。
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また、工事の施工に当たっては、工事手法に一層の工夫を加えるなど、

効率性、経済性の確保にも配慮していくとともに、工事途中での安易な工

事内容の変更等が生じないよう、設計・監理について適切な指導、助言を

行っていくことを要望いたしました。

第9款消防費につきましては、火災件数の増加による消防団員の費用弁

償等の追加計上が主なものであり、別段異議はありませんでした。

第11款公債費につきましても、別段異議はありませんでした。

第2条債務負担行為の補正につきましては、ドーム型多目的スポーツ施

設の建設に伴う債務負担行為について、一部委員から反対意見がありまし

た。

また、ドーム型多目的スポーツ施設の建設に当たっては、工事の発注方

法に一層の工夫を加えるなど、より効率的な建設工事に努めていくべきと

の意見がありました。

第3条地方債の補正及び第4条一時借入金の補正につきましては、別段

異議はありませんでした。

次に、議案第107号四日市市議会議員及び四日市市長の選挙における選

挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の制定につ

きましては、公職選挙法の改正に基づき、選挙運動用自動車の使用、ポス

ターの作成にかかわる公営制度を新たに設けようとするものでありますが、

書類申請の簡素化、並びにポスター掲示場の位置図の配付について意見が

ありました。

議案第108号四日市市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等

に関する条例の一部改正について、議案第109号四日市市職員退職手当支

給条例の一部改正について、議案第110号過料の額の引き上げのための関

係条例の一部改正について、議案第115号四日市市消防団員等公務災害補

償条例の一部改正について、議案第116号四日市市火災予防条例の一部改

正についての以上5議案につきましては、別段異議はありませんでした。
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議 119号ないし議案第121号の3議案につきましては、いずれも（仮

称）本町プラザ建設工事にかかわる工事請負契約の締結議案でありますが、

今後、指名業者の選定に当たっては、地域経済の活性化、並びに地元業者

育成の観点から、できる限り地元業者への発注に配慮していくとともに、

工事の施工に当たっては、地元下請業者の参入について特段の配慮を図っ

ていくよう要望いたしました。

議 122号につきましては、庁舎空調用熱源改修工事にかかわる工事

請負契約の締結議案であり、別段異議はなかったのでありますが、当議案

に関連して、各地区市民センターに設置されている冷暖房設備の保守点検

等、メンテナンスの充実について意見がありました。

議 128号平成6年度四日市市一般会計補正予算（第3号）、議案第129

号平成6年度四日市市国民健康保険特別会計補正予算（第2号）、議案第

135号四日市市職員給与条例の一部改正についての以上3議案につきまし

ては、いずれも国家公務員に対する人事院勧告を尊重して、本市職員の給

与等について、本年4月にさかのぼり、 1.18％引き上げるとともに、期末

手当の額を年間0.1カ月分引き下げようとするものでありますが、一部委

員から、期末手当の引き下げについて反対意見がありました。

議案第132号四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部改正について、議案第133号四日市市委員会の委員等の報酬及び費用

弁償に関する条例の一部改正について、議案第134号四日市市長、助役及

び収入役の給与及び旅費に関する条例の一部改正についての以上3議案に

つきましては、別段異議はありませんでした。

議 136号四日市市税条例の一部改正につきましては、地方税法の一

部改正に伴い、個人市民税の所得割にかかわる税率の適用区分等を変更し

ようとするものであり、別段異議はありませんでした。

以上の経過により、当委員会に付託されました関係議案につきましては、

いずれも原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
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これをもって総務委員会の審査報告といたします。

〇議長（伊藤雅敏君） 次に、教育民生委員長にお願いいたします。

坂口正次君。

〔教育民生委員長（坂口正次君）登壇〕

〇教育民生委員長（坂口正次君） 教育民生委員会に付託されました関係

議案について、当委員会における審査の経過と結果のご報告を申し上げま

す。

まず、議案第102号平成6年度四日市市一般会計補正予算 002号）の

関係部分についてであります。

歳出第3款民生費につきましては、別段異議はありませんでした。

歳出第10款教育費につきましては、小学校費、中学校費の審査に関連し

て、先日、愛知県西尾市で発生した中学生の自殺事件をきっかけとして大

きな社会問題となっているいじめについて、本市の対応をただしたのであ

ります。

理事者からは、 「教育委員会として今回のような事件はどこででも起こ

り得るという認識のもとに、各小中学校長あてに通知文書を送付し、いじ

め問題への取り組みについて一層の充実、強化に努めるよう指示したとこ

ろであり、近々、校長、生徒指導担当教員を集め、早急に指導会議を開催

して、通知内容の徹底を図っていきたい。いじめについては、子供たちの

変化を見逃さないように努めており、いじめの事実が判明した場合には、

子供たちから事情を聴取するとともに、必要に応じて家庭を訪問するなど、

問題の解決に努めている。さらに、学年会議を開くなど、学校全体で取り

組むよう指導している」との説明がありました。

当委員会は、今後は、保護者や地域社会との緊密な連帯のもとに、学校、

家庭、地域が一体となり、児童生徒へのきめ細かな指導を行いながら、い

じめの早期発見と問題解決に努めていくよう強く要望いたしました。

また、いじめや登校拒否などの問題に対応するため、教員の増員を求め
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る意見もありました。

議 104号平成6年度四日市市老人保健医療特別会計補正予算 002 

号）につきましては、別段異議はありませんでした。

議 111号四日市市紐児の疇費の助成に関する条例等の一部改正

につきましては、 68歳以上の高齢者に対する入院給食費の助成を求める意

見がありました。

鰤擁113号四日職運動施設の設置及び管理に関する条例の一部改正

につきましては、一部委員から反対意見がありました。

詔護匂114号四日市市立小学校及び中学校設置条例の一部改正について

は、中部東Ij噂宅：と納屋小学校を統合し、新たに中央小学校を設置しよう

とするものであり、別段異議はなかったのでありますが、今後、中学校区

の決定及び、平成9年4月に空き地となる納屋,j洋校跡地整備については、

関係者の意見を十分に聞きながら慎重に対応していくよう要望いたしまし

た。

また、統合に伴い通学区域が拡大することから、通学時の安全確保に万

全を期すべきとの意見がありました。

叫の麟により、当委員会に暉されました関係議案につきましては、

いずれも原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。

これをもちまして教育民生委員会の審査報告といたします。

〇議長（伊藤雅敏君） 次に、産業公営企業委員長にお願いいたします。

森真寿朗君。

浬業公営企業委員長（森真寿朗君）登壇〕

〇産業公営企業委員長頃i真寿朗君） 産業公営企業委員会に付託され

ました関係議案につきまして、当委員会の審査の経過と結果をこ報告申し

上げます。

まず、議案第102号平成6年度四日市市一般会計補正予算 002号）の

疇部分についてであります。
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歳出第6款農林水産業費につきましては、別段異議はなかったのであり

ますが、農地費に関連して、昨今、市街化の進展により、農業用用排水路

において、一般家庭からの雑排水の流入が増大する傾向にあることから、

麒用用排水路の維持管理について、関係各部との調整を図りながら、地

元負担のあり方を含め、総合的な見直しを行っていくよう要望いたしまし

た。

そのほか、国の新農政に沿った農業経営集約化への対応策、農業にかか

わる工事の発注について意見がありました。

歳出第14款第1項農林水産施設災害復旧費につきましては、別段異議は

ありませんでした。

議 105号平成6年度四日市市農業集落排水事業特別会計補正予算償5

1号）につきましては、集落排水事業の汚水処理場へ流入する家庭排水の

農業生産への活用について、必要に応じて農業研究指導所等との連携を図

りながら、研究を行っていくべきとの意見がありました。

議 106号平成6年度四日市市水道事業会計第1回補正予算につきま

しては、今夏の猛暑、少雨による水不足を契機として、今後とも限りある

水資源を有効に使用する観点から、引き続き節水意識の高揚に向けてPR

を行っていくべきとの意見がありました。

以上の経過により、当委員会に付託されました関係議案につきましては、

いずれも別段異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第であり

ます。

これをもちまして産業公営企業委員会の審査報告といたします。

〇議長（伊藤雅敏君） 次に、建設副委員長にお願いいたします。

小川政人君。

暉副委員長（小川政人君）登壇〕

〇建設副委員長（小川政人君） 病気療養中の谷口委員長に代わりまして

委員長報告をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
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廻聡委員会に付託されました関係議案につきまして、当委員会における

審査の経過と結果をご報告申し上げます。

まず、議案第102号平成6年度四日市市一般会計補正予算（第2号）の

うち、歳出第8款土木費の関係部分についてであります。

土につきましては、平成5年4月1日より、四日市市建築行為

等にかかる道路後退用地整備要綱が施行され、安全で快適なまちづくりの

距勧ゞ図られておりますが、要網の運用に当たっては、個々の事例間の整

碑に十分留意しながら公平性の確保に努め、良好な市街地の形成と生活

環境の向上に努めるべきとの意見がありました。

次に、道路橋梁費につきましては、平成5年度より安全性と利便性の向

上、景観への配慮等、人にやさしい道づくりを基本理念とする環境整備事

業がスタートしたところでありますが、市内各所で見受けられる危険箇所

を串即こ節肖し、高齢者や障害者などの社会的弱者が安心して通行できる

道づくりを実現していくため、予算の裏づけを含めた計画的な事業推進に・

努めるよう要望いたしました。

また、道路整備の一層の促進を図る見地から、市道路線の整備事業と整

合を図りながら、狭陰箇所、交差点改良など、市内ネック箇所の解消に取

り組み、道路環境の向上に努めるよう要望いたしました。

このほか、旧東海道の景観整備事業の継続実施及び里道の拡幅整備につ

いて意見がありました。

河川費につきましては、別段異議はありませんでした。

都市計画費のうち街路事業費につきましては、地域住民の日常生活に影

響を及ぼしている深刻な交通渋滞の解消を図るため、高浜昌栄線の拡幅整

備が進められているところでありますが、事業完了には相当の期間を必要

とすることから、整備手法の工夫による早期完了に努めるよう要望いたし

ました。

また、同臨象と新開橋とを結ぶ道路の整備については、一体的な整備に
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取り組むべきとの意見がありました。

都市下水路費につきましては、都市環境の向上を図るため、事業の一層

の進捗とともに、既設排水路の適正な維持管理に努めるべきとの意見があ

りました。

歳出第14款第2項土木施設災害復旧費につきましては、迅速な災害復旧

を図る即也から、被災箇所の的確な把握に万全を期すべきとの意見があり

ました。

議 103号平成6年度四日市市土地区画整理事業特別会計補正予算（第

2号）、議案第112号四日市市都市公園条例の一部改正について、議案第

117号市道路線の廃止について、及び議案第118号市道路線の認定について

の4議案につきましては、別段異議はありませんでした。

議案第123号工事請負契約の締結につきましては、雨水ポンプ等設置施

設の配置・据付方法について意見がありました。

また、議案第124号工事請負契約の締結につきましては、今回の落札業

者が既存施設の設置業者と同一であることから、契約担当部局との連携を

密にし、引き続き公正な契約事務の執行に万全を期すべきとの意見があり

ました。

次に、議案第125号及び議案第127号の2議案につきましては、下水道の

水路築造及び管渠布設にかかる工事請負契約及び委託協定の変更について

であります。

当委員会は、両議案ともにいずれも工事着手後に現場において変更事由

が生じていることから、厳密かつ公正なる調査・設計に基づき締結された

当初契約の有効性を担保するため、事前測量調査のあり方及び契約変更の

必要性について、理事者の説明を求めたのであります。

理事者からは、 「専門技術者が現場状況などを考慮に入れた総合的な判

断のもとに、通常予測し得る最大限の事前測量調査を行ったところである

が、工事着手後に、掘削を進めないとわかり得ない橋梁の基礎杭や転石等
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の存在か確認されたため、やむを得ず変更しようとするものであり、その

内容についても、国、県の設計指針等に沿って行う必要最小限の変更であ

る。今後とも事前測量調査の実施に当たっては、職員の一層の能力向上に

努めるとともに細心の注意を払い、工事着工後の契約変更を必要最小限に

止めるべく特段の努力を払い、より厳正な事業執行に努めてまいりたい」

との説明がありました。

当委員会は、今回の工事にかかる契約の変更理由について、理事者の説

明を了とするものでありますが、より一層公正で円滑な公共工事の執行を

確保していく見地から、今後、事前測量調査をさらに充実、強化していく

とともに、公共事業の効率的執行に万全を期するよう強く要望いたしまし

た。

議 126号工事請負契約の変更について、議案第130号平成6年度四日

市市公共下水道特別会計補正予算 002号）、議案第131号平成6年度四日

市市土地区画整理事業特別会計補正予算償匂3号）、及び議案第137号工事

請負契約の締結についての4議案につきましては、別段異議はありません

でした。

以上の経過により、当委員会に付託されました関係議案につきましては

いずれも別段異議なく、原案のとおり可決すべきものと決した次第であり

ます。

これをもちまして建設委員会の審査報告といたします。

〇議長（伊藤雅敏君） 委員長の報告はお聞き及びのとおりであります。

ご質疑がありましたら、ご発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（伊藤雅敏君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

これより討論に入ります。発言を許します。

佐野光信君。
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〔佐野光信君登壇〕

〇佐野光信君私は、日本共産党の四日市市議団を代表して、今定例議会

に提案された36議案のうち8議案について、市民生活を守る立場から反対

をするものであります。

議案第102号平成6年度四日市市一般会計補正予算 (ffi2号）と議案第

112号、第113号についてでありますが、市制100周年記念事業として平成

9年完成を目指し、霞ケ浦緑地にドーム型多目的スポーツ施設の建設費の

債務負担行為として、 82億4,600万円の負担を行うことと、建設場所に当

たるサッカー場を廃止しようとするものでありますが、私どもは、今日の

円高不況のもと、福祉の水準が他市と比較しても低い中で、ドームを建設

することよりも、市民要求の強い児童館や老人の憩いの施設、あるいは各

地域でスポーツ広場をつくるなど、福祉、教育の水準を向上させるべきで

あり、反対をするものであります。

ドーム建設に当たって、今回の82億4,600万円の支出とともに、今後、

合計で約200億円からの支出となりますが、霞ケ浦緑地に建設することが

財政効果があるのかどうか。あるいは今後の財政支出や償還に当たり、市

財政に大きな影響を及ぼすことになり、福祉の予算の切り捨てによる福祉

行政の後退が懸念をされます。

また、利用するに当たって、公式サッカーもできないように、利用が限

定される上に、全市民が利用する上で、海岸線、位置的にも遠く、交通の

便も悪く、他市でドームが建設されてきたのは、雪国で冬の間、屋外でス

ポーツができないところからドームが建設された経過もあり、なぜ今、四

日市でドームが必要なのか、大きな疑問であります。ドーム建設など、ゼ

ネコン型の建設に多額の支出を行うべきでなく、反対をするものでありま

す。

次に、議案第135号四日市市職員給与条例の一部改正についてど、この

議案に関連して、議案第128号、第129号、第130号、第131号について、反
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対理由を述べます。

私どもは、市職員の賃金アップなど、労働条件の向上については大いに

賛成であります。しかし、今回の議案の中で、期末勤勉手当が0.1カ月も

支給月数を引き下げることが含まれており、私どもはこの引き下げること

についてのみ反対をいたします。国家公務員の給与改定に基づき、期末勤

勉手当を0.1カ月引き下げるものでありますが、その引き下げの理由とし

て、官民給与の格差があるということでありますが、一つには、民間との

比較において、平均給与のとらえ方においても問題があります。二つには

特に民間においては、男女の差別賃金が存在しています。それらのものと

本当に比較できるのかどうか。三つには、国家公務員との比較が数値上で

比較できないものがあります。四つには、公務員の給与は、民間との差が

開いたらそれに追いついていくという後追いの性格を持っています。五つ

には、不況打開という面からも、労働者の懐をあったかくして、購買力を

上げていかなければならないという点から見て、市職員の期末勤勉手当を

0.1カ月引き下げることは認めることができずに、反対をするものであり

ます。

〇議長（伊藤雅敏君） これをもって討論を終結いたします。

これより採決に入ります。

まず、議案第102号平成6年度四日市市一般会計補正予算 cm2号）、議
案第112号四日市市都市公園条例の一部改正について、議案第113号四日市

市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について、議案第128

号平成6年度四日市市一般会計補正予算 (ffi3号）、議案第129号平成6年

度四日市市国民健康保険特別会計補正予算 cm2号）、議案第130号平成6
年度四日市市公共下水道特別会計補正予算 (ffi2号）、議案第131号平成6

年度四日市市土地区画整理事業特別会計補正予算 (ffi3号）、及び議案第

135号四日市市職員給与条例の一部改正についての以上8件を、一括して

起立により採決いたします。
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本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。

讚成者起立〕

〇議長（伊藤雅敏君） 起立多数であります。よって、本件は可決されま

した。

次に、ただいま採決いたしました議案を除いた28件を一括採決いたしま

す。

本件に対する委員長の報告は可決であります。

本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（伊藤雅敏君） ご異議なしと認めます。よって、本件は可決され

ました。

日程第2 議案第138号教育委員会委員の任命について

〇議長（伊藤雅敏君） 日程第2、議案第138号教育委員会委員の任命に

ついてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

市長。

〔市長 (1Ju藤寛嗣君）登壇〕

〇市長傭l藤寛嗣君） ただいま上程されました議案第138号は、本市の

教育委員会委員のうち、来る12月25日をもって任期満了となります石崎那

津子氏を、引き続き任命いたしたいと存じ、提案するものであります。

なお、同氏の経歴は、お手元の経歴書のとおりであります。

どうかよろしくご審議いただき、ご同意賜りますようお願い申し上げま

す。

〇議長（伊藤雅敏君） 提案理由の説明はお聞き及びのとおりであります。

ご質疑がありましたら、ご発言願います。
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〔〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（伊藤雅敏君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

これより本件を採決いたします。

本件は同意することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（伊藤雅敏君） ご異議なしと認めます。よって、本件は同意する

ことに決しました。

それでは、ただいま教育委員会委員に同意いたしました石崎那津子氏か

らごあいさつがありますので、よろしくお願いいたします。

〔石崎那津子氏入場〕

0石崎那津子君 ただいま教育委員の再任につきましてご同意いただきま

した石崎でございます。大変高いところからではございますが、一言ご挨

拶を申し上げます。

物の豊かさよりは、思いやりと心の豊かさを信条といたしまして、 4年

間教育委員の責を務めさせていただきましたのでございますが、現在の社

会情勢におきまして、教育の担います役割の重要性を再認識いたしておる

次第でございます。このたび、教育委員を続けてはというお話をちょうだ

いいたしまして、心新たに、微力ではございますが、一生懸命努力させて

いただきたいと思いますので、議員の皆様方には何とぞご指導、こ瀦撻の

ほどをお願い申し上げまして、簡単ではございますがごあいさつとさせて

いただきます。 （拍手）

花崎那津子氏退場〕

日程第3 委員会報告第5号請願の審査結果について

〇議長（伊藤雅敏君） 日程第3、委員会報告第5号請願の審査結果につ

いてを議題といたします。
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委員会の審査報告に対し、ご質疑がありましたらご発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（伊藤雅敏君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

これより本件を採決いたします。

本件は委員会報告のとおり決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（伊藤雅敏君） ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会報

告のとおり決しました。

日程第4 発議第11号核兵器全面禁止・廃絶国際条約の締結を求める

意見書の提出について及び発議第12号私学助成制度の拡充を求める意見

書の提出について

〇議長（伊藤雅敏君） 発議第11号核兵器全面禁止・廃絶国際条約の締結

を求める意見書の提出について及び発議第12号私学助成制度の拡充を求め

る意見書の提出についての2件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

青山弘忠君。

〔青山弘忠君登壇〕

〇青山弘忠君発議第11号核兵器全面禁止・廃絶国際条約の締結を求める

意見書の提出につきまして、発議者を代表して提出理由の説明を申し上げ

ます。

人類史上初の原子爆弾が広島、長崎に投下されてからはや半世紀を迎え

ようとしていますが、今なお、世界には数多くの核兵器が保有されており、

核兵器の脅威は依然として続いています。

そこで、政府に対し、世界で唯一の被爆国として、人類の生存と地球環

境を守る立場から、核兵器の全面廃絶を実現するために、核兵器全面禁止
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・廃絶国際条約を一日も早く締結するよう、国連初め関係諸国に対し、格

段の努力を求めるため、お手元に配付いたしました意見書を提出しようと

するものであります。どうかよろしくご賛同を賜りますようお願い申し上

げます。

〇議長（伊藤雅敏君） 坂口正次君。

〔坂口正次君登壇〕

〇坂口正次君発議第12号私学助成の拡充を求める意見書の提出について

発議者を代表して提出理由の説明を申し上げます。

今日、日本の教育は、私学の存在を抜きにして語ることはできません。

三重県においても、高校生の5人に1人が私学に通うなど、私学教育は県

民教育の一端を担う重要な役割を果たしております。このような状況の中

私学に対する国の予算は、今年度25％も削減され、私学関係者にとっては

大きな打撃となりました。また、本県の私学助成は徐々に改善されてきた

ものの、まだ十分ではなく、特に、授業料補助については、全国的に見て

も大きく立ちおくれております。そこで、政府と県に対し、私学助成制度

のより一層の拡充を求めるため、お手元に配付いたしました意見書を提出

しようとするものであります。よろしくご賛同賜りますようお願い申し上

げます。

〇議長（伊藤雅敏君） 提出者の説明はお聞き及びのとおりであります。

ご質疑がありましたら、ご発言願います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（伊藤雅敏君） 別段ご質疑もありませんので、質疑を終結いたし

ます。

これより本件を一括採決いたします。

本件は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

〇議長（伊藤雅敏君） ご異議なしと認めます。よって、本件は可決され
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ました。 地方自治法第 12琥嘩2項の規定に基づき署名する。

〇議長（伊藤雅敏君） この際ご報告いたします。さきの9月定例会から 四日市市議会議長 伊 藤 雅 敏

今定例会までの各常任委員会の閉会中の調査結果について、お手元に報告

書を配付いたしておりますので、これによりご了承願います。 四日市市議会副議長 豆幽 田 忠 正

〇議長（伊藤雅敏君） 以上で、今定例会の日程は全部終了いたしました 署 名 議 員 市 } l | 正 徳

ので会議を閉じ、平成6年12月四日市市議会定例会を閉会いたします。

連日にわたりご苦労さまでした。 署 名 議 員 橋 本 茂

午後2時42分閉会
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12月 1日（木）

平成6年12月定例会会期日程

午前10時開会

議案説明
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頃

日

日

日

日

2
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5

 

会

6日（火）

7日（水）

8日（木）

9日（金）

午前10時開議

一般質問

午前10時開議

一般質問

午前10時開議

一般質問

議案質疑、委員会付託

追加議案説明、質疑、委員会付託

各常任委員会

11日（日）

12日（月）

13日（火）

14日（水）

15日（木）

16日（金）

休会

午後 2時開議

委員長報告、質疑、討論、採決

追加議案説明、質疑、討論、採決
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議会運営委員会決定事項

(6. 11. 24) 

◎12月定例市議会について

1.会期日程 別紙のとおり

2.一般質問

(1) 発言ll厠茅•発言時間

①緑水会 2時間 ②政友クラプ 3時間

③市民クラプ 1時間 ④公明党 1時間40分

⑤市政クラプ 1時間40分⑥新政クラプ 1時間20分

⑦日本共産党 1時間 ⑧清風会 1時間

⑨無所属

※ Ij哄道夫議員（無所属）の発言時間は、今定例会から平成7年3

月定例会までを単位として答弁を含め15分を配分する。

3.通告⑥狂酌期限

(1)一般質問 12月1日（木） 午後2時まで

（通告内容が同一趣旨の場合は午後3時まで変更可）

(2)議案質疑 12月6日00 午後4時まで

(3)請 願 12月6日00 午後4時まで

(4)議員提案による意見書発議案

12月6日00 午後4時まで

(5) 討論•その他 12月13日00 正午まで

議決事件一覧表

〔市長提出議案〕 （37件）

議 案 名 議決結果

議 102号平成6年度四日市市一般会計補正予算（第

2号） I原痴可決
議案第 103号平成6年度四日市市土地区画整理事業特別

会計補正予算 002号） I原案可決
議 104号平成6年度四日市市老人保健医療特別会計

補正予算 002号） I原案可決
議案第 105号平成6年度四日市市農業集落排水事業特別

会計補正予算 (ffi1号） 1原案可決

議 106号平成6年度四日市市水道事業会計第1回補

正予算 1原案可決

議 107号四日市市議会議員及び四日市市長の選挙に

おける選挙運動用自動車の使用及びポスタ

ーの作成の公営に関する条例の制定につい

て 1原痴可決

議案第 108号四日市市議会の議員その他非常勤の職員の

公務災害補償等に関する条例の一部改正に

ついて

議 109号四日市市職員退職手当支給条例の一部改正

について

議 110号過料の額の引上げのための関係条例の一部

改正について

議 111号四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条

原案可決

原案可決

原案可決
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例等の一部改正について 原案可決 議案第 125号工事請負契約の変更について

議 112号四日市市都市公園条例の一部改正について 原案可決 一羽津茂福1号幹線水路築造工事

議案第 113号四日市市運動施設の設置及び管理に関する （その2)-I原案可決
条例の一部改正について 原案可決 議 126号工事請負契約の変更について

議 114号四日市市立小学校及び中学校設置条例の一 一羽津茂福3号幹線水路築造工事

部改正について 原案可決 （その2)-I原案可決

議 115号四日市市消防団員等公務災害補償条例の一 議 127号委託協定の変更について

部改正について 原案可決 ー桜汚水1号幹線管渠布設工事一 I原案可決

議案第 116号四日市市火災予防条例の一部改正について 原案可決
議 128号平成6年度四日市市一般会計補正予算（第

議案第 117号市道路線の廃止について 原案可決
3号） I原案可決

議 118号市道路線の認定について 原案可決
議 12跨平成6年度四日市市国民健康保険特別会計

議案第 119号工事請負契約の締結について
補正予算 002号） I原案可決

議 130号平成6年度四日市市公共下水道特別会計補
- （仮称）本町プラザ建設工事償睾~

正予算 002号） I原案可決
原案可決事）一，

議 131号平成6年度四日市市土地区画整理事業特別
議 120号工事請負契約の締結について

会計補正予算 003号） I原案可決
- （仮称）本町プラザ建設工事償虞i電

議 132号四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等
気設備）一 原案可決

に関する条例の一部改正について I原案可決
議 121号工事請負契約の締結について 議案第 133号四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁

- （仮称）本町プラザ建設工事償睾i機 償に関する条例の一部改正について I原案可決
械設備）一 原案可決 議案第 134号四日市市長、助役及び収入役の給与及び旅

議 122号工事請負契約の締結について 費に関する条例の一部改正について 原案可決
ー庁舎空調用熱源改修工事一 原案可決 議 135号四日市市職員給与条例の一部改正について 原案可決

議 123号工事請負契約の締結について 議案第 136号四日市市税条例の一部改正について 原案可決

一午起ポンプ場雨水ポンオ役備工事一 原案可決 議 137号工事請負契約の締結について

議 124号工事請負契約の締結について ー西伊倉町市営住宅建替 (II期）工事一 原案可決

ー白須賀ポンプ場¢,1800雨水ポンプ設備 議 138号教育委員会委員の任命について 同 意

工事一） 原案可決
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〔議員提出議案〕 （2件）

議 案 名 議決結果

発議第11号核兵器全面禁止・廃絶国際条約の締結を求め

る意見書の提出について 原案可決

発議第12号私学助成制度の拡充を求める意見書の提出に

ついて 原案可決

〔請願〕（3件）

件 名 請願者の住所・氏名

番号1----------~-------_____ : _____ -----'-~~:~_:_~----!議澱吉果

11 

紹介議員

6.12.1 受理

私学助成に関する意見書の

提出等について

付託委員会

四日市市笹川八丁目45

三重県私学助成をす

すめる会

会長丹生久吉I採 択
ほか 5,330名

田中俊行 水野幹郎I教育民生委員会

6.12.6 受理 四日市市八王子町

障害者を対象とした訓練施 2017-5 

12 I設の早期設置について あゆみの会 1採 択

会長加藤和子
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----------------------------------------------------------------------

小川政人 田中 武 教育民生委員会

6.12. 6受理 津市上浜町六丁目

核兵器全面禁止・廃絶国際 118-4 

条約締結を求める意見書採 三重県原水爆被災者

13 択について の会 採 択

代表者嶋岡静男

ほか1名

-------------------------------------------------..．．------------------

伊藤正数 小林博次 総務委員会
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一般質問通告一覧表

＾ 1
2

月

6

日

、ーノ

l厠茅 氏 名‘ 要 旨 ページ

1 街路樹の維持管理について

(1) 猛暑、少雨への対応

(2) 散水車の導入

(3)街路樹の勇み足と樹種

(4) 新日本街路樹100景•新

緑水会 みえ街路樹10景の維持管理

1 石川勝彦 2 大樹名木の保護育成につい 14 

溌言時間60分） て

3 鎮守の森周辺の整備につい

て

4 公園のリフレッシュについ

て

(1) 街区公園の見直し

1 小山田地区の諸問題につい

て

緑水会 (1) 見守り安心電話

2 市川正徳 (2) ミルクロードにバス路線 32 

溌言時間60分） を

(3) 幸福村公園の整備

2 南部地区の文化振興につい

て

＾ 12
月

7

日
、ーノ

政友クラプ 1 「全国市長会」学校災害賠

3 小川政人 償保険について 取下げ

溌言時間60分）

政友クラプ 1 学校週5日制月 2回実施に

4 桑原 勇 ついて 41 

溌言時間35分） 2 痴呆性老人対策について

1 外郭団体の見直しについて

政友クラプ 2 三重ハイテクプラネット21

5 伊藤正数 構想（鈴鹿山麓リサーチパー 50 

溌言時間35分） ク）と周辺について

3 公共事業に関わる用地収得

について

1 既に来た高齢対策を問う

政友クラプ (1) ヘルプケア

6 長谷川昭雄 (2) 福祉教育 66 

溌言時間50分） (3) 就業対策

(4)住宅施策

(5) 女性の人権

市民クラプ 1 学童保育について

7 土井数馬 2 障害福祉について 84 

溌言時間60分） 3 産業廃棄物処理場と都市景

観について
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1 視覚障害者対策について

公明党 2 救急業務のあり方について

8 市川悦子 3 女性センター（仮称）につ 107 

溌言時間60分） いて

4 温水プールについて

公明党 1 市民ふれあい農園について

， 益田 力 2 学校週5日制月 2回実施に 130 

溌言時間40分） ついて

3 市立博物館について

1 市民サービスについて

市政クラプ (1)行政手続法制定に伴う対

10 中森慎二 応 145 

溌言時間50分） (2) 固定資産税の過誤納金返

還制度

2 道路整備について

1 国際都市四日市の構築に向

けて（教育・文化・産業・市

民交流等総合的な視野のもと

に）

2 平成6、7年度の予算財政

に関連して

市政クラプ (1) 平成6年度の歳入状況と

11 水野幹郎 財政確立 162 

溌言時間50分） (2)平成7年度予算作成に当

＾ 1
2
月

8

日
、ーノ

たって

3 公民館活動について

4 景気低迷期こそ授産施設の

助成を

5 介護される側に立った福祉

のあり方について

1 女性の地位向上対策につい

新政クラブ て（特に農村女性の向上）

12 森 真寿朗 2 小・中学校の国際交流につ 183 

溌言時間40分） いて（西陵中学と天津南開中

学）

新政クラプ 1 トイレ文化を考える第10回

13 佐藤晃久 全国トイレシンポジウムに参 192 

溌言時間40分） 加して

(1) 市民参加のトイレづくり

1 市長の政治姿勢について

r (1)来年度予算編成方針

日本共産党 (2)消費税率アップによる市

14 佐野光信 民生活への影響 202 

溌言時間40分） (3)環境基本条例

2 末永•本郷の土地区画整理

事業について

1 障害者が安心して暮らせる
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四日市の街づくりについて 議案質疑通告一覧表

日本共産党 (1) 車いすで歩ける街づくり

15 橋本 茂 を 218 順序 氏 名 件 名 ページ

溌言時間20分） (2) 交通機関の改善を一

駅の改良、リフトバスの 1 議案第102号平成6年度

運行、タクシー利用など 四日市市一般会計補正予算

002号）

1 インターネットの実用化へ 歳入第14款寄附金

の対応について 第18款市債

清風会 2 市史編さんに伴う史料の保 2 議案第119号工事請負契

16 瀬川憲生 存管理について 225 約の締結について

溌言時間60分） 3 学校週5日制に伴う地域社 日本共産党 - （仮称）本町プラザ建設

会の教育環境について 1 橋本 茂 工事償睾工事）一 241 

4 市民茶室「洒翠庵」の利用 溌言時間15分） 3 議案第120号工事請負契

状況について 約の締結について

- （仮称）本町プラザ建設

工事償羹電気設備）一

4 議案第121号工事請負契

約の締結について

- （仮称）本町プラザ建設

工事償虞機械設備）一

1 議案第111号四日市市乳

幼児の医療費の助成に関する

条例等の一部改正について

2 議案第112号四日市市都

市公園条例の一部改正につい
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日本共産党

2 I佐野光信

溌言時間15分）

-290-

て

3 議案第113号四日市市運

動施設の設置及び管理に関す

る条例の一部改正について

4 議案第114号四日市市立

小学校及び中学校設置条例の

一部改正について

5 議案第125号工事請負契

約の変更について

一羽津茂福1号幹線水路築

造工事（その2)-

6’ 議案第126号工事請負契

約の変更について

一羽津茂福3号幹線水路築

造工事（その2)-

7 議案第127号委託協定の

変更について

ー桜汚水1号幹線管渠布設

工事一

244 

付託議案一覧表

〇 総務委員会

議案第 102号平成6年度四日市市一般会計補正予算（第2号）

第1条歳入歳出予算の補正

歳入全般

歳出第1款議会費

第2款総務費

第4款衛生費

第8款第5項都市計画費中都心整備

課関係部分

第9款消防費

第11款公債費

第2条債務負担行為の補正

第3条地方債の補正

第4条一時借入金の補正

議案第 107号 四日市市議会議員及び四日市市長の選挙における選挙運

動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条

例の制定について

議案第 108号 四日市市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償

等に関する条例の一部改正について

議案第 109号四日市市職員退職手当支給条例の一部改正について

議案第 110号過料の額の引上げのための関係条例の一部改正について

議案第 115号四日市市消防団員等公務災害補償条例の一部改正につい

て

議 116号四日市市火災予防条例の一部改正について

議 119号工事請負契約の締結について

- （仮称）本町プラザ建設工事償墜i工事）一
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議 120号工事請負契約の締結について

- （仮称）本町プラザ建設工事償嘩i電気設備）一

議 121号工事請負契約の締結について

- （仮称）本町プラザ建設工事償睾i機械設備）一

議 122号工事請負契約の締結について

ー庁舎空調用熱源改修工事一

議 128号平成6年度四日市市一般会計補正予算 (ffi3号）

議 129号平成6年度四日市市国民健康保険特別会計補正予算 (ffi

2号）

議 132号四日市市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

の一部改正について

議 133号四日市市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条

例の一部改正について

議 134号 四日市市長、助役及び収入役の給与及び旅費に関する条

例の一部改正について

議 135号四日市市職員給与条例の一部改正について

議 136号四日市市税条例の一部改正について

0 教育民生委員会

議 102号平成6年度四日市市一般会計補正予算 (ffi2号）

第1条歳入歳出予算の補正 ； 

歳出第3款民生費

第10款教育費

議 104号平成6年度四日市市老人保健医療特別会計補正予算 (ffi

2号）

議 111号 四日市市乳幼児の医療費の助成に関する条例等の一部改

正について
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語擁 113号四日市市運動施設の設置及び管理に関する条例の一部改

正について

議案第 114号四日市市立小学校及び中学校設置条例の一部改正につい

て

0 産業公営企業委員会

議案第 102号平成6年度四日市市一般会計補正予算 OO2号）

第1条歳入歳出予算の補正

歳出第6款農林水産業費

第14款第1項農林水産施設災害復旧

費

議案第 105号平成6年度四日市市農業集落排水事業特別会計補正予算

(ffi 1号）

議 106号平成6年度四日市市水道事業会計第1回補正予算

〇 建設委員会

議 102号平成6年度四日市市一般会計補正予算 OO2号）

第1条歳入歳出予算の補正

歳出第8款土木費（総務委員会に付託し

た部分を除く）

第14難 2項土木施設災害復旧費

議案第 103号平成6年度四日市市土地区画整理事業特別会計補正予算

00 2号）

議 112号四日市市都市公園条例の一部改正について

議 117号市道路線の廃止について
議 118号市道路線の認定について

議 123号工事請負契約の締結について
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一午起ポンプ場雨水ポンオ設備工事一

議 124号工事請負契約の締結について

ー白須賀ポンプ場が1800雨水ポンプ設備工事一

議 125号工事請負契約の変更について

一羽津茂福1号幹線水路築造工事（その2)-

議 126号工事請負契約の変更について

一羽津茂福3号幹線水路築造工事（その2)-

議案第 127号委託協定の変更について

ー桜汚水1号幹線管渠布設工事一

議案第 13嗚平成6年度四日市市公共下水道特別会計補正予算

（第2号）

議 131号平成6年度四日市市土地区画整理事業特別会計補正予算

（第3号）

議 137号工事請負契約の締結について

ー西伊倉町市営住宅建替 (II期）工事一
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核兵器全面廃止・廃絶国際条約の締結を求める意見書

人類史上初の原子爆弾が広島・長崎に投下されてから、半世紀を迎えよ

うとしていますが、今もなお放射線障害によって多くの被爆者が苦しみ続

けています。

核兵器は極めて非人道的な大量殺数兵器であり、核兵器の使用は人類の

滅亡・文明の終焉をももたらすものであります。

それにもかかわらず、世界には今なお数多くの核兵器が保有されており、

核兵器の脅威は依然として続いています。

よって、政府におかれては、世界で唯一の被爆国として人類の生存と地

球環境を守る立場から、核兵器の即時全面廃絶を実現するために、 「核兵

器全面禁止・廃絶国際条約」を一日も早く締結するよう、国連をはじめ関

係諸国に対し格段の努力を尽くされることを強く要望いたします。

以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出します。

平成6年12月16日

四日市市議会

議長伊藤雅敏

関係省庁宛

（内閣総理大臣、外務大臣、自治大臣）

私学助成制度の拡充を求める意見書

今日、日本の教育は私学の存在を抜きにして語ることはできません。

三重県においても、高校生の5人に1人が私学に通うなど私学教育は県

民教育の一端を担う重要な役割を果たしています。

このような中、私学に対する国の予算は今年度25％も削減され、私学関

係者にとっては大きな打撃となりました。

今回の削減分は地方交付税の増額で手当てされましたが、地方交付税は

使途が限定されない一般財源で、私学助成が一般財源化の方向に向かうな
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らば、私学助成の削減と地域間格差が拡大することになりかねません。

よって、政府におかれては、下記の措置を講じられるよう強く要望いた

します。

記

1.高校以下の私立学校に対する国庫助成をただちに回復し、増額するこ

と

2.経常費2分の1助成を国の責任で早期に達成すること

3.教育条件改善のための急減期特別助成を制度化すること

以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出します。

平成6年12月16日

四日市市議会

議長伊藤雅敏

疇省庁宛

（内閣総理大臣、大蔵大臣、文部大臣、自治大臣）
／ 

---------------------------------------------::2_ :, __ ------------------------. 

私学助成制度の拡充を求める意見書

今日、日本の教育は私学の存在を抜きにして語ることはできません。

三重県においても、高校生の5人に1人が私学に通うなど私学教育は県

民教育の一端を担う重要な役割を果たしています。

このような中、私学に対する国の予算は今年度25％も削減され、私学関

係者にとっては大きな打撃となりました。

本県の私学助成は関係者の努力により少しずつ改善されてきましたが、

まだ十分ではなく、特に授業料補助については、全国的に見ても大きく立

ち遅れています。

よって、三重県におかれては、下記の措置を講じられるよう強く要望い

たします。

記

-296-

1.私立高校生授業料軽減補助を近隣県並みに拡充・改善すること

2.急減期特別助成を県の施策として制度化すること

3.経常費2分の1助成に向けて、必要な措置を講じること

以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出します。

平成6年12月16日

四日市市議会

議長伊藤雅敏

三重県知事宛
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常任委員会の閉会中の調査報告について

常任委員会の閉会中の調査について、別紙のとおり報告します。

平成6年12月16日

四日市市議会

議長伊藤雅敏殿

総務委員会

〇 防災対策について

総務委員長

教育民生委員長

産業公営企業委員長

青山弘忠

坂口正次

森 真寿朗

建設副委員長 小川政人

災害は時として予期せずに起きることがあり、ひとたび大災害が起きれ

ば、平穏な日常生活は一瞬にして消え去ることもある。

被災地の住民にとって正確な情報の途絶は不安をより一層募らせるもの

であり、迅速かつ確実な災害情報の収集伝達体制の整備が緊急の課題と

なっている。

本市においても、本年9月1日に東海大地震を想定して、多数の市民や

防災関係機関が参加して大規模な防災訓練を実施したほか、各地区におい

て様々な工夫を凝らした防災訓練が行われているところであり、市民の防

災への関心は年々高まりを見せている。

また、 9月定例市議会においては、防災無線通信設備設置の工事請負契

約案件が上程されたところであり、当委員会においては市民の生命・身体

及び財産を守る立場から種々議論が交わされたところである。

こういったことから、当委員会では閉会中の継続調査に防災対策につい

てを取り上げ、その中でも特に防災行政用無線（同報無線）に焦点を当て

調査研究を行ったところである。
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1.本市の防災対策について

本市では災害対策基本法に基づき、四日市市防災会議が設置されており、

この防災会議の中で非常災害への緊急措置に関する計画を含む地域防災計

画が作成され、実施推進するとともに、防災関係機関との連絡調整を行っ

ている。

さらに、災害が発生しまたは災害が発生する恐れがある場合には災害対

策本部を設置するとともに、災害応急対策をとることとなっており、あら

ゆる災害に対し、災害の発生を防御しまたは応急的援助を行うなど被害を

最小限に止めるため、全庁的に防災に関する所掌事務を定め、有事の際に

備えているところである。

これら防災対策の中心的な役割を担っているのが防災対策室であり、防

災意識の啓発、防災訓練の基本計画に関すること、その他防災に係る総合

調整等を主に担当し、日常的な防災活動を行っている。

2.災害情報の伝達について

災害発生時においては、気象情報の伝達、各種情報の収集、災害応急対~

策に必要な指示等の伝達を迅速かつ確実に実施するとともに、直接市民に

対して広報活動を行い、災害に対する協力、復興意欲の喚起等被害の拡大

防止と災害応急対策活動の円滑で効果的な促進を図ることが重要な課題と

なっている。

現在、本市における災害情報の通信及び伝達方法としては、加入電話、

防災行政用無線、県防災無線、消防無線、孤立防止用無線電話、広報車、

携帯マイク、報道機関等の利用による方法がとられている。

特に、防災行政用無線については、災害現場から情報等を収集するため

の移動系無線と同時に多数の場所に情報を伝達できる固定系無線（同報無

線）とがあり、本市においては既に移動系無線の運用が開始されていると

ころであり、今後は一度に多数の市民に緊急伝達することができる固定系

無線（同報無線）の導入を3ケ年で実施する計画である。
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この同報無線は、市役所庁舎及び消防本部に親局（送信設備）を設置し、

災害時に防災拠点となる消防署、地区市民センター、消防分団詰所や津波

など大きな被害を受ける恐れのある海岸部等に子局を設置し、迅速で的確

な防災情報を市民に伝達しようとするものであり、子局には屋外拡声装置、

屋内型の戸別受信機、無線ファクシミリを設置する計画である。

一方、消防分団車庫にあるモーターサイレンについても、無線設備と連

結し、親局からの操作によりサイレンを吹鳴させることにより、緊急災害

情報を市民に周知できるものである。

同報無線の設置に当たっては、電波伝播上必要と思われる諸データを現

地において実験測定するとともに既存の消防サイレンを吹鳴させ騒音計及

び調査員の聴覚による調査測定も実施したところであり、調査結果では、

中継局の設置の必要もなく、親局から子局に向け直接電波により、情報を

伝達することが可能との結果が得られた。

一方、消防分団に設置の消防サイレンについては出力が小さく、周囲の

状況等によっては音響範囲が非常に狭い所もあり、全市にこのモーターサ

イレンで伝達することは困難との調査結果が出たことから、モーターサイ

レンの出力を増やすとともに市内10箇所で増設する計画である。

3.まとめ

災害から市民の生命・身体及び財産を守っていくためには、日常からの

防災対策の点検と見直しが何よりも重要であると考えるところであり、こ

うした観点から、調査研究の過程において各委員から出された意見の概要

は次のとおりである。

・ 災害時に多くの市民が集まることが予想される小・中学校等の非難場

所については早急に同報無線システムを導入すること

・ 同報無線の設置に当たっては、地理的条件、気象条件等も加味しなが

ら、設置場所の選定を行っていくこと

・ 自治会等において、有線による町内放送設備を備える所が増えてきて
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いることから、これらに防災行政用無線を接続させ、災害情報を伝達し

ていく方法も検討していくこと

・ 災害情報の伝達に当たっては、本市で普及が図られているケープルテ

レビジョン四日市 (CTY)の活用についても検討していくこと

・ サイレン吹鳴パターン毎の情報内容を市民に理解してもらうため、市

広報等を通じ反復的な啓発に努めていくとともに、各戸にシール化した

説明文書を配付するなど徹底した周知に努めること

・ サイレン吹鳴に当たっては、大規模災害の吹嗚と火災時等の吹鳴とが

混同されないよう消防本部等の関係機関と十分な連携をとること

・ 災害発生時の職員•関係機関等への連絡体制については、主要職員に

ポケットベルを持たせるなどして伝達網に支障の来さないよう配慮する

こと

当委員会は、大地震を初めとする災害に対する市民の不安を少しでも解

消していくためには、迅速かつ的確な災害情報の収集伝達体制の整備が重

要であると考えるところである。このため、当委員会での議論や地域住民

の意見を十分勘案し、できる限り音声による災害情報の伝達を基本にしな

がら、長期的な視点に立った防災無線システムの構築を図るなど市民の安

全確保に向けて、防災対策の一層の充実に努めるよう望むものである。

教育民生委員会

〇障害者俄りの施設について

昭和56年の国際障害者年、昭和58年を初年とする「国連・障害者の十

年」等における様々な取り組みの結果、障害者の施策と障害者を取り巻く

環境は大きな進歩をみているが、国際障害者年のスローガンである障害者

の社会への「完全参加と平等」を現実のものとするためには、まだまだ多

くの取り組まなければならない課題が残されている。

現在、本市においては、障害者施策をより総合的・計画的に推進するた
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め平成7年度から平成12年度までを計画期間とする障害者施策に関する長

期計画を策定中であるが、増大する障害者の福祉ニーズに対応していくた

めには、拠点となる施設の整備が必要不可欠となっている。

そこで当委員会は「障害者 OOの施設」を閉会中の調査事項として取

り上げ、ライフサイクルと障害の種別に応じた施設の役割と現状、今後の

障害者のための施設整備を中心に調査研究を行った。

1.本市の障害者 OO)の施設の現状

本市の障害者は、身体障害者が6,035人、知的障害者が871人、精神障害

者は推計1,600人となっており、近年、重度障害者や重複障害者の増加、

さらには障害者の高齢化が進展する傾向がみられる。

本市の障害者施策を施設面から見た場合、身体障害者、知的障害者につ

いては、乳・幼児期においては、あけぼの学園において早期療育に重点を

置いた取り組みがなされている。

学齢期においては、障害児学級や養護学校のほか、障害の種別、程度に

応じて、各種の入所・通所施設が設置されている。

青年期以降については、重度の障害者の施設としては在宅生活が困難な

障害者のための入所施設のほか、一般就労が困難な障害者に対しては、「た

んぽぽ」等の通所更生施設や「あさけワークス」 「共栄作業所」等の授産

施設において自立更生、社会参加を目指している。

精神障害者については、主に思春期に発病することが多く、保健所が中

心になって施策を展開しているが、近年、授産施設や生活の場としての援

護寮などといった社会復帰施設が設置されるなど地域社会で生活するため

の環境整備が図られている。

2.今後の施設整備のあり方

近年、地域での自立した生活と社会参加を求める障害者も増加しており、

障害者のための施設が果たす役割もより地域に密着：したものへと変容しつ

つある。
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こういった観点から各委員から出された主な意見は次のとおりである。

・ 施設の設置に当たっては、市域全体のバランスを考えた配置を行うと

ともに、健常者との交流にも十分配慮したものとすること

• 青年期以後の知的障害者の活動の場が不足していることから、現在あ

る通所更生施設「たんぽぽ」の拡充を図るとともに、新たな施設の設置

を検討すること

・ 障害者の福祉的就労の場として大きな役割を果たしている小規模授産

施設に対し、施設の拡充等、環境整備への支援を強めるとともに、福祉

工場設置への取り組みを推進すること

・ 授産施設等で障害者が作った製品を市が積極的に利用するとともに、

製品のPRを充実するなど販路の拡大に努めること

・ 依然として障害者に対する誤解や偏見がみられることから、障害及び

障害者に対する正しい認識の普及に努めること

また、施設の設置に当たっては、住民に十分な理解と協力を求め、施

設を地域社会に密着したものとしていくこと

・ 精神障害者への支援については、地区市民センターに相談の窓口を設

けるなど障害者や家族が気軽に相談できる体制を整備するとともに、地

域においても、日頃からの見守りや相談活動を通じて障害者の悩みや不

安の解消に努めること

・ 障害者健康福祉センターについては西老人福祉センターの改築にあわ

せ合築施設として整備が計画されているが、当老人福祉センターは以前

から多くの高齢者が利用しており、施設の拡張が強く求められているこ

とを踏まえ、老人福祉センターとしての機能についても一層の充実を図

っていくこと

また、障害者健康福祉センターの計画に当たっては、将来の関連施設

の整備に伴う用地の確保など長期的な視野に立って整備構想を策定する

こと
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• 在宅生活の困難で施設入所している障害者については、家族との交流

の維持・促進に努めるとともに、社会参加への条件整備を進めること

• 市民が利用する施設については、視覚障害者が建物の概要をつかめる

よう、点字で施設の案内表示をすること

また、点字プロックの敷設については、弱視の障害者にもよく識別で

きるようカラープロックを用いること

・ 市民が利用する施設の建設に当たっては、関係部局との緊密な連携の

もと、障害者が利用しやすいように利便性に十分配慮するとともに、民

間の建築物についても障害者施策に対する理解と協力を求めていくこと

3.まとめ

このように、今後の障害者 OO)の施設整備に当たっては、複雑・多様

化する障害者の福祉ニーズを的確に把握し、対応していくことが求められ

ており、とりわけ障害者が自立更生、社会復帰を目指すための訓練型施設

のより一層の充実・整備が必要となっている。

また、既存の施設を利用したデイサービス事業の充実、グループホーム

事業の展開等とともに、個々の障害者の特性に応じて施設が選択できるよ

ぅ、各種施設間の連携を図り、それぞれを特色のある施設として整備して

いくことが求められている。

当委員会は、現在、策定が進められている障害者施策に関する長期計画

の中で福祉環境の整備や在宅支援サービスの充実などとともに、施策推進

の拠点となる各種施設の整備・充実に積極的に取り組み、心身にハンディ

キャップを持った人々が可能な限り家庭や地域で自立した生活を送り、社

会の一員として共に生きることのできる社会が早期に実現されることを強

く望むものである。

産業公営企業委員会

0 大四日市まつりについて
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現行の大四日市まつりは、 8月第1週の土曜、日曜を含む3日間の日程

で開催され、郷土文化財行列やドリームパレードなど本市の真夏の祭典と

して種々の行事が行われているところである。

しかしながら、昨今では実行組織が行政主導型であるため、まつり全体

の盛り上がりに欠けるという声や一部地域だけのまつりであるとの批判も

聞かれる状況にある。

当委員会は、大四日市まつりが魅力あるまつりとして充実•発展してい

けるようまつりのあり方全般について、その経緯・現況を踏まえながら調

査・研究を行った。

1.大四日市まつりの経緯

大四日市まつりは、商品祭、七夕祭、港まつりという複数の祭りを統合

して開催されていた「四日市港まつり」を発展的に継承し、全市民挙げて

参加ができ、躍進する工業都市・四日市の姿にふさわしいまつりとして、

昭和39年に始められた。

第1回は2日間の日程により、パレード、大四日市おどりを中心に開催

され、第2回からは日程も4日間となり、諏訪神社の祭礼いわゆる「四日

市祭り」に出演し、親しまれてきた大入道、鯨船等の郷土文化財も披露さ

れることとなった。

当時の開催期間は本市の市制施行記念日の8月1日から開港記念日であ

る8月4日までの4日間であったが、昭和55年の第17回からは「文化都市

四日市を創る大四日市まつり」としてまつりの性格に文化性を加味するこ

ととあわせて、日程が現行のように変更され、参加型行事の充実が図られ

たところである。

また、昭和62年には、まつりの性格の一層の明確化を図るため、スポー

ツ行事、地域の盆踊り等が協賛行事に区分けされるなど、幾多の変遷を経

て現在に至っている。

2.大四日市まつりの現況
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平成6年度の事業内容では、先ず初日は献花式で幕を開け、市内各所へ

の諏訪太鼓表敬訪問や市民公園における青年のタベなどの行事が行われて

いる。

二日目はドリームパレードやサンバフェスティバルなどカーニバル的要

素が強い行事が中心であるが、諏訪神社における郷土文化財民謡と獅子舞

といった行事も盛り込まれている。

最終日である三日目は諏訪神社での商品祭の式典を皮切りに諏訪新道か

ら三滝通りにかけて行われる市民総踊りパレードや郷土文化財行列、さら

に四日市港においては遊覧船による港めぐりを初めとした港まつりが行わ

れているほか、市民のタベと称した盆踊りが二日目、三日目の両日にわたっ

て市民公園において開催されている。

また、協賛行事として、子供諏訪太鼓競演や納涼茶会、わんぱく相撲大

会など、三日間にわたり二十程度の催しが名を連ねている。

次に収支の方に目を向けて見ると、収入は平成6年度予算額で2,410万

円、うち市からの補助金が500万円、県受託料（世界祝祭博支援事業委託

料） 300万円、協賛金1,450万円等の内訳になっている。

支出については、各事業への補助、出演料、会場・舞台設営などの行事

演出費が2,055万円で、その大部分を占めている。

3.今後に向けて

大四日市まつりの経緯・現況を精査する過程で、各委員からは次のよう

な意見が出された。

(1)まつりのあり方・性格

・ 現行のまつりをさらに充実させていくのか、あるいは各地区で盛り上

げる形としていくのかなど、今後のまつりのあり方についてあらゆる角

度から研究を行うこと

・ 従来の諏訪神社の祭礼（四日市祭り）に少しでも移行できるよう、現

行のまつりの見直しをすること
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また、その場合、行政と神事との関わりの問題に十分意を用いること

． どちらかと言えばカーニバル中心のイメージの強い現行のまつりの中
で、従来からの祭礼に則った祭りの持つ文化性をいかに表現するか、そ

の性格づけの整理を行うこと

(2)開催期日・時期

・ 現行の日程では年によっては開港記念日である8月4日にまつりが行

われない場合も生じることから、従来からのまつりの経緯、意義等を十

分に汲んだ開催期日とすること

・ 開催を年2回とし、夏はカーニバル的な行事、秋は伝統的文化財を中

心とした行事とすることについて、さらに議論を深めること

(3)実行組織

・ 実行組織である大四日市まつり実行委員会は多人数で構成されており、

柔軟性を持った対応ができるよう、その組織の見直しを行うこと

・ 協賛金の協力要請をスムーズに行えるよう、商工会議所等を中心とじ

た民間主導型に逐次移行させていくこと

• 平成11年には現行の日程となってから20周年を迎えることから、実行

委員会において民間主導型に移行させていくことについて議論を行うな

ど、これまで以上に課題の解消に向けた取り組みを行うこと

(4)事業内容

． できるだけ多くの市民の参加が得られるよう、事業内容にさらに創意
工夫を凝らすこと

・ 市民総踊りパレード、郷土文化財行列については、そのパレード•練

り込み場所を市民公園まで延長するよう検討すること

• 各地区で行われている盆踊りを現行のまつりに集約することについて

検討すること

(5)財政

・ 従来にも増してまつりに特色を持たせ、市民はもとより、広く市外の
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人にも親しまれるまつりとしていくため、市の補助金の一層の増額に努

めること

• 市の補助金に加え、山車等の維持管理や諏訪太鼓の補修等を目的とし

た助成金の創設を検討するなど、まつりの財政全般にわたる総合的な見

直しを行うこと

(6)その他

・ 商店街においてお勇行人等からごみの排出が問題とされており、その

対策を協議するとともに、商業活動に思うような効果が上がっていない

現況を十分に把握すること

・ 市民のためのまつりとするため、答礼台の見直しをすること

・ 障害者用トイレの設置はもとより、その案内表示に留意すること

所得水準の向上や余暇時間の増大等に伴い、市民の余暇需要がますます

増大・多様化している中にあって、まつりは単に余暇利用におけるレ

ジャーの一つとしての位置づけがされるだけでなく、伝統文化の継承さら

には参加することによる連帯意識の高揚等幾つかの効果がある。

当委員会は、これらまつりの持つ効用を踏まえる中で、今後とも大四日

市まつりが新しい四日市の創造、活性化につながり、対外的にも情報を発

信できるまつりとして発展していくことが何よりも肝要であると考える次

第である。

このため、各委員から出された意見を十分勘案し、他都市のまつりの状

況も参考にしながら、そのあり方についてさらに検討を重ねられるよう強

く望む次第である。

建設委員会

0 都市景観形成の推進について

戦後の我が国は、欧米先進国を目標に飛躍的な経済成長を遂げてきた。

都市の整備は、こうした経済の急迅iな拡大に対応するため、短期間で社会
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資本ストックの量的充足を図る必要に迫られたことから、うるおい、ゆと

り、美しさや身の回りの生活空間の水準の向上といった都市環境の質的充

実は二次的な位置付けにとどまり、個性や特色を備えた質の高いまちが形

成・蓄積されるには至らなかった。

近年の経済社会の成熟化によって、市民の生活水準は大きく向上し、う

るおいややすらぎなど都市環境の質的向上を求める声が高まりつつあり、

生活空間の質の分野とりわけ良好な都市景観形成へのニーズが強くなって

きている。豊かさの実感できる市民生活の実現や地域経済社会の均衡ある

発展を図っていく上で、生活空間のありようは重要な要素であり、市民生

活に身近な景観施設の整備充実が求められている。

このため、地方自治体においては、市民のこうした都市景観形成に対す

るニーズの高揚や多様化を踏まえ、様々な施策が実施に移されようとして

いる。

本市においても、昭和63年5月に、建設省が創設した都市景観形成モデ

ル都市制度の第1回モデル都市としての指定を受け、平成6年3月には都

市景観条例を制定し、建築物も含めた景観形成に取り組み、都市景観形成

事業を積極的に進めているところである。

当委員会は、平成7年度に同条例が本格的に施行される予定となってい

ることを踏まえ、真に快適で魅力的な都市景観を創造していくための手法

を探るべく、 「都市景観条例」と「美しいまちづくりへの誘導方策」にそ

れぞれ焦点を当てて、調査・研究を行った。

1.都市景観条例について

(1)目的

美しいまちは、市民、事業者、行政の不断の努力によって形づくら

れ、そこに住む人々に、まちへの愛着と誇りを感じさせる。そのため

3者が一体となって、優れた都市景観をつくるためのルールを定める

ことを目的とする。
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(2)条例の性格

指導、助言、助成、表彰による誘導、啓発を旨とした内容で、罰則

規定はなく、規制はごく緩やかなものである。

(3)条例の特色

都市景観整備の総合的推進を表明するとともに、景観形成のため、

重点整備地区制度、大規模建築物等の届出制度、表彰・助成制度等の

創設や、都市景観審議会の設置を行うことによって、市民参加による

景観行政の推進を図る。

(4)条例化の効用

条例化によって、都市景観行政が制度的に位置づけられ、施策が体

系的に実施できる。例えば、景観形成地区の景観向上による他地区へ

の波及効果や、景観届出制度によるデザイン・色彩に配慮した質の高

い建築物等の増加が期待できる。こうした各種制度の定着が図られる

ことによって、行政自体はもとより市民の景観意識の向上が期待され

る。

2.美しいまちづくりへの誘導方策について

都市景観条例の内容については、以上のとおりであるが、市民共有の財

産でもある優れた都市景観を形成するため、当条例を礎として、今後、い

かに個別の建築誘導や関連公共事業等による景観づくりを進めていくかが

大きな課題となっている。こうした当面する課題を踏まえながら、当委員

会の調査・研究の過程において出された意見は、次のとおりである。

・ 良好な都市景観の形成は、行政の努力はもとより、市民に景観行政へ

の理解と積極的な参加を求めることが特に重要であり、広く市民に対し

て啓蒙・啓発活動を行い、市民の景観形成への参加・協力を促していく

こと

・ 優れた都市景観を形成・維持していく上で、とりわけ重要となるのは、

市民ぐるみの運動であることから、広報やパンフレット等によるPR活
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動によって、市民参加のための組織づくりを行い、あらゆる機会を通じ

て市民意識の啓発を図ること

• 市民主導による主体的な景観形成を実現するため、市民運動の初期の

段階から行政が積極的に参加することにより、市民に整備指針を提示す

るなど誘導に努めること

• より実りのある景観形成及び景観表彰制度にしていくため、相応の公

共資本の投下を行うとともに、関係部局との連携を密にしながら、執行

体制の強化を図ること

・ 景観形成モデル地区の整備による例示的景観向上を市民にアピールし、

他地区住民の景観意識の向上を促し、波及効果の拡散を図っていくこと

• 都心部を中心とした重点整備地区の整備はもとより、市内各地に歴史

的・文化的遺産が多数点在していることから、それらを生かすことによ

って都心部と地域との均衡ある一体的な整備に努めること

• 市民に心のゆとりや安らぎを与える緑や花を、個々の家庭における栽

培の範域から、まちや地域へと「個」から「線」や哺i」へと広げてい

くための組織的整備を図り、市内随所で緑や花が楽しめるまちづくりを

推進すること

• 鉄道や道路等のコンクリートが剥き出しとなっている高架下部分への

デザイン的塗装及び市街地における電線の地中化の促進など、まず実施

可能な対策から、順次取り組んでいくこと

・ 住民による自発的・主体的なまちづくり組織の結成・育成を図るため、

その中心的役割を担うグループリーダーの発掘・育成に努めること

・ ライフスタイルの変化により、夜間の活動時間が増大していることか

ら、霞ケ浦・中央緑地への街灯の設置、中央通りのライトアップなど市

民が身近に憩える施設として整備を図り、夜間景観の創造に努めること

・ 将来予想される中心部へのペデストリアンデッキの導入に当たっては、

先進地の調査・研究を行い、その長所を採り入れるなど色彩・形状にエ
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夫を凝らした施設とすること

• 都市景観アドバイザー制度については、画一的な運用を図るのではな

く、本市の特性に合わせた特色ある運用方法を採用すること

3.まとめ

美しいまちは、行政側のみの取り組みで実現できるものではなく、市民

一人一人がまちづくりの主役となり、主体的に参画していくことによって

実現可能となる。

こうした市民主導型のまちづくりの重要性についての意識啓発を図る一

方で、行政の文化化により、美しさや文化性といった要素をまちづくりの

付加的要素から本来的要素へと内部目的化させ、その上で、地域固有の歴

史・風土を生かしたまちづくりに腰を据えて取り組むべき時期にきている。

先進国の一員にふさわしい豊かで美しい生活空間を備えた質の高い「まち

づくり」を実現し、社会共有の資産として後世に引き継ぐことが今の我々

に課せられた責務である。

もとより、良好な景観形成に果たす行政の役割は大きく、率先して関係

分野との連携を強化し、総合行政としての景観行政に取り組むための体制

を整備・強化するとともに、職員の意識及び能力をより一層高める必要が

ある。都市景観条例の施行を契機に、市民意識高揚のため裾野の広い運動

を展開しながら、景観行政に対する取り組みをより一層本格化し、強力に

推進していかねばならない。

以上のことから当委員会は、景観行政が21世紀を展望したこれからの都

市行政の中で、ベーシックな課題として大きな比重を占めるものと認識す

るものである。

このため、各委員から出された意見を十分に踏まえ、地域住民の理解と

協力をベースに関係部局との連携を図りながら、個性的で他都市に誇りう

る都市景観の形成を推進していく必要がある。市民総ぐるみによる個性的

な美しいまちづくりは、地域への帰属意識が高まるばかりでなく、新しい
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時代の都市の活力源の一つとして大きな役割を担うものであり、 「住みた

いまち」から「ずっと住み続けたいまち四日市」の実現に向けて、一層の

努力を払われるよう強く望む次第である。
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